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開会宣告（午前１０時００分） 

──────────────────────────────────────────── 

◎開会宣告 

○議長（高橋利勝君） ただいまから、平成３０年第３回本別町議会定例会を開会します。 

──────────────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（高橋利勝君） これから、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（高橋利勝君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、黒山久男君、山西二三夫君、

及び石山憲司君を指名いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員長報告 

○議長（高橋利勝君） 日程第２ 議会運営委員長から報告を行ないます。 

 議会運営委員長方川一郎君、御登壇ください。 

○議会運営委員長（方川一郎君）〔登壇〕 報告いたします。 

 平成３０年８月１０日第３回臨時会において閉会中の調査付託を受けた議会の会期、日

程等の議会運営に関する事項について報告いたします。 

 議会の運営に関する事項。 

 まず、会期について申し上げます。 

 本定例会の会期は、本日、９月１１日から９月２５日までの１５日間とするよう予定を

いたしました。 

 次に、一般質問の締め切りについて申し上げます。 

 一般質問の通告は、９月１３日正午をもって締め切ることといたしました。 

 次に、陳情文書の取り扱いについて申し上げます。 

 本日までに、２件の提出がありました。 

 臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書。以上、１件については、議

会運営基準１３８運用例５によることとし、後刻、回覧に供することといたします。 

 次に、林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書提出の陳

情。以上、１件については、議会運営基準１３８運用例１によることとし、本別町林活議

連の発議に向けた取り扱いを予定いたしました。 

 以上、報告いたします。 

○議長（高橋利勝君） これで報告済みといたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 会期決定の件 

○議長（高橋利勝君） 日程第３ 会期決定の件を議題とします。 
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 お諮りします。 

 本定例会の会期は、９月１１日から９月２５日までの１５日間とすることとしたいと思

います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日９月１１日から９月２５日までの１５日間とすることに決定

いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎休会の議決 

○議長（高橋利勝君） お諮りします。 

 議事の都合により、９月１２日から１８日及び２２日から２４日の計１０日間を休会に

したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、９月１２日から１８日及び２２日から２４日の計１０日間は休会とするこ

とに決定いたしました。 

 暫時休憩をいたします。 

午前１０時０４分  休憩 

午前１０時０６分  再開 

○議長（高橋利勝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 諸般の報告 

○議長（高橋利勝君） 日程第４ 諸般の報告を行います。 

 報告第１０号公用車両の交通事故に起因する和解及び損害賠償額を定めることについて、

報告を求めます。 

 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有君） 報告第１０号公用車両の交通事故に起因する和解及び損

害賠償額を定めることについて、御説明を申し上げます。 

 本事故は、除雪作業中における除雪車の事故でございます。 

 平成３０年２月１５日午前１０時５０分頃、公用車両、モーターグレーダー、帯広○○

○○○○が、中川郡本別町新町１７番地２９地先の町道新町通り道路上において除雪作業

中に、除雪プラウの接触により電柱を破損したものでございます。 

 事故後直ちに北海道電力株式会社により電柱の応急処置を行ない、電柱の補修工事を完

了し、５月２５日に示談が成立しており、先の６月議会におきまして、報告第６号として

専決処分報告をさせていただいたところであります。 
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 また、この破損した電柱は北海道電力が所有し、東日本電信電話株式会社も利用する共

架柱でございます。この度、共用する東日本電信電話株式会社共架部分の補修工事が完了

しましたので損害額が確定し、８月３０日に示談が成立しております。民法第６９５条の

規定に基づき、和解し損害賠償額を定めたことから、地方自治法第１８０条第１項の規定

により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により報告いたします。 

 なお、報告につきましては和解の相手方、和解の要旨のみ報告させていただきます。 

 １、和解の相手方でありますが、住所は札幌市中央区大通西１４丁目７番地、氏名は東

日本電信電話株式会社北海道事業部設備部長、○○○○氏でございます。 

 ２、和解の要旨につきましては、本件の事故にかかる損害賠償額を一金２２万７,２００

円と定め、本別町が東日本電信電話株式会社北海道事業部に対し、支払うものとする内容

でございます。 

 なお、この損害賠償額につきましては、全額、町村有自動車損害共済金により賄われま

す。 

 今後このような事故を起こさないよう、交通安全に十分注意を払い、より一層の安全運

行に努めてまいります。 

 以上、報告第１０号の専決処分報告とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝君） これで報告済みといたします。 

 次に、報告第１１号平成３０年度本別町一般会計補正予算（第９回）について報告を求

めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸君） 報告第１１号専決処分報告、平成３０年度本別町一般会計補

正予算（第９回）について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので、

同条第２項の規定により報告いたします。 

 今回の補正は、ただ今報告いたしました公用車両の交通事故に起因する損害賠償金であ

ります。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２万８,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ６７億８,３４２万１,０００円とする内容であります。 

 ３ページ、４ページをお開きください。 

 下段にあります、２、歳出でありますが、８款土木費２項道路橋りょう費１目道路橋り

ょう総務費２２節補償補填及び賠償金２２万８,０００円の補正は、電柱修繕費を損害賠償

金として支払うものであります。 

 上段に戻りまして、１、歳入でありますが、１９款諸収入４項１目７節雑入２２万８,０

００円は、この費用の全額が町村有自動車損害共済金で賄われるため計上いたしました。 

 以上、簡単でありますが専決処分報告とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝君） これで報告済みといたします。 
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 次に、監査委員から平成３０年７月分に関する例月出納検査結果報告書の提出がありま

した。 

 その写しをお手元に配布しておきましたので、御了承願います。 

 これで、報告済みといたします。 

 次に、平成２９年度本別町教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告書が教育長か

ら提出がありました。 

 その写しをお手元に配布しておきましたので、御了承願います。 

 これで報告済みといたします。 

 次に、議員派遣結果報告書が、広報広聴常任委員長から提出がありました。 

 その写しをお手元に配布しておきましたので、御了承願います。 

 これで、報告済みといたします。 

 次に、池北三町行政事務組合議会の平成３０年第２回定例会以降における主な審議内容

について、お手元に配布のとおり報告いたしますので、御了承願います。 

 これで報告済みといたします。 

 次に、十勝圏複合事務組合議会の平成３０年第２回定例会以降における主な審議内容に

ついて、お手元に配布のとおり報告いたしますので、御了承願います。 

 これで報告済みといたします。 

 次に、議長の動静の報告について。 

 平成３０年第２回定例会以降における議長の主な動静について、お手元に配布のとおり

報告いたしますので、御了承願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 行政報告 

○議長（高橋利勝君） 日程第５ 行政報告を行ないます。 

 髙橋町長、御登壇ください。 

○町長（髙橋正夫君）〔登壇〕 冒頭、９月６日に発生しました北海道胆振東部地震により、

犠牲になられました方々、御遺族に対しまして衷心より哀悼の意を表するとともに、今な

お避難等不自由な生活を余儀なくされていらっしゃる方々に心より御見舞いを申し上げま

す。 

 平成３０年９月６日午前３時７分、胆振地方中東部を震源としたマグニチュード６.７の

地震が発生し、最大震度は胆振管内厚真町の震度７を記録したところであります。 

 本別町につきましては、震度３でありましたことから、各施設の被害がなかったところ

でありますが、発生時刻とほぼ同時に町内全域が停電になったことから、水道施設におき

ましては、安定的な水の供給を行なうべく発電機を設置するなどの対応を行ない、国保病

院、老人ホームなど入院、入所者のある施設につきましては、入院、入所者の安全確保は

もとより、水の確保や給食の調理等、最低限の生活が送れるよう対応してきたところであ

ります。 
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 なお、国保病院におきましては、停電の影響により十分な診察ができないと判断し、停

電当日の６日につきましては、外来診療を休診し、救急患者のみの受け入れとさせていた

だきましたが、電力復旧後には速やかに診療を再開したところであります。 

 また、緊急通報システムを設置されている方など、支援を必要とされている方につきま

しては個別に訪問し、状況を把握するとともに、お一人での生活が困難であると判断し、

または、御本人からの要請があった場合等には、小規模多機能型居宅介護施設などへの受

け入れにつきまして、本別町社会福祉協議会と協議を行なってきたところであります。 

 小中学校の対応についてでありますが、地震当初におきましては、施設に被害がなかっ

たことから、通常の学校運営を行なうよう給食提供の確保に努めたところでありますが、

引き続いた停電により、登校時間に町内の信号機全てが稼働していなかったことから、登

校時における児童、生徒の安全確保の観点から臨時休校としたところであります。 

 なお、７日におきましては、警察の協力を得ながら、交差点等に職員を配置し、登下校

時の安全を確保した上で通常授業とさせていただいたところであります。 

 停電で大きな被害が出ました酪農家の生乳の搾乳、出荷の対策につきましては、ＪＡ本

別町と連携を取りながら、各個別酪農家との連絡調整等につきまして支援をしてきたとこ

ろであります。 

 さらに、７日夕方にはＮＴＴ基地局において電力が不足したことにより、固定電話や携

帯電話のほとんどが使用不能となり、消防署などへの緊急連絡手段が途絶えたことから、

人命に相当の影響をあたえる問題の発生と判断し、同日午後６時に災害対策本部を設置し、

北海道電力やＮＴＴに早期復旧に向けた取り組みの要請を行ない、また、通信手段が使用

できないことにつきまして同報無線で周知するとともに、民生委員児童委員、自治会長宅

を訪問し、何か起きた場合における協力のお願いをさせていただいたところであります。 

 幸い緊急の連絡はなく、８日夕方には固定電話、携帯電話ともに通常の使用が可能とな

ったところであります。 

 なお、町内の停電におきましても、７日未明から段階的に解消され、８日未明には町内

全戸において復旧したところであります。 

 また、揺れの大きかった地域においては、本震クラスの余震の恐れもあり、再度の停電

も可能性はゼロではないことから、引き続き情報に注視し、非常時におきましては迅速に

対応してまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、本町におきましては長期間に渡った停電は予想もしない初め

ての経験でありましたが、今後は想定される災害として、非常時における住民生活への支

援等に取り組んでまいりたいと考えておりますので、議員各位におかれましても特段の御

協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 次に、平成３０年度普通交付税の算定結果について報告いたします。 

 ７月２４日に総務省から普通交付税の算定結果の通知が示されたところでありますが、

本町は対前年比４.９パーセント、１億２,９９５万３,０００円減額の２５億３,９３０万

５,０００円となったところであります。道内におきましては、交付団体である１７８市町
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村のうち１５５市町村で減額となっており、減額率は、対前年比、北海道の町村では２.８

パーセント、十勝の町村では２.８パーセントとなったところであります。 

 昨年度より大幅な減額となった主な要因については、基準財政需要額の算定において、

リーマンショック後の地方経済、雇用情勢の悪化を踏まえた緊急時の経済対策として導入

された歳出特別枠の廃止に伴い、地域経済・雇用対策費が６,５５６万５,０００円の減と

なり、平成２８年度に導入されましたトップランナー方式等による各費目の単位費用改正

に伴う減額に加え、本町の特殊要因として過疎対策事業債等の償還額算入の減少や、町民

税所得割、法人税割等の基準財政収入額が増加となったことが挙げられています。 

 地方交付税の減収等による一般財源の不足分を補う財政調整基金及び減債基金は、本年

度の当初予算において、３億８千万円の取り崩しを計上しておりますが、今後の収支見込

から判断しますと、同額の積み戻しは困難であり、年度末残高は昨年度と比較して減少す

る見込みとなっております。今後も地方交付税の増額は見込めない状況であり、税収の伸

びも期待できないため、財政運営は一層厳しい状況となることが予想されます。 

 これからの財政運営の方針といたしましては、地方財政対策、地方交付税制度改正の動

きに注視しますとともに、基金依存度の縮小や経常経費の削減等、行政改革の推進により

財政運営の安定化を図りつつ、地域の活性化や諸課題を解決していくために、予算の重点

化、効率化の徹底が不可欠であると認識しているところであります。 

 今後も、町民が夢と希望を持てる施策の展開を進める所存でありますので、町民の皆様

をはじめ、議員各位の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

 次に、池北三町行政事務組合の解散及び平成３１年度以降のごみ処理について報告いた

します。 

 初めに、池北三町行政事務組合の解散についてですが、平成３１年４月以降のごみ処理

体制と銀河クリーンセンターの運営、維持管理につきましては、池北三町行政事務組合を

解散し、ごみ処理事務及び組合が所有している財産について足寄町が承継することで、６

月定例会において議決をいただき、７月２日に組合の解散届、財産処分の協議書及び組合

解散後における事務の承継先を定める規約変更の申請につきまして、北海道知事へ提出し、

同１８日に規約変更の許可及び解散届、事務を承継する足寄町に事務を委託することにつ

きまして受理されたところであります。 

 次に、平成３１年４月以降のごみ処理についてですが、帯広市のくりりんセンターにお

いては、燃やすごみ、燃やさないごみ、危険ごみ、有害ごみ、粗大ごみの処理を行ない、

足寄町の銀河クリーンセンターにおいては、最終処分場の維持管理、資源ごみの中間処理

と小動物の焼却処理を行ないます。 

 また、足寄町と本別町の事業系一般廃棄物や個人が直接搬入する家庭系ごみにつきまし

ては、これまでと同じく銀河クリーンセンターで受け入れを行ない、一時保管の上くりり

んセンターへ搬送し、処理することとしております。 

 今後におきましては、ごみの分別方法が変更になることから、ごみ分別パンフレットの

原案が出来上がり次第、住民説明会を開催して周知を図ってまいりますので、議員各位の



- 9 - 
 

御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、新年度からのごみ収集運搬業務を円滑に遂行するため、委託業者の決定が必要と

なりますことから、関係予算につきまして本定例会に提案しておりますので、よろしく御

審議をお願いいたします。 

 次に、国保病院に設置する地域連携室について報告いたします。 

 本町ではこれまで、町民の皆さまが住み慣れた地域で暮らし続けることができるまちづ

くりとして、地域包括ケアシステムの構築を進めてまいりましたが、地域包括ケアを推進

するためには、医療と介護の連携が重要でありまして、本町の基幹病院である国保病院の

果たす役割が大きいことから、更なる充実を図るため地域連携室を設置することといたし

ました。 

 これまで、患者や家族からの療養の相談や入退院の調整につきましては、事務部門の職

員又は看護師が対応しておりましたが、今後は、社会福祉士の資格を有する医療ソーシャ

ルワーカーを１名配置し、地域連携室において、患者がスムーズに医療機関への受診、入

院および退院や転院ができるように、医療機関や介護施設をはじめ、行政や福祉に関わる

多くの施設をつなぐ役割を果たし、また、介護保険、福祉制度に関する相談、経済的、心

理的、社会的問題に関する相談や病院の広報活動に関する業務を担ってまいりたいと考え

ております。 

 なお、開設時期につきましては、１０月１日から業務を開始する予定としております。

詳しい業務内容等につきましては、町広報等で周知させていただきます。 

 地域連携室の設置につきましては、町民皆さまの健康と福祉の向上につながるものと考

えておりますので、議員各位の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、台風２１号の農業被害及び農作物の作況状況について報告いたします。 

 ９月５日に北海道の日本海側近海を通過しました台風２１号の強風によりまして農作物

への被害状況についてでありますが、同日に営農指導対策協議会で被害状況調査を実施し

ております。大きく被害を受けた作物は、加工用スイートコーンで、８月中旬から収穫作

業が始まっておりますが、収穫が残る畑におきまして約２６ヘクタールの倒伏被害が出て

おり、収穫はできるものの作業時間や手間の増えることが懸念される状況となっておりま

す。また、豆類では、大豆１８ヘクタール、小豆で２ヘクタールの倒伏、デントコーンで

は１５ヘクタールの倒伏、５３ヘクタールでなびきの状態となっており、収穫作業には多

少の影響がでるものと見込まれます。 

 次に、農作物の作況状況について報告いたします。 

 営農指導対策協議会によります２回目の定期作況調査につきましては、本日実施をされ

ていますので、７月２０日に実施しました営農指導対策協議会による定期作況調査と農業

改良普及センターによります９月１日現在の農作物生育状況定期調査報告に基づき報告を

させていただきます。 

 本町のこれまでの気象経過でありますが、植え付け期の５月の気温は高温で経過し、日

照時間は平年を上回り、降水量が少なかったため乾燥傾向で推移しておりましたが、６月
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に入ると一転し、中旬以降から７月中旬までの約１カ月間、低温と極端な日照不足、降雨

も多く降水量は平年を大きく上回る状況となりました。 

 それ以降、天候は回復したものの、天候不順の影響が大きく、豆類全般で茎の長さは低

く、葉の数も少ないといった生育量不足が多くみられ、大豆、手亡は不良、小豆、金時で

かなり不良としており、豆類全般においては３日から７日遅れとなっております。 

 馬鈴薯は、茎葉の一部黄色く変色などがみられるものの、生育は平年並み。てん菜も平

年並みとしております。 

 小麦につきましては、１穂粒数が平年の８割程度となっており、生育はやや不良として

おります。また、ＪＡの収穫作業は７月３０日に始まり、８月６日には収穫を終え、その

結果、平均反収は１０.１俵で品質、製品歩留まりにつきましては、現在製品の調整中であ

りますが、製品歩留まりは平年よりやや悪い状況にあります。 

 また、飼料作物につきましては、関係機関、普及センターからの情報として、１番牧草

は天候不順と収穫遅れによる品質の低下が懸念されまして、デントコーンは草丈が短く、

茎が細い傾向がみられ、１週間程度の遅れで、やや不良の生育となっております。 

 現在のところは、豆類を中心に天候不順の影響を受け、生育遅延や湿害によります減収

が想定されますが、これから収穫時期に向け、好天に恵まれ作柄が回復することを願い、

少しでもよい出来秋となることを期待しているところであります。 

 次に、元職員が住民課税務担当として在職中の平成２２年１０月から平成２６年８月ま

での間に犯した業務上横領事件につきまして、公判においてその罪状を認め、平成３０年

３月１日に本町の代理人弁護士に弁済のあった町税２２５万１,４００円および遅延利息

５７万２,４７６円、合計２８２万３,８７６円の取り扱いについて報告いたします。 

 弁済金の収納処理といたしましては、すでに欠損されている１２５万１,５１９円につき

ましては損害賠償金として、現在も滞納となっている国民健康保険税４１万１００円、固

定資産税１０万３,６００円、町民税１４万１,６９９円、合計６５万５,３９９円につきま

しては、町税収納金として収納し、町民税とあわせて徴収している道民税につきましては、

北海道に対し３４万４,４８２円を払い込むこととしております。 

 また、遅延利息５７万２,４７６円につきましては、税を収納しなかったことによる賠償

として、損害賠償金として取り扱います。 

 なお、元職員による町税の業務上横領に伴う弁済金につきましては、本定例会に補正予

算として提案しておりますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

 以上、本別町議会第３回定例会行政報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○議長（高橋利勝君） これで行政報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第６５号 

○議長（高橋利勝君） 日程第６ 議案第６５号町道中央橋通り中央橋橋梁補修工事請負

契約についてを議題とします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸君） 議案第６５号町道中央橋通り中央橋橋梁補修工事請負契約に

つきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 町道中央橋通り中央橋橋梁補修工事請負契約締結にあたりましては、予定価格が５千万

円以上の工事契約となりますので、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付

すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を

求めるものでございます。 

 契約の目的は、橋梁長寿命化計画に基づく中央橋における補修工事で、工事内容は、支

承取替え、ひび割れ補修等を施工するものでございます。 

 契約の方法につきましては、指名競争入札による契約締結で、指名委員会は平成３０年

８月１日に開催し、指名業者は、株式会社野田組、中前建設株式会社、株式会社本別建設

工業、株式会社岡崎組、鎌田建設工業株式会社、株式会社鹿島組、小川建設工業株式会社

の７者を選考いたしました。 

 平成３０年８月９日に指名通知を行ない、平成３０年８月２９日に入札を執行しており

ます。 

 契約金額は９,２２３万２,０００円で、入札回数は１回で落札をしております。 

 契約の相手方は、株式会社野田組、代表取締役野田仁でございます。 

 仮契約は、平成３０年８月２９日に行なっております。 

 工期は、着工が本契約の日から７日以内で、完成は平成３１年３月２０日でございます。 

 以上、議案第６５号町道中央橋通り中央橋橋梁補修工事請負契約についての提案にかえ

させていただきます。よろしく、御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝君） これから質疑を行います。 

 大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） 中央橋の橋りょうの長寿命化の契約について、今説明がございま

した。中央橋は御承知のとおり、新町、栄町の住居区域から、小学校、中学校、高校の文

教地域に通う、町道の中でも極めて大きな幹線町道でございます。 

 私どもよくわかりませんことがありますけれども、橋りょうの工事で、工期が今３月の

二十日までということになりますから、約半年ほどございます。この工事の中で通行止め

をすることに、私の考えとしてはあると思うのですけれども、その辺どのように考えてお

られるのか。契約の案件だから関係ないだろうということになるかもしれませんが、設計

内にそういうことも入っていると思いますので、その辺を踏まえて、地域の住民の方々へ

の周知、交通の形態を考えた中での通行止めの考え方についてお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝君） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有君） 大住議員の御質問にお答えします。 

 まず１点目の工事で通行止めになるかという点でございますけれども、まず交通規制で

ございます。交通規制につきましては、基本車道部分は片側の通行で、車両の走行は可能
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とさせていただきます。あと、歩道の部分です。これにつきましても文教地区、住宅街で

ございますので、歩道の部分につきましては常時通行可能というふうになっております。 

 ただしですが、工事の内容、先ほど大住議員からありました、通行止めになるのかとい

うことでございますので、一時的に橋の桁をジャッキアップをして行なう作業がございま

す。桁の下に支承材というのがございまして、それの取り替え作業のときに、ジャッキア

ップ作業のときに１日程度。あと上げてからの作業期間中については片側通行で、舗装だ

とかの、段差が低いものですから、それの擦りつけをしながら解放していくということで。

そのあと最後に作業が終了しましたら、ジャッキをダウンするという作業で１日程度のこ

とが出てきますので、今回橋脚２橋の支承材の補修をしますので、４日間程度は通行止め

になるのかなということでございます。 

 また、現場の関係でございます。現場におきましてもですね、交通整理人の配置は橋の

前後や歩道の部分、またその付近の町道に接道する部分だとかも含めまして、交通整理人

の配置をしていきたいなというふうに思っております。 

 また、住民周知ですけれども、通行止めのときには学校関係、あと周辺自治会や農協、

また郵便局等など、各関係部署に事前に通知を行なっていきたいと思っております。 

 今お話がありましたように、本路線は本当に本別町の幹線道路でございますので、住民

の皆さまには大変御迷惑をおかけすると思いますが、補修工事に御協力をお願いするもの

でもございます。以上でございます。 

○議長（高橋利勝君） 大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） 細かく説明いただきました。理解はいたしました。ただ１点だけ

ですね、技術的に今のことよくわからないのですが、ジャッキで上げて、下の作業を１カ

月なり二十日なり１カ月半でやると。そして作業が終わったらそれをダウンさせるのに１

日かかるということですから、それが２つの区間があるので、１日、１日、１日、１日で

４日程度というお話だと思うのですが、そういうことでよろしいのかということと、あっ

てはならないことですが、今回のように大きな、震度５以上、６位の地震が来たときです

ね、ジャッキアップをした中で通行が、片側できるということでの今お話でございました

けれども、その辺になりますと、極めて通学生だとか、乳業工場だとか、大きな農協の施

設等々もございますので、それは行政としていち早く、地域はもとより町民の皆さんにお

知らせすべきでないかと思いますので、あってはならないことでございますけれども、そ

の辺の考え方だけ再度。 

○議長（高橋利勝君） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有君） １点目のジャッキアップの関係の通行止めの日数は、程

度でございますけれども、４日間程度というふうに２カ所で考えております。 

 もう１点、地震対策、今回のこういうような状況がございましたので、これにつきまし

ては議員さん言われるように、本当にいざというときには緊急対策で、現場で止めるなり、

地域周辺の住民に周知をするなどの対応をしていきたいなというふうに考えております。

以上でございます。 



- 13 - 
 

○議長（高橋利勝君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６５号町道中央橋通り中央橋橋梁補修工事請負契約についてを採決し

ます。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６５号町道中央橋通り中央橋橋梁補修工事請負契約については、原

案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（高橋利勝君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 念のため申し上げます。 

 明日、９月１２日から１８日までの７日間は休会であり、９月１９日午前１０時、再開

であります。 

 これをもって、通知済みといたします。 

 なお、一般質問の通告は９月１３日正午をもって締め切ります。質問のある方は締め切

り時間厳守の上、提出願います。 

 本日は、これで散会します。 

 御苦労様でした。 

散会宣告（午前１０時４２分） 
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開議宣告（午前１０時００分） 

──────────────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（高橋利勝君） これから、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 議会運営委員長報告 

○議長（高橋利勝君） 日程第１ 議会運営委員長から報告を行ないます。 

 議会運営委員長方川一郎君、御登壇ください。 

○議会運営委員長（方川一郎君）〔登壇〕 報告いたします。 

 議会の運営に関する事項、意見書の取り扱いについて申し上げます。 

 本日までに、５件の提出がありました。 

 過疎地域における農業、商業、工業、林業者、地域医療機関が自家発電機を備え、大規

模停電時に地域のライフラインとなり得るための経済支援を求める意見書、以上１件につ

いては、本日の本会議で審議する取り運びを予定いたしました。 

 次に、核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書、日欧ＥＰＡの慎重な審

議を求める意見書、地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常勤

職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書、林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の

充実・強化を求める意見書、以上４件については、２１日の本会議で審議する取り運びを

予定いたしました。 

 次に、提出議案の取り扱いについて申し上げます。 

 提出議案中、認定第１号平成２９年度本別町一般会計歳入歳出決算認定について、ない

し、認定第９号平成２９年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定について、以上、

９件の議案については、議長及び議会選出監査委員を除く、１０名の委員で構成する、平

成２９年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託をして閉会中の継続審査とす

る取り運びを予定いたしました。 

 以上、報告といたします。 

○議長（高橋利勝君） これで報告済みといたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 意見書案第６号 

○議長（高橋利勝君） 日程第２ 意見書案第６号過疎地域における農業、商業、工業、

林業者、地域医療機関が自家発電機を備え、大規模停電時に地域のライフラインとなり得

るための経済支援を求める意見書についてを議題とします。 

 提案趣旨の説明を求めます。 

 梅村智秀君、御登壇ください。 

○３番（梅村智秀君）〔登壇〕 意見書案第６号過疎地域における農業、商業、工業、林

業者、地域医療機関が自家発電機を備え、大規模停電時に地域のライフラインとなり得る
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ための経済支援を求める意見書。こちらについての提案説明を行ないます。 

 まず、マスコミ等の報道によっても、酪農家の搾乳の状態については特に周知が広まっ

ているのかなと、このように考えてございますが、我々こうした、本別町は過疎地域と定

められております。この過疎地域において、私がこの度の災害を体験いたしまして、寄り

合というのでしょうか、支え合いというのでしょうか、こうしたものが残っている、こう

した素晴らしい地域だということを確信いたしました。そうした中で、酪農家さんとか工

業者さんが備えるような大きな、数百万円もするような発電機ではなくても、数十万円程

度で購入できる小型の家庭用の発電機でも、そうしたものが多く備えらえているのであれ

ば、そうしたもので例えばこの度のような停電時、お湯を沸かしてあげるだけ、ドライヤ

ーを貸してあげるだけ、火を使わせてあげるだけ、そうしたものに一部使ったりすること

ができる。そうしたことでこうした困難を乗り越えていけるのではないかと、このように

考えまして提案をいたしました。 

 意見書案を読み上げます。 

 この度発生した「平成３０年北海道胆振東部地震」は最大震度７の激震であり、北海道

では初めて観測されたものである。あわせて北海道全域、約２９５万戸が停電する「ブラ

ックアウト」現象を惹起し、今もなお厳しい電力需給から計画停電実施の危機にさらされ

ている。このような大規模災害時（停電時）には地方公共団体における対応にも限界があ

り、その脆弱さがあきらかになったところである。 

 マスコミによる報道やＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）などにより、災

害時（停電時）における酪農家については、搾乳が出来ないことによる乳房炎など乳牛の

疾病対策、乳業メーカー集配停止による生乳廃棄など、その困難の様子が周知されつつあ

るが、家畜への給餌、給水、環境衛生など日常業務の多くを電力に頼る畜産農家全般の労

苦については一般に知られるところに至っていない。 

 また、災害時（停電時）にも商工業、林業事業者や過疎地域医療機関が地域住民に対し、

平時に準じたサービスを提供できる体制が整備されてさえいれば、今なお密接な地域コミ

ュニティが残る過疎地域ならではの特色を活かし、居住区が広範囲におよぶため災害時に

行政の手がおよびにくい農村地域居住者や高齢者世帯などに対して、地域住民同士の互助

や孤立防止に大きく寄与することから、国においては、住民の一刻も早い生活の安定や災

害の早期復旧と産業経済の回復、さらに次なる災害の備えに向けた取り組みなどが進めら

れるよう、次の事項について特段の配慮を講ずるよう強く要望する。 

 記。 

 １、一連の地震、全域停電に伴う災害について早期に激甚災害指定を行うこと。 

 ２、北海道および道内市町村の応急対応や復旧復興に要する経費について特別交付税に

よる財政支援や災害復旧事業債の資金確保など十分な地方財政措置を講ずること。 

 ３、異常気象等を起因とする災害発生状況を踏まえ、農業、商業、工業、林業、過疎地

域医療機関が経営意欲を後退させないよう特別措置を講ずること。 
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 ４、農業、商業、工業、林業者、過疎地域医療機関が自家発電システムならびに燃料等

保管設備を設置することに対して十分な支援を行うこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、

厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、内閣官房長官、

内閣府特命担当大臣（防災）、内閣府特命担当大臣（地方創生）、内閣府特命担当大臣（経

済財政政策）。 

 以上、意見書趣旨の御理解をいただき、議員諸兄姉の御賛同賜りたく提案説明とさせて

いただきます。 

○議長（高橋利勝君） これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第６号過疎地域における農業、商業、工業、林業者、地域医療機関

が自家発電機を備え、大規模停電時に地域のライフラインとなり得るための経済支援を求

める意見書についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第６号過疎地域における農業、商業、工業、林業者、地域医療機

関が自家発電機を備え、大規模停電時に地域のライフラインとなり得るための経済支援を

求める意見書については原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 一般質問 

○議長（高橋利勝君） 日程第３ 一般質問を行ないます。 

 順次、発言を許します。 

 議席番号６番、大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） 議長の許可をいただきましたので、通告いたしました２問につい

て質問をいたします。 

 冒頭に、今月６日未明におきました北海道胆振東部地震により、亡くなられた方、被害

を受けた方々に御冥福をお祈りし、心よりお見舞い申し上げます。本町においても、地震
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による停電が続き酪農を中心に大きな被害が生じました。町民の皆様の日常生活が早急に

回復することを願っております。 

 それでは、１問目の公衆浴場の営業終了後の対応についてと今後についてをお伺いいた

します。 

 本年４月２５日に町内唯一の銭湯、本別湯が営業を終了いたしました。家庭のお風呂を

持たない方々には日々の生活に欠かせない施設だったと理解しております。これまでの対

応と、今後の考え方をお伺いいたします。 

 １点目といたしまして、営業終了後は老人福祉センター、これは中央公民館に併設され

ている施設でございますが、の利用をしていただいているようでございますけれども、利

用できる時間帯、また男女別の利用者数などの状況についてお伺いいたします。 

 ２点目といたしまして、今後の対応については時間帯や収容人数など、従前のように利

用でき、さらに市街地の中心部に位置していることだと思っております。本別湯の前の経

営者の方と協議をし、施設等を借りて町が運営することも一考かと思いますが、考え方を

お伺いいたします。 

 ３点目といたしまして、入浴は日常生活に欠かせないものでございます。今回の北海道

胆振東部地震規模の大災害が発生したとき、町が運営する浴場をつくることによりまして、

町民の皆さんの生活の糧となるものと思いますが、町長の考え方をお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝君） 答弁、髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 大住議員の１点目の公衆浴場の営業終了の対応と今後についての

御質問の答弁をさせていただきたいと思います。 

 まず１点目でありますけれども、町老人福祉センター入浴室の利用時間帯及び男女別の

利用者数についてですが、御質問のとおり４月２５日に本別湯の営業が終了しました。本

当に長い間、本町のこの環境、また健康増進を含めて営業いただいた本別湯に改めて感謝

をするところであります。 

 残念ながらこの営業は終了ということになりましたけれども、その後の清掃などの管理

体制を整えたうえで、７月１日より利用可能な曜日及び時間帯を変更して、この営業をし

ているところでありますが、具体的な曜日及び時間帯という御質問でありますので、まず

７月までは年末年始を除く火曜日と金曜日の週２回ということで計画し、女性が１３時か

ら１４時までの１時間、男性が１４時から１５時までの１時間という、合計２時間と設定

をしたところですが、７月から見直しを行ないながら、年末年始を除く月曜日、水曜日、

金曜日の週３回、時間帯につきましては女性が１２時４５分から１４時４５分までの２時

間、男性が１４時４５分から１６時の１時間１５分、合計で男女合わせて３時間１５分と

して、曜日には１週間当たり１日の増を図り、時間では１日当たり女性が１時間、男性が

１５分の増と拡大をして営業してきたところであります。 

 平成３０年８月末現在の利用者数でありますけれども、実人数でありますが女性が１６

人、男性が３人で合計で１９人御利用いただいて、延べの利用人数では４５３人の方に利
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用していただいているという結果であります。このうち、本別湯の閉鎖に伴いまして、女

性９人、男性１人の計１０名が増加をして、利用日も週３回に拡大したことから、昨年の

同じ時期と比べまして２３７人でありましたけれども、それと比較しまして約１.９倍の利

用増があるという状況になっています。 

 また、本別湯の閉鎖前に実施して、また聞き取りをしておりますが、老人福祉センター

を利用すると回答していただいた人数、６人以上の方に御利用をいただいているところで

ありまして、この老人福祉センターでの入浴が一定の役割を果たしているものと考えてい

るところであります。 

 また、２点目の今後の対応についてでありますけれども、本別湯の施設を借りて町が運

営する考え方についてでありますが、前経営者に聞き取りでお話を伺いました。経営を続

けて行くのには、今使用しているボイラーだとか配管だとか、さらにまた屋根の補修だと

か施設のバリアフリー化など大幅な改修工事が必要となるということでありまして、そう

いうことがゆえに、また営業を終了とする結果にもなったということでありますが、その

ような多大な設備投資が必要になってくるということのお話をいただきました。 

 また、現在の所有者にも確認をさせていただきました。今の所有者につきましては、現

在の本別湯の施設を取り壊して、別な用途に活用したいということでありまして、それは

もう新しい用途に活用をするということでありますので、それはもう施設を取り壊して別

な建物をつくると、こういう計画であるというふうに聞き及んでおります。 

 さらに、老人福祉センターの利用が定着しつつありますことから、現状の利用の対応を

しっかりと進めていきたいというふうに今後も考えているところであります。 

 ３点目でありますけれども、今回の大停電、このようなときにはやはり電源の確保とい

うのは必要最小限の必要な措置だというふうに感じたところでありますが、特に本別温泉

グランドホテルにつきましては、今回の停電災害で９月８日から２日間無料で入浴を実施

いただいたということは、本当に大変ありがたいことでございまして、改めて感謝申し上

げたいと思います。 

 今後、大災害が発生したときの入浴については、被害の状況などを判断しながら、各関

係機関とも連携を図ってまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いを

申し上げたいと思います。 

 以上を申し上げて、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝君） 大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） 町長から今、答弁いただきましたが、時間帯の関係ございますけ

れども、広報誌かけはしで、７月１日号でございますけれども、これによりますと今答弁

いただいた内容で、１週間のうち１日ふえたということと、女性の場合ですと１時間ほど

ふえているということでございます。ただ、これを見たとき、私も残念に思ったのですが、

男性の時間帯が２時４５分から４時まで、これはあくまで午後ですけれども、夕方の６時、

７時、８時ぐらいまでですか。自分の家庭のお風呂であれば１０時でも深夜でも入れます
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けれども、そんなわがまま言ってられない。それにしても仕事を終えてということであれ

ば、一般常識的に考えて８時くらいまでということになるかもしれませんが、そのぐらい

まで入れるような施設であればということで、町民の人たちは思っているのではないかと。

お風呂のない方々は思っているのではないかと。私も聞き及べばお聞きするところでござ

います。 

 質問している内容を理解いただいての答弁をいただきたい部分がございますけれども、

週３回にして時間を延ばしたということでございますけれども、この部分で今、私がお話

ししたような形で夜の部分、これは福祉センターですから管理する職員の方々もいるかも

しれませんけれども、その辺どういうお考えにこれからなっていくのか。順番が逆になる

かもしれませんけれども、前経営者と町長の、後段のほうで今、答弁がありました。町が

譲り受けることができないということだとすれば、別な施設で時間延長なり、時間帯を変

えていくというのも一つの考え方ではないかと思いますので、その辺、再度伺うことでご

ざいます。 

 それと、今御答弁の中で、町長のほうからありました。グランドホテル云々ということ

がございました。グランドホテルさんは非常に町に対しても町民の皆さんに対しても御協

力をいただいて、私どももいろいろな部分で感謝申し上げるところでございますが、残念

ながら距離にいたしまして３キロほどありますかね、５キロあるのか。歩いて行くとなる

となかなか大変ということになろうかと思います。自転車でもなかなか、夏であればいい

のですけれども、これからの季節は大変になってくると。 

 私、質問の中でも先ほど話をさせてもらったように、市街地の中心部にあれば、公民館

だとか前経営者が行なっていた本別湯であれば、さほど違和感がなく使っていただけるの

かなというもとにこういう質問をさせていただいているところでございますので、その辺

どのようにお考えになっているか再度伺いたいということと、利用している方々からお聞

きしますと、人数は１０人単位でございますけれども、車の免許もお持ちでない方だとか、

いろいろな方々がおります。そういうところに目を向けた施策を打つのも、行政として一

つ大切なことではないかと思っておりますので、その辺の町長の御認識を再度伺うもので

ございます。 

 先ほどの答弁の中で、前経営者は、町長が直接お会いになったかどうか、まだお聞かせ

いただいていませんけれども、私が聞いた中では町のほうでやっていただくのであれば施

設はお貸ししますよというお話しでした。それが、直して借りるという認識ですとそうい

うことになりませんけれども、今のまま借りて、町が直した中である程度運営するという

ことの前提であればどうなのか。砕けた言い方をしますと、冒頭お話ししたときに、どな

たとは申し上げておりませんけれども、町もお金がないのでなかなかそれができないのだ

というお話しだったように聞いております。その辺、言った、言わないの話しは私もする

つもりはございませんけれども、そういう短絡的なことではなくて、全体的な流れの中で

どういう施策を打っていくのかということをまずもってお聞かせいただきたい。 
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 以上、３点、４点ほどになりましたけれども、再度答弁を求めるものでございます。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 再質問の答弁をさせていただきますが、本別湯が営業終了したこ

とによって、その対応をどうするかということでいろいろ思量した中で、結果的には老人

福祉センターの入浴施設を拡大をしながら引き継ぎしていただく。それぞれ、今まで本別

温泉を、本別湯を利用していた方々に、それぞれアンケート、聞き取りをした中で、御質

問にもありましたけれども車がある人はほかの入浴施設に行なっても構わないと。でも、

今御質問のありましたように、特に車だとか移動手段を持たない方はなるべく近いほうが

いい、そういうことを含めて、福祉センターで入浴をしていただくということで拡大しま

した。 

 また、この中ではやっぱりしっかりと女性の方が少し多いですけれども、男性も含めて

利用していただいているという実態でありますから、その辺についてはしっかり要望に応

えながら対応しているということでありまして、また対応していただいている皆さんから、

この時間の延長、また日数もふやしたということで、その辺についてはしっかりと皆さん

方の要望に応えた中での運営の方法でありますので、それについてはよく理解をいただい

てきているということであります。 

 また、施設の借りる、借りないでありますけれども、現在の所有者の方にお聞きしまし

た。そしたら、実はもう自分がそこに新しい施設をつくりたいのだということで、今の入

浴のお風呂の施設は取り壊しをして、新しく別な用途で使うということでありますから、

それは町がどうこうとすることには立ちいかないものだというふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝君） 大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） 町長の御答弁をお聞きしますと、今利用している方々が延べ１９

人ということでお話しが先ほどありました。理解していただいているからいいのだという

ようなお話しだったと思うのですが、そうではなくて、なかなか町の担当の皆さんだとか、

ましてや理事者の方々にそういう方々がお会いしたとしても、なかなかお話しできないこ

とがあるのではないかと。私どもが一般的に考えた中で、先ほども申しましたように、女

性であれば先ほどの時間帯でいきますと２時４５分ですよね。そうなってくると、なかな

か昼間、天気のいいときならいいのですけれども、夜ちょっとお手伝いに行っただとか庭

仕事しただとかということになれば、やはり夕方以降にお風呂に入ってということになる

のは、これは人の常だと思うのですよね。その辺のお考えを、理解していただいているか

らいいのだというような短絡的なお話しではなくて、もうちょっとこう考えた中でお話し

していただけたらいいのかなという気はいたします。 

 それと、町長が直接前の前経営者とお話ししたかどうかというのは、町長から御言葉を

いただいていませんけれども、私が聞いた中では町が使っていただけるのであれば協力は

できるのだというお話しでした。その方がどうのこうのということで、この場所で深く議
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論するつもりはございませんけれども、新しい施設にするからもう町はいいのだというこ

となのか、そういうお話をきちんと煮詰めてきたので、町としては社会老人福祉センター

を新たに進めていくのだと。その中でのお話しなのか、４月２５日まで営業していた本別

湯は新しく前経営者が使うということなので、町としてはそちらのほうを求めないで、老

人福祉センターのほうを充実してきたのだというお考えなのか、再度お伺いいたします。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 後段のほうはまさに御質問のとおりでありまして、町がその施設

を改修して、また借りてということには、それはなかなか現実としては難しいことですか

ら、それはもうもちろんできないということでの判断はおのずからしなければならないな

というふうに思っていたのですが、その中で、そういうお話をした中で、前所有者には職

員のほうはそれぞれお話を聞かせてもらっているのですけれども、現在の所有者の方に私

は直接お話を聞く機会がありました。そこで、まだ年齢も若い人ですから、そこに自分な

りの新しい再利用の仕方をするということでありますから、それはもう私どもがそれ以上

のお話しはするわけにはいかないということも含めて、それは御理解もさせていただきた

いというところです。 

 ただ、御質問にありましたように、だからいいのだなど短絡的に物事を考えているので

はないかということは、決してそうではありません。福祉センターで最大限活用していた

だける体制をとりながら、しっかりやっていくということでありまして、また冬期間の間

を含めても、これからの話しですけれども、例えばグランド温泉に、所用の時間をまた見

ながら、バスのサービス運行を含めてやっていただけないかなども含めて今、お願いをし

ているところでありまして、結果はまだまだ出ませんけれども、それも含めて入浴の幅を

広くするようなこともぜひ取り組んでいければというふうに思っています。 

 今現在していただいている利用者の皆さんについては、その旨のお話しの中で利用して

いただいていますので、またその要望に応えて、こういう時間帯も、またそして日数の問

題も、週の回数も含めて御理解をいただいて御利用いただいているところでありますから、

このことをしっかりまた継続しながら、それぞれまた皆さん方の利便性にしっかり対応し

ていきたいと、こういうことであります。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝君） 大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） 余り繰り返しのことは申し上げたくないのですけれども、前経営

者という方は、私も今、朝日町にお住いの方とお話をしてきてございます。その中では、

もう３カ月、４カ月過ぎてございますから、町長と私の考え方に多少のギャップが出てく

るのは致し方ないことでございますけれども、こういう大災害が起きたことでございます、

町長いいですか。大災害が起きた後でございますので、その辺は再度、町としてこういう

ことなのだということも含めてお話ししていただく考えがあるのか、ないのかということ

と、再三私が申し上げているのが７月１日の町民の皆さんに行くかけはしで時間帯をふや
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したということと、曜日の月、水、金ですか、に１日ふやしたということで、これはそれ

なりの成果があったというふうに理解いたします。 

 ただ、私も福祉センターの浴場を見てきてございますけれども、洗う箇所数もそんなに

多いわけではございません。銭湯と比べれば、本当に家庭のお風呂という感じのところで

ございます。そうなったときに、先ほど冒頭の質問でも申し上げましたとおり、大災害に

なったとき、停電だけではない、洪水だとか地震の大きなことがあって、あってはならな

いことではございますけれども、交通網が寸断されるだとか、そういうことが想定される

今日でございますから、老人福祉センターを充実させるということであれば、夕方以降の

営業といいますかね。解放して、町民の方々に利用していただく。そして、中の充実する、

建物の構造上どうかは別にいたしまして、大災害のときにも対応でき得るような施設にも

っていくということが、物の順序だてとして、朝日町の本別湯がいろいろな形で営業を終

了した、その時点で町民の皆様の福利厚生をどのように考えるかというのが最大の観点で

あって、何人かの人たちに聞いたからいいのだというようなことで、町長もそれは言って

いるとは思いませんけれども、しっかりとやるということでございますから、その辺どの

ようにお考えになっているのか再度伺います。 

○町長（髙橋正夫君） あくまでも利用を希望している人たちに話を伺って、どういう形

態でするかを含めて、この場所はそういう選定をして福祉センターということにしました。 

 今までの一般入浴、それこそデイサービスを含めてやっているところですから、そうい

う時間帯の中で当初、昨年７月は週に２回ということでしたけれども、それも要望に応え

ながら入浴時間も延ばす、またさらに曜日もふやすということでやってきているところで

ありますから、それを大災害にあわせるということであれば、大災害であったら、それは

もうどこがどこということではありませんから、大災害のときは大災害の体制をしっかり

とるということで、これは今回のこの停電も含めて、教訓にしながら、長期停電が続いた

ら何が必要かということも十分に私どもも学ばさせていただきましたから、そのことも含

めて本当に大きな入浴施設といいながらも、やっぱり電源がなければ全然そのお客さんの

対応もできない、またホテルも対応できないということでありますから、そういうことも

含めてこれは、そのときにはこの福祉センターで、その入浴施設をどうするなどというの

はほんの一部のことでありますから、それはその議論とは別な議論になるだろうというふ

うに思っています。 

 また、現在利用させていただいている方には、短絡的に物事は考えていなくて、そうい

う入浴の必要性を感じながら、そして、それぞれアンケートもとってお話しも聞かせてい

ただいて、結果としてはこれだけの１９名という方が御利用いただいているということで

ありますので、そのほかにここではなかなか利用しづらいなという方はほかの入浴施設に

も行なっている事実もありますし、また自分でお風呂を設置するという方も出てきました。

そういう中でのいろいろ選択をした中での利用している方でありますから、その人たち等

含めて今、利用していただいている形態をしっかり継続させていただきながら、これから
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のその入浴の確保をしていくということであります。 

 以上でお話しさせていただきましたが、それぞれ事務所の前経営者の事務所の方と担当

のほうでお話をさせていただきますが、先ほど言いましたように前経営者の方とは私は直

接お話しはしていませんが、現在の所有者ですね、の方にはお話を伺ったところ、これも

何回にもなりますけれども自分なりの再利用の計画があるので、ということのお話をいた

だきましたということを申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝君） 田西住民課長君。 

○住民課長（田西俊重君） 大住議員が言うとおり、前経営者につきましては修繕が必要

で、お話しでは固定資産税もかかるので、町が借りてくれるのはいいという話しは聞きま

した。その後、現在の所有者の方が月曜日に役場に来まして、その方が言うには今の施設

は壊しまして、新たに考えを、建物をたてる計画を持っていますということで来られて、

町に貸すことはできないという話をされましたので、御答弁させていただきます。 

○議長（高橋利勝君） 大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） なかなか、私もちょっと言葉で理解できない部分が、聞き取れな

い部分や理解できない部分があったので、お話をもう１回させていただきますけれども、

冒頭から前に本別湯を４月２５日まで経営していた方、これは複数おられるかもしれませ

ん、代表で経営していた方がいるかもしれません。その後、閉鎖した後に新たにといいま

すか、例えば御兄弟だとか親戚の方だとかお友達が所有者となっていたのか、新たな所有

者になったのか、別といたしまして後段のほうからも、今担当のほうからもありましたと

おり、前経営者とはお話をしたのだと。そのときに町で云々というお話しも、それは私も

聞いています。そういう話しはあったのだけれども、今所有している方は、あそこを取り

壊して違う施設に用途を変えたいというお話しという、町長も担当もそういうお話しだと

思うのですが、そういうことなのでしょうか。それであれば、町としてどうのこうのとい

うことはございませんけれども、それをきちんと町民の皆様にわかるようにしておかない

と、町が一方的にということではないのでしょうけれども、そういう話しになってくると

いうことなので、その辺を明瞭にお答えいただきたいということと、町長とかみ合わない

部分がありますけれども、災害が起きたときには使ってもらうのは当たり前。それはもう

当たり前の話しなのです。ですから、老人福祉センターのところであれ、どこであれ、民

間の浴場であれ、それは行政が先に大きな災害が出たときに、町民の皆様の命と生活が先

ですから、それを先にやるというのは当たり前のことなのです。ですから今、１０人なり、

延べ人数で４５０人ほどの方が利用していただいたということでございますけれども、そ

の方々の生活の一番大切な入浴ということを感じまして、夜、夕方、そういうことも含め

て再度検討していくことができないのかと。今お聞きしますと、もう前経営者、所有者が

いろいろ入り乱れての話しのようでございますから、今、町で持っている施設の中で拡充

を図っていくというのも、私は一つの方法だと思いますし、行政を進める上では一番大切
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なことだと思いますけれども、その辺のお考えを再度伺います。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 質問の趣旨が、よく私も余りぱっと、理解が悪いものですからで

きないのですけれども、まず本別湯の話をします。もう２回、３回言いました。前経営者

の方は話して、私は話しておりませんが、担当課が話をした。先ほど言った答弁です。多

大な投資をしなければ、改修しなければ使えません。町でやるのならという話しも前には

あったそうでありますけれども、現在の所有者はそれはできませんと。私が新しい活用の

仕方をしますので、それはできませんと言われたら、私どもそれは町民の皆様に知らせる

などの話しではなくて、それはあくまでも個人の問題ですから、それはそこを尊重するも

何もないですよね。個人ですから。だから、そういうことであればということをしっかり

と受けとめるしかないということでありますから、ここはしっかりと理解していただきた

い。 

 大災害の部分と福祉センターの部分は、これは切り離して私は考えなければだめだと。

大災害になると、どこがどうなるかということは想定を超えることもあるかもしれません。

そういうときは例えばグランド温泉、本別唯一の温泉がありますけれども、ここが本当に

電源が落ちて使えなくなるということもあるかもしれない。でも、そういうことも含めて、

今回のこの大災害、停電を教訓にしながら、どういう処置をとっていくのか。それで、私

どもが防災で５年に１回、大規模演習をやっているように、大規模なときには例えば自衛

隊の訓練の中でやっていただいている、その入浴のサービスだとかいろいろ含めてそうい

うことも想定されます。それも防災計画の中でしっかりと入れながら、そういう部分も含

めて、これから対応していくことでありますから、あくまでも本町が入浴施設を持ってい

るというのは、一番利用しやすいのはやっぱり福祉センターのお風呂でありますから、こ

こはそれは利用者を含めて理解をいただきながら対応していくということでありますから、

そのことについてはぜひ御理解いただきたい。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝君） 大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） 先ほど私も一つ前の質問でもお話ししたように、かみ合ってない

という部分は今、町長もお話ししたとおりだと思います。新たな所有者の方がそういうこ

とであれば、行政がどうのこうのということはないということで、担当の方からも聞いた

ということで先ほど私もお話ししました。 

 それで、災害云々ということで、町長の前の答弁でもあったように、そればかりではな

くて今、利用している方々が理解していただいているからいいというような旨のお話しを

しました。私はそうではなくて、もうちょっと時間帯の延長とか、もう一区切り時間帯を

今度、夕方以降にするだとか、２部にわたって風呂を利用していただくというようなお考

えがないのかということを申し上げているのであって、理解している、していないという

ことではないと思うのですがその辺、冒頭から通告書どおりにいきますと７月１日の告知
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板で出てきました時間帯に新たに足していくといいますかね。これから寒くもなる時期で

ございますし、庭仕事等々して汗を流した後ということも考えれば、お風呂というのは一

番の特効薬かと思いますので、その辺、お考えがあるのか、ないのかお聞かせいただきた

い。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） それぞれ条件を伺って、その当初のスタートから日にちもふやし

て、時間もふやして対応してきているということで、利用していただいている方も今の利

用時間でということでありますから、これが今御質問のように多くの人が夜もということ

があれば、それはまた検討する余地もありますけれども、それについてはいろいろまた周

りの管理体制だとか、また営業する時間帯に対して、いろいろな手続などを含めてもっと

あることですから、そういう制約の中では今現在、最大限この入浴していただいているこ

とについては理解をいただきながら入浴していただいているのでありますから、これはそ

のことが、それ以来多くの人たちがいろいろな不都合が出てくるということであればまた

見直しすることもありますけれども、現状の中では現在の今の入浴時間、体制を含めてし

っかりと対応していくと、こういうことにさせていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝君） 大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） 今の町長の御答弁であれば、今のままいくと、多くの人というの

は、その数というのは何人とかそういうことではなくて、多くの方々から要望があればや

ると。あくまでも町民の皆さんから要望があればやるということで、議会のやり取りでは

なくて、それは検討する余地もないということの解釈でよろしいのでしょうか。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 検討する余地があるとか、ないではなくて、今現状、理解をして

いただいて、そしてそれで御意見をいただいてこういう入浴体制にしているわけですよ。

そのことが今、利用していただいている方々から、今の時間でしっかり利用していただい

て、こういう延べ人数になっているという中で、そしたらさらに夜どうですかとか、また

どうですかという話しにはなかなか行きづらいし、そうなるとまた、先ほども言いました

けれども、その時間帯の人は誰が管理するのか、誰がそこで対応するのか、いろいろ含め

て、時間帯の施設の利用なども含めて、人の配置なども含めてもまた大変な大きな問題が

ある。またそれに対して、またそこの管理する入浴施設の清掃などなどを含めても、たく

さんの人がかかわらなければならないことを含めてあるという条件があるということです

から、そういうことを含めると現状の中で変更して、利便性を高めて利用していただいて

いることについては、その現状の中でしっかり対応させていただくと、こういうことであ

ります。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝君） 大住啓一君。 
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○６番（大住啓一君） ２問目に移ります。 

 利用していない公共施設や遊休町有地の考え方についてお伺いいたします。旧学校関連

施設や使用していない町有地については、維持管理費が生じています。利用していない施

設など、費用をかけることをなくすべきと思いますが、お考えをお伺いいたします。 

 １点目といたしまして、本町で所有している施設、これは旧学校関連住宅、町有住宅、

社会教育施設、旧ふるさと銀河線関連施設、ふるさと開発センターなどの中で、利用だと

か使用してない施設の数はどのようになっておりますか。 

 また遊休地、これは旧ふるさと銀河線跡地だとか、旧学校用地などとなっている町有地

の面積は、おおむねでしょうがどのくらいになっているのかお伺いいたします。 

 ２点目といたしまして、町有地の中で計画を立てて購入した土地をいまだ着手していな

い土地があると思います。今後の利用方法などは町民の皆さんとお話をするのも一考かと

思いますが、考え方をお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 大住議員の２問目の利用していない公共施設や遊休地の考え方に

ついての答弁をさせていただきますが、まず１点目の御質問の本町で所有している施設の

中で利用していない施設ということでありますが、現在は旧子育て支援センター、これと

旧美里別保育所、静山研修センター、それとふるさと産業開発センターの四つの施設が現

在、使用されていないというか、使用が終わって今利用されていない施設ということにな

ります。 

 また、遊休地というのはちょっと難しい範囲かもしれませんが、今御質問がありますよ

うに例えば銀河線用地の跡地となると、これは数字を言います。２５万９,６１８.４９平

米。旧学校の施設ということでありますが、この学校施設の用地ですが、これは８,４７５

平米。その他の未利用地でありますけれども、これで２万５,２８８.４１平米となってお

りますが、現在は全部で２９万３,３８１.９平米の町有地がいうなれば遊休地ということ

になっています。 

 また、特に銀河線の用地のその他の町有地につきましては、基本的には行政上で今後と

も必要となる土地以外につきましては、引き続き隣接地の方々を含めて希望される方々、

隣接地が優先ですけれども、ここにまた売り払いを進めてまいりたいというふうに考えて

いるところでもあります。 

 また、今後もこれらを含めて自主財源の確保のためにも、隣接地の所有者、または自治

会とも継続して協議をして遊休地、もしくはこれらも含めて売却の処分を進めてまいりた

いというふうに考えております。 

 次に、この施設の中での教育委員会の所有の施設を申し上げますけれども、ちょっと細

かくなるかもしれませんが、これは教育委員会所有の施設、先ほど申し上げましたけれど

も静山研修センターがあります。これは、議員も御承知のとおりですけれども、昭和５４

年１月に開館以降、２６年間にわたって利用されてきましたけれども、平成１８年３月末
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をもって閉館となったところであります。この閉館後につきましても、鉄筋コンクリート

造りでありますので、耐用年数も残されていることから、町内の関係機関の各課で静山研

修センターの利活用検討会議を立ち上げながら、これまで利活用を検討してまいりました

が、改修や解体に要する費用が多額であることから、費用をかけずに現状のままとして、

現在は歴史民俗資料館が所蔵しております大型の歴史的資料を中心として、この収蔵庫に

１０７点のそれぞれ資料を収蔵しているということです。これに対する維持管理費は一切

かかっていないということも報告をさせていただきます。 

 また、ことしの３月議会に高橋議員の一般質問でもありましたけれども、この施設を民

間に貸したらどうだという御質問をいただきましたけれども、これは検討させていただき

ましたけれども、御案内のとおりもうボイラーが使えなくなったなどなど含めて閉館にし

たものですから、それをまた改修してそれぞれ民間の方々含めて使うとなったら相当の投

資がいるということで、さらにそれら給水設備などを含めて老朽化が著しいということを

含めて、これは使うのも困難ということでありまして、これはその部分については断念を

したということであります。最終的には改修の費用面では１階フロア、全フロアと水回り

だけで見積り費用がやはり２,０００万円以上になるということでありますから、これは利

用希望者が断念するのもしかりかなというようなことで、１階のフロアと水回りだけでも

これだけの費用がかかるということでもあります。 

 施設の一般開放する場合につきましても、施設の管理や防火管理へも十分配慮しなけれ

ばなりませんし、現状の利用では難しいとも考えておりますが、これも行革に伴う施設利

用の見直しも含めて、解体にかかる費用の検討もしているところですけれども、これは積

算では約４,３００万円強の費用がかかる、最近資材もいろいろ高騰していますから少し価

格は変わるかもしれませんが、見積もったときでは４,３００万円強の財源が必要と、そう

いうことになっているものですから、この公園内にある施設であるということであります

が、解体後の土地の利用も含めてやはり検討をしていかなければならないなと、こういう

ふうに思っていますが、現在は先ほど申し上げましたようにこの資料の貯蔵庫として活用

させていただいているということであります。 

 それら、ボランティア団体や地域の団体からの要望も含めて、またそれぞれ、また民間

の会計事務所の方々などがここを再利用して、それぞれ利活用に向けてというようなお話

しもするときがありましたけれども、なかなか多額の経費がかかるということで、なかな

か実現に至らなかったということも含めてあるわけであります。 

 もう一つ、この町有地の活用でありますけれども、本別町南広場、これまでお話をさせ

ていただいておりますけれども、これはまちづくりにおいて重要な役割を担う場所であり

まして、旧営林署苗畑跡地であります。ここで特に議員も御承知のとおり、平成２９年、

昨年の４月に認定こども園がオープンして、昨年度末には南広場の１号通り、２号通りの

新設工事、ことしには舗装工事が完了する予定となっております。いずれにも説明させて

いただいておりますけれども、南広場の活用の素案といたしましても、これは大きくくく
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っておりますけれども、子ども未来ゾーン、福祉ゾーン、緑地ゾーン、地域活性化ゾーン、

産業振興ゾーンの各ゾーンに区分して、恵まれた自然環境、また調和した豊かな生活を送

る環境づくり、また福祉の向上、高速道路も生かした産業振興の地域活性化を図る事業展

開を図ってまいりたいということでこれらのゾーンを形成していますが、現在のところ認

定こども園以外の具体的な活用の計画にはまだ至っておりませんが、町民の皆さん初め、

御質問にありましたように関係団体含めて、御意見を賜りながらこの本町の財産ともいう

べきこの南広場ですね、有効に活用できるようにぜひ取り組んでまいりたいというように

考えています。 

 以上、申し上げて答弁とさせていただきたいと思います。 

○議長（高橋利勝君） 大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） 町長から細かく御答弁いただきました。面積等の数字が１回、大

きな数字を聞いたものですから、再質問等以降で数字が違ったときは御訂正いただきたい

と思います。 

 まず建物のほうでございます。施設のほうでございます。静山研修センターについては、

ちょっと時間を割いて御答弁いただいたように思いますが、そこのところで今お聞きしま

すと、静山研修センターでは同じ社会教育施設の歴史民俗資料館の物を置いてあるという

御答弁かと思います。ということは、電気料だとかの部分についての基本料金は電力会社

に払っているという解釈になろうかと思いますね。それが昼間しか使っていないというこ

とであれば、電気料もかかっていないということになりますし、水道を使っていないとい

うことになるかと思います。 

 それと、共栄にありますふるさと開発センターというのですか。それこそ何十年前にい

ろいろ舞茸だとかいろいろ研究した施設でございます。そのことがどうのこうのではござ

いませんけれども、あの施設については山側のほうといいますかね、そちらのほうを団体

の方々がトイレだとか事務所というのですかね。そういう使い方をしているということに

なれば、そこも電気料だとか水道料が基本料金以上超えてくることはないと思いますが、

それらも毎月のように支出しているというふうに、これは想定ですけれどもそれがどうな

っているのかということでございます。 

 それと、学校の教員住宅で使っていないところといいますか、今学校を閉校していない

ところでは、先生方が転勤等がありますから、それはあけてある部分もあると思いますけ

れども、その辺のどのくらいあいているのかということと、関連住宅、公営住宅、町営住

宅いろいろあると思いますが、政策的な空き家も、これは政策上必要でございますから、

公営住宅４００戸近くあるとすれば、それがどのくらいのパーセント持っているのか、そ

の辺をお聞かせいただきたいということと、銀河線関係でございますけれども、仙美里の

駅舎は路線バスのバス停で使っていると、本別の駅舎は道の駅になったと。勇足の駅舎は

何も使っていないということで私は認識しているのでございますけれども、夏の間だけも

しあけてトイレに使っていただいているとか、そういうことがあればその部分もお聞かせ
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いただきたいということでございます。 

 それと、銀河線の用地については、これまでほかの議員も農地の部分についてどうなっ

たとか、いろいろなお話しがあろうと思いますが、これは池田との町境の勇足の東５区か

ら、仙美里の第１の足寄町境までの鉄道の用地、これについてはどのような状況になって

いるのか。それと、最後になりますけれども、緑地と称する部分。今、町長の御答弁でも

ありましたように営林署跡地の部分、太陽の丘で施設として利用していないところだとか、

銀河線の部分もそうかもしれませんが、草が生えてくるので草刈りをするようになるかと

思うのですが、その辺のお考え、これは決算時期にいただいている数字でございますけれ

ども、私の承知している限りでは２,０００万円から３,０００万円くらいの維持費が、緑

地の草刈りにかかっているのかなと。それと、今私が申し上げましたように、建物三つ四

つの中で、使っていないとしても基本料金がかかっている分、例えば研修センターから始

まりまして今お話ししたような中身で、その辺の部分がどのような扱いになっているのか。 

 それと、土地の話しは町長のほうから２５万平方メートルというお話しでございました。

２５万平方メートルということは、これは莫大な数字でございまして、これは町民の皆さ

んの共有財産です。本別町の土地ということになれば。それが、使い勝手がいいとか道路

の横にあるとか、そういうものではなくて、町有財産というのはあくまで町民の７,１００

人皆さんの共有の財産ですから、これらの財産管理はどのような形で行なっているのか。

ということは、一筆一筆きちんとした数字を持っていての２５万平方メートルなのか、そ

の辺４点ほどになりましたけれども答弁を求めるものでございます。 

○議長（高橋利勝君） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸君） ただいまの大住議員からの御質問にお答えさせていただきま

す。私のほうからは、施設の維持管理の部分で答弁をさせていただきたいと思います。 

 先ほど町長のほうからも答弁をさせていただきましたけれども現在、四つの施設が未利

用施設ということでお答えをいたしました。それぞれの維持管理の部分ですが、まず旧子

育て支援センターの部分でございますが、ここにつきましては今、維持管理費でかかって

いるのは建物の共済の分担金、保険料ですね。それが１０万８,７２３円。あと、電気料、

水道料の関係ですけれども施設を閉めた時点、２９年３月でこれはもう使っておりません

ので、その電気料、水道料はかかっておりません。ただ、施設の当時のグランド等ござい

ますので、草刈りですね。環境整備に草刈りが年間で９万円程度。１万５,０００円の６カ

月分、費用としてかかっております。あと、旧美里別保育所でございますが、ここにつき

ましても建物共済の分担金、保険料が２万２,７３６円、年間かかっております。あと、電

気料、水道料については町の負担はありません。あと、ふるさと産業開発センターでござ

います。ここも同じように、建物共済の保険料、これが３万１,５９６円。それと、先ほど

議員のほうからもありましたとおり、団体が利用されますので、電気料等かかっておりま

して、電気料が１２万１,７１７円。水道料でございますが５万４４８円。そして、電気料

の関係でございますけれども、冷蔵庫等団体さんが使用いたしますので、利用している団
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体の方から電気料の一部負担ということで５万８,０４９円いただいておりますので、実質

の電気料が先ほどの１２万１,０００円から、この５万８,０００円を差し引いた額が負担

となります。 

 最後、静山研修センターでございますけれども、ここにつきましては建物共済の分担金

が２万６,６９７円。そして現在、電気、水道については使用しておりませんので、この部

分はかかっておりません。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝君） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有君） 大住議員の教員住宅と公営住宅の関係の政策的な空き家

がどういうものがあるかということでございますけれども、学校の教員住宅、私のほうで

調べている分では７０戸中１９戸が空き家になっておりますけれども、これらにつきまし

ては今募集中ということでございますので、未利用の施設ではないというふうに考えてお

ります。 

 あと公営住宅のほうです。公営住宅は政策的な住宅としてどれだけあるかということで

ございますけれども、４０４戸全体ございまして、そのうち１６戸が政策的な空き家とし

てとってあるといいますか、つくっております。これにつきましては、公営住宅の建てか

えだとか、そういうものを含めまして、今公営住宅は人口減少だとかも含めまして、減ら

していかなければならないということで今、公営住宅の長寿命化計画の中で決めておりま

す政策的な、減らしていかなければならないという空き家を政策的にとってあります。あ

ともう８戸につきましては、土砂警戒区域にかかっている公営住宅がございます。ここに

つきましては将来的にもう取り壊すというふうになっておりますので、この分も合わせま

して１６戸が政策的な空き家としてとってあります。 

 ただし災害復旧、大きな災害で要請等があれば入居させるというような政策的な空き家

としておりますので、未利用といいますか、政策的な空き家としてとっているということ

でございます。 

○議長（高橋利勝君） 暫時休憩いたします。 

午前１１時０７分  休憩 

午前１１時２０分  再開 

○議長（高橋利勝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 答弁、高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也君） 私のほうから、大住議員より御質問がありました数字の

部分について御説明申し上げます。 

 まず勇足コミセンの関係でございますけれども、勇足コミセンにつきましては今、休止

しておりまして、ただ費用といたしましては施設の街路灯のほうを点灯しておりまして、

これが平成２９年の決算で２万９,２０８円の維持費ということになってございます。 
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 それから、南３丁目の広場の維持費の関係でございますけれども、これにつきましては

主に草刈り等の費用になってございますが、これは直営でやっておりますのでそういった

部分での機械損料ですとか、そういったものを計算いたしまして約７０万円程度の維持費

ということで算出しているところでございます。 

 それから、銀河線跡地の関係でございますけれども、最初に町長より説明がございまし

たけれども、その内訳でございますが当初、保有していた数字が４７万４,９７９.１７平方

メートルございまして、この間隣接者の地権者と協議いたしまして譲渡した部分でござい

ますけれども、２１万６,７００.４１平米という部分で譲渡させていただいております。 

 そして今、現況でございますけれども、水路用地ですとか行政管理上必要な部分の売買

不可能としている土地が８万５,８９１.２７平方メートございます。そして、最終的にまた

希望等があれば売ることが可能な用地といたしましては１７万３,７２７.２平方メートル

ございます。という状況になってございます。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝君） 大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） 相当細かく町長の御答弁から担当の方も答弁まで、面積等がすご

く小数点以下までお話しになっていますので、傍聴の方々もなかなか大変かと思いますけ

れども、いずれにいたしましても町長の冒頭の御答弁いただきましたように町有地につい

ては、点在している部分を合わせまして面積が相当数、二十数万平方メートルということ

でございますから、昔的に言いますと２５町ほどになって、３０年、４０年前の本別町の

農家の平均戸数面積が大体２０町から３０町ということになれば、そのくらいの面積に匹

敵する数字でございます。 

 これが、まとまった面積でないというのは十二分に理解している上の話しでございます

けれども、先ほどもお話ししたとおり、やはり旧学校用地であれば必要なもの以外につい

ては隣接にということで町長からもお話しがありましたけれども、その辺は速やかに隣接

の方々に求めていただいて、所有権を町から民間の方々にするということが基本であり、

その財産の流れとしましては我々議会のほうにも額によっての報告義務はありますけれど

も、行政報告なりで報告していただければ結構と思いますし、いつまでも確定しないまま

持っているというのが、私がお話ししているのはちょっと不条理な部分があるのではない

かということでの質問主旨でございますので御理解をいただきたいと思います。 

 建物の件でございますけれども、先ほど来から子育て支援センターだとか、旧ですね、

ふるさと産業センターとか、いろいろ建物で、これは保険料ということで総務課のほうか

ら御説明がありました。１０万円だとか２万円だとか３万円だとかという数字があります。

これは、ほとんど使っていない、例えば資料館の分館みたいな形で使っていても、産業セ

ンターみたいに隣の団体の方々がトイレと水を飲むだけに使っていても、この保険料はか

かることになるかと思うのですが、この保険料というのは末代まで払っていかなければな

らないものなのでしょうか。それが基本料金、水道料金だとか電気料金と同じように毎年
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かかってくるとすれば、これは１万円だからいいとか５万円だからいいということではな

くて、これは町民の皆さんの血税でございますから、これは払わなくすることが一番いい

のでしょうけれども、なくすることができないのであれば、その施設の用途をきちんとし

た配置をして、手続を踏んだ中でやっていくべきではないかと。ただ、その廃止した中で

も、その建物周りの草だとか、そういうものについての管理は町のほうで行わないと、極

めて地域の衛生上だとか通学路にかかわってくることであれば、ヘビだとかネズミだとか

が発生し、児童生徒に害を及ぼすことも想定されますので、それは行政の責務としてやる

べきでないかと思いますけれども。 

 ですから全部、それを手を引けということではなくて、やるべきことはやらなくてはな

らない。ただし、税金を使うことですから、きちんと町民の皆様にわかるように進めてい

くべきではないかと思いますし、使っていない施設であれば、例えばふるさと開発センタ

ーであれば、隣で使っている、併設して使っていただいているその団体の方々に、その建

物をお譲りして使っていただくというのも一つの考え方でございましょうし、勇足のふる

さと銀河線の駅舎で使っていたところが全然使っていないとすれば、全く用途を廃止して、

極端に言うと永久的にかかる保険料だとかそういうものがかからないようにするには、一

時取り壊し料というのですか、そういうのを計上した中で廃棄してしまう、用途として廃

棄してしまうというのも一つの方法だと思いますので、その辺持っていれば持っているほ

ど、１カ月当たりの額は小さいにしてもかかってくることですから、これはもう６０億円

の予算があるから１万円、１０万円はいいとは誰も思ってないと思いますけれども、町民

の皆さんから見ればちょっと違うのではないかなという部分はございますので、その辺ど

のようにお考えになっているのか再度お聞きします。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 建物ですね、それぞれ用途が、当初の目的が終わって、今は遊休

みたいになっていますけれども、御質問のとおり先ほどもそのかかる経費を申し上げまし

たけれども、建物が建っていれば火災保険ですね。これはもう絶対かかるということなの

ですが、ただその今御質問のありましたようにいろいろ考えなくてはならないものもある

のですけれども、ただ今、現況の中では遊休に見えるところもあるのかもしれませんが、

例えば先ほどの静山もそうですし、共栄もそうですし、また新町の元西保育所もそうです

が、防災資機材をそれぞれ保管しているのですね。全くというか利用されていないのが勇

足のコミセンだけなのですよ。コミセンについては、前にもそれぞれ報告をしたと思うの

ですが、近々その地域の皆さんの理解もいただきながら、その用途廃止をするという方向

に行なっているのですが、それらも含めて、その方向に向かってはしっかり対応していか

なければならないというふうに思いますし、またこの保険料についても事務的にどれだけ

というのはよくわかりませんけれども、担当のほうから今お話しさせていただきたいと思

いますけれども、できるのだったらもちろん少しでも軽減できるような方向の中で、また

施設も今まであるから利用するという、それだけの考えではないのでしょうけれども、そ
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れぞれ利用させていただいたところももう少し集約して、というのも用途がもうそれぞれ

老朽化含めて、用途がもうこれ以上考えられないところについては、それぞれ取り壊しを

していくと、廃止をしてくと、こういうことを含めて、経費の節減含めて、あれば管理も

しなければなりませんので、そういうことを含めてやっぱり対応していかなければならな

いなと、こうは思っておりますので、また、保険料などについてはちょっと詳しい対応に

ついては担当のほうから答弁をさせていただきますのでよろしくお願いします。 

○議長（高橋利勝君） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸君） 私のほうから、まず保険料の考え方でございますけれども、

議員御指摘のとおり施設の状況等に応じた保険のあり方という部分については、これまで

も長期間使用していない施設であればとか、そういう部分での検討は行なっておりました

ので、これは今、御指摘のありましたとおり引き続き検討させていただきたいと考えます。 

 こういう建物の用途廃止の部分等ございましたけれども、あとその遊休地の関係等もそ

うなのですが、町内にはそういった部分、検討する場もございますので、その会議の中で

きょういただいた御意見等踏まえて検討させていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝君） 大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） 検討するということですから、町民の皆さんの税金の使い道のこ

とです。職員の皆さんで汗をかいて検討するべきだと思いますし、先ほど来から言ってい

る、特に建物の関係でございますけれども、農業予算等々で建てた分であれば、農林水産

省の補助金が入っていれば、補助金適正化法がございまして、それをクリアしないと用途

変更等々はできないということになっていると思います。その辺は当然クリアしているか

ら防災の資材を置いているのか、例えば静山研修センターであれば教育財産ですから文部

科学省の、当時は文部省ですか、それの補助が入っているとすれば、その適正化法をクリ

アした中での用途、使い方を変えているのか、そういうことをきちんとクリアしていかな

いと、地方公共団体、行政がやることですから、やはり不備があっては困ることと、やっ

ぱり税金を充当していくということになれば、やはりそれなりの持ち物の考え方といいま

すか、その法律の考え方といいますか、その辺をきちんとしていくべきではないかという

ふうに思っております。それをどのように考えていくかということですね。 

 それと、冒頭に申し上げましたとおり、２５万平方メートルが町有地としてあると。こ

れは大きな数字ですが、測量して全部近接の人にお話をしていくというお考えがないのか。

お金の話しで恐縮ですが、測量代も高くなるから、それをやっていられないのだといえば

それまでですけれども、冒頭から申し上げているとおり、町民の皆さんと共有の財産です

から、これは役場の財産ではございません。本別町民の皆さんの共有の財産ですから、そ

の辺は財産の管理はきちんとするべきだということでこういうことを申し上げているので

あって、その辺の先ほどの補助金の関係と、町有地の適正な管理と、隣接の方々に求めて

いただくといいますかね、そのまま自分で持っているかもしれませんが、その辺の考え方
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をどのようにお考えか再度お伺いいたします。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 最初に前後しますけれども、土地の話をさせていただきますけれ

ども、２５万というお話を答弁させていただきましたけれども、そのうち１７万が銀河線

の用地ですから、そのほか残りの約８万ですかね。これが今までの旧学校跡地だとか、そ

れぞれ今言った施設のあるグランドだとか、こういうところですので、それぞれ今まで地

域の中で用途として、使う用途があって必要なところはもう既に売却をしたり、また地域

の中で使っていただいたりしておりますので、なかなかそれを、その過ぎた後の用地が残

り８万という部分については、それぞれ希望があればそれは当然、いつでも私どもはそれ

はもう本当に譲渡させていただくことは幾らでも、それは対応できるのですけれども、な

かなかそこまで地域の事情、または隣接者の状況を鑑みるとなかなかそこまで行っていな

いというのが現状であるということもまた理解をいただければと思っています。 

 銀河線については、特に勇足方面は割と鉄道の路盤と畑が平たんなところが多いですか

ら、そこはかなり購入をいただいて一枚畑にしたり、この線路の上下を行き来通りですが、

仙美里方面に行くとかなり高さがあるのですね。それから、ここはなかなかそこを売却と

いうか、隣接の人が活用をするということにならないという、そういう事情も中にはある

ものですから、せっかくの用地ですけれども、十分に活用できていないという、そういう

事情もあるということも、ここもまた御理解いただければと思っています。 

 決して、私ども建物があるから税金を無駄遣いしているということでは決してございま

せんので、できるのだったら地域の皆さん方にその利便性も含めて活用していただくとい

うことは大事なことですから、その辺については引き続きしっかり対応させていただきた

いと思いますし、また特に農地でないところがほとんどですから、いろいろな用途にも使

いやすいというかね。雑種地含めたり、宅地を含めたりということですから、今これから

のいろいろな世の中の動きの中で、新しいこの使い方というのも出てくるのではないかな

というふうに思っておりますので、そういうことを含めて地域の方々にまた有効に使って

いただけるような方向について御検討いただいて、少しでもそういうせっかくの用地です

から、活用していただけるような方向に向かって最大限の努力をさせていただければとい

うふうに思います。 

 また、保険料などにつきましてはまた、それぞれ先ほど課長のほうから答弁させていた

だきましたけれども、町内のそれぞれ課の中で、横の連携も含めて、どのような方向がと

れるのかも含めてしっかりと対応させていただきたいと思いますのでよろしくお願いした

いと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝君） 菊地農林課長。 

○農林課長（菊地敦君） ふるさと開発センターの補助事業での関係ですけれども、これ

につきましては昭和６０年にふるさと開発センターを建設をしております。このとき道の
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ほうの地域振興補助金、道の補助金で設置をしていますが、現在までで約３３年が経過を

しています。あわせて、いわゆる木造ですので耐用年数等含めてもうクリアをしています

ので、そういった関係での目的外使用ということには当たりません。 

 以上でございます。 

○議長（高橋利勝君） 大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） ふるさと産業開発センターの話しがありました。ほかの施設も古

い建物ばかりですから、類似した考え方かと思います。それはそれとして、補助金適正化

法をクリアしているということになれば、町独自で条例改正等々の作業は伴いますけれど

も、用途をきちんと変更して災害の資材置き場にするだとか、そういう一時避難所のこう

いうところにするなどというスタイルを、これは町民の皆さんと共有の財産で情報は共有

しなければなりませんので、その辺もどのようにお考えなのかお伺いするということと、

銀河線の関係で冒頭に質問させていただいた１点だけ、漏れているわけではないのでしょ

うけれども、勇足の駅舎の関係は答弁があったかと思いますが、私の聞き漏れかもしれま

せんが、勇足の駅舎、旧ふるさと銀河線の駅舎は、利用しているのか、いないのか、これ

はどのようにお考えになっているのか、その２点だけ。 

○議長（高橋利勝君） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也君） 大住議員の質問にお答えいたします。 

 勇足の駅舎をどう使っているのだということでございますけれども、現在までのところ

地域からの貸館等の申し込みがここ５年以上ないというような状況でございまして、従い

まして今、地域の皆さんとも話しさせていただいた結果、休止ということで今に至ってい

るところでございます。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝君） 大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） もう大体お話しは賜りましたので、理解はしました。 

 先ほど来から町長もお話しになっていますように、担当課長のほうからありましたよう

に、地域の皆さんの利便性が一番だというのは私も認識は同じでございます。ただ、用途

がどういう用途で使っているのかとか、ここの部分の建物についてはどうも使い道がわか

らないのだということがある部分もあると思います。静山研修センターに至っては社会教

育施設でございますけれども、町長の御答弁でも貸していただきたい方があったけれども

云々ということもございました。それらもクリアしていく上では、町民の皆様の情報等々

もお借りした中で、新たに使い道を考えていくとか、本当に使わないのであればきちんと

した資料館の分館として位置づけをするとか、そういうほかの、例えば子育て支援センタ

ーについても全く同じ考えだと思うのですけれども、認定こども園ができたときにどうす

る、こうするということがあったのでしょうけれども、その辺も今回の議会のやり取りを

機に、そういうお考えがあるのか、ないのかをお聞きしたい。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 
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○町長（髙橋正夫君） この問題については、それぞれ目的を達して閉鎖し、用途廃止は

間違いなくしております。なおかつ、その特に取り壊しの段階になると多額の財源が必要

ということで、国にそれぞれの計画をつくりながら、この公共施設等の整備の、また処分

のそれぞれの計画をつくりながら、国の有利なその補助制度に乗りながら、これらの施設

の取り壊しを含めて実施していこうということで計画しています。これは今まで何度かお

話をさせていただいた経過があると思うのですが、ただなかなかそういう制度がうまく制

度として確立しないというのはありますけれども、これは今どの施設もそうですけれども、

長寿命化含めて、やっぱり施設が古くなってきているところがあって、それの取り壊し、

また景観の問題などなどを含めても、国全体の大変なやっぱりこれは大きな自治体の負担

になるということを含めて、国も考えてきていただいているところもありますので、その

ような方向性に向かって今、職員の担当のほうもその制度を何とか活用できないか含めて

やっているところでありますが、それがしっかりと確立というか、制度が決まればそれに

のっとって、早いうちにそれぞれ老朽化した施設をしっかり取り壊しながら、また新しい

活用に向けてそれぞれ協議をしていくと、こういうことになっていくだろうと思いますが、

もともと長い間あったものが壊されていくということについては、今まではちょっとこう

後ろ髪を引かれるような思いもあったかもしれませんが、もうこういう時代ですから、そ

れはやっぱり用途廃止終了とともに、それはきちんと後々経費のかからないように、また

地域の景観などなどを含めても、しっかりとその部分については用途廃止とともにその時

代が一つ幕をおろすというような形の中でしっかり対応させていただくということも含め

て、今しっかり取り組んでいきたいなと思っています。 

 よろしくお願いします。 

○議長（高橋利勝君） 大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） 町長から答弁いただきました。壊すということになれば、大きな

お金がかかるのは、これは理解いたします。先ほど来から私がお聞きしているのは、建物

であれば保険料がかかっていたり、水道電気の基本料金がかかっていたり、それが１０年

単位で続いてくると結構なお金になるということでございますから、来年、これから１２

月に向けて担当の方々が予算を積み上げて、来年の３月には予算編成をして、来年度から

ということになると思うのですけれども、国との調整、北海道との調整も当然ございます

でしょう。その辺も含めて、新たにそういうものに向かっていく計画を立てて、土地であ

れば測量、そういう財源確保に向けての財政出動だとか、そういうことの最後の部分にな

ろうかと思うのですが、お考えがあるのか、ないのかお聞かせいただきたい。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 財政出動、今御質問のとおり常に考えて、どのような方法でやれ

ば、財源の補助だとか、また支援を受けられるかということを常にアンテナを高くして、

それを見守っているところですが、なかなか本町だけの問題ではないですけれども、全体

的に非常に厳しいこの財政状況の中で、やっぱりそれぞれ各自治体も、そういう意味では



- 26 - 
 

非常に苦しいところだと思いますが、特に私どもはそのことも含めて、やはり国にもしっ

かりとその方向性に向かってお願いしながら、一時は景観条例なども含めて大きなホテル

だとか町並みだとかという再整備の予算もついた時期もありましたけれども、私たちのこ

の公共施設の、特に使命を終えた大型の公共の建物の解体というのは、御質問にあります

ように多額の費用がかかるということですから、それらも含めてしっかり国にもお願いを

しながら、北海道にまた支援をお願いしながら、スムーズに対処できるような方向に向か

って努力させていただきますし、またそれが可能になったとしたら、しっかり予算の中で

また御審議いただいて、対応していきたいなというふうに思いますのでよろしくお願いし

たいなと思っています。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝君） 大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） 町長の熱い思いで財政を語るのは理解はしないわけではないです

けれども、私が今申し上げているのは、こういう議会でのやり取りで町で持っている建物

だとか、そういう土地の部分についてこれから検討していくというような御答弁もありま

したものですから、来年度に向けて取り壊すとすれば、ある程度の長いスパンになろうと

思うのですけれども、それに対して考え方はどうですかと、そのときにも財政出動が伴う

のではないですかとお聞きしたので、財政出動はいつでもしているのはそれは当たり前の

ことなのです。その辺の考え方だけ再度。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 公共施設もそれぞれ最近、ここ数年は特に冬季の季節の雇用の皆

さん方の建設業関係の方のお力を借りながら、それぞれ自力で解体できるものについては

解体をしながら、また少しばかりですけれども、冬季の雇用対策なども含めて政策として

対応させていただきますが、ただそういう部分でできる部分と、また例えば静山研修セン

ターのようにあれだけ大がかりになると、なかなかそこだけでほとんど重機の扱いだとか、

またここにひょっとしたら歴史的にかなりありますから、いろいろな拡散したらだめな建

材などなどももしかしたらあるかなども含めると、相当の財源が必要になってくるという

ことですから、それらの財源の応援体制もしっかりと見極めながら、これについてはしっ

かり、そうでなければなかなか対応しきれないということは、即に対応することができな

いということでありますから、できる限りそういうものと、またそれぞれ自力で、またそ

れぞれ多くの皆さん方のお力を借りながら、対応できるものをしっかり見極めて、予算の

中で対応させていただきたいなという、こういうことになります。 

○６番（大住啓一君） 終わります。 

○議長（高橋利勝君） 暫時休憩します。 

午前１１時４６分  休憩 

午後１３時３０分  再開 

○議長（高橋利勝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 一般質問を続けます。 

 ３番、梅村智秀君、御登壇ください。 

○３番（梅村智秀君） それでは、通告済みの４問について、私梅村智秀より一般質問を

行わせていただきます。 

 冒頭、北海道胆振東部地震において、お亡くなりになられた４１名の方々に対し、謹ん

で哀悼の誠をささげます。また、こちらぜひ町民の皆さんにもお知りおきいただきたい、

このように考えております。９月６日３時８分ころに地震が発生し、私自身４時ころ登庁

した際のことです。地震発生の前後から停電に見舞われ、御自身の御家族や御親戚など、

多くの不安があったであろう中、既に副町長、総務課長初め、多くの職員の皆様が登庁し、

庁舎の点検や情報収集に当たり、それぞれが御自身の職責を果たさんとされていた姿を、

私自身目の当たりにし、とても頼もしく思えました。 

 私自身、町議会議員でありながらも、町民の一人です。心よりの敬意と感謝を申し上げ

ます。こうした事実はぜひ町民の皆様にもお知りおきいただきたい、このように思うとこ

ろです。 

 また、午前中、休憩中、答弁が聞き取りにくいというような傍聴席からの声も耳にいた

しました。私も気をつけてまいりますので、ぜひ町長もお力添えいただけたらなと、この

ように思います。 

 それでは、１問目、早くやってよ町道補修、始めさせていただきます。 

 僕、この町に来て、とても町道の痛みが目につきます。特にですけれども農村地域を中

心に、私自身も町内の町道調査をしてみたところ、厚みが約１０センチ弱のアスファルト

が完全に剥離して、ごろごろ道路に転がっているような状態、大きなものだと直径１メー

トル５０センチ以上にもわたる穴などが複数箇所において散見される。当然、このような

ものを見受けられた近隣住民の方、通行される方からは補修の要請、そうしたものが連絡

が入るはずです。当然、役場の車両センターの巡回でも現況確認がされているはずです。

そうした後、大半が土のう袋、そちらで穴埋めがされているのです。こちら当然、僕の認

識では一時的な応急処置だと、このように感じているのですが、その後１カ月たっても、

その破れて飛び散った砂利の上に、またさらに新しい土のう袋が置かれたりして、いつま

でもいつまでもアスファルト補修、舗装がされない、こうした現況があります。おかしい

なと思って担当課に確認したところ、予算がないとか、補修材料がそろっていないなど、

こうした回答が返ってくるのです。 

 また、農村地帯などによくある未舗装路、アスファルトが施設されていない道路ですね。

こちらなども悪天候時、強い雨が降った後とかこうした後、またことしなどは長雨もあり

ました。台風などもありました。そうしたときに、２０センチ以上の亀裂が、ラリー北海

道もびっくりのような亀裂が入っているような道路が、広範囲に亀裂がわたったような道

路があるのです。当然、通常の乗用車では、ＲＶ車では可能かもしれませんけれども、乗

用車などでは通常走行できない。こんなような状態も見受けました。 



- 28 - 
 

 もちろんそうしたときは、そうした症状があちらこちらで見受けられるのでしょうから、

当然町民の方から依頼があってもすぐさま着工することはできない。それはよくわかりま

すよ、そうした事情。でも、それにしても遅いですよ。ある農家さんなどは、いつまでた

っても補修がされないからといって、御自身で持たれている砂利などを使って、御自身の

重機、トラクターを使って直された、こんな方もいらっしゃいます。 

 また、せっかくのアスファルト補修をしてもらっても、結局のところは簡易補修ですか

ら、やっぱり耐久性などが余りない。それに加えて、もともとの町道の痛み、こちらはひ

どいものだなと、こう思っています。あちこちにある小さな亀裂とか、小さな穴からまた

水が浸入して、アスファルトを盛り上げてしまって、また穴があく。こうしたことが繰り

返されているのです。せっかく簡易補修がされたなと思った町道などを見ても、１カ月も

しないうちにまた小さな穴がポコポコあいている。こうした現況が見受けられます。 

 農村地帯などですと街灯などもそうありませんから、これ２輪車などでしたら事故につ

ながると思うのです。これは都市部だからとか、農村部だからとか、そういったことは全

く関係なく、万が一ここで事故などが発生したときは、きちんと維持管理責任を問われて、

賠償責任などを負わなければいけないのですよ。 

 こうした現況がある中、僕は何よりもここはちょっと改めていただかなければいけない

と強く申し上げたいのが、連絡がないのです。いつごろ着工するとか、いつごろ完成する

とか、または完成したのですとか、そうした連絡がない。また、先ほど申し述べたように

災害中とかですと当然、遅れてしまう。そんなこともわかります。でも、こうした事情で

遅れているのです、申しわけない。こんな一言も全くない。やっぱり、あれどうなってい

るのだろうという不安から、どうなっているのだという怒りに変わっていくのです。これ

が繰り返されるとあきれに変わって、最後は諦めに変わるのですよ。たかが町道と思うか

もしれないですけれども、こうしたことが町、町政といったものへの不満へとつながって

いくのです。 

 僕自身、町民の方からお話をお伺いしていて、町道に対する町民の不満は根深いものが

あるなとこう感じています。もう昨今の天災、台風であったり雨であったり、いろいろな

ことが起こり得ますよ。もうこうしたことが起こることが当たり前、当然だという認識を

もって、４月から始まった当初予算、夏の時点くらいで予算が枯渇するような、そうした

ような現状からは見直してもらわなければいけない。それに合わせて、先ほど述べたよう

に、その材料の手配ができてないとか、そこの依頼があったところに行ったとか、行なっ

ていないとか、そうしたところについてもかなりの連絡体系の整備をしてほしい。しても

らわないと、これは本当にいけないなと思っていますよ。 

 補修要請をいつ、誰から受けているのか、それでどのような対応となるのか、やるのか、

やらないのか含めてです。形式的なものではなく、課内できちんと情報共有をしてくださ

い。建設水道課だけではなくて、こうした町道の補修については車両センター、こちらが

担当されている。こちらもお伺いしたところ、毎朝庁舎に来て打ち合わせはしているとの
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ことなのですが、こうした連絡を密にとっていただきたい。 

 そして、着工に当たって要請者や近隣住民にきちんと周知していく、これが必要です。

いつごろ着工して、いつごろ完成しそう。こうしたことを当然、玄関先を訪問していらっ

しゃらない、そうしたことも考えられます。簡単なことが一つあります。提案させてもら

います。ポスティングするのです。紙に書いて、いつごろ着工して、責任者が誰々ですよ。

どうした工事をするのですよ、これを玄関先で郵便受けに入れていってください。そうし

たら、そのとき不在でも何かあったら連絡もらえますから。先ほど僕が述べたように、完

成結果を見て、また穴があいているぞとか、ここだけじゃない、こっちもやってくれとか、

そうした要望を聞くような機会になりますから。 

 この辺の提案は、そうレベルの高くないものだというふうな認識は持っていただきたい。

そうして、僕自身も担当課に赴いて、お話を聞いて初めてわかったことなのですが、こう

した町道の補修、やっぱり車両センターに連絡していただくのが筋だと。そうしたことも、

こうしたポスティングをするとか、広報に掲載するなどで周知が広まっていくと思うので

す。そうすると、建設水道課に電話、ほとんどの方がかけているのではないかなと思うの

ですけれども、そうしたときにやっぱり担当じゃないよといった、その業務の手間という

とちょっと語弊があるかもしれませんけれども、そうしたものが省けて、直接担当してい

る車両センターのほうに連絡が行くようになっていくと思いますよ。 

 こうした町民の不満というか、もう単に町道を直せばいいとか、そうしたことではない。

もう、こうしたいわばピンチみたいなものですけれども、これをチャンスに変えていく機

会だと。町道補修で、これまでに積もりに積もった町民の不満を、町道補修で解消してい

く、ちょうどいい機会ではないですか。僕ですね、提案した以上、私自身も提案してはい

やっておけとか、どうなったのだとか、そういうことではない。僕の政治信条としても、

提案した以上は私自身も個人の政治活動の中で、町民の皆さんの町道に対する意識がどの

ように変遷していったのかという後追いもさせていただきます。もちろん、予算が潤沢に

あるわけではないということ、これは誰しもが知ることです。その中で、私に対して求め

があれば、私がやる必要があればできることと、どうしても猶予をいただきたいこと、そ

してできないこと、こうしたことの住民への周知、町民への周知というものも、私はお手

伝いさせていただきたい、このように考えております。 

 そうしたことを私、お約束もさせていただいて、私からこの町道補修についての事実と

所信をたださせていただきます。 

○議長（高橋利勝君） 答弁、髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 梅村議員の早くやってよ町道補修についての答弁をさせていただ

きますが、恒常的にこの補修というのはずっとこの舗装化になってから進めているわけで

すが、特に昭和４０年代から５０年代に整備した道路について、やはり本町はかなり早い

時期に舗装化が進んでいますから、それからずっと数えても経年劣化というのですかね。

やっぱり時間がたつにつれて、本当に全体がそういう年数がたって劣化しているというこ
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とは事実でありますから、言ってみればところによっては穴まではあかないけれども亀の

子状態になって、しましまになっているというようなところもかなり多くなってきていま

すが、昨年までの町道補修につきましては順次、それぞれ巡回しながらまた春の予算含め

て、またそれぞれ悪いところ、また御質問のありましたように通報いただきながら順次整

備を進めてきましたけれども、ことしは特に春先、これは町道ばかりではなくて国道も道

道もそうですけれども、私どもが今まで経験したことのないような痛みが至るところにで

きている。町の真ん中の国道の真ん中にも、また町道との交差点付近もかなりそういうと

ころが見受けられるなどなど含めて、このような気象条件も含めてあったのでしょうけれ

ども非常に多いということもありました。 

 でも、町道についてはその危険度も含めて、順次整備はもう進めていますし、またその

ような御指摘をいただいたり、通報いただいたところについてはすぐ確認をしながら、今

御質問がありましたけれども、町道の合材が間に合わない場合については、それで土のう

にそれぞれ砂利、土を入れて、しっかりと底が穴にあって、車両故障で事故のないように

応急処置をしていますが、残念ながらことしはその合材が非常に手に入れづらくて、修理

に時間がかかっているということは御案内のとおりでありまして、多分担当のほうからも

聞いたと思うのですが、金がない、財源がないからできないということは、それは直接は

当たらないだろうなと思っています。それほど大きな工事をやるような工事だったら、ま

た別工事ですから、当然その応急処置については合材が間に合えば順次それは整備をして

いくということについては、日常のように整えてやっているのですが、ただことしの場合

はその状況もありながら、しっかりと住民の皆さんの要望に応えることがなかなかできて

いない、時間がかかっていることも事実であります。このことについては、それぞれこの

合材の確保を含めて、しっかりまた予算のあり方も含めて、しっかり検討しながらその住

民生活に不便を来たさないような町道の補修については対応していかなければならないと

いうふうに思っています。 

 経年劣化して非常に古いところが多いということで、数年前、大きな国の制度に乗りな

がらこの大々的に補修を実施したことも事実でありますが、それにしても片道４００キロ、

往復８００キロ以上の町道があるわけでありまして、そういうところも中にはあるかもし

れません。それは常に自治会の皆さん方含めて、町のパトロールもそうですが、そういう

補修の場所などがありましたら、ぜひ御連絡をいただくということで対応させていただい

ています。 

 またそれは、その修理した後の連携体制などは御案内のとおり、今御質問にもあったと

おり、しっかりとそれは今後の私どもの対応として、それはその通報いただいた方、また

それぞれ地域の方々にも御不便を来たした部分についてはしっかり連絡をして、対応させ

ていただきたいなと思っています。 

 現状では、なかなかこの簡易舗装を含めて、それぞれの舗装の路盤がありますが、その

部分を含めて、やっぱり事故のないような体制に向けて、しっかり補修体制をまた再確認
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しながらとっていきたいなというふうに思っています。特に、冬場の雨や凍結によって最

近、気象状況も変わって路上の隆起だとか、また陥没なども非常にふえていることも事実

でありますから、一層またこれらに向けての舗装道路の修繕の仕方などを含めても、また

これはしっかりと道路環境の整備に努めていきたいなというふうに思っています。 

 これだけの町の全体のものを含めて国道、道道、そしてまたこの町道を含めて、この本

別町のエリアの中の道路はしっかりと町民の皆さんに不便を来たさないように、また事故

を誘発することのないよう努めていくということは申し上げて答弁とさせていただきたい

と思います。 

○議長（高橋利勝君） 梅村智秀君。 

○３番（梅村智秀君） ただいま町長より答弁いただきました。ちょっと確認させていた

だきますけれども、予算的な問題ではないということなのですか。私、担当課にお伺いし

たところ、確認させていただきましたけれども、既に１００パーセントに近いくらい、九

十数パーセント執行されていると。おかしいなと思っていますね。どちらが正しいのでし

ょうか。明らかにしてください。 

○議長（高橋利勝君） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有君） 今、町長の答弁からございました、連絡というか通信不

足もありましたけれども、梅村議員の言うように今現在では現年度予算は１００パーセン

ト近く、九十何パーセントほど使用してきておりまして、町長がお話ししたのは簡易合材

でございます。簡易合材についてはまだ予算的には残っておりますので、その分の補修の

部分のお話しだったと思います。町道補修工事におきましては、既に工事がほぼ完了して

きている状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（高橋利勝君） 梅村智秀君。 

○３番（梅村智秀君） それでは、今年度においては、まだまだ町道の補修というものに

対しては十分耐え得るだけの予算があるという認識でよろしいのですよね。 

 それで、その合材ですか。そうしたものが間に合わないということがあるのですけれど

も、今年度において何かそうした事情があるのですか。別に何かの災害で間に合わないと

か、そうしたことではないですよね。何かそういう外的な要因などがあったのですかね。

予測できないような。僕が今、確認させていただきたいのは、予算なのか、材料なのか、

そうしたこともありますし、しっかりと対応という、しっかりと対応と言われても具体的

にじゃあどういう対応をしていくのかということがわからないので、僕は具体的に連絡を

してくださいということを申し上げているのですよ。してくださいというお願いではなく

て、しなくてはだめなのですよ。これはすごくレベルの低いことですから。それは僕、先

ほども述べましたけれども、申しわけないけれどもそのレベルの低いことから、ここから

まず取り組んでいかなければ全くもって先ほど僕が述べたようなちょうどいい機会にはな

らないです。 
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○議長（高橋利勝君） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有君） 先ほど話しました簡易合材の話しでございますけれども、

今回につきましては先ほど町長からも話しがありました３月の雨と凍結によりまして、大

幅に路面の被害があったということでございまして、すぐに春先に全町的にあったもので

すから、全体的に合材を使わせていただきましたけれども、その後やはり残っている部分

に対しての合材の調達をさせていただきましたけれども、納入業者のほうから、依頼をか

けていましたけれどもなかなか納入されないという状況がございましたので、先ほど議員

の言われましたように土のうだとか砂利入れなどで対応していた経緯がありまして、この

辺にかけましてはしばらくの間、ちょっと御不便をおかけしたのかなというふうにことし

は思っております。 

 今までも、今議員が言われるように住民から要請があった場合はすぐに御連絡を入れた

り、住民の方からの要請を入れられた方にお話をさせていただきまして、遅くなるようで

あればいつごろまでという話しも、全部ではなかったかもしれませんけれども、ある程度

大きな現場に関してはほとんどお話をさせていただきながら進めさせていただいてきたと

ころでございます。ただ、議員の言われるように若干何件かはそういうことがあったのか

もしれませんけれども、今までのやり方としては住民には周知はきちんとしながら進めて

きたところでございます。 

 ただ、連絡体制、車両と役場内の連絡体制とか、そういうものがもしかしたら少し欠け

ていたのかなというのもございますので、今後は強化して進めていきたいというふうに考

えているところでございます。 

○議長（高橋利勝君） 梅村智秀君。 

○３番（梅村智秀君） ただいまそうした住民、町民への連絡体制はとっていたと、その

課内の、内部の連絡体制がちょっと欠けていたというような御答弁をいただきましたけれ

ども、事実ですかね。でしたら、私数件要請、要望させていただきましたけれども、全く

一度も連絡をもらったことないですよ。僕だけ何かそういう特別な区別や差別されている

のですか。ほかの町民にはしていて。その町道名挙げますか。どこの路線ということを挙

げますか。僕に連絡もらっていませんよ。いつから始めていつ終わった。今どういう状態

だ。全く聞いていませんね。僕のほうから一度電話をして、いつごろ終わりそうかと聞い

たら、来週いっぱいにはということを車両センターから回答をいただきましたけれども、

ちょうどその来週いっぱいという回答が、いわゆる地震があった９月６日の週でしたから、

そうした事情で、その後私もちょうど点検に行ったところ終わっていなかったと。でも、

地域の住民に私が、来週中と言ったけれども、事情が事情だと思うので、私聞いたわけで

はないですから思うのでということで説明を私がして回ったところなのですよね。私が要

望したところ、もし町長でもよろしいですし、担当課でもよろしいので、いつ何時、どの

ような方法で私に御連絡をしたのかお答えいただけたら助かるなと思っています。 

 あと、先ほど私が御質問したところ、しっかりと対応していくということですけれども、
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具体的には連絡を、今までしていなかった連絡をきちんとしていってよということを言っ

たのですけれども、それはやっているということですから、材料もことしの分は潤沢にあ

るような、このような認識を私は持ったのですけれども、今の時点では私は連絡がきちん

とされていないのですよと。私だけではないですよ。個別の町民のお名前挙げませんけれ

ども、もし必要であればこの議会を閉じた後、私が担当課に赴いて、どこの誰さんの地先

のどこの道路ということをお伝えさせていただきます。 

 では、１点ですけれども、私が要請した町道について、いつ何時、どのような方法で私

に御連絡いただいたのか。本当にそれが事実なのかちょっともう一度考え直していただき

たいなと思います。 

○議長（高橋利勝君） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有君） 今、議員の言われるように、梅村議員のところにはもし

かしたらその連絡、うちの道路維持のほうから一応話しはあった、協議をさせて、道路の

維持のほうから話をしていたということでございますので、その後の補修のいつごろ入る

のだよというような補修の連絡がされていなかったのかというふうにちょっと解釈をして

おりますけれども、それでよろしいでしょうか。 

○議長（高橋利勝君） 梅村智秀君。 

○３番（梅村智秀君） 始まる前も、やっている途中も、終わった後も一度もないです。 

○議長（高橋利勝君） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有君） 先ほどお話ししたように全てがやっているというふうに

はちょっと私も思っておりませんので、今後はこういうものに関しましては連絡体制を強

化していきまして、要請のあったところの住民には現場をすぐ確認しまして。終了の時期

だとか、そういうものの対応時期につきまして、しっかりと周知を入れるようにしていき

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝君） 大和田副町長。 

○副町長（大和田 収君） 補足をさせていただきたいと思います。今、梅村議員からの

貴重な御意見をいただきました。これにつきましては再度、建設水道課、車両センターの

職員等にはしっかりと指示をしていきたいと思いますし、またそういう通報を受けた場合

については御本人、それから自治会の皆さん、その道路を利用されている、主に使ってい

る方の自治会の皆さんにも何かの方法でしっかりと連絡できるような形で今後進めていき

たいと思いますので御理解をいただきたいと思います。 

○議長（高橋利勝君） 梅村智秀君。 

○３番（梅村智秀君） いつごろその体制整備は整いそうですか。 

○議長（高橋利勝君） 大和田副町長。 

○副町長（大和田 収君） この議会が終わり次第、また担当課とも協議をして、速やか

に進めていきたいと思っております。 

 以上です。 
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○議長（高橋利勝君） 梅村智秀君。 

○３番（梅村智秀君） 私も、先ほどの繰り返しになりますけれども、提案した以上は後

追いさせてもらいますので、ぜひ今、町民の傍聴者の前で今、副町長が御発言されたこと

を必ず約束として捉えていただきたい。必ずこれはやらなければいけないことですから、

そのように取り計らってください。 

 以上で第１問目、早くやってよ町道補修を閉じさせていただきます。 

 続きまして２問目、農大生から町内で新規就農者を。近年、農大生の傾向に変化が見ら

れていますよね。平成２０年までは道内出身者が１００パーセント、農家出身者が９５パ

ーセントだったのです。それでも、以後徐々に変化が現れ、平成２９年には道外出身者２

５パーセント、非農家出身は３７パーセント強にまでなりました。平成２９年度は１年生

が５９名で、道外出身者１５名、非農家２２名なのです。それで、過去１０年間で本別町

で就職した卒業生、生徒さんは７名、うち４名が農協職員。そのうち１名だけを除いて皆

非農家出身者でした。 

 それで、平成３０年３月町政執行方針を読み上げます。担い手の育成機関である農業大

学校、関係機関、関連企業との情報交換や協議会設置などの検討を進めるとともに、農家

後継の育成、新規就農者受入対策を含めた施策の推進を図ってまいります。このように町

長の力強い意志が明示されております。 

 ところが、動いているのですかね、これ。全然その姿が見えないのですよ。僕、実は７

月にも農大を訪問して。先生にもお話を聞いてきたのです。全く何もありませんよと、こ

のような御回答でした。どうなっているのでしょうね。３月に発表されてから、もう今９

月ですよ。秋の風、吹き始めていますよね。ただ、先日担当課にお伺いしたところ、収穫

時期が落ち着いた１２月ごろに農大職員と意見交換を考えていると、このようなことをお

っしゃっておられました。ただし１２月、１２月のいつ時期くらいのことをお考えなのか

わかりませんけれども、仮に１２月、すぐ師走ですから、年度末を迎えます。暦の上での

年度末を迎えますので、何かと慌ただしい時期かと、このように存じます。ということは、

年があけてから、１月から３月までたった３カ月しかないのです。やっぱりこれは１２月

に意見交換していただけると、しようと考えていると、こうした御回答をいただいたので

すけれども、当然その後のスピード感というのはとても重要になっていきます。生徒は入

学してから２年間で卒業するのですから、やっぱりこういったことはいち早く進めていく、

そうした必要があります。 

 私、先ほど全く進んでいないというお話をしましたけれども、農大の職員さん二度ほど

町長のもとを訪れているそうではないですか。その後どうですかとお伺いしたところ、全

く何もないですという回答でした。もうあきれているのではないですか。確かにあきれて

いるとはおっしゃっていませんよ。私が勝手に感じたことですけれども。先方からそうし

た打診があるにもかかわらず、検討しますといったような回答をされたのみで、その後は

なしのつぶてだということでした。検討するとは言うものの、これでは進展も全く何も見
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込めませんよ。 

 こうした中で、町長の町政執行方針、力強い意志が明示されているのですから、どのよ

うにお考えなのか御答弁いただきたい。このように考えております。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 梅村議員の農大生から町内の新規就農者の御質問についてですが、

冒頭申し上げますけれども、少し物の言い方にも気をつけて発言してください。農業大学

校の職員が私のところと面談したと、そんな事実はあるのですか。それは後で言いますけ

れども、もう少し気をつけて発言してもらわないとね。これは公の機関で全部議事録で残

る話しですからね。私がうそを言っているのかどうかという話しになってしまいますから、

しっかりそこのところよく考えて発言してくださいね。私のほうから冒頭ちょっとお話を

させていただきますから。 

 本町の農大生から町内への新規就農という御質問ですけれども、これは御質問にありま

したように何もやっていないのではないかということでありますけれども、決してそんな

ことではありません。私の執行方針で申し上げているとおり、これは農業大学生というの

は前の校長先生、３月までですね、いた校長先生方含めて、そして今は御質問にありまし

たように、元はほとんどが農業後継者として、また農業関連に就職する生徒が多かったけ

れども、最近は農業者よりも、非農家の生徒が非常に多くなってきたと。そういう意味で

は、本町のみならず、またこの十勝管内にもそういう農業を志してくる、そういう若者が

少しでも定着していただけるような、そういう方法は何とか取れないものだろうかと、こ

ういう提案をいただいた中で、先ほどの町政執行方針の中でも今後、これらの協議も含め

て協議会的なものを設置しながら、できればこの農業大学生を中心にして、その担い手含

めてこのしっかりとこの本別町、また十勝の農業を支える農業担い手の人材として、この

就農できるような環境をつくろうではありませんかということのお話をさせていただいた

ところであります。 

 また具体的に新規就農が可能な農家の物件だとか、経営の継承可能農家の調査と発掘、

また実習生、また研修生の受け入れ可能な農家の調査、これらまた選定、さらには労働力

だとか人材が不足しておりますコントラクター事業やＴＭＲセンター、大規模農業法人の

人材確保の状況を聞き取る中で、その資料やパンフレットの作成をして、札幌市や首都圏

で開催されております新農業人フェア、また移住フェアに出展をして、新規就農者の獲得、

また求人情報の紹介や募集、就農や就労に向けた研修者の対応などの取り組みを行なって

きているところであります。 

 御質問の農業大学校の生徒の新規就農、また担い手としての対応についてでありますけ

れども、農業大学校は本町の営農指導対策協議会の構成員として、また構成組織でありま

すから、この北海道の機関であります普及センターからもこれまで情報収集をいただきな

がら、生徒の状況や受け入れに向けた課題の整理を図ってきているところです。 

 農業大学校の生徒たちは、畑が好きだし、牛が好きだし、また農業が私の将来の夢をも
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って、この北海道に、また農業大学に学んできているわけですから、そういう志をもった

生徒を卒業後の早期就農に向けて、その環境整備をしていこうと、こういうようなことで

今なお協議を進めてきているところであります。 

 また、早期就農においては、また反面、困難な面があるということも含めて、またこれ

は技術面や経済面、またそれらの状況も含めて、いきなり就農というものでは困難な条件

が多いということも含めて、これからも農場や現場でのさらなる技術や農業、農業経営の

習得、そして就農に向けた準備をするための機関と実習が必要だというふうに考えており

まして、そういった生徒の受け入れ内容、就農に向けた具体的な考え方も含めて、今後さ

らに農大職員と生徒の実態の把握のための意見交換と情報の収集を予定をしているところ

であります。 

 先ほど言ったように、この農大の職員と生徒の実態の把握は、この収穫期が終わった後

と先ほど質問がありましたけれども、その時期にそれぞれ協議をしながら、この情報の収

集、またそれぞれ実習の受け入れ先可能な農場や農家法人、農業関連の企業と調整、協議

を進める中で、実習生、研修生、就農者の受け入れにかかわる協議会の設置をしながら、

生徒に対するＰＲ方法や情報提供について検討を進めていくということにしております。 

 いずれにいたしましても、新規就農や担い手の確保、雇用の創出と連動した取り組みと

しては、またさらに住宅の整備だとか確保だとか、研修施設の確保対策についても必要で

ありますので、関係部局と連携を図りながら、各関係機関が協力して情報の収集、または

対策、協議についてさらなる取り組みの、また具体化と検証を図ってまいりたいというふ

うに考えております。 

 本町の基幹産業の農業の担い手、またさらにそこをしっかりと育てていただく、それぞ

れの関係機関との連携を図りながら、農大生も含めて、しっかりこの部分については対応

していくという、こういう新規の担い手の研修、また新規就農の輪をそれぞれ指導機関も

含めて対応してまいりたいと、このように計画をしながら進めていく、そういう予定であ

ります。 

 確かに言われるように、時期が遅いと言われればそうかもしれませんが、それぞれの行

く道もありますし、またそれぞれの団体との関連との協議も含めてあるということもあわ

せて、それを報告させていただいて、間違いなくその道はこれからもそれぞれ協議を重ね

ながら進めていくということであります。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝君） 梅村智秀君。 

○３番（梅村智秀君） 答弁の冒頭で町長から御指摘を受けました。職員が町長のもとを

訪れた、そうした事実はないということでありましたら、私はこちらはもう謝罪させてい

ただかなければいけないと、このように考えております。ただ、今の時点では私も推測と

か憶測でものを話しているわけではなくて、自身の政治活動の調査の中で知り得た情報で

すので、今の時点ではそちらについては控えさせていただきます。もし、改めてその事実
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がわかりましたら、そうした機会を設けさせていただきます。先ほど質問の中で、要旨の

明細ということで通告書の中にあります２番項について、私触れませんでした。こちらは

ちょっと意図的に触れなかったことであります。 

 先ほど町長の答弁の中から労働力の確保といったような趣旨のお話しがありましたけれ

ども、実はこれは私が農大生や農大の職員とお話ししている中で、労働力の確保と言われ

るとなかなかもって反応しがたいと。当然のことなのですけれども、あなたは労働力と言

われるのと、この町の農業を担ってくれというのとではもう全くもって、同じような農業

に携わるとしても労働力になってくれとか、労働力の確保を狙っているのだと言われて心

が躍る人間というのは、ほぼほぼいないと思うのです。こちらについて、先ほど繰り返し

になってしまうかもしれませんけれども、こうした報道が新聞報道であって、それを見て

危機感を覚えて町長のもとを訪れたと、このようにおっしゃっていたのですよね。これが

事実かどうか、後ほどまた確認はさせていただきます。 

 そうした中で、要旨の明細にある２番項についてなのですけれども、今の時点で農家、

学生の大半がアルバイトに従事をしているという現状があります。私が経営する牧場にも

数名の農大生がアルバイトに来ております。そうした中で忙しい、その搾乳の仕事に対し

て、アルバイトを充てて労働力の補完と考えている農場、またアルバイトに行なっている

学生も在学中の学費であったりとか飲み食い、遊び、車であったり、そうしたもののお金

に使っているのだという生徒も一定数は見受けられるのかなと思っております。こうした

現況というものを打破していかないと、先ほどお話ししたようにその労働力というような

位置づけであれば、ぜひこの本別町でという農大生がなかなか現れてこないと、このよう

に私は感じているところです。 

 そうした中で今オホーツク、あちらのほうがすごく熱心に農大のほうに働きかけられて

いると、当然やっぱり農大の職員も農大生も人間ですから、そうした熱心な働きかけにつ

いてはやっぱり応えている、いきたい、そういうような気持ちがあるようなのです。お話

ししている中から私が気づいた点というか、一つ御提案申し上げたいのは、やっぱりその

労働力の保管とか、そういったことではなくて、人のつながりというものを生かして、こ

の十勝本別町に魅力をもってもらうような、そうした心構えというのが受け入れ側のこの

町にも必要なのだなと、私はこのように考えております。例えばですけれども、私自身中

小企業家同友会十勝支部というものに所属しておりまして、こちらで農商工連携部会とい

う部会の監事を務めております。その会では十勝、日本で一番の農業地帯ですから、管内

に先進農家がたくさんいらっしゃるのです。そうした方のお話を聞いたり、取り組みの事

例を聞いたりとか、そうしたセミナーや講演会というものが多数開催されています。その

同友会と今畜大が正式に連携提携を始めることになりました。私もその情報を仕入れたも

のですから、ぜひその情報を農大にも提供させてもらえないかということで畜大のほうに

打診したところ、畜大の学内での周知がきちんと済んだ後については当然のことながらよ

ろしいですよというお話をいただきましたので、そうした情報提供も農大にしていきたい
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と、このように考えております。 

 そうしたことによって、農大に来ている生徒たちが北海道で就農したいではなくて、十

勝というものに魅せられて、十勝の農業者、人に魅せられてというふうになっていくと、

十勝の本別町で就農したい、このようになっていくと思います。 

 ですから、労働力ということは本当にちょっと頭から外していただいて、そういう人と

人をつなげていく、このような施策をぜひ執り行なっていただきたい、このように考えて

おります。 

 それで、今私新規就農という農業に特化したお話をさせてもらっていますけれども、こ

の町で新規就農者というものが生まれてくれば、当然この町に根をおろしていく、人口減

が叫ばれている昨今、若者がこの町に住んでいく。ましてや、よそ者ですよ。やっぱりこ

の町で生まれ育った人とは違う発想とか、そうしたものを持たれている方が一定数はいら

っしゃると思うのです。そうしたところから、何か新しい、新しい何かが生まれてくるの

ではないかなと、僕はこのように感じております。ぜひ、そうした農大生や農大職員の心

をつなぎとめるような、そうした取り組みをしていっていただく必要があります。 

 この農大生の新規就農というものが実現していって、そうした機運がどんどん生まれて

くると今、情報がどんどんインターネットやそういったものを使って拡散されていきます

から、本当にどんな可能性が生まれてくるかわからないです。情報提供とか情報交換とか

経済的支援、これも本当に大切なのですけれども、こうしたものばかりが先行していくと、

判断の基準が条件のいいところなどとなってしまうのです。これだと本当に寂しいです。

やっぱり繰り返しになりますが人、町内にも熱い思いを持たれた農業者が複数いらっしゃ

います。そうした方々との接点をもたれたり、先ほど町長の御答弁にも町内の農業者の情

報というか、そういった求めも調査していくというようなお話しもありましたから、ぜひ

その１２月にまず農大職員との懇談というものをされるのであれば、その後スピード感を

もって取り組んでいく必要があります。 

 １点お伺いしたいのですけれども、協議会の設置をされるというようなことが御答弁に

ありましたが、その協議会の設置というのは構成員がどういった方を想定されて、いつご

ろ設置されるおつもりなのか、こちらについてお答えください。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 梅村議員、私先ほど答弁した中で労働力というのは、コントラク

ターとかＴＭＲセンターでの人材確保だとか労働力という意味で言いました。農業大学生

がそれぞれ町内で農業を支えていただいて、それぞれこの、またこれは農業ばかりではあ

りません。飲食業もそうですし、また例えばその食品販売、言ってみればコンビニエンス

ストアもそうですけれども、それらで働いていただいていることは、私どもにとっては本

当に町を支える大事な宝物ですから、私もそういう意味では同じ思いでありますから、先

ほど労働力と私が申し上げたのは、あくまでもそこの新しい法人だとか、企業での人材確

保だとか労働力という意味で申し上げましたので、ここは改めて誤解のないように申し上
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げたいと思います。 

 そして今、梅村議員から御質問いただいた内容については、私もそのとおり思っており

ますから、そのとおりのことでぜひ御理解いただきたいのと、またさらにこのオホーツク

の働きかけがあるということで、オホーツクも宗谷も実はそうなのですね。また、そこか

らもたくさんの農業大学生が今まで大学校を卒業した方々が、それぞれふるさとに帰って

就農している方がおりますから、そのつながりも含めてあります。それで、前農大の校長

先生が本当に先頭になって、こういう先ほど申し上げたその非農家の生徒が３割を超える

ようになってきたと。そういう意味では、必ずしも皆が農家の指定ではないので、そうい

う人材が本当に大切なこの担い手として今度は育てていくために、そういう環境をつくり

ませんかという話をしていただいて、そういうことで全体の中で、それこそ農業団体も行

政も、それぞれの法人も含めて関係団体でそれらの環境をつくっていこうと、こういうこ

とでお話しさせていただきました。 

 さらには、それらの資料を整えながら、先ほど申し上げましたけれども首都圏で開催さ

れている新農業人フェアだとか移住フェアの中で、その結果として本町に新規就農を希望

してこられる方が何件かふえてきたということは事実であります。 

 全てはやっぱり町の基幹産業を支える、そしてまたこれから担っていただける人材の育

成ということで、その関係もしっかりつくっていきたいなというふうに考えておりますが、

今畜大の関係のお話しもありました。畜大の関係は、私どももその話をさせていただいて

います。これは、本町から、農業大学校から、また畜大に編入できるという制度もできま

したから、それをあわせて前学長が、畜大の学長が今、十勝財団の理事長をやっておりま

す。十勝財団のその人材育成の中で農業大学校、畜大も合わせて連携をしながら、この人

材をしっかりと残していく、そういう育成をする。またこの環境をつくっていこうという

ことで、それぞれ私どもも積極的にその話をさせていただいているところでありますから、

その農大生を中心にしながら、また農大生に十分御理解もいただきながら、その働き方、

そしてまたそれぞれ法人や関係団体を含めて、そのものについては今御質問のことも、私

どもの考え方は本当に一つでありますから、しっかりと私どももその農業大学の生徒が本

当に志をもって、せっかく十勝に来てくれたのですから、十勝の中でできる限り、一人で

も多くの方々がここで就農して将来に大きな夢を実現できるような、そのようなこの環境

をつくっていければなというふうに思っています。そのことが、また本町も含めて、十勝

のこの酪農、畜産、また農業をこれからも持続、継続、発展できる大きな力となるという

ことで、私どもも信じておりますので、そのような大事な人材育成をする農業大学という、

私どもにとってはまさに大事な大事な宝物の農業大学があるわけですから、ここを最大限、

やっぱりこの皆さんの希望がこの十勝本別で開けるようなことを、北海道も含めて十勝財

団をそれぞれ産学官含めて、これが実現できるような環境をつくっていくことを私どもは

これから進めていくということであります。 

 また、協議会の構成などについては、担当のほうから御説明をさせていただきますので
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よろしくお願いします。 

○議長（高橋利勝君） 菊地農林課長。 

○農林課長（菊地敦君） 協議会につきましては、協議会という名前がいいのかどうなの

か。例えばそういった実習生を受け入れるセンターですとか、そういった形の設置ができ

ればなと思っていますが、梅村議員おっしゃられたとおり、現状では農大の生徒はアルバ

イト等を含めて本別に、酪農を中心にしながら御貢献をいただいています。 

 ただ、農家側としても働き手、いわゆる梅村議員がおっしゃったように労働力の保管と

いう形の流れでは、私もいけないと思っています。ですので、先ほど町長の答弁の中でも

ありましたように、実習生、研修生を受け入れていただける、そういう制度を理解して、

受け入れていただける農家の調査、選定というのは当初から行なっています。ですので、

そういったことも含めて、きちんと実習生としていわゆる農大生の技術を習得する機関の

設定として、協議会については考えていきたいと思っておりますので、農大との先生との

情報交換あわせて、選定をしています農家につきましては、今酪農家で４件、そして畑作

で短期研修も含めて２件ほど今、受け入れ可能だよという答えもいただいていますので、

そういった中身を理解をしていただきながら、単なる労働力の補完に走るような協議会で

はなくて、生徒たちの技術の向上、そして就農に向けた準備期間とできるような形ができ

ればというふうに思っています。 

 ですので、いつその協議会をつくるのかということに対しましては、しっかりとその辺

を議論をして行く中で、早い時期に、できれば来年度を含めて今回調査したのを踏まえな

がら、来年度に向けては準備をしたいなというふうに考えているということです。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝君） 梅村智秀君。 

○３番（梅村智秀君） ただいま菊地課長から御答弁いただきましたけれども、できれば

来年度という御答弁でしたがやっぱり遅いですよ。その来年度というのは１月から３月ま

でのことではなくて、事業年度としての来年度のことをおっしゃっているのかなと私は理

解したのですけれども、もともとこの３０年度、ことしの町政執行方針に協議会の設置と

いうことも書かれているのですから、検討を進めるということなのですけれども、検討を

進めるといってもどんどんスピード感をもっていかないと、もうやっぱり１年遅れれば、

それだけ５０名から６０名の生徒がこの町を巣立っていってしまう、そうしたことになり

ます。その５０名、６０名のうちにこの町の将来を担ってくれるような、金の卵となるよ

うな生徒、そうした人材が隠れて、埋もれているかもしれないのです。ですから、スピー

ド感をもってぜひぜひ取り組んでいってもらわなければなりません。 

 だからといって、焦らず、ゆっくりとじっくりとその彼らの心というのですか、そうし

たものをつかんでいくということが何よりも寛容だとは思っております。町長からも町の

宝だというような表現もされていました。僕も本当にこの過疎化が進んでいく、人口減が

うたわれている、こうした町村の中で本当にこうした、毎年５０人、６０人もの若者が集
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まってくる。本当に宝だと思っています。これを生かさない手はないので、ぜひお約束ど

おり１２月にはその懇談会、情報交換会ですか、こうしたものを職員と実施していただい

て、なるべく早い時期でその協議会の設置というものもして、現実的に形となるように進

めていただきたい、このように申し入れをいたします。これは本当にやらなければいけな

いことですから。それを申し述べて、御答弁もしあればお聞きしますけれども、ないよう

でしたらこちらで２問目閉じさせていただきます。 

○議長（高橋利勝君） 菊地農林課長。 

○農林課長（菊地敦君） ただいま議員おっしゃるとおり、本当に必要性が高いものだな

というふうには思っています。ただ、そういった状況をつかむ、そして研修先の農家の調

整や、それに向けて受け入れ体制の整備、必要に応じては町としての支援等含めて検討し

ていかなければなりませんので、お話しいただいているとおりスピーディーには進めると

いう形で進めさせていただきますが、じゃあいつの時期ということにはなりませんが、御

要望に添えるようにスピーディーに進めてまいりたいと考えています。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 協議会の設置につきましては今、課長のほうから答弁がありまし

たけれども、それの前段でそれぞれ協議する場というのはしっかり設けていますから、そ

れはその中でその生徒さん方の新年度に向かって、卒業後の動向なども調査しているとい

うふうに農大では思いますので、それらの状況も含めて関連、うちのＪＡを中心として、

関連の農業団体、またさらに私どもも含めてですけれども、どのような要請ができるか、

また農業大学校からの生徒さん方の要望なども含めて、それも含めて昨年度も実施をして

きていますが、それは全体の中で全員がどうこうということではありませんけれども、そ

の協議会を持つ前にそういう協議の場を持ちながら、先ほど答弁しました営農対策指導協

議会というのがありますので、その中でまた協議をさせていただいて、できれば今、きょ

うのお話しも実はあったのですが、新しく施設をつくる、特に酪農関係の方が非常に多く

なっていますが、そこでこの担い手として、また数年後に自分の身の振り方を決めなけれ

ばならないというような、そういう農家の方々もそういう本町が進めているリレー型の方

針だとか、そういうことも含めてありますから、それらの情報も含めて協議をしながら、

それぞれ農業大学生中心にまた、そこで一人でもその希望があるとすればそのような体制

をとれるかどうかも含めて、それは協議しながら、その協議会の設置に向けて準備をして

いきたいと、こう思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝君） 暫時休憩をいたします。 

午後２時２７分  休憩 

午後２時４０分  再開 

○議長（高橋利勝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 一般質問を続けます。 

 梅村智秀君。 

○３番（梅村智秀君） それでは３問目、これでいいのか防災体制、町民７,１１６名の暮

らしと命は守れない。こちら、理解がしやすくなるようにということで、１番項、２番項

に分けて御質問させていただきます。 

 まず１番項、猛暑災害について。こちら８月１日時点で足寄で３５.２度、気象庁も１９

７６年以降の統計開始以来、最長の４日連続で気温が３５度、こちらは気象庁の見解とし

ても災害級だというような認識を示しました。 

 またあわせて、この猛暑、暑さについては８月中旬ごろまで警戒が必要だと、このよう

な注意喚起もなされたところです。道内においては、６０代以上の高齢者ばかり７名が死

亡。そのうちの死亡された方なのですけれども、ある方は新聞配達中。ある方は畑作業中。

皆、当然体が動く元気な方です。そうした方々がお亡くなりになられた、この熱中症とい

うものは、いわゆる体が弱っていて、俺は立てない、俺はだめだと思っている方ではなく

て、元気だ、俺は大丈夫だというふうに働いている方、動いている方が急にかかってしま

い、命に危険を及ぼしてしまう、このような症状です。こうしたものがありまして、町内

の民生児童委員から高齢者宅、単身高齢者宅だけでも飲料水を配付していったらどうだと、

このような提案を受けたけれども、その電話応対をした職員が水道が使えるからなどとい

う回答をして、そちらの提案を受けることはなかった。こちらは、単に水を配るとか、そ

うした一時的なものよりも、やはり我々見守られているのだというような心配り。水を配

るのではなくて、やはり心を配る。そうしたことによって、この福祉の町で暮らす高齢者

たちの心が豊かになっていく、この町で一生を閉じていきたい、そうした安堵感や安心感、

こうしたものに包まれていくのではないかと、このように考えております。 

 ３０年１月時点では飲料水２,９１２リットルの備蓄があります。そのうち一部、１.５

リットルの３８４本については、この７月に、ちょうどこの猛暑があった７月に保存期限

が切れる。こうしたものを可及的速やかに対応するのは、こうしたものを開いて配付する

とか、そうした対応はできると思うのです。当然いきなり数千人いらっしゃる高齢者の宅

にコンビニで買い求めてとか、スーパーで買い求めて配付するということではなくても、

こうしたときのために備えている備蓄品があると思うのです。これは最悪の状態になって

から配るのではなくて、気象庁ですら８月中旬まで警戒が必要だというようなことを注意

喚起されているわけですから、そうならないうちに防災の一つの考え方として、災害、災

いを未然に防ぐ、予防するというような考え方も当然もってしかりだと、このように考え

ております。 

 もうどのような天変地異が起こるかわからない。当然、夏は毎年来ます。雪も降ります。

雨も降る、今回のような想定していなかったとも言われますが、全域停電になるという災

害もある。そうした意識を高めていって、高齢者に心配りをするような体制をとる必要が

あります。 
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 具体的には役場の担当職員とお話をお伺いする機会がありましたけれども、やる前から

その１,０００人、２,０００人といる高齢者の宅を全部訪問することは無理だと、そのよ

うな回答が返ってきました。当然、それを本当に１戸１戸訪問していって、一人一人と面

談してというと、本当に莫大な時間を要することになります。でもやり方、まず何とかし

てみようという気持ちを持つことが大切ですよ。例えば、広報に折り込みをしてアンケー

トをとるとか、その中で車は持っているのか、運転に心配はないのか、パソコンやスマー

トフォンは保有しているのか、操作ができるのか、親族や友人、御近所など日ごろから人

づきあいはあるのかとか、体に不安はないのかとか、例えばそうしたようなアンケートを

とって、回答がどの程度あるかはわかりませんけれども、仮に１割でもあればその時点で

１００名や２００名の近況とか現況というものを把握できるではないですか。こうした情

報を把握していかなければ、きめ細やかな対応というものには到底及ぶことはありません。

こちらについて、そのアンケート等をまず実施して、それで返答のない方については自治

会長や民生委員にも協力を仰いで訪問をするとか、そうしたことをしていく、そうしてい

くことによって、各種災害が発生したときに、あの人はこういう状態の方だ、こういう災

害が起きてしまったけれども大丈夫だろうかという想像力が働いていくのです。そうした

ことによって災い、災害を未然に防ぐ、悲しい犠牲者を出すことの防止につながるのです。 

 お伺いしているところ、緊急通報システムを導入している７０世帯とか、介護認定をも

らっている方、施設の利用者、こういった方のみに目が向いているのかなと。かつ、その

方々に至っても全員のところにまではそうした連絡体制が整っていない、こちらについて

は、可及的速やかに取り組む必要がある、このように考えております。具体的提案もさせ

ていただきました。こちらについて、所信をただします。 

 それで、理解をしやすくということで１番項、２番項と分けるつもりでございましたが、

２番項についても引き続きさせていただきます。 

 ９月７日１４時からの議員協議会において、この議員協議会というものにおいて執行者、

いわゆる役場ですね。役場側から我々議員に対していろいろ御説明などをいただけた、こ

ういった会議でございます。こちらについて、私確認しましたが、住民課長に現在は災害

中なのかという確認をとったところ、停電がなくなるまでは災害中という認識を明らかに

されました。 

 そこで９月６日３時８分ごろよりは、全域停電がありましたから災害中であるという前

提のもと事実と所信をただします。質問用紙にありますイロハニホヘト、こちらについて、

（イ）の高齢者対応、こちら先ほど１番項の質問でも述べましたが、そもそも当初からで

きないだろうということで諦められている。（ロ）町民への情報発信、ホームページや同

報無線、広報車、こちらというものが機能していない。デマで水がなくなるということで、

行列して町内の販売店から水を並んで購入されている町民もいらっしゃった現況です。（ハ）

被災状況、停電状況の把握もできていない。役場職員に問診したということで、多分この

地域については復旧しているだろうというような、そうしたような現況把握の状態でした。
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その上で、町内における現況の確認、例えばですけれども医療や生活必需品等の供給状態、

例えばガソリンスタンドがやっているか、お店に弁当は売っているのかですとか、そうし

たこと。食料や燃料などです。こちら、防災計画１３５ページにも明記されています。２、

住民組織自治会防災対策本部きちんと育成できているのですかね。今回機能されていなか

ったと。２カ月に１回くらいは会議をしているからというような回答をいただきましたけ

れども、全く町がリードをして、こうした防災対策本部を育てるということには、ちょっ

と程遠いのかなと。（ホ）二次災害の防止。避難所の開設もしていないですよね。なぜ、

あの停電が発生した時点で経産省であったりとか、北電であったりなどが今後の見通しが

全く立たないというような回答しかされていないのに、なぜ避難所も開設されていないの

か。近隣町村、例えば池田とか上士幌などはされていますよね。そうしたことによって二

次災害、不幸な事態が起こることを防ぐことができるのではないでしょうか。当然、何か

町にとって都合のいいことであれば近隣の町村もやっているとか、そうした事例を挙げら

れますから、こうしたいい事例も当然まねていってほしい。まねなければいけないのです。

（ヘ）災害対策本部設置の判断、こちらについては町長から１１９番がつながらなくなっ

たということで、災害対策本部の設置、これを９月７日の１８時に行ったと、このように

御説明をいただきました。でも、１１９番がつながらなくなったのは７日の夕方からです

か。だって、９月６日の３時８分ころ全域停電が発生しましたよね。そのときに、家につ

いている固定電話は使えないですよね。全部停電しているのですから。携帯電話の充電の

ない方はどうするのですか。平時でも上押帯とか美蘭別、あちらは携帯電話がつながらな

い地域があるのですよね。そうした方々の住民、取り残されているのではないですか。１

１９番つながらないではないですか。であれば、この災害対策本部の設置が１１９番、人

命にかかわるような事態が想定されるから設置したというと、ちょっと腑に落ちないとこ

ろがあります。 

 ９月７日の２時から開催されました議員協議会、こちらで大住議員等からも災害対策本

部の設置をしないのかと、こうしたような質疑もなされました。そのわずか数時間後、設

置されてしまうのです。これですと、誰の目にも議員から指摘を受けたから設置、対応し

たのではないかと、このように映ってしまうのではないでしょうか。 

 そのときには、課長等会議、災害に対する会議を繰り返していたから、こちら災害対策

本部のかわりだと、このように御説明もいただいておりますが、そもそも本別町地域防災

計画においては、防災会議と災害対策本部は別物だというような記載があります。私はホ

ームページで見て、９月７日、８日に日が変わったころですね。９月８日の１時くらいで

したかね。災害対策本部が設置されたのだと思って役場まで来たのです。そしたら、この

計画に書かれている入り口玄関に標識板を設置することなどと書かれているのですけれど

も、そうしたものは全くない。確かに２階に電気はついていました。住民への周知も足り

ないと思いますよ。同報無線、広報車、駆使されたと思えません。そもそもこの同報無線

が農村地帯にあるからといいますけれども、同報無線も大半の農家は電源をコンセントか
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らとって使っているのです。中に非常用の電池、こうしたものが備えられています。議員

になりましたらこちら無償で町と貸与の契約を結んで借りるのですが、私が借りたもの、

使用期限が２００１年の電池が入ったままでした。その防災無線を扱っている役場からし

て、そうした非常用の電池を、もう産業廃棄物ですよね、廃棄物を入れたまま人に貸与す

る、こうした現況があるではないですか。そうしたこともわかっているはずなのですけれ

ども、防災無線があるから農村地帯は大丈夫ということで広報車は市街地の北地区と南地

区、約１時間くらいしか回していないとか、やっぱりどうしても足りない、過不足がある

よと、このように私は感じます。 

 災害とは、生きるか死ぬかですよ。なぜ楽観視できるのですか。町内の多分半分くらい

は電気が復旧しているから、この後も復旧するだろうなんて、なぜそういう楽観視ができ

るのか僕はわからないのです。等の防災体制、ここはそもそもから、ここから見直してい

かなければいけない。そのそもそもとは何だと。私、冒頭町職員の方が災害発生から１時

間にも満たない時間で、複数名の方々が参集していたと。そちらに対して、私は一人の町

民として感謝を申し上げたい、このように述べました。でも、この計画を見てみると、地

震については震度４以上でと記載があります。非常配備という言葉が使われていますけれ

ども、でも災害発生とあります。別に震度４以上ではなくて、災害が発生したということ

であれば、この非常配備というものの対象になるのではないでしょうか。住民課長は停電

がなくなるまでは災害中という認識を明らかにされたわけですから、どうしてもこの住民

課長の説明とそごが出ているのかなと、私はこのように感じた次第です。 

 例えばですけれども、先ほど私、災害は生きるか、死ぬかだと述べましたけれども、東

日本大震災、こちらにおいては学校の避難誘導、これが悪くて訴訟に至り、結果として１

４億円にも上る賠償命令が県や市になされているのです。こうしたところも全く生かされ

ていない、このように感じる次第です。私が今述べましたイからトまで自己検証していた

だきたい、このように考えます。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 梅村議員の３問目のこれでいいのか防災体制、町民７,１１６名の

暮らしと命は守れないという御質問の答弁をさせていただきますが、まず１点目の猛暑時

の熱中症に対する注意喚起の件でありますが、近年は本町におきましても夏は３０度を超

える日が夏数回ですね、あるというのがもう本当に当たり前のようになってきた気象の状

況でありますから、ことしは足寄が３５度を超えて、また帯広も大変な暑さ、本町も３０

度を超えるということですから、そういうような夏になりました。 

 そこで、御質問にありますようにこの熱中症ですが、熱中症に対する注意喚起はこれは

大変重要だというふうに考えておりますから、毎年７月から８月には健康管理センターだ

より、これだとかまたポスターの掲示などを通じて広く町民に注意を促しているところで

ありまして、また健康管理センターで実施をしております地域住民に対する健康教育にお

いても、夏の時期は熱中症の予防についての講話を行なっていたり、また地域住民に対す
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る健康教育、これらも実施をしながら、また民生委員の皆さんには、児童委員の皆さんに

は年に１回、担当地区の要援護者の名簿を提供させていただいて、平常時から見回りや声

かけをお願いしているところでありまして、さらに在宅福祉ネットワークでそれぞれの自

治会が積極的にそれぞれの地域、隣近所のそれぞれの立場の方々に声かけをしていただい

たり、この支えをいただいているというのが本町の、まさにこの福祉でのまちづくりの大

事な支えになっているところであります。 

 本町における６５歳以上の方の実態といたしましては、約８割が自分のことは自分でで

きるという方でありますが、これには自助、共助による支援が優先であるというふうに考

えておりますが、７月末の猛暑の際には、認知症で理解力が低下している方、また過去に

脱水症状を起こしたことがある方などの自己管理がうまくできない方々に対して、総合ケ

アセンター及び地域ケア包括支援センターの職員がことしの夏も７月３０日から８月にか

けてですが、これも熱中症予防の観点から、家庭訪問や電話連絡を行ないながら、水分補

給や室温の確認などを行なって、また注意喚起をしてきたところでもあります。 

 また、社会福祉協議会、アメニティ本別などの介護サービス事業所におきましても日々

のサービス提供時に水分補給などの熱中症予防に向けた注意喚起を行なってきているとこ

ろであります。この間、毎日消防署と連絡を取り合いながら、熱中症の搬送の有無を確認

して、結果、この期間中の熱中症に伴う救急搬送はございませんでした。 

 ２点目でありますが、地震に伴う道内全域の停電時のそれぞれの対応についての御質問

でありますが、まず停電発生直後につきましては、町内全域が停電になったことから、そ

の直後から職員が自らそれぞれ出動していただいて、各それぞれの担当の施設の確認や、

また老人ホーム、そしてさらに人の扱うところの部署などなどを含めて、全域で即施設の

状況確認を行ないながら、この役場庁舎に集まって課長等会議を開き、必要な対策を講じ

てきたところでもあります。震度３という地震でありますが、停電ということの実態を見

たときに、職員自ら率先してこれらの緊急対応に備えて、例えば給食センターはいち早く、

この給食を確保しなければならないということを含めて発電機の用意だとか、また老人ホ

ームなどを含めては、やはり高齢者の皆さん方、また病院は当然、それぞれ入院患者やそ

れぞれの症状の皆さん方がその後体調を崩さないように。そしてまた、学校など全て万全

の体制を築いてきたところであります。 

 また、停電時の高齢者の対応につきましては、発生当日に停電によるハイリスク者とし

ての在宅酸素を使っている方が１１名おりまして、また緊急通報システムを設置している

方が６１名町内におります。これも医療的ケアの必要者に対しても、１名がおりますが、

これも訪問と電話確認を行ないながら、２日目にはそれぞれの方に緊急通報システム、ま

た在宅の酸素の使用者の方々に加えて、食料調達などの確認が必要な方への訪間と電話に

よる確認を行なってきているところであります。 

 通信手段が遮断されてからは、停電継続中の在宅酸素使用者４名への訪問を行ない、体

調確認を行なってきまして、在宅酸素の残量を含めて確認して、もし在宅酸素が不足の場
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合は直接国保病院に入院をしていただいて、万全な治療体制をとるなどなどを含めて、そ

れぞれの要請も行なってきたところですが、利用者のほうからは少しでも在宅で過ごした

いというような要望がありながら、それぞれ安否の確認を含めて、その確認をしてきたと

ころであります。 

 また、町民への情報発信につきましては、防災行政無線と町のホームページを使いなが

ら、防災行政無線では町内１９カ所の屋外の拡声器と個別受信機による情報提供を行なっ

てきておりまして、さらにまた広報車の活用もさせていただいたところでもあります。最

初の９月６日の午前７時１０分に放送いたしました、北海道のほぼ全域が停電となった。

また復旧のめどがたっていないこと。小中学校の臨時休校のお知らせから、９月８日午後

５時１６分まで、３日間にわたり１６回の情報を発信してきたところです。 

 また、７日夕方には、ＮＴＴの通信設備の予備電源が不足したことによりまして、固定

電話や携帯電話がほとんど使用できない状況になりまして、また緊急用の１１９番通報が

つながりづらい、そのような状況になったところ、これにはやはり人命に影響を与える恐

れがあるという判断の中から、この時点で課長等会議から対策会議から、７日の午後６時

に対策本部を設置をして、７時３０分から１０時３０分まで、これもいずれも２名体制で

自治会長及び民生委員の皆さんや児童員の皆さんへの事情説明と協力のお願いに回ったと

ころでもあります。また、同報無線からも午後７時５分、午後７時２５分、午後９時５分

の３回のお知らせを行ないながら対応してまいりました。 

 さらに、夜間の緊急対応、また関係機関との連絡や情報収集などの対応につきましては、

総務課と住民課の職員をそれぞれ配置をしながら対応したところであります。 

 今回の地震による直接な被害の報告は受けておりませんが、地震とほぼ同時に発生いた

しました停電による被害状況につきましては、酪農家が搾乳できないため乳牛の体調に被

害が出ており、明治工場の受け入れ体制が取れないため生乳の出荷が停止したこと、さら

に飲食店や食料品店などは冷蔵、冷凍食品を廃棄したなども報告をいただいているところ

であります。 

 住民組織の活用につきましては、まず自分の命は自分で守るという自助が基本となりま

すが、自分の身の安全を確保した上で、周りに目を向ける共助へと移り、そして公助は、

主に災害発生後の被害者救済の復旧や復興対応に当たっているところであります。行政が

全て被災者を迅速に支援するのは難しいわけでありますから、地域住民の皆さんが避難行

動や避難所運営を行うことが重要になってきたところであります。おかげさまで自治会や

在宅支援ネットワーク含めて、迅速に対応いただいたことにも改めて敬意を表したいとい

うふうに思います。 

 さらに、誰もが自発的に自分の備えを始めるガイドの周知とあわせて、今後も自治会長

や民生委員、児童委員などと連携を図りながら、防災体制の強化と自主防災組織率の向上

に務めてまいりたいと思います。 

 また、二次災害防止につきましては、冬期間に発生した場合の避難所の開設など、関係
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機関との連携をしっかりと図りながら、防災対策を見直してまいりたいと考えております。 

 防災体制と防災意識の再構築の質問でありますが、災害対策本部設置の基準につきまし

ては、災害対策基本法第２３条の２の第１項の規定に基づいて、本別町の防災会議が策定

しております地域防災計画において定めているところであります。この設置基準につきま

しては、一つには暴風、暴風雪、大雨、大雪もしくは洪水警報または土砂災害警戒情報が

発表され、甚大な被害をもたらす災害が発生、または発生する恐れがあるとき。二つ目に

は主要河川について氾濫注意水位に達し、または達する恐れがあるとき。三つ目には大規

模な火災、爆発などが発生し、その規模及び範囲から特に総合的な対策を要するとき。四

つ目には町民生活に重大な影響を及ぼす災害が発生し、または発生する恐れがあるときの

いずれかに該当する場合で、町長が必要と認めるとき、災害対策本部を設置することとい

うことになっております。 

 今回の停電災害を教訓といたしまして、災害対策本部や設置の基準、また職員の役割な

ど、初めて経験する大規模停電を教訓として、それぞれ地域防災計画や防災マニュアルに

さらに盛り込みながら、今まで経験したことのないことが起き得る、このことにも十分に

対応できるように、それぞれ今回の至らなかった部分、特に野外拡声器は余り聞こえなか

った部分。そして、さらに広報車の活用がいかに必要なのかということも、さらにマイク、

アンプのつけ方も含めて、しっかり対応していかなければならないということも反省とし

ました。さらに、この救急の通報ができないということを含めて、各消防、諸分遣所にこ

の本部からの指令の言葉といいながらも、それぞれ緊急の人は駆け込みをしてくださいと

いうような言葉を使って言ったということについては、非常にこれも対策本部でも議論に

なったところですが、逆にこのことで注意喚起を促せる場ということで、あえてこういう

ことになりましたけれども、やっぱりそういうような町民の皆さんに上から目線のような、

そういうような言葉使いも含めて、この災害の中でいろいろと学んだ点も多くありました。

これらも含めて、今後の防災計画でしっかりと取り入れながら、不測の事態に備えてこの

防災計画をつくってまいりたいというふうに考えています。 

 以上、申し上げて答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝君） 梅村智秀君。 

○３番（梅村智秀君） 今回のことをしっかり検証して、真摯に取り組んでください。 

 以上で３番目のこれでいいのか防災体制、町民７,１１６名の暮らしと命は守れないを閉

じさせていただきます。 

 引き続き、４番目町長室を移動し、信頼回復と安心を。平成３０年６月第２回定例会一

般質問における元職員が起こした不祥事以来、町長と町民の気持ちに乖離があるといった

趣旨の問いに、信頼回復となったとは考えていないと、このように町長は答弁していらっ

しゃいますが、いまだ６月からこの９月まで３カ月もたちましたけれども、信頼回復に向

けた具体的取り組みや姿勢がもたれているのかどうか、そちらがはっきりと見えません。

何となくですけれども、私の主観かもしれませんが、ただただ時間の経過のみをもって終
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息をはかっているやに、このように感じる次第です。 

 そこでですよ、町長。せっかくお金がかからないで、いい案が僕浮かんだのです。町長

室、２階の奥にありますけれども、１階の子ども未来課の位置に移したら、庁舎を訪れる

町民から視認性もとてもよくて、お金もかからないのです。町長が元気に頑張っている姿

が町民に映れば、やっぱり安心感につながると思うのです。町政に根を下ろしているのだ

と、このような姿勢を町民に見せる。僕は必要だと思います。古いお話しですが、長野県

の田中知事がガラス張りの執務室をつくりました。当然賛否はあると思いますけれども、

何か町政始まって以来の、町史始まって以来の不祥事が起きたわけですから、町史始まっ

て以来のそういう取り組みをして、具体的行動に移していく。こうした姿勢が必要だと思

います。 

 僕は町長がこうして町のリーダーとしてあり続けるのであれば、やっぱり何か具体的な

行動に移していただきたい、僕はこのように思います。何か町長が町のため、町民のため

にやるのだというような旗振りをしていただけるのであれば、私は当然のことながらでき

る限りの尽力をさせていただきたい、このような所存でおります。 

 ただ、そうした姿勢が全く見えないのであれば、それはやはりきちんと御自身の進退に

ついても考えられたらいかがかなと、私はこのように考えます。 

 ただ、私としては、ただやめろとかそういうような、そんな無体なことを言うつもりは

全くないのです。やっぱりやってほしい、僕はこうした強い願いを持っています。町長は

十勝町村会の会長として、町民報告会においても町長もそういった役を全部職を辞して、

町政に専念したらどうかと、こういった投げかけ、出席の町民からされました。それにつ

いて、やめる、やめないについての御答弁はされていなかったと、私はこのように記憶し

ておりますけれども、当然そのときは町長はそうしたところに出ることによって、情報を

収集することができるのです、このような御答弁をされていました。僕は当然、そのとお

りだと思います。ですから、その役職において得た情報を町のために十二分に生かすよう

な取り組みをしていただきたい。具体的な取り組みをしていただきたい。そうしましたら、

私も議員であり、一人の町民として全力をあげて尽力したい、このように考えております。 

 町長室を２階の奥、こちらから１階の子ども未来課、視認性のいい場所に移しませんか。

もし引っ越しされるのであれば、私お手伝いいたしますよ。御答弁お願いいたします。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） ありがたい提案をいただいたみたいですけれども、町長室を移動

して信頼回復と安心をの答弁をさせていただきます。 

 梅村議員はやっていない、やっていないとばかり言ってくれるのだけれども、決してや

っていないわけではありませんからね。よく、今までの経過も含めて、またいろいろまだ

これからもいろいろお話しの機会は多いと思いますから、ぜひ御理解いただければと思っ

ています。 

 もちろん、こんな不祥事を起こしたということは、もう大変な、本当に町民に対する信
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頼を失うとか、大変な思いをさせたわけですから、本別の歴史に大変な汚点を残したとい

うことは本当に心からおわびを申し上げながら、本当に１日も早く、この信頼回復という

ことで努めていかなければならないというふうに決意をさせていただきました。 

 この信頼回復に向けての取り組みとありますけれども、やはりこれは元職員と言いなが

らも、これだけの罪を犯したということの重大さを受けとめて、まず職員の皆さんと公務

員倫理に関する条例等の整備を行ないながら、町税等の現金取り扱いに関するマニュアル

の整備をして、さらに職員に対する倫理や法令遵守、まさにコンプライアンスの研修を開

催をしながら、公務員倫理だとか服務規程の徹底など、要するに二度と本件のような重大

事件を起こさないことはもちろんでありますが、職員一人一人が改善の意識を持ちながら、

日々の業務を通じて役場に対する信頼回復に努めているところでもあります。 

 また、私も先頭に立ちながら、これを徹底して遂行していくことが与えられた使命であ

りますので、その職責を果たすために全力で取り組んでいるところであります。 

 また、提案をいただいている町長室の移動でありますが、現在の庁舎の１階につきまし

ては、町民の利用頻度の多い窓口部門を配置をして利便性の向上を図りながら、現在の庁

舎においては町長室を１階にするということについては、梅村議員は今、お金のかからな

いいい提案だと言ってくれましたけれども、これを本当にやるとしたら大変な財源も必要

になってくるのかなと思いながら、機能的にも、また物理的にも、それはやっぱり現状の

庁舎の構造では、やはりそれは本当に難しい限りだというふうに思っているのですよね。 

 さらに、今の役場の庁舎がこのようになったというのは、もともとは例えば１階のフロ

アもそうですが、真ん中が通路で、両側がそれぞれ執務するところだったのですね。それ

ぞれ各課の間にスチールロッカー、大きいのがあって、全く隣も見えないような状況であ

りましたけれども、これは情報公開の文書管理を含めて、ファイリングシステムを導入し

て、今の体制をとったのです。それまでは、例えば農林課が地下の旧食堂、役場の昔食堂

があったのですけれども、そこにいて地下で対応したとか、また農業委員会などを含めて

は、ＮＴＴを借りながら第２庁舎としてやったとか、それぞれ役場の中だけで完結できな

いというような、そういう事務スペースでありました。 

 それらも町民の皆さんの利便性を含めて、ファイリングシステムを導入して情報管理が

できるようになって、そしてそのときにこれだけのスペースができて、ワンストップでも

座ってカウンターができるようになった。それで、この新しくできた子ども未来課もそこ

で仕事ができますし、農林課も地下から１階に上がってきた。また、農業委員会もそれぞ

れ外部から来たと。それぞれ多くの歴史や、また編成をたどりながら今の役場庁舎の体制

というのができているということも含めて、やっぱりなしてきたということでありますか

ら、ただ町長の机だけを置いておけばできるということであれば簡単かもしれませんが、

それに伴って総務課から含めて、それぞれその役場の機能、そしてさらにまたそれに対す

るいろいろなこの物理的な条件が変わってくるわけですから、それに対しては多大な経費

もかかってくるということも含めて、御質問のありましたように、元気な姿を町民の前に
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もっと見せろということは、それは私もしっかりと胸にとめながら、全力を尽くして町民

の皆さんと直接、信頼回復も含めていただけるようなまちづくりに全力を尽くしたいなと

思っています。 

 ぜひ、そういう意味では大変なことは大変なこととして総括をしながら、反省しながら

これからも全力を尽くしていきますので、まずはぜひ梅村議員もそういう意味ではこの提

案もありがたく私も受けとめますし、またいろいろな面で応援をいただいて、町民の皆さ

んと議会と町も一体となって、まちづくりできればなと、そういうような環境のために、

また町民の皆さんから見ていただけるような、地域のためにまた御協力、御支援をいただ

ければと思うわけです。 

 以上、申し上げて答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝君） 梅村智秀君に申し上げます。この質問が時間制限上、最後となり

ますのでよろしくお願いします。 

 梅村智秀君。 

○３番（梅村智秀君） はい、わかりました。 

 時間の関係がありますから、町長から今やっていない、やっていないということばかり

言うけれども、そんなことはないよというような御答弁をいただきました。 

 では最後に一つ。直近で構わないです。信頼回復に向けたり、まちづくり、こうしたこ

とに向けて、俺はこんなことをやったぞ、こんな取り組みをしてこんな結果を残したぞ、

直近のものでお一つで結構です。具体的な事例お示しください。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 具体的にあれをやった、これをやったということではありません。

まちづくりのその政策の中で、本当にしっかりと次の世代に、執行方針でも申し上げてい

るようにこの豊かな本別の大地を、次の世代に元気よくつないでいくためのまちづくりを

今、全力で町民の皆さんと一緒に協働のまちづくりを進めていく、そのことが私どもに課

せられた使命だと思っておりますので、ぜひそのことも御理解いただいて、また御支援、

御協力もいただければと思います。 

 以上であります。 

○３番（梅村智秀君） 御答弁ありがとうございました。 

 それでは、私通告いたしました４問について、一般質問を閉じさせていただきます。 

 御清聴ありがとうございました。 

○議長（高橋利勝君） １番、水谷令子君。 

○１番（水谷令子君） 議長のお許しが出ましたので、通告しました１問について質問い

たします。 

 これからの子ども未来課と教育委員会の連携について。子ども未来課が新設され５年目

がたち、昨年４月には、幼稚園保育所連携型認定こども園ほんべつが開園しました。これ

までの認定こども園と小学校、保育所と小学校の連携の取り組みと児童館、学童と教育委
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員会との連携について伺います。 

 一つ目は、町政執行方針では、認定こども園は、学校法人釧路カトリック学園の運営の

もと、順調に就学前教育、保育を行なっていると伺っていますが、北海道教育委員会と北

海道が６月に公表した北海道幼児教育振興基本方針素案で、幼稚園と保育所で質の高い幼

児教育を実施していくことや、こども園と小学校、保育所と小学校の連携の強化を強調し

ています。子どもたちが小学校になじめない状態をなくすためだと認識しています。 

 そこで、これまでの幼小連携、接続について、具体的な交流やこれからの考え方を伺い

ます。 

 二つ目は、子どもたちが安心して遊べる居場所の一つである児童館、北地区交流センタ

ー、共働き、ひとり親家庭等の毎日利用する生活の場である学童保育では、毎週土曜日、

長期休みに工夫を凝らした行事を企画していると認識しています。教育委員会でも子ども

たちの体験学習に力を入れ、土曜日、長期休みに行事を企画していることが多いと認識し

ています。子どもたちが減少している中、連携をとり、行事を把握してともに参加出来る

行事計画が必要であると思います。 

 これからの方向性を伺います。 

○議長（高橋利勝君） 答弁、髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 水谷議員のこれからの子ども未来課と教育委員会の連携について

の御質問の答弁をさせていただきます。 

 まず、北海道の幼児教育振興基本法素案ですが、道民へのパブリックコメントが終了い

たしまして現在、北海道と北海道教育委員会におきまして、基本方針の案を作成中であり

ます。水谷議員御質問のとおり、施策の項目として質の高い幼児教育の実施や幼保小学校

の連携の強化を掲げているところであります。 

 まず１点目ですが、これまでの幼保小連携、接続について、具体的な交流やこれからの

考え方についての答弁をさせていただきます。 

 町内には、釧路カトリック学園が運営いたします幼保連携型認定こども園と、本別町が

運営します勇足へき地保育所、仙美里へき地保育所、計３カ所の就学前教育保育施設があ

ります。それぞれ法律の規定に基づき、こども園教育、保育要領や保育所保育指針に沿っ

て、就学前教育、保育施設と小学校との円滑な接続を図るよう努めているところでありま

す。 

 具体的には小学校の教職員によりますこども園、へき地保育所への訪問をいただき、こ

れは年に２回ですが訪問をいただきながら、小学校児童会が開催をする子どもまつりなど

への招待、これも年２回。１年生と年長児の合同給食、年２回。１日体験入学は年に１回。

勇足、仙美里小学校におきましては、学校主催の運動会に保育所の児童も参加させていた

だきながら、地域ぐるみの運動会を開催をいただいているところであります。 

 さらに、年長児が小学校へ入学する際の引き継ぎにつきましては、児童が小学校の生活

を円滑に過ごせるように、指導要録を活用して引き継ぎを行なっているところです。 
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 作成中の北海道幼児教育振興基本法素案でありますが、新たに幼児期の終わりまでに育

ってほしい姿を掲げていますことから、今後は就学前の教育、保育施設の保育教諭、保育

士と小学校の教職員との意見交換や合同の研修会、また研究会と研修会を開催を計画して

いるところであります。 

 また、教育及び保育の参観などを通じて、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿、これ

をテーマに意見交換を行うなど、さらに就学前の教育、保育施設と小学校との円滑な接続

を図ってまいりたいと思います。 

 次に２点目であります。児童館、学童保育所と教育委員会行事の連携についての答弁と

させていただきます。これは、本当に大事なことでありまして、せっかくの行事がバッテ

ィングすると、お互いに参加できないということでありますので、これは本当に御質問に

ありますように、本当に庁内的の連携をとりながら対応していきたいと思っています。 

 まず、児童福祉法に規定する児童厚生施設として２館の児童館。同じく児童福祉法に規

定します放課後の児童健全育成事業として、３カ所の学童保育所。さらに、児童館と同様

な施設として、北地区の交流センターがあります。児童館は日曜日、祭日を除く毎日、児

童に健全な遊び場を提供し、遊びを通じて児童の健康を増進して情操を豊かにすることを

目的に開館をしているところであります。 

 学童保育所は、放課後、土曜日及び長期休業期間の毎日、保護者が労働などにより放課

後家庭にいない小学生に対して、適切な遊びの場や生活の場を提供し、児童の健全なる育

成を図ることを目的に運営しております。 

 また、教育委員会が所管いたしております社会教育施設、図書館、資料館、体育館、公

民館においても、それぞれ開催目的を掲げながら、各種事業や体験学習を行なっていると

ころです。 

 加えて、スポーツ少年団活動や習い事に参加する児童も多数いるのが現状でありまして、

議員御質問のとおり人口減少社会、とりわけ少子化が進む今日で、平成１９年度末の町内

の小学校児童数、１９年ということですが小学校児童数が４１４人いました。今、平成２

９年ですけれども、この１０年後の平成２９年度末の町内の小学校の児童数が２６５人に

なりました。この１０年間で１４９人の減、３５パーセントの減少となったところであり

まして、所管する各施設が連携行事を把握しながらともに参加できる体制を整備すること

は、まさに重要なことであるというふうに思っています。 

 今後も各施設において、開催日時を調整しながら、さらに合同の開催や事業の統合を図

りながら、それぞれ進めていきたいなと思っています。いずれにいたしましても、子ども

たちの育ちには多くの経験が欠かすことはできません。子どもたちが健やかに成長できる

ように、各種機関が連携をして学びをさせる体験の場を提供してまいりたいと思っていま

す。 

 以上、申し上げて答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝君） 水谷令子君。 
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○１番（水谷令子君） 交流については年２回の交流を行なっているなど、スムーズに進

んでいるかと思われます。 

 ただ、今現在幼少連携、接続については、スムーズに小学校生活を始めるために、スタ

ートカリキュラムというものが組まれているところがあります。小学校がつくる時間割、

これを工夫して子どもが遊びや生活から学び、幼稚園の要素を取り入れたり、教科書の横

断的にしたりして、座学中心の小学校に自然な形でなじめるような工夫がされているもの

と思われます。 

 本別町ではこのようなことは行われているのかお聞きします。 

○議長（高橋利勝君） 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次君） 私のほうから、学校のほうではありません。こども園

サイドのほうの連携に向けた今の質問に答えたいと思います。 

 こども園では、議員、行ったかと思うのですけれども、年長さんの机、教室がグループ

の机ではなくて、一人一人の独立した机になっております。今まではグループの机で４人

がけの机になっているのですけれども、年長になって次、小学校に上がっていく。そのと

きに前を向いて、４５分間の授業になじめるように。前のほうを向いて、学校ではないの

で黒板はないですけれども、白いホワイトボードの中で、先生が前に立って、子どもたち

が前を向いて、足の裏を地面にしっかりつけて、そういうことを学びながらこども園をつ

くっております。こども園サイドではそのような形で、スムーズに４５分の授業を子ども

たちが前を向いて、先生のお話を聞けるようなシステムはつくっております。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝君） 水谷令子君。 

○１番（水谷令子君） こども園での取り組みは今の状態でわかりました。 

 小学校のほうではどのような時間割の工夫など行われているのかお聞きします。 

○議長（高橋利勝君） 答弁、佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕君） 水谷議員の質問にお答えしたいと思います。 

 まず１点目の保育所、それから幼稚園の部分に関しましては、今大橋課長が答弁したと

おりでございます。 

 では、小学校ではどのような形、要は幼保から小学校への持続的なつながりという部分

に関しましては、まず１点目が小学校にスムーズに入学していただいて、即授業に入って

いけるような形を考えてございまして、まず１点目が先ほど町長も答弁いたしましたが１

日入学を体験をしていただいております。その以前に、給食を含めて、小学校で給食をと

っていただいて、そしてその後、５校時目等を利用して最年長児さんを小学校に招き入れ

をしながら、１時間程度交流をしていただくということもしてございまして、要はともに

連携した取り組みということで、これら運動会等もそうでございますけれども、勇足、仙

美里におきましても運動会には必ず保育所と小学校が合同でやるということもありまして、

そういう機会を多く持ちながらスムーズに小学校に入学していただくということで、私ど
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もは考え、実施してございます。 

 以上でございます。 

○議長（高橋利勝君） 水谷令子君。 

○１番（水谷令子君） 私の申しましたスタートカリキュラムは現在、具体的に交流が進

んでいるのは１割ほどだと伺っております。しかし、このことは本当に必要なことで、歌

を歌ったり、体を使ったり、幼児教育施設での体験的な内容を多く盛り込んで、少しずつ

座学の学習に慣れさせていく、これが今、小学校の最初の授業に求められているものでは

ないかと思います。 

 また、そのスタートカリキュラムは毎年度、内容をやはり検討し改善していく必要もあ

ると思っています。それはやはり幼稚園、保育所側と小学校側の先生が、やはり一緒に交

流を持ち、意見を交わす。このことが大事ではないかと思っています。それによって小学

校になじめない状態をなくす小１プロブレムというものがなくなるものではないかと思っ

ています。 

 そのことをお聞きしたいと思います。 

○議長（高橋利勝君） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕君） 小学校に入学する場合におきましては、先ほど申し上げまし

たが各へき地保育所なり、それから認定こども園のお子さん、それぞれが違うところから

学校に入学してきますので、私どもは先ほど言われました小１プロブレム、ありますけれ

ども、この部分につきましては従前から交流を多くやってございますので、本別町におき

ましては、そのような事例は今までもございませんでしたし、また今後もないようにいろ

いろな交流事業を実施していきたいと思ってございます。 

 ちなみに、幼児教育が目指す方向性ということでございますので、この部分につきまし

ては要は幼稚園につきましては幼稚園教育要領、それから保育所につきましては保育所保

育指針等がございます。本町の場合につきましては、首長が策定しております、教育委員

会ももちろんかかわってございますけれども、本別町総合教育大綱というものをつくって

ございます。この策定の中に、その小学校に入る就学前からの部分につきましても、きち

んと整理をさせていただいて、こういう幼稚園から小学校へのつなぎにつきましては、こ

ういうことを進めていきますよということを盛り込んでおりますので、それに沿った形で

今後も進めてまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（高橋利勝君） 水谷令子君。 

○１番（水谷令子君） 再度お伺いします。 

 幼稚園、小学校側の先生からのお話しなのですけれども、やはり年長児のことを把握し

きれないところがあるという意見を伺っています。幼児教育施設を今以上に知り、お互い

に理解を深めることが大切だと思っています。再度お伺いします。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 
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○町長（髙橋正夫君） 子どもの学びは本当に大事なことだというふうに思っていますし、

水谷議員の御指摘、御質問のとおりだというふうに思っていますが、私ども認定こども園

も設置をさせていただいた一つには、今御質問にありましたように子どもたちの学びはも

ちろんですが、今まで体験できなかったような、そういう教育だとか、遊びの中でそうい

う教育を取り入れたり、また生活習慣を取り入れたり、しつけを取り入れたりして成長し

てほしいなということを思っていました。 

 ですから、特に今、小学校から英語教育だとか、だんだん国際的になっていくわけであ

りますから、私どもみたいにいきなり中学校へ行なって教えられてもなかなか身につかな

いということではなくて、ふだんから、小さいときからそういうのを親しめるような環境

があれば、本当にスムーズにいろいろな場所でも学んでいける、それは英語のみならず、

大きな学び全体がそうなっていくのだと思います。そういう意味では、幼保小中高一貫教

育的な、やっぱり本町の教育の一元化というか、あり方をやっぱり求めていく姿というの

は大事ではないかなと思います。 

 特に、子どもたちによっては多動性なども含めて、私も小学校にちょこちょこ行きます

けれども、１クラスになった小学校はちょっと大変なのですね。一人二人いれば２クラス

になるという、また４０人以下、もちろん３５人でなるのですけれども、そこでうまくい

けばいいのですけれども、そこでいうと先生も２人いるのですけれども、それでも大変な

のですね。ですから、そういうことを含めて、先ほど課長からも答弁がありましたように、

年長になると前を向いて、しっかり地に足をつけて４５分座っていられる、そういう子ど

もの姿というのはもちろん大事ですし、その中から集中力を高めて教育するのも大事です

よね。だから、そういうようなことを含めて、本当にやっぱりこの保育園、幼保を含めて、

ここで育ってよかった。小学校へ行なってまたよかった。中学校へ行なってまた成長した、

そうやって、それがまた高校に結びつくと。こういうことで、それぞれ成長過程において

大事な学びができるという、またそういう先ほど言いましたしつけから文化を学ぶ、この

環境というのは大事だというふうに思っています。 

 ぜひ、そういう面では御質問にありますように、先生同士の連携というのは本当に大事

なことだというふうに思いますから、小学校は小学校、中学校は中学校、幼保は幼保では

なくて、やっぱりそこがしっかりつながることによって、一貫した子どもの成長が望まれ

るわけですから、そのことを大事にしていきたいなと思いますから、ぜひ私どもで届かな

い、至らないところはたくさんあるかもしれませんので、また議員のいろいろな見識の中

での御指導もいただいて、子どもたち本当に豊かに育てるような環境をつくっていきたい

と思いますのでよろしくお願いしたいなと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝君） 水谷令子君。 

○１番（水谷令子君） 質の高い幼児教育を実施していくことも挙げていますが、幼児教

育の施設職員の資質向上や家庭や地域での教育、保育充実などにも触れています。十勝管
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内では、道教委が幼児教育相談員派遣事業というものを行なって、幼児教育に関する各分

野の専門家が幼稚園、保育所、認定保育所に出向く園内研修のお手伝いをしていますが、

そのようなものをやれるかどうか伺います。 

○議長（高橋利勝君） 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次君） 水谷議員の質問に私のほうからお答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり、北海道教育委員会が行なっております幼児教育の専門職を幼児

教育施設に派遣する事業はございます。十勝振興局のほうから子ども未来課のほうにメー

ルが来ますので、その都度こども園のほうにメールを送信しています。２９年、３０年は

実施をしておりませんが、当然こども園のほうではその内容を知っておりますので、積極

的に使うよう呼びかけていきたいと思っております。 

 また、議員おっしゃるとおり幼児教育振興基本方針案の中では、ゼロ歳から小学校就学

前までの全ての幼児期に対する教育が大事だと訴えております。あわせまして、幼児期が

終わるまでに育ってほしい姿というのを北海道が定めていますので、本別町におきまして

もそれを参考に５歳児、年長を卒園するまでに、前に向いてちゃんと座っていられるよう

な児童も教育をしていくのが大切だと考えております。 

 あわせまして、幼児教育施設と小学校の一層の接続、連携は重要なことだと考えており

ますので、学校法人釧路カトリック学園のこども園のほうには、私たちは監査をする権利

もございますし、指導する権利もございます。一緒になって、子どもたちを育てていきた

いと思っております。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝君） 水谷令子君。 

○１番（水谷令子君） 相談員派遣事業では、講師の派遣にかかる経費は道教委が負担し、

１日日程のほか、半日日程など各位への御要望にお応えしますとあります。ぜひ利用して

いただきたいと思っています。 

 また、認定こども園、保育所は子どもと保護者が初めて接する集団生活の場です。また、

社会の一員となる第一歩だと思っています。子どもは町の宝、社会の宝です。地域で育て

る意識をもっていくことが必要だと思います。幼児期に子ども同士で十分に遊び、遊びの

中で友達ができ、こんなに楽しいことができた喜び、こんなに悲しいことがあったけれど

も慰められたという感情を分かち合い、日々の学習や生活の中で体験することが共感性を

育てる、コミュニケーション能力をつくると思っています。その中には、そんな体験がで

きる環境をこども園、保育所、学校、地域、そして家庭のそれぞれの場で子どもたちには

必ず用意してやりたいものだと思っています。大人が親しみをもって交流し合うことで、

子どもの感受性が豊かに育つと思っています。そういう場であってほしいと思っています

が、もう一度伺います、いかがでしょうか。 

○議長（高橋利勝君） 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次君） 議員おっしゃるとおり、町長が２６年に子ども未来課
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をつくって、子どもに係る施策を子ども未来課でやれという指示がありました。その中で、

市街地にありました中央保育所、南保育所、カトリック幼稚園を一つにして今、１８年か

らできましたこども園法に基づいたこども園を設置をしてきております。２９年４月から

つくってきています。 

 議員おっしゃるとおり、幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を使う重要なもの

だと考えております。こども園をつくるときの町長の指示の中にも、そういうものがござ

いました。私たち子ども未来課と教育委員会が連携し、健やかな子どもたちの成長を見守

っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝君） 水谷令子君。 

○１番（水谷令子君） 二つ目にありました連携をとり、行事を把握してともに参加でき

る行事計画が必要であるというところで、具体的な策がありませんでしたが、教育委員会

では社会教育で本別学４回の活動。また、学びフェスタ、あかげら少年団も年４回。義経

フェスティバル、少年少女体育大会、あかげら少年団ではキャンプ、水上レクなど、学校

ではできない行事を多く行なっています。また、図書館では図書館こどもまつり、クリス

マス交流会、資料館でのイベントへの参加など、これだけ盛りだくさんあります。ぜひ、

一つ参加できる行事計画を立てていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（高橋利勝君） 阿部社会教育課長。 

○社会教育課長（阿部秀幸君） 今の議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 今、議員お話しのとおり、社会教育、社会体育施設をそれぞれ利用した各種事業をおお

むね年間３０回くらい実際に行なっております。一応、今行事の把握のお話しもございま

したが、一応スポーツ少年団の大会であったり、各種イベントを含めながら、年間行事の

実際に調整に当たっているところでございます。最初にもお話しがあったとおり、子ども

の全体数が少ないということで、実際に各種少年団等の加入率も本別は子どもの割には高

いということで、実際に８３パーセントほどが全体で少年団に加入をされているというこ

ともございまして、実際に把握できる日程を避けても、どうしても重なると。そういうこ

とも踏まえた上で進めておりますけれども、実際に議員も御承知のとおり、参加される子

どもたちもだんだん固定化されつつあるというのが現状としてあるのも事実でございます。

一応、事業の参加集約の方法であったり、事業の内容も検討工夫しながら現在も進めてき

ているところでございますけれども、実際にはなかなか参加する人数が伸びず、多くなっ

たり少なくなったりしていると、思うようにいっていないのが現状であります。 

 各種機関がそれぞれ今後は連携をしながら、実際に施設での開催日程の調整はもちろん

とは考えています。そのために事業の見直しも絶対的に必要であると考えておりますし、

合同開催など、今後事業の集約も図りつつ、子どもたちが健やかに成長できるような学び

の体験の場ということで、例えば物をつくったり、自然に触れあったり、先ほど本別学の

お話しもされておりましたが、異年齢の仲間との対話、交流を含めながら、そういう体験
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の場を提供してまいりたいというふうに考えておりますし、またさらにその活動がその後、

子どもたちの生きる力につながっていくような育成ができたら、参加意欲にもつながるの

ではないかということも考えておりますので、今後とも御理解と御協力と御支援をお願い

申し上げたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝君） 水谷令子君。 

○１番（水谷令子君） 本当に子どもが少なくなっています。まず、子ども同士で十分に

遊ぶことが必要だと思います。より多くの子どもたちが交流できる場をぜひ企画していた

だきたい、そう思っております。 

 再度お伺いします。 

○議長（高橋利勝君） 阿部社会教育課長。 

○社会教育課長（阿部秀幸君） 議員おっしゃるとおり、再度子ども未来課も含め、それ

ぞれ連携をとりながら、密な連携の中でできるだけそういう交流ができるような事業計画

を立ててまいりたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝君） 水谷令子君。 

○１番（水谷令子君） 次に、児童館、学童保育についてお伺いします。 

○議長（高橋利勝君） 水谷令子君、お待ちください。 

 暫時休憩をします。 

午後３時４９分  休憩 

午後３時５０分  再開 

○議長（高橋利勝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 水谷令子君。 

○１番（水谷令子君） 再度お聞きします。子どもたちの少ない中、子どもたちにこうい

う活動をしていますということを小学校にお知らせするために、スポーツ推進員のほうで

もお話しは出ていたのですけれども、ＯＣＴＶが録画を撮っていると思います。それを小

学校の中で上映して、活用してはいかがでしょうか。伺います。 

○議長（高橋利勝君） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕君） 今の御質問にお答えしたいと思います。 

 確かに、メディアを使っていろいろな活動を紹介し、それが元となっていろいろな波及

効果があることは事実でございます。ただ、ＯＣＴＶを録画して、それを学校で放映する

となりますと、放映権等いろいろございますので、その辺の規制もございますから、この

場でそれを放映するということを私としては言えませんので、今後そういう各種メディア

を通したそういう活用も検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○１番（水谷令子君） 以上で終わります。 
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○議長（高橋利勝君） 暫時休憩をいたします。 

午後３時５１分  休憩 

午後４時０５分  再開 

○議長（高橋利勝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 なお、議場が大変暑くなってまいりました。皆さんの熱意だと思うのですが、上着を脱

いでも構いませんので、よろしくお願いします。 

 それでは、一般質問を続けます。 

 １０番、阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） 議長のお許しをいただいたので、３問の質問を行ないたいと思

います。 

 まず１問目、ふるさと納税、活用明示でより身近にということで伺っていきたいと思い

ます。 

 個性あるふるさとづくり寄付金、いわゆるふるさと納税は大きな前進をしてきていると

考えています。まちづくり事業にふるさと納税の使用目的を明示したほうが、寄付者の気

持ちにさらに答えるのでは、との意見もいただいたことがあります。それらについて見解

を伺っていきたいと思います。 

 本町のふるさと納税の取り組みは、インターネットの情報発信を取り入れたことなどか

ら、大きく前進してきたと考えます。概要を申し上げれば、スタート時点は平成１８年度

５０件の寄付者で５５２万円、これでスタートしました。ただ、ここから何年間かは１０

件から２４件ということで、それなりの金額でした。返礼品をつけようということを提案

をし、それが平成２６年度からだったと思いますが、いきなり３６３件ということで、金

額的には６４６万円。１万円の寄付者が多かったというふうにこのとき聞いております。

そして、平成２８年には、返礼品の品目を組み合わせも含めてふやしたということで、３,

２４０件、寄付額が３,７３１万円となりました。昨年の平成２９年度では３,２４７件、

７,５６１万円と、当初から見ると非常に大きな前進があったというふうに思います。 

 当初、返礼品をつけようという提案をしたときに、ふるさとづくり応援団をつくるのだ

と、物売りではないよという話を私もしましたし、理事者のほうもそういう受けとめで進

めたというふうに思っております。 

 本町のふるさと納税の取り組みでは、いわゆる町長の考える事業、町長にお任せという

コースも含めて、大きな分野ごとの事業で寄付者の意向を聞くという方法をとっていると

いうふうに思っております。福祉でまちづくり推進事業から始まって、６番目に町長が定

める必要と認める事業ということで６項目、中には平和の問題とか農業の事業なども入っ

ております。 

 ほかの町の例では、ふるさと納税の寄付金の使い道を、事業を今言った６項目をさらに

細かくして、例えば図書館に児童書コーナーをつくるのにお願いしますというようなこと

とか、私がテレビ報道で見たのは根室市だったと思うのですけれども、市の有名な道路を
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整備するのに、そのための寄付をお願いしますというような趣旨にすると、金額的には伸

びたそうです。 

 それで、先般７月２３日に事業者の会議というのをやったそうで。その資料をちらっと

見ましたけれども、その中でも使い道を明らかにすることが、寄付者に張りあいというか、

自分の寄付が本別町のこれに役立ったということが一つのやっぱりふるさと応援団として

はうれしいことだというふうに思うのですよ。ですから、なかなかその事業を特定すると

いうのはなかなか難しいとは思っておりますけれども、毎回でなくてもいいのですが、先

ほど申し上げた例で言えば、図書館の本をこういう形の整備をしたいというようなことが

もし計画として挙がったならば、それは金額にももちろんよりますし、そのときの寄付額

にももちろんよるのですけれども、今までも寄付を事業に充当してきていますよね、各分

野で。そういうことで、さらにもう一歩、細かい中身でこういうふうに使っていきたいと

思っていますということを一緒に募集、知らせていくといいのではないかなというふうに

思うのですけれども、そういうふうに思いながらも最近、２週間ほど前ですか。総務大臣

が３割を超えるような寄付のところには、いわゆるこのふるさと納税の税制特例を外すと

いうようなおふれを出すやの報道がありまして、本町はいずれにしても返礼品そのものは

３割以内にしているというようなことをずっと言ってきたのですけれども、私からすると

総務大臣がはしごを外したように、私は思っているのですよね。ふるさと納税はそれぞれ

の地域が取り組んでいろいろ工夫して進めてきたというふうに理解しているものですから、

そういうのは少し総務大臣の考えがどうなのかなと思いながらも、テレビの報道ですから

特例というか、ちょっと趣旨から外れたような返礼品の例を一生懸命紹介していました。

その町の特産品でない物を返礼品にしているとか、中にはその町の出身者がつくった物だ

から返礼品にするというようなことをやっているものですから、ああこれではさすがに総

務大臣もこれはと思うこともあるのだろうなというふうには思ったのですけれども、いず

れにしても質問の問いの①ですが、報道された国の意向に対して、本町の対応としてはど

のように考えているのか。今までと変わりないなら変わりないでもいいのですけれども、

その辺についてまず最初に伺います。 

 二つ目に、先ほど来申し上げたとおり、今後まちづくりに関する事業名を明示して、ふ

るさと納税事業を進めるのは、ふるさと応援団づくりにも有効だというふうに考えており

ますので、これについての見解を伺います。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 阿保議員のふるさと納税活用明示で身近にの質問の答弁をさせて

いただきます。 

 このふるさと納税の活用、本当に阿保議員の御質問、御提案をいただいてから本当に大

きく前進をしてきています。ここに来て今、御質問にありましたように総務大臣から３割

以上を超えるというのは、かねてから警鐘はならしていましたけれども、具体的に品名ま

で言って対応をするということになりました。中には外国の商品を直接返礼品に使うなど
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という画期的なことをやっているなというところもありましたけれども、それらを含めて

相当実績を挙げているところと、反面納税額がマイナスになっている自治体もあって、こ

れそのものというのはやっぱり問われるときに来ているのだろうなというふうに思ってい

ます。 

 私どもも、これが始まるときはなかなかスムーズに賛同してやったわけではなくて、も

ともと本別のまちづくりに、四つの目標に寄付をいただくということで、実施をしていま

したから、返礼品をつけるということ自体、非常にこだわりもあったのですけれども、こ

の個性あるふるさと寄付条例に基づいて２６年から特産品による返礼品の提供を行なって

きたところ、やっぱりこのような状況になってきたということで、本当に逆に少しずつそ

の道筋が現れているかなと思っています。 

 まず１点目の御質問でありますけれども、総務省からの返礼品の調達額を寄付の３割以

下とするということでありますが、二つ目には返礼品については地方団体の区域内で生産

されたものや、提供されるサービスとすることが適切であると、２点について責任と良識

ある対応が求められてきたところでありますが、一つ目の返礼品の調達額が寄付額の３割

以下とする点につきましては、本町は返礼品の贈呈を開始した平成２６年度から返礼品は

寄付の３割に設定をして、事業者から提供を受けているということでありまして、基本的

には見直しは行なっておりませんが、一部の製品において価格改定の理由などで３割超え

のものがありましたけれども、内容量を調整をして設定寄付額の増額により対応している

ところであります。 

 また、資産形成につながるような高額な返礼品については、既に取り扱いをやめており

ますので、二つ目の返礼品は地方公共団体の区域内で生産されたものということで、実は

私どもも紹介をさせていただきました。具体的には明治のチーズセットだとか、北糖の砂

糖を使っていただいている柳月三方六だとかありますが、また小池屋のポテトチップスも

そうですけれども、いずれも本町の原料、これをしっかりと使っていただいているという

ことも含めて、これは承認をいただいたということでありまして、私どもの本別町の返礼

品には一切、問題がないということになりましたので、これまた引き続き対応をしていき

たいなと思っております。 

 いずれにしても、総務省からの見解が示されたということで、また取り扱いを継続して

いこうということであります。 

 次、２点目の御質問でありますが、阿保議員の御指摘のとおり、ふるさと納税を通じた

ふるさと応援団づくり、これがやっぱり大事だなというふうに思っておりますので、私ど

もの町ではそれぞれＮＰＯ団体などから提案されましたふるさと住民票の制度などがあり

ますから、これも上手に活用させていただきながら、返礼品の充実や、またリピーターに

なっていただけるような、そういう本別町に関心や、さらにまたそのようなふるさと応援

団という形の中にしっかりと認識をいただけるような、そういう取り組みを具体的に進め

ていきたいなというふうに思っていますが、また具体的にはその寄付の使い道とするため
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のまちづくりに関する既存事業だとか新規事業を選定するための庁内体制を構築しながら、

寄付の使い道の明確化を進めていきたいなと思っています。 

 また、ふるさと納税と並行して、自治体が事前に事業を限定して寄付を募るということ

で、一定額が集まった時点で事業を実施する制度、これをガバメントクラウドファンディ

ングというらしいのですけれども、クラウドファンディングにガバメントをつけてやる制

度、横文字で言えばそういうことなのですが、先進自治体の事例も参考に検討も進めてい

くということでさせていただきたいと思うのですが、議員御質問のようにこれは目的をも

って、事業の、これに使うためにということを明示しながらいわゆるガバメントクラウド

ファンディングというものを導入しながら実施をさせていただきたい。こういうことで今、

検討を進めているところであります。 

 今後ともふるさと納税の充実に努めますとともに、具体的なまちづくり事業の実施に新

たな本町の魅力を発信できるように、ふるさと納税の自分のふるさと大切に思い、寄付と

いう形でふるさとに貢献するといった本来の趣旨から逸脱することなく、魅力ある自治体

に寄付したいという寄付者の要望や傾向を意識しながら、将来的に町全体が活性化するた

めの事業につながるように、継続して取り組んでいきたいと思いますので、引き続き特段

のまた御支援も賜りながら、答弁とさせていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝君） 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） ①について、国の方針に全く合致した形で進んでいるというこ

とで、それはいいと思います。私自身はこのことについては、前にもお話ししたかもしれ

ませんけれども、本来はこの形はあるべき姿ではないと。それは、地方の財政というのは

国からきちんと補償されるべきものであって、地方が確かにこれは工夫もしているし、本

町においてはふるさと応援団をつくるということでもちろん進めているわけですけれども、

本来あるべき姿はそうではないというのは頭に置きつつも、私の周りではそういうことを

言うとすごく批判される方もいらっしゃるのですけれども、でも本来はそうあるべきだと

いう点では、これはこれとして、やはり地方財政を確立していくということは、これとは

また一つ一線を画して進めていくべきだということで、確かに財政の足しにはもちろんな

るし、トータルすると約１億９,０００万円だったと思いますけれども、平成１８年からで

すね。という金額で有効に使わせてもらっているということは非常にありがたいことだと

思いつつも、本来のあるべき姿ではないということもちょっと心にとめながら進めていく

べきだということも私は思っておりますので、その点についての見解をちょっと伺いたい

というふうに思います。 

 それから②のふるさと応援団をつくるということはずっと申し上げてきていますし、多

分予算か決算の質疑のときにも、じゃあリピーターを大切にするということも大切でしょ

うということも話したと思うのです。ですから、そのときはまだリピーターということで

の統計というか、記録はまだとっていないという話しだったと思います。これからは、や
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っぱりそこの部分も大切にしながら、②で言っているそのふるさと応援団づくりというの

を進めていくべきではないかというふうに思うのですけれども、その点について再度伺い

たいと思います。 

○議長（高橋利勝君） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸君） 阿保議員の御質問にお答えをいたします。 

 まずその地方財政の観点の部分と、本来あるべき姿ではないというところですけれども、

本町が平成１８年に個性あるふるさとづくり基金条例を制定をいたしまして、その本別町

を応援していただく方から寄付を募って、そして当時設定をいたしました５事業、それを

実施をしていくというところで始めたのが今につながっているのですけれども、当初やっ

ぱり議論になったのが、やはり議員がおっしゃるように物とどうこうするのではなくて、

やっぱり本別を応援してもらうという気持ちを大切にしていこうということで、１８年か

らスタートしています。そのふるさと納税が始まった当初も内部でいろいろ議論がありま

した。実際返礼品を導入したのは２６年からですけれども、以前からその返礼品というの

は国の制度としてはあったのですけれども、やはりその返礼品を送って、そして寄付を集

めるというのではなくて、やはりまちづくりというところでの応援団、そういったところ

というのは当時からありまして、最終的にいろいろ議論を重ねて平成２６年からこういっ

た形で実施をしてきているところです。 

 議員からも何度か御意見等いただいていますリピーターの関係です。担当ともいろいろ

協議をして、そのリピーターへの対応といいますか、大切にしていく取り組みというとこ

ろですね。本町が皆さんからいただいた寄付をこういった事業で使わせていただいている

というところも含めて、どういうふうにやっていくかというのはちょっと今、具体策はち

ょっとまだ導けていないのですが、とりあえずホームページや広報等では御紹介はしてい

るのですけれども、寄付をいただいた道外の方、多数いらっしゃいますので、そういった

方に今後、どういった形で返していくかというのがちょっと今後の課題なのかなと。件数

でいくと例えば２９年ですと３,２４７件の方から寄付をいただいておりますので、その辺

も含めてちょっと今後検討していきたいなというふうに考えております。 

○議長（高橋利勝君） 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） パソコンはそこそこにしかわからないのですけれども、リピー

ターの件でいうと、多分本名を書いてくると思うので、パソコンの名簿処理的なものを使

えばできるのではないかなと、素人です。そういうふうに思っています。 

 それから、返礼品に町の紹介のパンフとかいろいろなカタログ的なものなどを入れてい

るというふうに思っておりますけれども、それにもアンケート的なもので再度の方ですか

みたいなことをはがき１枚で答えてもらえるようなものというのは、そんなにお金のかか

る話しではないと思うのです。だから本当に、言葉だけではなく、ふるさと応援団を固定

的にふやしていくというか、そういうイメージでものを言えば、今来たものをいかに大切

にするかというのは、これは先ほど来の議論にもあったとおり、本当に住民や有権者を大
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切にするという意味でも重要なことだというふうに思っておりますので、ちょっと一工夫

すればそんなに手間がかからないで、それからそのパソコン処理がどうのこうのは私はわ

からないのですけれども、いずれにしてもデータとして基礎的なものをつくっていくこと

は可能ではないかな。そういう意味で、いつも言って本当に申しわけないのですけれども、

このリピーターをどうやって大切にしていくかというところについて、一工夫が必要では

ないかなとかねてから思っているのですけれども、再度伺います。 

○議長（高橋利勝君） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸君） お答えをいたします。 

 今、阿保議員のほうからいただいた御意見というのは持ち帰りまして、しっかりその辺

は担当と含めて私どもの中でしっかり検討させていただきたいと思います。確かに、メー

ルで申し込んでいただいている方もおりますし、あと直接お電話であったり、はがきであ

ったり、申し込みの方法はいろいろですし、今ネット上で決済をできるような仕組みをつ

くってきましたので、そういったものとあわせながらしっかり対応できるように、できる

ことをしっかり考えていきたいと思います。 

○１０番（阿保静夫君） 次行きます。それでは、私の２問目をいきたいと思います。 

 本別高校支援のネットワークづくりをということで質問をしたいと思います。本別高校

の平成３１年度の募集枠が２間口と決定されました。入学者確保の今後の取り組みがまさ

に重要、正念場だというふうに思いますけれども、本別高校の教育を考える会の取り組み

に加え、本別高校卒業生などの全道、全国的なネットワークをつくっていく考えはないか

などについて伺いたいと思います。 

 本別高校の来年度の募集枠は２クラスとなったとの報告を受けました。一瞬の安堵とと

もに、まさに正念場という認識です。８月８日開催の本別高校の支援の輪を広げる町民の

集いは大変感動的でした。とりわけ本別高校の取り組みについては、町内外の中学生とそ

の保護者の皆さんにも広く伝えていきたいなというふうに感じたものです。 

 そこで一つ目ですが、本別高校卒業生を軸に、本別高校の支援の輪を広げるネットワー

クを全道や全国に広げていくことも一つの方法ではないかと考えております。見解を伺い

ますが、これは町が率先してやれという意味ではありません。もちろん町にも協力をして

いただきながら、やはり我々卒業生や有志が、卒業生の皆さんと連絡、私で言えばやっぱ

り自分のクラスとか、その当時のクラブの仲間の人たちの中との連絡をとりながら、そう

いうネットワークの一端をになっていければなというふうに思っています。町としてもし

できるとすれば、私が考えているのは、東京本別会、札幌本別会、そして帯広本別会とい

うことで、毎年議長も含めて交流を重ねてきているところで、その人たちのやっぱりつな

がりやノウハウを、力を貸してもらうというような方法が町としてはできるのではないか

なというふうに思っております。 

 いずれにしても、ここまで来るとまさに正念場ですから、もう私の言葉で申しわけない

のですけれども四の五の言ってられないなということで、やれることは全部やるという決
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意も自分にもしながら、具体的な方法論も問いかけをしていきたいという風に思うのが①

番の中身です。 

 ②番ですけれども、今後町内中学生と本別高校生の触れ合う機会、イベントなど教育委

員会に任せるだけではなく、まさに全町挙げて、あるいはスポーツ活動も含めて、全町挙

げての取り組みを進めるべきというふうに思っております。よく私が目にしているのは、

ボランティアクラブの活動ですね。中学生もいらっしゃるみたいで、そこの本当に何とい

うのですか、自然なつながりとか、ひまわり迷路のときの受付をやってくれたりとか、そ

ういう姿を見ております。ああいう中から、あの先輩のいる本別高校に行こうというのは、

これは人情というものだと思いますし、私は高校時代はクラブしかやっていないので余り

言えないのですけれども、クラブのつながりというのも中学生、高校生の中でもし一定の

形がつくられるのならば、かなり有効な牽引力になるというふうに私は思っております。

町のきらめきフェスタも含めて、町としていろいろな事業の中で、こういった中学生、高

校生を協力の一員にできるようなことが可能であれば、ぜひ中学生と高校生が日常的に話

し合えるような場所をつくっていくのも有効だというふうに思っております。 

 教育長には以前にも申し上げたと思うのですけれども、教育長もそういう考えを少し持

っているということをおっしゃったと思うのですけれども、提起されていたのは高校の先

生と中学の先生方のつながりを今後ちょっと強化していきたいという話しだったというふ

うに受けとめたものですから、いや、そこに子どもも入れてよというのが私の案です。で

すから、事業関係だけにとどまらず、ここに表明したとおり町のいろいろな機会やイベン

トで、そういうつながりをつくる。中学生、高校生が登場する機会をつくるということも

影の力になるのではないかなと、大きな力と言いたいところですけれども、プラスになっ

ていくのではないかなというふうに思いまして、そういうことを②で提案をしたいと思い

ます。見解を伺います。 

○議長（高橋利勝君） 答弁、佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕君） 阿保議員より御質問のありました本別高校支援のネットワー

クづくりについて御答弁申し上げます。 

 １点目の本別高校の支援の輪を広げるネットワークについての御質問でありますけれど

も、８月８日に開催しました本別高校の支援の輪を広げる町民の集いには、町民や保護者

の皆様、約２８０人の参加をいただき、本別高校の現状や学習活動、進路状況などを御理

解いただくとともに、本別高校が持つ魅力を確認しあい、町全体で本別高校を支援してい

く共通認識が図られたものと捉えているところでございます。 

 しかしながら、実入学生の２間口を確保するためには、町内のみならず町外にも目を向

けた取り組みも必要でございます。今後につきましても、引き続き帯広本別会、札幌本別

会、東京本別会、東京清流会など、本別町にゆかりのある関係機関との皆様のお力添えを

いただきながら、一人でも多くの生徒が本別高校に入学していただくよう活動してまいり

たいと考えてございます。 
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 ２点目の御質問でございますけれども、町内中学校と本別高校との連携につきましては、

本別高校で開催された進路クエストやオープンスクール、また部活動の中高合同練習など

を行なってきておりますけれども、町主催の各種行事や文化、スポーツ等の行事におきま

しても、本別高校生の参加をいただき、小中学生のお兄さん、お姉さん役として大いに活

躍いただいているところであります。 

 全町的なさらなる取り組みにつきましては、状況や情勢を鑑みつつ、今後検討してまい

りたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、本別高校の教育を考える会及び各関係機関との連携を密にし

ながら、本別高校の優れた点や地元に進学することの優位性を生徒や保護者に広く周知す

るなど、生徒確保に向けて一層力を注いでまいりますので、議員各位の御支援をお願い申

し上げ、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝君） 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） 先ほど申し上げたように、①に関することですけれども、８月

８日の支援の輪を広げる集い、２８０名の参加ということで、素晴らしい集会だったと思

っております。 

 最後、でも教育長が中学生にもっと出てほしかったなという趣旨の話をされたと思いま

すので、その辺がやっぱり今後の一つの課題になるのだろうなというふうに思って聞いて

おりました。あの中で、特に高校の校長先生がおっしゃっていたように、あと高校生の子

からも発表があったとおり、マンツーマンの指導がされている。自分の高校時代にはちょ

っとあり得ない話しでした。人数ももちろん多かったのでね。だから、それは例えば十勝

でいえば帯広近郊の人数の多い高校に比べて、そのことはどういう価値的な位置づけにな

るのか。位置があるのかということは、あのとき聞いていて私はよくわからなかったので

す。ただ、いろいろ帰ってから聞いたり考えると、すごいことだというふうに思うのです

ね。先生方、自分の勤務時間云々ということを度外視していることが、労働者として正し

いかどうかはまた置いておいて、その熱意をくみ取るということは必要だなというふうに

思うし、高校のことだから町として直接的なお金の支援等はもちろんできないから今の考

える会という形だと思うのですけれども、中学生の皆さん、町内を問わず町外含めて、そ

ういうことも管内の中学校を訪問されているということなので、すごい価値のあることだ

というふうに私は理解したのですけれども、その辺についても本別高校の今の現在持って

いる優位性とか特色という意味で今後、力を入れてお知らせをしていくというか、勧誘す

るときの一つの大きな力にしていくべきだというふうに思うのですけれども、その点につ

いてどのように考えるか伺いたいと思います。 

 ②番目の関係では、先ほど町の行事にもいろいろ中学生、高校生登場する場面をつくっ

ているということで、まだまだこれから考える場面は出てくるのではないかな。もちろん

勉強が本業なのですけれども、そういうことを意識的につくっていくということで、私も

これからこういうことにもどうだいということを提案はしていきたいと思いますけれども、
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今まだこういうことというのがあるとすれば伺いたいというふうに思います。 

○議長（高橋利勝君） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕君） 阿保議員の質問についてお答えさせていただきます。 

 まず本別高校のマンツーマンの指導でございます。これは、私ども他の高校にない優位

性だと思ってございまして、要は生徒が高校３年生を卒業して、次にどこの道に進むのか

という、そういう進路を早い段階から先生方が生徒一人一人に聞き取りを行ないまして、

大学にとか、それから専門学校に進む方、そして就職をする方、いろいろございますが、

それぞれのニーズに沿った進路が実現できるように、先生がそれぞれ個別に指導いただい

てございます。進路であれば、進学であれば、英語が弱ければこの英語の部分をもう少し

強化するということで進めてございますし、また町教育委員会といたしましても、本年度

英語教諭を町教委で雇用しましたけれども、実は高校のほうにも英語教諭を派遣をしなが

ら、高校生が最後３年生を迎えるときに、英検の準２級を合格するような、そこまでのレ

ベルにもっていこうということで進めてございます。それらの部分につきましても、就職

活動におきましても、大変有利なことだと思ってございますので、教育委員会も今、本別

高校が進めているマンツーマン指導を側面から支援していきたいと思ってございます。 

 また、２点目になります町内の行事とさまざまな高校生を活用しながら、町民の皆さん、

それから小中学生に高校生との交流の場を多く設けていくということは大変必要なことだ

と思ってございまして、私も事あるごとにそういう高校生を何とか中学生のほうとの話し

合いの場のように引き出すといいますか、高校生からお話しをしていただく場ということ

で考えてございまして、例えば町内、町外の中学校の訪問をするときには必ず、例えば陸

別であれば陸別から本別高校に来ている生徒を陸別の中学校のほうに私どもと一緒に行な

って、本別高校の今のあるよさを伝えていただくと。浦幌であれば、浦幌から入学されて

いる生徒を浦幌の保護者とか生徒の説明会のときに、一緒にお越しいただいて説明してい

ただくという取り組みもしてございます。 

 私どもはこれが大きな部分で何かでかい行事をもってきて、そこを何とかしようという

ものではございません。一人一人確実に本別高校のよさを知っていただくために、地道な

努力をしてまいりたいなと思ってございますし、そのためには今、本別中学校、それから

勇足中学校におられる生徒、保護者さん、それぞれに私ども、それから高校の思いを直接

親切丁寧にわかりやすく伝えていくということに限ると思いますので、その辺を全面的に

努力してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（高橋利勝君） 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） 本別高校への入学する人を全国に呼びかけていくような組織づ

くりという点で言えば、やはり町としては先ほど言ったような東京本別会などを考えてい

くということは、それは非常にそのとおりで素晴らしいと思っておりますし、ぜひ町とし

てできることは先ほど言ったように、表立ってできることというのはなかなか難しいこと
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はあると思うのですけれども、例えば我々議員にこういうことに協力してもらえないかと

か、それから町内のいろいろな団体とか、いろいろなつながりを持っている方がやっぱり

いらっしゃると思うのです。そういう方々の力も合わせて、ただ１点、まさに正念場を迎

えつつあるこの本別高校を守るという言葉が適切なのかあれですけれども、本別高校の入

学者をしっかりと確保していくと、そういうことをきちんと位置づけてやっていく必要が

あると思うのです。 

 ですから、町長を初めとして本当にいろいろな団体やグループやその活動をされている

方々に、そういう協力をお願いをしていくという今後の対応も、私は遠慮なくすべきだと

いうふうに思っております。できないものはできないのですからね。ですから、そういう

ことについても町長の姿勢というのは結構重要なのではないかなというふうに思うのです

けれども、いかがでしょうか。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 阿保議員の御質問のとおりだというふうに思いますし、また町に

子どもたちや学びの場がなくなるなんていうことは、町そのものの存亡にかかわることで

すから、これは何としても避けなければならないと。でも、残念ながら本別高校３年連続

１間口なのですよね。本来だったらもうとっくに、道教委の指針からするとアウトなので

すよ。でも何とかことしも、この次も２間口ということで、この募集枠を設けてくれたの

はこれは異例中の異例なのですね。ですから、それだけに阿保議員の御質問のとおり、そ

れだけにこれは本当に正念場なのですよ。ここで取りこぼすようなことがあったら、もう

大変な結果に、あとは何も物も言えないようなことになってしまうので、そのためにはや

っぱり何と言っても地元の進学率を高めるということが至上命題なのですね。まずここを

しっかり。そのために今、私どもの職員体制の中も、特に職員のお子さんがいる方々含め

て、教育委員会中心になりながら、また教育長や副町長も含めて、先頭になって今、それ

ぞれこの本別高校の優位性の理解をしていただくということをもって、かといって、子ど

ものそれは未来ですから、そこまで強制的に何とかできませんけれども、でも本当に正し

く優位性、先ほどから御質問ありますように、例えば進学するにでもこれだけの推薦校が

ありますよ、本当に大きな学校へ行なって、例えば５０番だとか６０番だってなかなか推

薦が受けられないよりも、本別高校はそれだけ力があるのだったら、卒業生が言っていま

したけれども、ほかの高校に行けるだけの、進学校に行けるだけの力があるのだったら本

別高校に行ったほうが数倍、それだけの実力が発揮できますよ。お話しがありましたよう

に、この科目が苦手だとしたら、その科目は年間８０時間も特別に支援してくれる、そう

いう制度も上士幌、大樹、本別が文科省が指定になってこれだけの体制をとった。そうい

う環境だから。おまけに、おまけにと言ったらあれですけれども、本当に真摯に先生方は

ずっと前から、もう学校の中で学習塾をやっていただいているような、そういう本当にマ

ンツーマンでの指導をいただいたり、その教材の一部を町が補助させていただいて、考え

る会を含めて、通じてさせていただきますが、本当にやってくれています。そして進学指
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導、就職指導、そしてふだんのそれぞれ生活指導を含めて、本当によくやっていただいて、

特に今度着任しました校長先生は、とにかく学校を歩いて子どもたちの前に顔を出して、

そして先生方の勉強もとっていただいて、イベントのときには本当に科学の実験までやっ

て、子どもたちの興味を惹きつけながら、こういう学びができるよ、本別高校とはこうだ

よということも、本当にその心を大切にする発信をしていただいていますから、本当に今

が最大のチャンスだなというふうに受けとめていますから、先生方も本当に頑張っていた

だいているように、我々も本当にしっかりとこの現実に向き合って頑張っていかなければ

なりませんし、そのためには議会の皆さん方にも御指導いただきながら、それぞれ音更バ

スのそれで通学対応だとか、また陸別もそうですし、浦幌もそうですしということで、そ

の本別高校への通学できる環境をしっかりと応援していただいたり、また支援をする体制

をしていただいたりしています。 

 もう一つ、知り合い含めて、また隣近所にお子さんがいる御家庭など含めて、何とか一

人でも本別高校に進学していただけるような、またそんな声かけも御協力いただければ、

私どもも本当にこれ以上の取り組みはないのかなと、そんな気もしています。 

 何回も言いますが、本当にここまで来て、よくぞここまで来てくれたなというくらいの

本当に正念場ですから、しっかり全町挙げて取り組まさせていただくことも含めて、また

御指導いただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上であります。 

○１０番（阿保静夫君） ２問目終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

◎延会宣告 

○議長（高橋利勝君） お諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、これで延会したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 

延会宣告（午後４時４９分） 
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開議宣告（午前１０時００分） 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 諸般の報告 

○議長（高橋利勝君） 日程第１ 諸般の報告を行ないます。 

 報告第１２号平成２９年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい

て報告を求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸君） 報告第１２号平成２９年度決算に基づく健全化判断比率及び

資金不足比率の報告について。 

 健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、監査委員の審査を経て議会に報告

し、公表することが義務付けられており、平成２９年度決算に基づく各比率を報告するも

のでございます。 

 次のページをお開きください。 

 １、健全化判断比率でありますが、実質赤字比率につきましては、一般会計の実質収支

額は１億９１４万１,０００円の黒字となっておりますので該当はございません。また、連

結実質赤字比率につきましては、本町の全ての会計の収支を合算し、黒字か赤字かを判断

する指標でございますが、全会計合わせて３億５,６８１万７,０００円の黒字となってお

り該当はございません。 

 次の実質公債費比率ですが、公債費等の借金の返済に一般会計の標準的な収入がどの程

度あてられているかを示す指標でございます。算定結果は８.７パーセントとなっておりま

す。 

 将来負担比率ですが、地方債残高等の一般会計が将来負担すべき額と一般会計の標準的

な収入を比べ、負担の大きさを示す指標でございます。 

 算定結果は２５.０パーセントとなっております。 

 参考としまして、法律で定める基準比率でございますが、早期健全化基準は実質赤字比

率１５.０パーセント、連結実質赤字比率２０.０パーセント、実質公債費比率２５.０パー

セント、将来負担比率３５０.０パーセント、財政再生基準は実質赤字比率２０.０パーセ

ント、連結実質赤字比率３０.０パーセント、実質公債費比率３５.０パーセントとなって

おりまして、健全化判断比率のうちいずれかが基準比率以上の場合には、早期健全化計画

並びに財政再生計画を定めなければなりませんが、本町はすべて基準以下でございます。 

 次の、２、資金不足比率でございますが、資金不足比率は、事業の規模に対する公営企

業ごとの資金不足額の割合でございますが、水道事業会計、国民健康保険病院事業会計、

簡易水道特別会計、公共下水道特別会計のいずれも資金不足額は生じておらず、該当はご

ざいません。 

 参考としまして、経営健全化基準の資金不足比率は２０.０パーセントであり、全会計と
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も基準以下でございます。 

 以上、平成２９年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率についての報告とさ

せていただきます。 

○議長（高橋利勝君） これで報告済みといたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（高橋利勝君） 日程第２ 一般質問を行ないます。 

 昨日に引き続き、順次、発言を許します。 

 １０番阿保静夫君の３問目からとします。 

 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） 昨日に引き続き、３問目の質問をしたいと思います。 

 天候不順と停電、農業支援はということで伺ってまいります。 

 ことしは、長雨、日照不足で農作物は近年例を見ない生育不良となっています。また、

先般の胆振東部地震による停電ではお亡くなりになった方、それから、今なお被災された

方々にお悔やみ並びにお見舞いを申し上げたいというふうに思いますが、本町においても、

また全道的にも、とりわけ酪農家への支援について検討すべきというふうに思います。こ

れらについて見解を伺いたいと思っております。 

 本年の気象条件は、例年にない長雨、日照不足で、豆類を初め、農作物は大きく成育不

良となっています。豆類などでは、反収１俵にもならないかもしれないとの声があります。 

 また、９月６日未明の胆振東部地震では、震度７を記録した厚真町などの被災地の惨状

は、まさに筆舌に尽くしがたいと言えます。本町では、約２日間の停電で、住民生活に対

する影響もありましたが、とりわけ搾乳農家への影響は大きなものがありました。 

 つけ加えますが、停電終了後もこの２日間の搾乳農家の影響というのは、かなり深刻な

ものが残りました。私が聞いたある酪農家なのですが、１回乳房炎になると、その後のい

わゆる生乳生産が落ち込むということで、それから、乳房炎まではいかないけれどもぐあ

いの悪くなった牛がいるということで、その農家は３０頭くらい搾っている農家なのです

けれども、約１割になりますが、３頭を処分したということです。 

 それで、私は、共済でそういう処分した牛のものは出るというふうに思っていたのです

が、よく話を聞くと、乳房炎でそういう形で処分したものは、要するに、肉代にしかなら

ないと。肉牛用の肉という形ではないので、そういう痛手を受けているというふうに聞い

ております。 

 北海道はまさに酪農王国ですから、報道で御承知かと思いますけれども、釧路方面では、

飼っている乳牛の１割が死んだと。それから、２割が乳房炎になったなどという報道もさ

れていたということで、非常に大きな被害があったというふうに理解をしているところで

す。 

 そこで、まず１番目ですが、農業経営の継続のために、制度資金を含めた各種資金の償
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還を猶予する措置を講じることなどについて、ＪＡ本別町初め、関係機関との協議等が町

としても必要ではないかというふうに考えます。見解を伺いたいと思います。 

 制度資金については、本町としては利子補給をしているということなのですけれども、

農地流動化資金や農業経営基盤強化資金、いわゆるＬ資金というものですね。ことしの予

算書から見ると、例えば今言ったＬ資金は２２１万円の町としての利子補給をしていると

いうことで、農家の立場からいうと、利子を支払うのは何とか頑張ってするにしても、元

金のほうが１年でも例えば猶予されれば、それは一息つけるというようなことがあるもの

ですから、町が利子補給している私の調べでは、畜産関係も含めて七つあると思うのです

けれども、それらの資金で元金にかかる部分がもし猶予されれば、少しは農家にとっては

一息つける部分があるのかなというふうに思いまして、農協との協議等が可能かどうかも

含めて、町としての考え方を伺いたいと思います。 

 二つ目ですが、今回の停電で搾乳農家の多くが大変な苦労を強いられたというふうに聞

いております。全道的な停電を経験し、非常電源の必要性を痛感したところですが、今後、

酪農家などへの非常電源装置導入支援の考えはないか、伺います。 

 町の財政も大変厳しいという中で、例えば農業振興基金は前向き資金だよということで、

みんなの理解の中で一部取り崩しながら進んできているというふうに理解しておりますけ

れども、今回のような事態の中で、本町では５８戸の酪農家がいて、自家発電を持ってい

るのは１２戸というふうに議員協議会で説明をいただいていますので、本町もこの２日間

の停電は大きな影響を与え、先ほど申し上げたような、停電が終わってからそういう牛の

処分をしたというような例もあるというふうに思います。 

 最近、二、三日前から報道されていると思いますけれども、北海道道東あさひ農協では

５２０戸の酪農家がいるそうですけれども、非常に大きな農協ですが、４割強が自家発電

を持っている状況だそうですが、残りのところ全戸に発電機を入れるというようなことを

組合長が表明していたことがテレビなども含めて報道されていますが、なかなかすごい金

額だと思います。 

 基本的には、発電機本体と配電盤というのが必要なのだそうです。配電盤を通さないと、

今の最新の機械はコンピューター制御なものですから、本体でコンピューターが高電圧で

いかれる場合もあるそうなので、そういう意味では、配電盤の設置が非常に必要だという

ことで、その辺はこの間、本別農協の組合長とも、懇談ですけれどもした中で、農協とし

てとりあえずやりたいというのは配電盤のほうだよという話はされていましたけれども、

災害はいつあって、いいかどうかわかりません。ぜひ農協とも少し話を詰めて、技術的な

ことは僕もよくわからないのですが、配電盤と発電機、しかも今回調べさせていただいた

発電機なのですけれども、エンジン発電機とトラクターで回す発電機があって、トラクタ

ーで回す発電機、大きな酪農家で持っている人に聞きました。そのほうが少し安いそうで

す。そうですね、エンジンがついていない分だけ安いし、メンテナンスも実はトラクター

でつけるほうがいいのだそうです。要するに、エンジンがついていると、ブラシと言われ
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る部品ですけれども、とりあえずメンテナンスがいいということで、そういうことも含め

て、技術的なことはこれ以上私が申し上げるものではないと思いますけれども、いずれに

しても、そういう相談をして、先ほどの５８戸の中で１２戸が発電機を持っているという

比率は、ちょっともう少し上げるべき比率ではないかなというふうに私的には思っており

ますので、そういうことも含めて、全額補助できないにしても何か起爆剤的に支援できる

ようなことも含めて検討していく必要があるのではないかというふうに私は思います。そ

の点について伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 阿保議員の３点目の天候不順と停電、農業支援の質問の答弁をさ

せていただきます。 

 長雨、特に日照不足などで天候不順、今ちょうど、早朝から収穫作業が進められていま

すけれども、多くは芋だとかタマネギだとかですが、豆の収穫になると、何件か農家の方

に現状を見させてもらったのですけれども、特に小豆の収穫なんていうのは早いところは

始まっているのですけれども、機械に挟まらないそうです。丈が短いものですから、いつ

もの半分ぐらいしかない。ですから、別に刈って、集めて、そして脱穀しなければならな

いというような、大変な手間をかけているということですが、本当に、特に豆類はかなり

低温と長雨で傷みがあるということで、９月１１日に実は営対協で作況調査をしましたけ

れども、この中でも特に豆類が中心に減収は避けられないという状況の報告もいただいて

いますが、特にその中でも金時と小豆は大きく減少になるという、そんな状況になってき

ています。 

 また、６日に発生しました胆振東部地震の停電によります影響につきましては、今御質

問にありましたように、酪農家の搾乳、搾乳できても、また明治本体が受け入れができな

いということですから、廃棄をしなければならないということで、大変な状況になったわ

けですが、それにしても、全体の５８戸の中で発電機の用意がないというのは、これは本

当に大きな一つの教訓として反省をしながら、生き物を扱っているところでは、こういう

ことも想定はまたできない話でありましたけれども、こういうことも起こり得るというこ

とを含めて、今回はそういう意味で、今御質問にありますように、今後こういうことも含

めて対策を講じなければならないなということで、今お話をさせていただきます。 

 特にＪＡと、これは協議をしながら進めるところですが、まず１点目の御質問の制度資

金の関係ですけれども、制度資金については、償還猶予ということでありますが、これは

国の制度でありますから、償還猶予ということにはなかなかなり得ることでありませんが、

ＪＡにおける各種の資金の対応がありますけれども、これは減収などによりまして経営の

実情や今後に向けた資金の状況なども考えながら、ＪＡ本別町と関係機関と、事の内容の

分析や、また検討もしながら、必要な対応や対策に向けて協議を図っていきたいというふ

うに考えています。 

 特に長雨、今度は豪雨、日照不足などの農業被害に対しては、国が梅雨前線、台風など
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による被害支援対策ということでＬ資金、質問ありましたように、さらにセーフティネッ

ト資金などの制度資金における特別措置として、これは農業者の運転資金などの資金調達

と５年間の無利子の対策を講ずることとしているということであります。既にＪＡ本別町

と、実施内容だとか要件の確認について協議を進めているところであります。 

 また、地震、停電におきましても、そうした国の支援対策の動向をしっかり把握しなが

ら、今後の農業者の営農に支障がないような必要な資金の融資や融通について、実情を把

握しながらＪＡ、また本別町関係機関と検討、協議を図りながら、必要な対策、支援に努

めてまいりたいというふうに考えています。 

 ２点目でありますが、搾乳農家の非常用電源の導入の関係でありますけれども、これも

それぞれ生産者、地域単位での整備を含めて検討がなされてきていますし、今ＪＡ本別町、

酪農振興協議会、これらにおきましても対策の検討が図られていますから、今後、営農指

導対策協議会、関係機関全体で今回の被害を教訓として、整備だとか配備体制、また支援

のあり方について調査検討を進めてまいりたいというふうに考えています。 

 それぞれ今御提案にありましたようなことについても、発電機はもちろんですが、それ

を配電するキューピクルの問題もどのような対応していくか含めて、生産者はもちろんで

すが、今申し上げましたように、ＪＡや関係団体等含めて、今後に向けてしっかりと協議

を進めながら、これらの体制をとるように協議を進めていくと、こういうことを申し上げ

て答弁とさせていただきたいと思います。 

○議長（高橋利勝君） 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） ①の関係ですが、私ももう３０年以上農家をやっていて、冷害

も経験したし、本当にほとんど何もとれなかった一昨年も経験して、基本的には農協がい

ろいろそういう資金対応とか、それから償還猶予もあったりとか、借りかえとかというよ

うな、いろいろなありとあらゆると言っていいくらい対応をしていただいております。 

 私が申し上げているのは、国の制度資金ですから、町でどうこうはできないというのは

十分わかっているつもりなのですが、こういうことが毎年あるということではもちろんな

いと思っておりますけれども、今のままだと、やはり畑作農家でいうと来年の種代ぐらい

しか残らないのではないかなという状況なのですね。畑作共済にはもう多分全員加盟して

いる形だと思っておりますし、今の制度の中で減収分は一定補塡されると、そういう制度

だと思っておりますけれども、それにしても多分、生活費分が残らないとか、そういうよ

うなことになり得ると思っております。 

 ですから、町が行なっている利子補給の金額総額はそんなに大きな金額ではないと言っ

たら失礼かもしれませんけれども、利子補給の一部を町も応援しているという形ですから、

応援している資金の関係だけでも、国のほうと町も国の制度だというのは百も承知で言っ

ていますけれども、元金の一連の償還猶予ということはできないのだろうかということを

ぜひ働きかけることはできないだろうかな、あるいは道を通じてということも含めて、で

きないのだろうかという趣旨で①のところは伺っているわけです。 



- 9 - 
 

 本別は主に豆の被害なのですけれども、全道的には水稲の被害も米の被害も非常に大き

くて、十勝よりもっともっと深刻な状況だということも聞いております。私が所属してい

る農民運動では、関係機関や金融機関に既に今と同じような趣旨で申し出をしているとこ

ろですが、もちろん相手のあることなので、しかも制度としては確立している制度なので、

なかなか厳しいのですけれども、いずれにしても、来年の営農に前向きに取り組めるため

にも、町としてそういう取り組みを一つ農協と相談しながらできないだろうかということ

で質問をしているわけで、制度的なものは制度としてなのですけれども、その点について

農協ともう少し詰めていただきたいなというふうに考える次第ですが、その点について再

度伺いたいと思います。 

 非常電源の②の関係ですけれども、町の財政事情も十分にわかっているつもりです。そ

れで、報道されているのは道東のあさひ農協というところですね。この報道の中身だと、

配電盤と発電機の１００パーセントを農協で支援するというような趣旨に読み取りました。

それはそういう農協だし、多分、酪農家が５２０戸ある合併した農協ですけれども、巨大

農協ですから、そこをきちんとしなければならないという発想になると思って、農協の力

ももちろんいろいろあると思うのですけれども、本町においては、先ほど町長も言ったと

思うのですけれども、酪農家の戸数の割にはまだ発電機の準備が不足しているという感じ

を持っているということだと思います。 

 先ほどのあさひ農協も、たしか４８パーセントぐらいは自家発電を持っているのです。

それで、非常に大きな酪農家ですから、ロボットがかなり普及しているということで、言

いかえると、電源がなかったらもうアウトという状況だからそういうことなのですが、そ

れは農協としてそういう深刻な捉え方をしたということだと思っていますけれども、本町

においては、酪農家に限ってという考え方ではなくて、基幹産業の農業の一角を守ってい

る酪農の部分を支援するという考え方で、例えば私たち畑作は、今まで緑肥の支援も受け

ていますし、堆肥の支援も受けていますよね。主に畑作農家ですよね。ですから、それは

町の考え方の中で酪農家への支援というのが新たにあっても私は町民の皆さんは理解して

くれるというふうに思っています。 

 問題は財源の部分ですが、農業振興資金は前向きな資金だよということで、そういう使

い方をするのだという前提ではありますけれども、基幹産業の酪農を支援するということ

は、私は決して後ろ向きでないというふうに思うものですから、その辺の議論も少し詰め

ていけないだろうかというふうに思っております。その点について再度伺います。 

○議長（高橋利勝君） 菊地農林課長。 

○農林課長（菊地 敦君） ただいまの阿保議員の質問にお答えさせていただきます。 

 一つ目の資金対応の関係でございますが、もちろん農協を中心としながら、基本的に制

度資金等は農協が窓口となりながら貸し出しの手続等を含めて実施をしています。そこと

あわせてしっかりと国に対する行政や、ただ国のほうからもはっきりした文書ではござい

ませんが、そういった対策の検討等も含めて記載をされておりますので、その点通じてし
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っかりと国には状況も含めて要請をしていく体制をとるべきだというふうに思っています

ので、農協、そして町理事者と協議をしながら、その辺の取り組みは行なってまいりたい

と思っております。 

 あわせて、制度資金で言いますと、被災状況だとかそういう割合に応じた、いわゆるこ

れまでも、例えば平成２８年の台風被害、それ以前の冷湿害等含めて農協と町で資金制度

をつくって貸し出し等含めて実施をしていますけれども、そこで救えない方々に対するこ

とも含めて、今後収穫の状況が明らかになったときには出てくるのかなというふうには思

っていますので、そういったことも含めまして、今後しっかりと農協、関係機関と協議を

して、町長の答弁にもありましたように、今後の営農が十分できるような体制がとれるよ

うな対策はこれまでどおり進めていきたいというふうに思っております。 

 ２問目の発電機等の関係につきましては、実を言いますと、農協が全戸、戸別に歩きま

して、再度細かな調査を実施していただいています。それで、先ほど排気量２０８トンと

いう報告も含めてさせていただいていますけれども、議員協議会のほうで私が言った整備

をされている１２戸というのは、平成２９年１２月時点の施設調査の中でのお話でしたの

で、今回、戸別に回った中で１５戸が整備をされているという状況を伺っております。 

 あわせて今回の災害に対しては、畑作農家等からの借り入れや支援体制、畑作農家だけ

ではないのですけれども、民間からの借り入れも含めて３４戸が借り入れをしていただい

ておりますので、合計で何とか発電機で対応できたのが４９戸となっております。 

 搾乳農家は５８戸、農大が入っていますので、それを抜くと町内の搾乳農家は５７戸で

すので、約８戸の方が対応できなかったと。それぞれ貸したのを終わった後に持ち回りを

しながらという対応も含めてありましたけれども、そんな形となっております。 

 現状としまして、しっかりと農協や地域の取り組みを把握しながら、そこが経営の基盤

といいますか、責任も含めてありますので、そこの状況を受けとめて、必要となる部分が

生じてきたときには対応してまいりたいというふうに思っております。生産者、そしてそ

れを受け入れる農協がどういった形でということも含めて、出てきた中でそれに十分応え

るべく協議をさせていただいた中で対応させていただきたいというふうに今の時点では考

えている内容でございます。 

○議長（高橋利勝君） 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） ②の自家発電機の関係なのですけれども、農協と今後ともいろ

いろ相談をしながら、今できる最良の方法をとっていくというふうに思って聞いておりま

した。 

 先ほど私が例を申し上げたとおり、停電が終わってから３頭処分したということは、簡

単に言うと、今の乳牛というのは、生乳生産に特化して改良されてきていますので、先ほ

ど何とか発電機が、どんどん２軒か３軒くらいで使い回ししたのでしょうかね、そういう

形の中で台数的には何とか確保できたという趣旨だったというふうに思っていますが、当

然御承知だと思いますけれども、２時間ぐらいでいつも終わる搾乳作業が、５時間とか夜
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中までかかったとかということで、先ほど言ったように、非常にたくましく見える牛もす

ごいデリケートなのですね。生乳生産の部分はね。 

 ですから、終わってから廃牛にしたということになってしまうので、その部分はあした

来るかもしれない災害、３０年後に来る災害かもしれません。でも、やはり備えは必要だ

ということで、その辺は、今、停電終了後に実際の酪農家の状況が私の言ったような例が

その１件だけなのか、それとも数件に及んでいて、停電後も廃牛にせざるを得なかった、

そういうことがあるのか。これは経済の問題で、そろばん勘定もありますので、そういう

ことでなったのかどうなのかということも含めて酪農家の実態をつかみながら、１台でも

多く整備される方向に進めばなというふうに思って私はいるのですけれども、今後とも農

協との今回についての事後の話し合いということを進めながら対応していくという考え方

で進んでいただきたいと思っているのですけれども、その辺についてどうでしょうか。 

○議長（高橋利勝君） 菊地農林課長。 

○農林課長（菊地 敦君） 乳房炎の関係なのですけれども、その辺の治療を含めてして

いる農済で確認をしておりますが、震災前の９月１日から５日の間に乳房炎の治療を受け

ていた件数が４７頭、そして震災後に６日から１１日までの５日間の治療件数につきまし

ては１４４頭、ですから確実にふえているという状況にはなっております。申しわけあり

ません、具体的に何頭廃用にしたのか等含めては、細かなところは申しわけありません、

把握をしていませんが、そういった１００頭ぐらいふえているというのが現状でございま

す。 

 ですから、答弁で申しましたように、今後の影響というのはまだまだ出てくるというふ

うには認識をしておりますので、そういったことも含めてきちっと把握をしながら対応は

してまいりたいなというふうに考えております。 

○議長（高橋利勝君） 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） いろいろ相談しながら対応していくということでよろしいかと

思うのですけれども、先ほど当初言ったとおり、発電機の導入に町として財政はなかなか

大変だというのはもちろん理解しておりますけれども、例えば１割ぐらいの補助とか２割

の補助とかということも含めて、そういうこともあわせて検討していくべきだと私は思っ

ておりますけれども、その方向性について、再度最後に伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 御質問の趣旨はよく理解をさせていただいたと思っています。 

 それで、今、課長のほうからも答弁させていただきましたけれども、その実態だとか今

後の方向性含めて、生産者みずからまずしっかり考えていただくことと、そしてまた農協

も含めて、その相談、方向性を出しながら、そして、それにあわせて町も一緒に協議をし

ながらどういう方向がとれるか、頑張ってもこれ以上はというところについては、また別

な方法をいろいろ含めて、我々も対応しなければならないということを思っていますが、

基本的には、先ほど申し上げましたけれども、やっぱり生産現場がしっかりとしたそうい
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う考え方を持ちながら、なおかつここはこういうところが足りないとか、こういうところ

が必要だということについてはしっかり検討、また洗い出しをしていただいて、そこに向

けて、先ほど質問の中にありましたように、例えば振興基金を、基金を積んでいるものを

どのように活用できるかなどなど含めては、これからの協議になろうかと思います。 

 これは畑作も含めて、収穫を終えて、また特に搾乳の関係については、今回の大停電の

教訓を踏まえて、これからの生産体制、ただ一律何割というようなお話がありましたけれ

ども、ただ、つなぎで搾っている所や、また売る人のだとか、ロボット入れている所とい

ろいろありますから、そこで前に自分の所で用意した人がいたら、我々は用意したのにそ

こに何もないのかとか、例えばそういうお話が具体的に農協にもそういう話が来ていると

いうことでありますから、そういう実態だとか、不公平感を持たれるということもないよ

うに、自助努力と、また互助、共助、公助の中で対応していくと。 

 それもお話がありましたように、やはり酪農家だから搾乳個々ではなくて、本町の農業

振興という視点の中で、それはどういう支援ができるか含めて、実態に合わせて協議をさ

せていただくということで、先ほどからの答弁でありますから、御質問の趣旨にしっかり

と寄り添いながら対応を今後とも生産者、そしてＪＡ関係機関と協議しながら対応を進め

ていきたいというふうに考えております。 

○１０番（阿保静夫君） 終わります。 

○議長（高橋利勝君） ２番柏崎秀行君。 

○２番（柏崎秀行君）〔登壇〕 議長の許可をいただきましたので、質問させていただき

ます。 

 起業家等支援事業についてです。 

 平成１６年で終了しました中小企業活性化条例、これにかわり、平成２４年から施行さ

れています起業家等支援事業ですが、７年が経過し、何件もの事業がこの制度を使い起業

されている非常にいい制度だと思っています。そのほとんどの業者が順調に事業を展開さ

れているのは御存じだと思いますが、さまざまな理由で廃業された業者もいるのが現状で

す。事業ですので廃業、いろいろな部分もあると思います、仕方ない部分もあると思いま

すが、人口の減少やインターネット通販の普及などで厳しい環境は続くばかりでございま

す。そういった問題を考慮し、継続的な支援等が必要だと考え、町長に伺います。 

 一つ目、起業家支援は事業費の２分の１、３００万円の限度で１回のみ。商品開発は開

業費の２分の１、３０万円の限度で２回の合計が５０万円、およそ１,０００万円ほどの予

算を計上されていますが、起業家支援で採択となった業者に対し、商工会と連携しどのよ

うなサポートを行なっているのか。 

 また、廃業した業者があると思うのですけれども、今まで廃業になった業者にどうこう

言うつもりもございません。これから廃業にさせないためにどのように対応しているのか。

そしてまた既存の企業に対し、別分野への事業拡大、そうしたいときの支援、こういうこ

とをどう考えているのか伺います。 
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 ２、起業家等支援の中で、商品開発に関する限度額、パーセンテージの見直し、より多

くの業者や団体等が本別の特産品を開発する環境をさらに進める考えはないのか、この２

点を伺います。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君）〔登壇〕 柏崎議員の起業家等の支援事業についての質問の答弁を

させていただきます。 

 今、御質問にありましたように、この制度につきましては、本別町において新たに商工

業などの事業活動や新しい分野での事業活動を行う方に対して財政支援を行ない、また起

業の促進による産業の振興、また商店街の活性化と雇用の促進を図ることを目的としてい

るものでございます。これは平成２４年度から実施しているものでありまして、これまで

平成２４年度から起業に対する支援としては２３件、新商品開発支援としては１３件の事

業認定として助成を行なってきたところであります。 

 御質問の１点目の採択となった事業者に対するサポートや対応、商工会との連携につい

ての御質問でありますが、起業家等の支援を受けた事業者を対象として毎年成果発表会を

開催しています。事業の認定を行う審査委員会委員も同席する中で、本事業の支援を受け

てから３年間、起業後の経営状況や展望や、また、それぞれ業務の内容などの報告をして

いただいておりまして、この発表会は単に事業の報告をいただくだけではなくて、事業の

持続と促進を図る起業家の方々の相互の意見交換や交流の場として開催をさせていただい

ています。 

 こうした機会を活用しながら、審査委員会としての情報の共有や商工会への加入促進を

図る、こういう目的もありまして、その中で経営上で課題があれば、早期の対応を図るべ

く商工会の経営指導員、この方々が経営相談として事業者のもとにお伺いしながら助言、

または指導をいただくように連携を図っているところであります。 

 実際に、この制度により開業した事業者の経営が思わしくない状況があった際には、営

業が継続できるように商工会、経営指導員が十数回面談をしながら、経営内容の見直しや

資金調達の相談など、きめ細かな対応を行ない、フォローアップも行った経過もございま

す。 

 本制度を活用いただいた事業者の皆様には、本町において今後も長きにわたって持続的

に活躍されることはもちろんのことでありますが、事業活動がさらなる発展がされますよ

うに、商工会初めとする関係機関とも連携を密にしながら適切に支援をしてまいりたいと

いうふうに考えています。 

 次に、２点目であります。 

 新商品開発に関する限度額の見直しの質問でありますが、新商品の開発に係る助成内容、

これは先ほど申し上げましたけれども、１３件がそれぞれ新商品の開発をしていただいて

いますが、現在、地元の地域資源を活用する試作品、そして原材料やパッケージの制作費、

さらにまた広告、また販売促進の費用など、これを対象にして対象額の経費の２分の１と。
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１回の助成限度額を３０万円、１事業所では２回までとしてその合計が５０万円と、こう

いうことで助成をしているところであります。 

 御質問にありました限度額の見直しについてですが、本町の良質な農産物を原料とした

商品開発によって、魅力ある新商品の誕生につながることは、本町の知名度向上やイメー

ジアップにもつながるということでありますので、これは大変私どもも期待をしながら望

ましい事業だというふうに考えております。 

 したがいまして、御質問の趣旨にもありましたとおり、限度額の見直しにより多くの事

業者、団体などが魅力的に、またそれぞれ特色を生かした特産品を開発していただくこと

で、また商業振興の意欲にもつながり、自治体の取り組みとしてこれらが促進されること

が大変重要というふうに考えておりますので、商工会を初めとする関係機関、団体、審査

委員会の皆様の御意見をお聞きしながら、より多くの方々に活用される制度として、本町

としても商品開発の後押しができる制度として、その内容のあり方につきましては具体的

に、かつ適切に検討し、見直しを図ってまいりたいというふうに考えております。 

 地域経済の発展や循環のためには、より多くの事業者の方が新たな取り組みにチャレン

ジいただくことが大切であります。さらに、この制度が有効に活用されることが重要と認

識しておりますので、今後とも引き続き議員各位、またそれぞれ商工業者、また起業され

る皆様方の意欲につながるようにしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてお

りますので、以上申し上げて答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝君） 柏崎秀行君。 

○２番（柏崎秀行君） ただいま町長のほうから答弁をいただきました。 

 １番の起業家等支援事業の中で、成果発表会、会員促進という部分で答弁をいただきま

したが、成果発表会を３年、これはなぜ３年なのかというのが一つと、先ほど申しました

けれども、新しい分野への事業拡大という中で、例えば異業種という言葉を使って、要領

の中に書いてあるとは思うのですけれども、この異業種が違う分野へ進出した場合の制度、

それとは別に、既存の企業が別分野に企業を拡大しようとしたときの支援というのは、こ

の中にうたわれていませんが、その辺は今後見直すという考えはございますか。１番の中

の２点です。 

 ２番の商品開発の中ですが、イメージアップということで、この商品開発というのは単

に自分で商品を開発しパッケージをつくり、店頭に並べるというだけではなく、きのう、

阿保議員からも質問のありました、ふるさと納税なんかにもすごく直結することだと思う

のです。観光協会のほうでも、地元の特産品を使った商品をいろいろな所へ行って売った

り食べてもらったりする、そういう中で、この起業家支援、商品開発という部分でこうい

うこともできるのだという広告とか、そういうふうに誘うということも今後必要になって

くるのではないかと思いますが、その辺２点について再質問させていただきます。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 成果発表会の再質問から始まるのですが、なぜ３年かということ
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ですが、支援の期限だというふうに思っていますが、これは後ほど担当のほうから答弁さ

せていただきますけれども、基本的には今ありましたように、異業種の方だとか、また新

しい分野についてはどうなのだということですが、これは実際に異業種も新しい分野、例

えば建設業をやっている方が飲食をやるとか、そういうことにもしっかり対応させていた

だきますから、どういう職種に問わず新しく商工会を通って、審査委員会を通って、これ

が起業家に合致するというか、これに該当するということになれば、それはそういうこと

になっていますから、そのための審査委員会を設けてやっていますから、それは今後とも

同じくそういう対応をして、また新たな意欲を持ってもらいたいなと思っています。 

 商品も同じことで、本当に今質問にあったところは大変重要なところだと思いますが、

ふるさと納税、いろいろなメニューをたくさんつくっているのですが、一番はやっぱり新

しくできた直接地元の農産物を利用したものが、ふるさと納税の返礼品のオーダーが物す

ごく多いのですね。ですから、そういうものを本当に積極的に開発していただいて、それ

こそ自主的に三方よしではないですけれども、そのような商品を開発していただければ、

これはもう最高かなというふうに思いますが、ただそこまでいきなり行き着くということ

でありませんけれども、そういう新しくいろいろなイメージを持ちながら、将来に希望を

持ちながら商品開発をするということは既存の、例えば商店とか商業者がその中でまた新

しい商品だとか、また別な異業種の人がそういう商品だとか、そういうことも両方兼ね合

わせてありますから、それについても担当のほうからもう少し詳しく説明させていただき

ます。 

 ＰＲについては、本当に大事なことだというふうに思っています。今御質問のとおり、

一番私の足りないのはＰＲというか、そういう広く発信する力というのは非常に足りない

のかなというふうに思っておりますので、それも含めて、担当もかなり時間も経過した中

でそれぞれ頑張って対応しておりますので、その辺について答弁させていただきますので

よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（高橋利勝君） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也君） ただいま、町長からの答弁ありましたけれども、私のほ

うから若干説明させていただきます。 

 まず、成果発表会の年限を３年とした状況でございますけれども、起業家等支援の制度

に関しましては、要綱を定めております。いわゆる制度適用としてのルールづけでござい

ますけれども、その中で奨励金の対象者に関しましては、３年間以上の事業継続が見込ま

れるものということが一つの審査基準にございます。町といたしましても、当然やっぱり、

この事業を適用していただいた後には、もちろん３年と言わず、先ほど言いましたように、

長期にわたって事業活動をしていただきたいわけですけれども、基本的には３年以上継続

というところの基礎条件、これがありますので、３年間はきちっと成果を報告していただ

く中で、安定的なものにつなげていきたいというところでの年限ということで御理解いた

だければというふうに思います。 
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 また、異業種進出の関係でございますけれども、運用といたしましては、日本標準産業

分類というものがございまして、その中で大分類、中分類、小分類と分かれていくのです

が、その産業分類の項目の中で、中分類の中に同じく同一で属されるものについては、基

本的には、仮に申請されたときには、現段階の運用としては同じ業種は適用とならないと

いうふうになりますけれども、先ほど町長も申し上げましたとおり、建設業の方が小売業

に進出する、あるいは飲食業に進出するというところは、本当にそれは異業種ということ

で経営基盤の確立、安定のためには、そういった部分、制度としては大いに活用していた

だきたいというふうに思います。 

 中分類というところでいうと、例えば一つの分類の中で飲食店の中で分類されるので、

例えばそば・うどん店という分類があるとします。仮にうどん店を経営されていて、新し

くそば店を出したいというときには、これは同じ分類という解釈の中では、これは適用と

しておりませんけれども、先ほど町長が申し上げましたとおり、こういった部分、制度と

しては今運用上というところでありますので、必ずしもこれがということではございませ

んので、先ほど言いました、今後振興上必要であるということであれば、またそういった

部分も関係団体等の意見も聞きながらということは考えられるかなというふうに、今考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（高橋利勝君） 柏崎秀行君。 

○２番（柏崎秀行君） 今、担当課長のほうから丁寧な説明をいただきました。 

 すごく前向きな説明で、そういうふうに属さなくても考えていくという前向きな答弁を

いただきました。その中で、事業承継という言葉があります。 

 事業承継というのは、後継者に引き継ぐという中で、今、事業承継というのは３パター

ンあると言われています。一つは親族、もう一つは従業員、もう一つはＭ＆Ａといって、

企業が企業に承継するという形、弁護士が入ってというので、この３番目のＭ＆Ａに関し

てはちょっと話は関係ないのですけれども、親族や従業員が商売を受け継ぐ、そういった

中で、先日福祉大会に出たときに、本別町の高齢化率が４０パーセントを上回るという話

を聞いたときに、この町でも年々そういう後継者がいない、そういう理由で廃業されてい

く業者は後を絶たない、これから深刻な問題になっていくと考えています。 

 その中で、４として他人が事業を引き継ぐということが今言われています。十勝でも事

業を引き継ぐときに町と商工会が一緒になって調査をし、こういうところは何年も続かな

いと、うちも体力の限界だと、年ももう限界だと、そういったときに町や商工会が広く募

集をし、他人に事業を承継させるというのが必要になってくるのではないかと思っていま

す。そういったときに、他人が事業を引き継ぐときには、起業家等支援というのはそこに

引っかかってくるのか、かからないのか、こういうことを伺いたいです。 

○議長（高橋利勝君） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也君） ただいまの柏崎議員の御質問にお答えしたいと思います。 
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 事業承継の部分でございますけれども、制度の今の要綱の中では、例えば他人の方が引

き継ぐといったときには、それは該当といいますか、そこは明文化されていないのが実情

でございます。ただ、審査会の中でも委員の方から今後事業承継についてどうあるべきか

ということは意見が出されておりまして、その制度設計がまだ議論が煮詰まっていないと

いうような状況でございます。 

 おっしゃられるとおり、基本的にはそういった今まで顧客があって、経営されていたわ

けですから、それを当然引き継がれることについては、地域にとってもお店が持続するこ

とでもございますし、そういったことで実は町外からお客さんが来られている場合という

ことも十分あり得ると思いますので、お店をしっかり守っていくということは、私ども担

当者としても大事だというふうに思っております。 

 したがいまして、今言われた事業承継のパターン、一つから四つまであるというふうに

議員言われたとおり、いろいろなパターンがあるかと思いますので、ちょっとその辺の部

分に対応するかというところについては、今後、事業承継のあり方、当然考えられるのは、

譲る方についても考え方もあるでしょうし、当然譲り受けを希望される方についての考え

方もあろうと思いますので、現に経営されている方々、当然商工会の方々の意見を聞くと

いうことも必要だと思いますし、そしてまた、そういった部分を支援するということでは、

金融機関の方々等の意見を聞く必要もあるかと思いますので、それらの部分については、

審査会委員の中ではそういったメンバー構成の中でそろわれておりますので、そこも含め

て、今後しっかり議論していく必要があるというふうに考えております。 

 以上です。 

○２番（柏崎秀行君） 終わります。 

○議長（高橋利勝君） 暫時休憩をいたします。 

午前１０時５９分  休憩 

午前１１時１０分  再開 

○議長（高橋利勝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ４番石山憲司君。 

○４番（石山憲司君）〔登壇〕 議長の許可を得ましたので、通告いたしました１問につ

いて質問いたします。 

 犯罪防止及び本町の児童生徒が安心して通学できる環境整備として、防犯カメラを通学

路及び主要幹線道路等の公共空間に設置及び設置に伴う町民のプライバシーに対する不安

解消について質問いたします。 

 本町における刑法犯認知件数は減少傾向にありますが、ことし３月の声かけ事案、わい

せつ事案以降、６月に４件、７月に２件、８月に２件と児童生徒を対象とした不審者情報

が多発しております。 

 本町では、防犯カメラ等に関する意識調査、アンケート調査等でございますが、実施さ
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れていないと思いますが、帯広市、札幌市の調査結果では、帯広市、札幌市とも９７パー

セント以上のほとんどの人が必要と答えております。犯罪を未然に防ぎ及び犯罪発生時に

は早期解決できるよう防犯カメラの設置が必要であると考えますが、見解を伺います。 

 また、帯広市のアンケートによりますと、防犯カメラ設置に対し、強い不安感があると

答えた方が２.５パーセント、若干の不安があると答えた方が２３.４パーセント、つまり４

人に１人が不安を感じております。不安感の最大の要因は、録画された画像がどのように

取り扱われるかわからないというものが６８.７パーセントであります。 

 そこで、この不安解消の対策として、次の２点を申し上げたいと思います。 

 一つ目は、防犯カメラの設置及び運用のガイドライン策定であります。これは設置者が

防犯カメラ及び画像の適正な管理と運用を規定するものであります。例えば画像の保存、

適正な利用、画像の加工禁止や情報の取得、さらには目的外利用の禁止等を規定するもの

でございます。 

 ２点目は、捜査機関から犯罪捜査を目的により要請を受けた場合の対応でございます。

十勝管内では、新聞報道によりますと、２０１５年には鹿追町、２０１７年では広尾町が

既に所轄の警察署と町との間で協定を締結しております。これらの対策をもって町民の不

安感を軽減できるものと考えますが、お伺いいたします。 

 質問の３項目でございますが、防犯カメラの購入費への助成についてであります。こと

し２月２５日の北海道新聞によりますと、札幌市は２０１８年から２０２０年の３カ年で

２,５００台の防犯カメラを設置するとのことであります。そのうち２,０００台について

は希望する町内会に対し防犯カメラの購入費を補助するというもので、道内発の事業であ

るそうでございます。補助は、屋外の公共空間を２４時間以上連続して録画できる小型カ

メラであること。補助額は上限が１台１６万円であり、希望する１自治会に対し複数台申

請することができるということでございます。 

 本町においても、自治会、事業者、町民が設置を希望した場合、厳格な管理運用ガイド

ラインを策定の上補助することは可能か否か、お伺いいたします。 

 以上、３項目につきまして町としての見解をお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝君） 答弁、髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君）〔登壇〕 石山議員の御質問の防犯カメラの設置についての答弁を

させていただきます。 

 町内におきまして、児童生徒対象とした不審者情報、これは春から、御質問にありまし

たように数件ありました。なかなかその実態がわからないということでありますが、後に

新聞紙上でも出ましたけれども、複数いろいろな方ということではなくて、同一であろう

ということであります。 

 おかげさまで、それぞれ自治会の御協力だとか、また青パト隊だとか、防犯協会含めて、

本当に本町の安全安心のために頑張っていただいている各団体の連携含めて、解決に向け

てしっかりと対応いただいたことに改めて感謝申し上げたいなというふうに思っています。 
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 その中で、不審者の情報、また、それぞれの犯罪防止に向けて防犯カメラが必要でない

かという御質問でありますが、必要であると同時にまた、御質問にもありますように、住

民の皆さんの防犯カメラに対する安全安心の対策をしっかりとらなければならない、プラ

イバシーの問題ということで、御質問いただきましたけれども、それも含めて相反するよ

うなことも中にあるかもしれませんが、それら含めて防犯カメラというのは、本町は犯罪

のない、事前に犯罪の起こらない安全安心の町ということで、まさに、先ほど言いました

けれども、警察を筆頭にしながら、また、生活安全推進協議会、自治会、さらにまた緊急

時には子どもが駆け込める、子ども１１０番の家だとか、青パト隊含めて非常に努力いた

だいているところですが、このカメラの設置につきましては、事前に犯罪を踏みとどまら

せるという抑止力も含めた地域の防犯力の向上という意味では、犯罪者の検挙など事件の

早期解決を鑑みたとき、有効な手段であるということは、これはもう言うまでもないこと

だというふうに思います。 

 特に児童生徒の登下校初めとする見守り運動について、今現在は、先ほどから何回も言

っていますけれども、青パト隊含めて、朝から夕方の登下校時に本当に熱心に活動いただ

いているところでありますし、また交通指導員の皆さん、そしてまたすきやき隊の皆さん

もしっかり見守っていただいて、また子ども１１０番の家など本当に地域挙げて、町挙げ

て子どもたちの見守り活動をしていただいていることでありますが、これらが本町におけ

る刑法犯の抑止につながっているというふうに思います。 

 また、児童生徒の見守りに関しましては、登校時間、またおおむね時間帯が集中してお

りまして、見守りができるという判断ということでありますが、下校時にいろいろ不審者

情報なんかもそうでしたけれども、一番ここが心配なところだというふうに思っています

が、特に放課後活動の違いによって帰る時間が異なって、１人で下校している児童生徒も

いるということも事実でありますから、過去の不審者情報もあわせて、下校時に人数に少

ないときに発生しているということが多いということが結果として判明いたしました。こ

の下校時の見守りやパトロールについても関係機関と連携を図りながら、既存の見守り体

制の見直しを含めて、さらなる強化、充実をさせていくことも必要だというふうに考えて

います。 

 また、地域の子は地域で育てるという言葉がありますように、住民の皆さんのお力をい

ただきながら、日ごろから見守りによる不審者への抑止につなげていきたいと思いますし、

今後、関係機関、団体と協議を進めながら、防犯カメラについては、設置の有無について

検討していきたいというふうに考えております。 

 ２点目の防犯カメラ設置の際の町民の不安についての対応でありますが、防犯カメラの

設置を実施する場合については、まさに今御質問いただきましたように、警察、関係機関

含めてしっかりとした協定というかガイドラインを設けるということはやっぱり大事だと

思うのですね。その活用の仕方含めて、やっぱり住民の皆さんが明らかにこれが情報とし

てわかるようにしておくことが大事だというふうに思いますので、これらも含めて今後そ
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れぞれ警察を含めて関係機関とどのような対策ができるのか、ガイドラインの設置など含

めて協議を進める中で、鹿追町や、また広尾町のお話もありましたように、これらの協定

も参考にさせていただきながら、それぞれ検討していかなければならないというふうに思

っています。 

 また３点目ですが、防犯カメラの設置に関する補助につきましてですけれども、現段階

ではまだそこまで至っておりませんけれども、本別地区防犯協会連合会、関係機関、団体

と協議を進めながら、自主的にカメラの設置をするということの申し出の中には補助金の

必要性の、これもガイドラインとあわせて、それら含めて十分に協議、検討させていただ

きながら、その上でこのことが必要であるということであれば、その補助内容などについ

てもどのような補助ができるのか、またどのようなことで対応することが適当なのか、こ

れらも含めて十分に検討させていただきたいと思っています。 

 いずれにいたしましても、日ごろから地域住民の皆さんの御協力をいただいている本町

でありますから、年末のパトロール、また春、夏、それぞれ四季折々の、特に集団的にそ

れぞれの団体が集まっての防犯パトロールなんか含めて、大変なまさに全町ぐるみでの支

援体制、また安全安心の応援をいただいておりますから、このことにも十分に私どもも意

を注ぎながら、その他の関係の皆さんとも協議させていただいて、防犯カメラがどのよう

にして活用できるか、どうやれば住民の皆さんの不安も解除できて設置ができるか含めて

は、先ほど申し上げましたけれども、もう一度しっかりと協議、検討させていただいて対

応していきたいなと思っています。 

 以上申し上げて答弁とします。  

○議長（高橋利勝君） 石山憲司君。 

○４番（石山憲司君） ただいまの答弁は、設置については検討をするということで理解

してよろしいでしょうか。 

 もちろん今答弁の中にございましたとおり、本別町には警察署を初め、３町の防犯協会、

それから本別町には生活安全推進協議会等ございます。そのほか、子ども１１０番の家、

今回の事件で某町内会ではその時間帯におられる住宅全てに旗を掲げた自治会もございま

す。非常に悪質な犯罪だと思いますので、特に子どもたちに対するそのような犯行は、本

町において絶対許されるものではないという考えでおります。 

 町長は今、検討すると言いましたけれども、本別町には本別町安全で住みよいまちづく

り条例というのがございます。平成１２年に策定されたものです。この目的は、町民の生

活安全意識の高揚と犯罪や事故等のない安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的

とし、その中には、町民の責務、事業者の責務、もちろん町の責務。町の責務の３条にご

ざいますが、その３項には町民の生活安全を確保するための環境整備に関することという

のが、この施策をしなければならないという条例であると理解しております。 

 これに基づきましても、当然本別町の子どもたち、きのうの質問でも出ていましたが、

子どもは地域の宝でございます。地域みんなで子どもを守っていかなければならない。も
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ちろん保護者の方、それからお孫さんの安全を願うのは当然のことでございます。少なく

とも本町に通う子どもたちが少しでも不安を感じないような施策を速やかに施行するのが

町の責務であると私は考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 今御質問いただきましたけれども、また再質問ですけれども、そ

の防犯カメラを設置するということも環境整備の中の条例の中の一つだというふうに捉え

れば、そのとおりかもしれませんが、先ほども申し上げましたように、犯罪の起こらない、

起きない、起こさせないということを含めて、これだけ多くの団体の皆さん、言うなれば、

自治会も含めて町を挙げて、そういう子どもたちの安全安心の登下校時も含めて本当にこ

れだけ見守っていただいたり、応援をいただいているという、そういうまちづくりができ

ているということでありますから、それをさらにまた巧妙なそういう声かけだとかいろい

ろなそういう犯罪というのが出てきていることも事実ですから、そういうことも未然に防

止するという抑止力については、防犯カメラがあるよ、ないよというのではえらい違う効

果というものは、それは私どもも感じているところであります。 

 先ほど申し上げましたように、そのことが本当に防犯カメラを設置することがよしとす

るのか、また非とするのか、可とするのか含めてそれぞれ警察署も含めて関係団体、そし

て今それぞれ防犯に携わっていただいている各団体も含めて十分に協議、検討させていた

だきながら、必要とあればそういう体制をとっていきたいと、こういうことの答弁をさせ

ていただきました。 

 決してしないとか必ずやるとかということではありませんが、そういうことを含めて、

これもやっぱりそれぞれの判断で、またいろいろな考え方もあるというふうに思いますの

で、そういうことを含めてしっかりと対応させていただければと思っています。物の見方

によっては、やっぱりそこまでしなければだめなのかという方もいるかもしれませんが、

やっぱりやったほうがいいよという方もいると思いますから、そういうことの整合性も含

めて、どういう方法が最も適切な方法なのかということは、しっかり対応するために多く

の関係団体の皆さん方の御意見を聞きながら対応していきたいなというふうに思っていま

す。 

 事業所、また商店の中にそれぞれ自主的に防犯カメラを設置している所が数多くありま

すけれども、ただ屋外と防犯カメラがどのような対応ができるのか、また室内と違ったい

ろいろなセキュリティーなんかも含めてありますから、そういうことも含めてしっかりと

設置するにはこれだけの条件、さらにまた整備しなければならないような、またそれぞれ

ＰＲしなければ、広報しなければならないことなんかも含めて十分環境の整備をとりなが

ら、そのような是か非の判断ができるしっかりとした協議を進めていきたいなというふう

に思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝君） 石山憲司君。 
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○４番（石山憲司君） 非常に前向きといいますか、御答弁いただきましてありがとうご

ざいます。 

 この問題は決して今回の事案だけで申し上げているわけではなく、本別町には仙美里、

勇足も含めまして数年にわたり子どもに対する事案はございました。全てを云々というの

は確かに現状においては無理です。財政的にも難しいところはあります。 

 ただ、防犯カメラの設置が、今、町長が言いましたとおり、未然に犯罪を防ぐ、その意

味におきましても、既に防犯カメラは、捜査の段階では職質と２番目に有効であると、取

り調べも有効であるということは新聞等でも報道されております。地域においてもぜひと

も安全確保のために、そして子どもたちが安心して通えるまちづくりのためにも、ぜひこ

のことを推進していただくことを申し添えまして、改めて再質問で、町の今後の整備につ

いて具体的に、例えば一例でございますけれども、年次計画的に設置をしていくかとか、

それから今、協議すると言いました。関係機関、警察、そして防犯協会、それから生安と

か、ほかの団体もございます。それらとの協議を進めていくということですので、それら

について再度お聞きします。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 再々質問をいただきましたけれども、設置するしない含めてしっ

かりと関係団体と協議しながら、結論を出していくということに先ほど言わせてもらいま

した。個人的な意見とは別でありますので、私どもが、例えば役場だけでやるとかやらな

いとかということの判断ができるものでもありませんので、それは地域住民の皆さん、要

するに、自治会の了解、判断もいただかなければなりませんし、またそれをしっかりと指

導いただく警察署、またそれと一緒に頑張っていただいている生安だとか、各種関係団体

がありますから、質問の趣旨はよく理解をさせていただいていると私どもも受けとめさせ

ていただきますので、その是非についてしっかり協議をしながら、せっかくやるのでした

ら、きちっと全体の理解の中で有効に、本当にこれをここに設置してやっぱりよかったな

と言っていただけるような方法をとらなければなりませんので、議論の中で、それは必要

ないよということになれば、また別な話ですけれども、そのような趣旨でしっかりと判断

をしていきたいなというふうに思いますので、決して後ろ向きでも何でもありませんので、

このようなことで答弁とさせていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○４番（石山憲司君） 終わります。 

○議長（高橋利勝君） １１番藤田直美君。 

○１１番（藤田直美君）〔登壇〕 議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまし

て、以下２問について質問させていただきます。 

 それでは、１問目の本別町の防災、安全対策の再点検をということで質問をさせていた

だきます。 

 このたびの地震による大規模停電を教訓に、本別町の安全対策の再点検と防災対策の見
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直し、充実が求められております。通信回線が不通となり、携帯電話がつながらなくなる

など、問題を多く残しました。住民への安全対策の呼びかけを強化するべきだと思います。 

 現在、情報伝達の手段は、行政防災無線でいち早くお知らせしていますが、市街地区が

全戸設置になっておらず、屋外スピーカーでは聞こえにくいと言われています。また、通

信不能となり、消防への連絡が口頭での伝達しかできないという事態も起きております。

幸いにも、病気やけが、火災などによる緊急車両の出動がなかったことは何よりもよかっ

たと思いますが、通信不能時の消防への連絡体制の強化が必要だと考えます。 

 そこで、一つ目は、非常時の職員の優先業務の確認や電源確保のための取り組みと、備

蓄計画の見直しなどを今後どのようにしていくのか、考えを伺います。 

 二つ目に、現在２０の自主防災組織があると聞いております。自主防災組織の強化と現

状の取り組みについて伺います。 

 三つ目に、行政防災無線の全戸設置を望む声が多いですが、急ぐべきだと思います。見

通しについて伺います。 

 四つ目に、これまでも何度か観光、防災、教育といろいろな視点から質問させていただ

いていますが、今回も町民の方から、もっと情報が欲しいという声がありました。ホーム

ページだけでなく、フェイスブック、ツイッター、ラインなどのＳＮＳを活用した情報を

提供する考えはないか。 

 以上、４点について伺います。 

○議長（高橋利勝君） 答弁、髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君）〔登壇〕 藤田議員の本別町の防災、安全対策の再点検の質問の答

弁をさせていただきます。 

 まず１点目の非常時の職員の優先業務、初動マニュアルですけれども、これらの確認や

電源確保の取り組みについてでありますが、また備蓄計画の見直しなどの今後の考え方と

いうことでありますが、職員の優先業務の確認につきましては、これは大雨、土砂災害、

地震災害を想定した防災マニュアルをもとにして対応しているところであります。今回の

停電被害を教訓に、停電が回復するまでの対応と必要とする資機材など、現在、大停電が

発生したときに必要な資機材などの見直しを行ないまして、備蓄計画や防災マニュアルに

取り入れていきたいなというふうに考えております。 

 いまだかつて想定しなかったこの丸二日にも及ぶ停電でありましたから、これは大雨だ

とか地震の防災マニュアルでありますけれども、こういうことも起き得るということも今

回の大停電を教訓として、それぞれ必要な部分をこれからの防災会議に諮りながら多くの

御意見をいただいて、またこれに対応する分について必要な分をこの防災マニュアルに取

り入れていきたいなというふうに思っております。 

 また、電源確保の取り組みにつきましては、発電機を主要の、特に避難所、これらには

必ず配備をするという方向で検討してまいりたいというふうに思っています。 

 ２点目です。 
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 自主防災組織の強化と現状の取り組みですが、御質問のとおり、今現在は２０の自治会

が自主防災組織の結成をしていただいて避難訓練などを実施していただいています。行政

が全ての被災者を迅速に支援するということは、これは難しいということでありますから、

地域住民の皆さんが自発的に、また避難行動や避難所の運営を行うことが重要になるとい

うことでありますし、地域防災力の強化を図るために、引き続き出前講座や避難訓練など

の防災活動を支援するとともに、自主防災組織率の向上にも務めてまいりたいと思います。 

 ３点目です。 

 防災行政無線の整備につきましては、平成３１年度にデジタル化への更新に向けて、今

年度実施設計を今行なっているところであります。戸別受信機、これにつきましては土砂

災害警戒区域がありますから、この警戒区域内に居住されている世帯の皆さんには要援護

者などの特定の世帯、またこれらにも、これは無料で設置するということで予定をしてお

りますが、戸別受信機の設置を全町民に対象とすべきかは町民からの潜在的なニーズに応

えながら判断していく所存でございますので、これらについても御理解をいただきたいと

思います。 

 ４点目です。 

 ホームページでなくてフェイスブック、ツイッター、ラインなどＳＮＳを導入して情報

を提供する考えにつきましては、公式ホームページ、ＳＮＳによります情報発信は時代背

景からも有効でありますが、行政の立場から使い方を誤ると異なる情報が拡散するという

危険性もはらんでおりまして、これは大きな問題に発展するおそれもありますから、発信

する内容を十分に考慮する必要があるというふうに考えています。地元住民に向けたもの

ではなく、町外に住む親族縁者や知人、友人などにも安否情報や復旧の情報としては必要

だというふうに考えています。 

 現在、情報を伝える手段としては、携帯電話のエリアメールによる緊急情報の配信サー

ビスや、災害情報で共有するシステム、Ｌアラートにより発信された防災情報を目的にし

た、テレビやインターネットなどに情報を提供するなど、住民に向けた情報の伝達手段と

して活用しているところであります。 

 今後は新たなＳＮＳの立ち上げ検討のほかに、公式ホームページにおきましても必要と

思われる情報を発信できる仕組みだとか、情報をどのように公平に伝達できるか、これら

について検討をしていく必要があると考えております。 

 以上、申し上げて答弁とします。 

○議長（高橋利勝君） 藤田直美君。 

○１１番（藤田直美君） 再質問させていただきます。 

 電源確保については、きのうから各議員の質問の中でも出てきたと思いますが、今回は

１日から２日で電気が復旧したということもありますが、長期化に備えた電源確保ができ

ているのかどうかということで、庁舎も含めた病院など、非常用電源がどのぐらい持つの

かということ。 



- 25 - 
 

 今回、一時はスタンドの燃料も２０リッターまでですとか、流通がとまっていることも

あり、そういう心配もなされてくるのかなとも思いましたし、非常食の備蓄に関してです

が、コンビニやスーパーでも食料が余り入らないという状態がございました。農大に非常

食の提供をしたという報告もあり、大人数の賄いは大変であると感じましたし、こども園

もお弁当持参で登園になったということを聞いております。お母様方の話では、お弁当の

食材も余りなかったということでしたので、今回は避難所運営までには至らなかったとい

うこともあり、もっといろいろな施設への非常食の提供があってもよかったのではないか

というふうにも感じております。その点についてもお聞きしたいと思いますが、今回、商

工会青年部により福祉施設への食事の提供がありました。とても早い対応で、そのすばら

しい行動力を行政は見習うべきだと思い、また非常食の備蓄数、提供の考え方、そこも再

点検するべきだと思います。 

 二つ目の自主防災組織の強化と現状の取り組みについてですが、自主防災組織の役割と

して、平常時、災害時にそれぞれ地域に合わせた活動となっていると思いますが、自主的

な活動ということで、今回のように停電により情報の伝達や安否確認が町内全域で支援が

必要となった場合、公助による行政などの対応では限界がある。そこで共助である地域で

の協力し合う体制、自主防災組織の活動が最も重要であると考えておりますが、現在その

自主防災組織のほとんどが人口減少や高齢化による人材不足で、十分機能するかなど不安

を抱えているということを聞いております。 

 ほかの自治体では、消防ＯＢや消防職員を防災コーディネーターとして組織の一員にな

り、若い人材の確保など取り組んでいるところもあると聞いております。出前講座、防災

訓練なども行なっているということですが、その点の連携というのですか、その辺はどの

ようになっているのか。行政や消防組織など連携をとって高齢化対策をしていくべきだと

思いますが、伺います。 

 ３点目の行政防災無線なのですが、更新時期も来ているということで、調査研究も進め

られていると何度か聞いてはおりますが、とても時間がかかっているのではないかと感じ

ていますし、時間がかかっている理由と、町民の方からお金がかかっても設置したいとい

う声が多くあるのですね。そういう方は経済的に余裕のある方だとは思いますが、早期に

進めていただきたいということです。 

 四つ目、災害時には安全と安心が強く求められていて、このたび通信が途絶えたという

ことで大変不安を感じている方が多かったとお聞きしています。災害時は御近所同士で声

をかけ合って安心感を高めることも大事ですが、最近ではスマホをほとんど持っていると

いう時代です。若い人たちや、人とのかかわりが苦手な人、足が悪い人、耳の聞こえない

人は、少しでも情報があると安心すると言っております。ホームページではなく、登録制

の安心安全メールを配信している自治体の例をお聞きいたしました。本別町でも独自の安

心安全のメール配信、ＳＮＳなどでも使える公式アカウントを設定して使えるような形に

してはどうかという点です。先ほど、何か混乱を招くというようなお答えもありましたが、
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配信だけに設定できるということもあり、事細かに配信するということが大事ではないか

と私は今回大変感じました。 

 また、町民の方から、見通しがあるなしまで、どんなことでもいいから、少しでもいい

から情報が欲しいと。最初にホームページを見ましたところ、３行ほど断水の心配はない

ですとか、３項目ぐらいだったと思うのですが、こういうＳＮＳを発信して、つぶやきの

ように、見通しがあるでもないでもいい、こんなこと気をつけてほしいとか、通信が途絶

えたときに、駆け込みをしてくださいという言葉があったと思うのですけれども、そうい

うことがあれば駆け込みをしてくださいですとか、想定できることをどんどん入れていく

と、それを見た町民の方は、こういうときはこういうふうにしなければならないのかとか、

安心できるのではないかと私は感じました。ホームページ上の災害情報が少ないというこ

ともそうですが、配信の基準みたいなものが決まっているのかどうか、もっともっと情報

が入らないのかということをお聞きしたいと思います。 

 あと、ＳＮＳの活用についてですが、見守りの部分ですとか人材が不足しているので大

変だということ、大災害が起きたときは足りなくなってくると思うのですね。そのときに

災害ボランティアの受け入れ体制をつくるときにもＳＮＳというのはとても効果があるも

のだと思います。何か手伝えることはないかと思って、でもなかなか動けないという町民

の方が多くいたようなことも聞いておりますし、要らないところに行っても、それが余計

なお世話になってしまうという考えを持っている人もいたようでございます。その点につ

いて伺います。 

○議長（高橋利勝君） 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重君） まず１点目の非常時の職員の優先業務の関係なのですけれど

も、今マニュアル的に、今回のような停電については想定もしていなかったので、そうい

うマニュアル的なものはなくて、今現在、各課部局に停電と通信設備が不通となった災害

対応について必要な資機材などの調査依頼をしております。その報告を受けて災害対応の

見直しを行ない、備蓄計画や防災マニュアルに取り入れていきたいと考えております。ま

た、この停電が冬期間であった場合も想定して考えていきたいと考えております。 

 それと、自家発電の関係なのですけれども、大体役場が使っているので軽油が１時間当

たり２４リッターから２８リッターが必要になりますので、今回、２日間ぐらいが対応可

能となっております。 

 それと、非常食につきましては、今現在備蓄されているものについては、白い御飯が５

９５食、赤飯が５８８食、五目御飯が５７２食、レトルトカレーが６３５食、水が２,８１

９リッターを配備してあります。 

 次に、２番目の自主防災組織の強化の関係なのですけれども、藤田議員言われたとおり、

今現在２０の自治会で自主防災組織が結成されております。地域防災組織の避難訓練等に

つきましては、平成２９年度は７回で、避難訓練が２カ所、非常の避難訓練が２カ所、本

別町の防災対策についての防災コアが３カ所でありました。新たな自主防災組織の結成を
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お願いし、自主防災組織率の向上に務めてまいります。また、出前講座や避難訓練など、

防災活動について支援をする考えであります。 

 次、３点目の行政無線の全戸の設置についての考えですけれども、私どもも屋外拡声器

については、窓ガラスの反響や大雨で聞こえにくいことは承知しております。防災行政無

線につきましては、平成３１年度にデジタル化の更新に向け今年度実施設計を行なってお

ります。戸別受信機を全戸に設置することにつきましては、関係機関等に意見を聞きなが

ら判断していきますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝君） 小坂総務課主幹。 

○総務課主幹（小坂祐司君） ただいま藤田議員のほうから自主防災組織と我々消防署の

関連についてちょっとお話があったかと思います。 

 住民課のほうと防災のほうと連携をとりながら自主防災組織の訓練等々に積極的に参加

をさせていただいているところでございます。今後におきましても、連携を強化しながら

自主防災組織の拡大に協力していきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝君） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也君） 藤田議員のほうから質問がございましたホームページの

更新、それからＳＮＳの関係でございますけれども、ホームページの関係でございますが、

今現在ホームページの仕組み上、私どもの課の広報電算担当のほうで更新業務をやってお

ります。ただ、それぞれの課、セクションでも必要な情報、発信というのはそれぞれあろ

うかと思います。今タイムリーに発信できるように、例えば原課のほうでも必要な情報を

すぐさま私どもだけが更新業務をするのではなく、原課がそれぞれ必要な情報をタイムリ

ーに発信できるような仕組みも今後検討していく必要があるのかなというふうに今思って

おりまして、そのシステム上の課題等については、今担当の中で検討するように話はして

いるところです。ただ、原課それぞれに発信してしまうと、その情報が混乱してしまう場

合もありますので、その運用基準については、また内部でも整理していく必要があるとい

うふうに思っております。 

 また、ＳＮＳの関係につきましても、町長のほうから答弁がありましたように、運用上

は確かに今の時代背景からは有利なものであるというふうに思っております。ただ、私ど

もが考えているのは、情報格差といいますか、もちろんスマホを持たれている方の普及率

は大変向上しているかというふうに思いますが、やはり持たざる方もいらっしゃるという

ことも現実にありますので、その辺の格差をどのように解消していくかというところは、

まだ考える必要があるのかなというふうに思っておりますので、そのあり方というところ

も整理していく。ですから、持っている方だけがその情報を知っている、持っていない方

はそれを得ていないというところもありますので、それをどう解消していくかというのは

またいろいろと皆様から御意見をいただくなり、その解消手段というのは考えていく必要
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があるのかなというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝君） 藤田直美君。 

○１１番（藤田直美君） 一通りお聞きしましたが、非常食の関係ですが、数はわかった

のですが、私が先ほど申しましたのは、今回避難所運営はなかったのですが、非常食をそ

れだけ今現在備蓄していると思うのですけれども、運営がなかったのでほかの施設にも今

備蓄している部分で今回提供することはできなかったのか、非常食の備蓄数と提供の考え

方を伺ってはいなかったと思うのですが、その点をもう一度伺いたいのと。 

 ＳＮＳの関係ですが、何度もこの部分ではいろいろな方面から質問させていただいてい

るのですけれども、やはり他町でやっている事例をもっと調べてみてはどうでしょうか。

必要な人は本当に必要で、持ちたいわと思っている人もいると思いますし、耳が聞こえな

い人ですとかそういう方たちのため、瞬時に動けない人のため、そういう部分でも大きく

役立っているということもあるので、そういう観点からももっと調査するべきだと私は思

うのですが、その点について伺います。 

○議長（高橋利勝君） 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重君） 非常食の関係なのですけれども、今回出さなかったという話

ですけれども、形的に避難所を設置して、自主避難の場合だとかあるときには非常食を出

さないときもありますけれども、そういう避難所に避難したときに非常食を出すような考

えでおります。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝君） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也君） 藤田議員の御質問でございますけれども、ちょっと私の

説明が不足だったかもしれませんが、今言われていたＳＮＳ、確かにそれは有用な手段だ

というふうには認識しておりますので、その運用、あるいはその使い方等については、藤

田議員言われるように、他の自治体で取り入れているところもございますので、そこを調

査してはどうかということの御意見をいただきましたので、その辺も踏まえて、それをど

うしていくかということはしっかりまた研究させていただき、そのあり方について取り進

めさせていただければというふうに考えております。何とぞ御理解いただければと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝君） 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美君） 非常食の部分で、各介護サービス事業所ですとか障がい

の事業所のほうに、今回の災害において、食糧の備蓄等も確認をさせていただきました。

それぞれ少ないところ、あるいは二、三日は大丈夫というところもありまして、ちょっと

少な目な事業所につきましては、地域の方で食糧を提供してくださるというようなものを

少し優先的に提供させていただいているということで、何とかこの期間中は乗り切ること
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ができましたので、今回、町の備蓄の部分についての要請はしておりません。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝君） 藤田直美君。 

○１１番（藤田直美君） 見直す部分がたくさんあったということのお話だったと思いま

すし、備蓄の部分でも、備蓄の内容ですとか備蓄の量などは、今後検討するところはたく

さんあるのではないかと私も感じております。 

 地域防災計画は、防災会議で検討されていると思いますが、想定していないということ

は、これから使えなくなってくるのかなと思います。これだけいろいろなことが町民の方

から聞こえてきますので、できることは早急に取りかかるべきだと思いますが、次の計画

ですが、いつごろまでにその見直しがされた計画が出されるのか、その点について伺いま

す。 

○議長（高橋利勝君） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収君） 私のほうから、防災資機材の備蓄計画について説明をさせてい

ただきます。 

 平成２５年から２９年の５カ年で策定をしております。ちょうど３０年度からは新たな

見直しをしまして進めておりますけれども、５年ごとに見直しを行うというのが基本とな

っておりますが、新たな課題等が発生した場合は、その都度見直しをするということにな

っておりますので、今回の停電を機に見直しをしていく。当然、防災マニュアル等につい

ても大きな見直しをしていくというような考えで今進めておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○１１番（藤田直美君） 終わります。 

○議長（高橋利勝君） 暫時休憩をいたします。 

午後 ０時０３分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

○議長（高橋利勝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 藤田直美君。 

○１１番（藤田直美君） それでは、２問目の質問に入らせていただきます。 

 中学生、高校生におけるピロリ菌検査の実施をということで質問させていただきます。 

 ピロリ菌は、家族で所有している可能性が高く、陽性者においては胃がんなどの発症に

つながる可能性が高いと言われております。また、一度の除菌でその後の発症リスクは９

０パーセント以上軽減されると言われております。御家族への周知と実施を求めてまいり

ます。 

 この質問は、今回３回目になりますが、前回から２年がたちまして、状況も少し変わっ

てきておりますことから、質問させていただきます。 

 最初に提案したのは平成２７年３月、その時点では、道内で実施されている市町村は７
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市町村、その年度内で１７市町村にふえ、現在平成３０年４月時点では５６市町村が取り

組んでおります。全国的にも検査を実施する団体が大変ふえてきていることから、感染し

てから１０年前後の中学生に対する除菌では成人に比べて確実に胃がん予防効果があると

学術的結果に基づき行われております。 

 そこで、一つ目に、まず、なぜ中学生が対象なのかという点から再度申し上げたいと思

います。日本の胃がんの患者数は肺がん、大腸がんに次いで第３位、女性では乳がんに次

いで第２位、男性女性の比率でいうと２対１だったのがだんだん数が近づいている状況に

あります。年間５万人の方が命を落とされていることと、国立がん研究センターによりま

すと胃がんの９８パーセントがピロリ菌の保菌者という報告もなされております。 

 何年にもわたって胃炎が進行していく中で、慢性胃炎症状から胃がんへ進むことが確認

されております。これは世界的にも知られていることです。日本の胃がん患者数は先進国

の中でも異例と言われるほど多いようでございます。成人になってからのピロリ菌感染と

いうのは、これまで多くの感染時期は５歳までと唾液による経口感染が考えられておりま

す。胃炎が進行する若い世代のピロリ菌除去が将来大人になってからの子どもへの感染を

防ぐことにもなると考えます。 

 ピロリ菌除菌に用いる薬の対象が１５歳以上であることからも検査は受験前の中学２、

３年生がよいとされております。特に本別町の子どもたちの４０年先の胃がん、胃潰瘍の

発症リスクを軽減させるため、また、生涯を通して健康な胃で長生きを楽しむ健康長寿の

まちづくりを目指して取り組むべきではないでしょうか。 

 二つ目に、実施している市町村の多くは、検査の費用を全額町や市が負担としておりま

す。１次尿中抗体検査と２次尿素呼気検査の費用を全額町負担して実施するべきだと思い

ますが、考えを伺います。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 藤田議員の中学生、高校生におけるピロリ菌検査の実施について

の御質問にお答えいたしたいと思います。 

 まず、北海道保健環境部のとりまとめでありますけれども、道内で中高生にピロリ菌の

検査を実施している自治体数、これは今御質問にもありましたが、平成３０年４月１日現

在で５３市町村になります。十勝管内では１市１町でありまして、いずれも中学３年生を

対象に尿を学校に提出するという方式で検査を実施している状況であります。 

 本町でも、保護者のニーズ調査として平成３０年３月、ことしの３月に現在中学２年生

の生徒の保護者４８名にアンケート調査をしました。５６.３パーセントに当たる２７名か

らの回答を得たわけでありますが、まず対象となります保護者自身が胃がん検査を受けた

ことがあるかという質問に対しまして、今までに胃がん検診を受けたことがない保護者が

２７名中１９名でありました。約７割が検査はしていませんという回答でありました。次

に、ピロリ菌を知っていますかという質問に対しては２２名が知っていると回答がありま

した。次に、お子様に検査を受けさせるかという質問に対しては１２名、４４パーセント
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が受けさせたい、そして、わからないが１０名で３７パーセント、受けさせないが４名、

１４.８パーセントという結果でした。受けさせないという中には、１０代は早いと思うと

いう意見もありました。 

 次に、専門医の意見でありますが、北海道対がん協会の所長によります平成２９年１０

月の講演の中で、ピロリ菌の感染はほとんど２歳未満であること、両親や祖母のピロリ菌

の感染が子どもの感染率を上げることが報告されております。予防としては、親、家族に

対する感染対策が必要であることや、小児科系学会の大半が、これは無症状の中学生除菌

に極めて懐疑的であるということでありまして、低年齢化を進めるにしても高校生以降の

除菌が現実的な対応であるという意見も出されています。 

 さらに、胃がん発生の抑制という点では、４０代までに除菌を行うと男女とも９０パー

セント以上の抑制効果が出るということであります。４０歳以下の早い段階で発見すれば

予防効果はあると考えられていますが、仮に除菌治療をして、その後の定期的な検査など

が不要になるわけではありませんし、一度除菌すればもう発がんしないという勘違いをさ

れる部分も珍しくないということで、その後受診しなくなるケースもあるということであ

りますから、これは除菌した後も通院をするためにも、本人、保護者の理解は不可欠とい

うふうに考えております。 

 現在、本別町で実施しております成人のピロリ菌の検査といたしましては、町国保病院

で町民ドックのオプションとして３５歳以上の町民の皆さんは血液検査として受診するこ

とができることになっておりまして、平成２８年度からは対がん協会に委託をして、肺が

ん、乳がん、子宮がん、大腸がん検診とあわせて４０歳以上の町民に便検査で行うものの

２種類があります。 

 平成２９年度からは、この二つをあわせて７０名が受診いただき、そのうち１２名が陽

性ということになりました。陽性となった方の年齢は７０代が最も多く、次いで４０代、

５０代となっております。 

 これらのことからも、中学生に検査を実施する前に、まずは保護者に検査を受けていた

だくよう周知啓蒙していくことや、現在３５歳以上を対象としている検査の実施年齢を引

き下げて、若い世代に受診の機会を広げるなどの対応も効果的と考えておりますので、こ

の検査につきましては、新年度に向けて検討してまいりたいというふうに思います。 

 以上、申し上げて答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝君） 藤田直美君。 

○１１番（藤田直美君） 再質問させていただきます。 

 ただいまアンケート調査の結果などもお聞きしましたが、４４パーセントの保護者の１

２名の方が受けさせたいということ、あとはわからないということだったと思うのですが、

前回のときも申しましたが、やっぱりもうちょっと勉強する機会というか、医療講演会と

いうか、そういうものをやっていただきたいと。前向きに検討するというお話でしたが、

２年間、ピロリ菌、胃がんに関しての講演はなかったかと私は認識していたのですが、ま
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ずそれがあれば、もっと親御さんの意識も変わってきたと思いますし、早い段階での除菌

の効果ですとか、もうちょっと研究している方のお話を聞くと、将来に向かってとても大

事なことだと私は感じたので勧めたいと思って３回目の提案となりました。 

 先ほど町長は、除菌をしてからの感染も考えられるということでしたが、私が聞いた中

では、中学生時点で除菌をするとその後はほぼないということがあるので、家庭内感染に

おきましても保護者のそしゃくであるとか、そういう部分で感染する場合が多いようです

が、そういう危険性もなくなるということもあって、健康が維持できるだろうということ

もありますし、通常の生活では人から人へのもちろん感染はないのですが、ほぼそしゃく

の部分だったりするというふうに私は聞いております。 

 そういうお話を、講演会も開くべきだと思っておりますし、また、帯広市では平成２８

年度から検査を実施しておりまして、平成２７年度、平成２８年度の２年間において１０

５名の保菌者といいますか、感染者という報告もされております。また、検査だけではな

く、除菌につなげるように勧めていくことがいいと私は思っておりますが、先ほど町長は

５３市町村で実施、私は５６と言ったのですが、平成３１年度以降検討中のところも３町

村ございまして、これからまたどんどんふえていくということになってくると思います。

本別町の子どもの将来を考えたときに、年々年もとりますし早目に行うことがいいと考え

ます。 

 帯広市においては、保護者対象の講演会、学校関係者、行政も含めての北大の胃がん研

究センターの先生の講演会があったと聞いております。そういう関係の保護者を対象にし

た研修会、講演会を開催し、理解を深めていくことは考えられないのか、その点について

再度お伺いいたします。 

○議長（高橋利勝君） 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美君） 藤田議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、勉強する機会についてというところで、確かにこの２年間、町としてということ

での講演会等は実施をしていなかったかなというふうに思います。ただ、どういうふうに

啓発をしていくのかというところでは、町民全体という部分ですとか、あるいは学校教育

の部分、学校の保健指導の部分というところもあるかというふうに考えておりますので、

まず、そういう関係者での認識を一致させていくということは、これから必要になってく

ることかなというふうに思ったところでございます。 

 あと、早い段階での除菌というところで、中学生に対してのピロリ菌の検査というとこ

ろなのですけれども、この点に関しては、いろいろな説を唱えられる先生がおられるとい

うふうな状況なのではないかというふうに捉えております。 

 前回の御質問のときにも、厚生労働省のがん検診のあり方に関する検討会のことも御説

明をさせていただいたかと思いますが、そちらの検討会につきましては、ピロリ菌が胃が

んの予防抑制、胃がん発生の抑制、死亡率の減少の効果に対して、まだピロリ菌の抗体検

査というのは根拠が十分に蓄積されていないので、検診としてこれからどう扱うべきかと
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いうのは、引き続き検証をしていくのだというような見解にとどまっております。 

 今もそういう状況であるということで、年齢を引き下げてやっていくという部分につい

ては、やはり反対の説を唱える先生の意見とかも聞きますと、無症状の中学生とか子ども

に対して抗生剤の投与というのですか、お薬を使うことというのがどうなのだろうかです

とか、耐性菌の問題だとかアレルギーの問題だとか、いろいろなことを考えると、もう少

し慎重になるべきではないかという意見を呈されている先生もおられます。 

 家庭内感染を防いでいくというようなところは、私たちも予防としては非常に重要かと

いうふうに思っておりまして、今回、がん検診のオプションとしてピロリ菌検査を一番低

いところでは３５歳、あと４０歳以上というふうにやっているものをピロリ菌に関しては

もう少し３０代とか２０代とか若い世代に引き下げて、まずは自分がこれから親になるよ

うな方々がきちんとピロリ菌を認識して予防に努めるということで子どもへの垂直感染、

親から子どもへの感染を防ぐこともできると思いますし、家庭の中からの予防意識を高め

ていくということも可能ではないかというふうに考えておりますので、来年度につきまし

ては、その方向で少し実施できないかということを検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝君） 藤田直美君。 

○１１番（藤田直美君） 知識の部分ですとか、また、各お医者様の関係も認識の違いが

あるということでしたので、私も聞いている中ではそういう考えのお医者様も確かにおり

ました。 

 ですが、副作用に関しては、副作用のリスクより胃がんにかからないという胃がんにな

るリスクを考えたときには、服作用というのは１週間の薬の服用、１５歳以上の服用とい

うのは、やはり副作用に対応できるということで１５歳以上というふうになっているよう

でございます。嘔吐と下痢が３日ほど続くような副作用しか今のところは確認されていな

いということでありますし、そういう安全性の部分も含めてですが、やはりもっとその辺

の勧めているところの町村の考えですとか、行なっている受け入れ体制ですとか、そうい

う部分というものをもっと聞いてみるのはいかがかなと思います。 

 来年度においては、そういうものも含めてがんに対する知識ですとか母子感染の部分で

すとか、前回も言いましたが、そしゃくの部分を気をつける啓発もしていただけるという

ことでしたので、そのように進めていただきたいと思うのと、もっと講演会というか勉強

をする機会というものをつくっていただきたいと思います。 

 帯広市でのアンケートでは、１００人ぐらい来ていただいた中で９０パーセント以上が

受けさせたい、除菌させたいという方だったようです。その講演を聞いたときに。それを

聞きますと、やはり少しでもそういう可能性があるのであれば、受けてみたいと思う方が

いるのだということと、私がお話しした中学生の親御さんの中では、ほとんど皆さんそう

いうふうにお話をされていたので、ぜひそういうお話も周知していくような方向でするべ

きではないかと思いますが、その点についてもう一度伺います。 
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○議長（高橋利勝君） 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美君） がん予防に対する啓発という部分につきましては、これ

は胃がん検診にかかわらずいろいろな部分で必要なことではないかというふうに考えてお

ります。ピロリ菌も含めての部分で、健康管理センターだよりですとか、そういうものも

活用しながら適宜必要な情報提供ですとか、そういうものは行なっていきたいというふう

に考えております。 

 あと、勧めているところの状況も確認もしながらというようなところですが、私たちも

幾つか実施している町の状況ですとかも聞かせていただきました。あくまでもこれは法定

の検診というか、決められた検診ではないので、親御さんの考え方で受ける受けないが決

まってくると思いますが、１次検診、最初の尿検査まではある程度受けてくれても、そこ

で陽性になった後、きちんと２次検査に行かないですとか、あと２次検査に行かないので

当然除菌もされないというような自治体も結構あるというような話も伺っております。そ

ういうことを鑑みますと、やはり啓発の部分ですとか、あとは保護者の皆さんにも予防の

重要性を知ってもらうために、まず、みずから検診を受けていただくというようなところ

も非常に重要かというふうに考えておりますので、今後も実施市町村の状況ですとか、厚

労省の動きですとかも確認をしながら検討はさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○１１番（藤田直美君） 終わります。 

○議長（高橋利勝君） これで一般質問を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 議案第６６号 

○議長（高橋利勝君） 日程第３ 議案第６６号平成３０年度本別町一般会計補正予算（第

１０回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸君） 議案第６６号平成３０年度本別町一般会計補正予算（第１０

回）について、提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正は、元職員の業務上横領に係る弁済金等の計上、新たなふるさと納税専用サ

イトを導入することに伴う寄付金の増額及び返礼品等の関係経費、本別町居住支援協議会

補助金、畑作構造転換事業補助金の追加、橋りょう長寿命化事業の調整が主なものであり

ます。 

 予算書の１ページをお開きください。歳入歳出予算補正。第１条、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ９,２３８万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ６８億７,５８０万８,０００円とする内容であります。 

 それでは、歳出から事項別明細書により、主なものについて御説明いたします。 

 １２ページ、１３ページをお開きください。２、歳出ですが、２段目にあります、２款
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総務費１項総務管理費１目一般管理費４節共済費５６９万７,０００円の増額補正は、一般

職に係る市町村職員共済組合追加費用等負担金が確定したことにより調整するものであり

ます。 

 その下の８節報償費７５０万円の増額、１２節役務費１６２万円の増額及び次にござい

ます１４目基金費２５節積立金中、個性あるふるさとづくり基金積立金１,５００万円の増

額補正は、新たにふるさと納税専用サイトを１カ所導入することに伴い、寄付金の増収を

見込み補正するものであります。 

 同じく、２５節積立金中、公共施設等整備基金積立金１万円の増額補正は、寄付者の意

向により積立を行なうものであります。 

 上の１目一般管理費に戻りまして、１１節需用費、庁舎等修繕料５０万５,０００円の増

額補正は、職員住宅２棟の屋根を早急に修繕する必要が生じましたので補正するものであ

ります。 

 ２目下の１７目諸費１９節負担金補助及び交付金３６万７,０００円の増額は、自治会へ

交付いたします街路灯維持費交付金を実績に基づき、調整するものであります。 

 一番下段にあります、３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費２３節償還金利子

及び割引料８５２万９,０００円の増額は、平成２９年度障がい者自立支援給付費及び医療

費負担金の実績確定によりまして、平成２９年度に交付されました国と道費負担金の精算

により返還するものであります。 

 １４ページ、１５ページをお開きください。上段にあります、２項老人福祉費１目老人

福祉総務費１９節負担金補助及び交付金２３０万円の補正は、本別町居住支援協議会に対

する国庫補助事業が採択されたことによるものであります。 

 次の２目養護老人福祉施設費１３節委託料防火設備定期検査業務委託料５万円及び１８

ページ、１９ページをお開きください。一番下段にあります、１０款教育費４項社会教育

費２目公民館費１３節委託料、防火設備定期検査業務委託料１５万６,０００円の補正は、

建築基準法の改正に伴い、特定建築物等の定期検査報告以外に、新たに防火設備の定期点

検報告が義務付けられたことから補正するものであります。 

 １４ページ、１５ページへお戻りください。中段の４款衛生費１項保健衛生費６目環境

衛生費１９節負担金補助及び交付金、公衆浴場経営経費助成８０万円の減額補正は、町内

の公衆浴場廃業による調整であります。 

 下段の４項病院費１目病院公営企業費１９節負担金補助及び交付金３万８,０００円、２

４節投資及び出資金２００万円の増額補正は、医療機器の更新に伴うものであります。 

 一番下段にあります、６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費１９節負担金補助及

び交付金、畑作構造転換事業補助金４,６５４万５,０００円の補正は、本別町農業協同組

合を事業主体とする馬鈴薯荷捌機１台の導入、仙美里地区馬鈴薯機械利用組合を事業主体

とするポテトハーベスター１台のリース経費など５事業に対する補助金であります。なお、

この事業は国による補助事業でございます。 
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 １６ページ、１７ページをお開きください。１段目にあります、７款１項商工費６目消

費者対策費１１節需用費５５万６,０００円の補正は、北海道消費者行政推進事業を活用し、

消費者問題啓発資材を購入するものであります。 

 中段にあります、８款土木費２項道路橋りょう費４目橋りょう維持費１３節委託料２,６

９０万円の減額、１５節工事請負費２,６９０万円の増額補正は、交付金事業の執行見込み

により調整するものであります。 

 別添の予算説明資料をお開きください。右側２段目の補正事業説明でございますが、社

会資本整備総合交付金本別町管内橋りょう長寿命化事業ですが、橋りょう補修、架換工事

については、補正前１億６６６万３,０００円を補正後１億３,３５６万３,０００円に増額

し、下段の橋りょう補修調査設計委託については、補正前４,５２０万円を補正後２,４１

０万円に、次の橋りょう計画策定については、補正前１,５００万円を補正後９１３万５,

０００円に減額し、物価調査については、補正前４０万円を補正後４６万５,０００円に変

更するものです。なお、総事業費１億７,６２６万３,０００円は変更はございません。 

 左側の事業費ですが、補正額については、地方債を２００万円増額し、一般財源を２０

０万円減額しております。 

 この資料での説明は省略させていただきます。 

 予算書にお戻りください。１６ページ、１７ページをお開きください。一番下段の、５

項住宅費１目住宅管理費１１節需用費、修繕料２３４万２,０００円の増額補正は、公営住

宅等の今後の修繕見込みによる調整でございます。 

 １８ページ、１９ページをお開きください。上段の９款１項消防費２目非常備消防費８

節報償費、消防団員退職報償金１１５万８,０００円の補正は、消防団員１名の退職に伴う

ものであります。 

 その下の、１８節備品購入費、多目的テント１０万円の補正は、本別町にお住まいの匿

名の方からの寄付により購入するものであります。 

 以上で歳出を終わりまして、６ページ、７ページをお開きください。１、歳入でござい

ますが、１段目の１款町税１項町民税１目個人２節滞納繰越分１４万１,０００円、下段に

ございます、２項１目固定資産税２節滞納繰越分１０万３,０００円の増額補正及び８ペー

ジ、９ページをお開きください。一番下段にございます、１９款諸収入４項１目７節雑入

中、上から４行目の町税損害賠償金１２５万１,０００円及び町税損害賠償金遅延利息分５

７万２,０００円の補正につきましては、元職員の業務上横領に係ります本人からの弁済金

を計上するものであります。 

 ６ページ、７ページにお戻りください。３段目の９款１項１目地方交付税の補正は、歳

入歳出の差額分を計上するものであります。 

 ２段下にございます、１３款国庫支出金２項国庫補助金２目民生費国庫補助金２節老人

福祉費補助金、住宅市場整備推進等事業費補助金２３０万円の補正は、歳出で説明いたし

ました、本別町居住支援協議会に対する国庫補助事業が採択されたことによるものであり
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ます。 

 下段の１４款道支出金２項道補助金４目農林水産業費道補助金１節農業費補助金４,６

５４万５,０００円の補正は、歳出で説明いたしました畑作構造転換事業補助金に対して、

北海道を通じ国より全額補助されるものであります。 

 一番下段にあります、１０目商工費道費補助金１節商工費補助金 ６０万円の補正は、消

費者問題啓発資材購入費に対して補助されるものであります。 

 ８ページ、９ページをお開きください。２段目にございます、１６款１項１目寄付金１

節総務費寄付金中、公共施設等整備基金指定寄付金は、嫌侶墓地利用有志一同様からの指

定寄付金であります。 

 下の個性あるふるさとづくり基金１,５００万円の増額補正は、歳出で説明いたしました、

今回、新たにふるさと納税専用サイトを１カ所導入することにより、寄付金の増収を見込

み補正するものであります。 

 次の５節消防費寄付金、消防団物品購入費１０万円の増額補正は、本別町にお住まいの

匿名の方からの指定寄付金でございます。 

 下段の１７款繰入金１項１目特別会計繰入金１節介護保険事業特別会計繰入金５５１万

８,０００円の補正は、平成２９年度繰越金の確定による精算償還金であります。 

 １０ページ、１１ページをお開きください。２０款１項町債２目衛生債１節病院債２０

０万円の増額補正は、医療機器の更新に伴うものであります。 

 次にあります、４目土木債１節道路橋りょう債２００万円の増額補正は、橋りょう長寿

命化事業の事業費調整に伴うものであります。 

 以上で歳入を終わらせていただき、４ページをお開きください。 

 第２表債務負担行為補正でありますが、１、追加。これは、平成３１年４月からのごみ

収集運搬業務を実施するために設定するものです。事項、ごみ収集運搬業務委託、期間、

平成３１年度から平成３５年度、限度額、２億５,５１４万７,０００円に金利変動、物価

変動等に伴う増減額を加算し、消費税及び地方消費税の額を加算した額とするものでござ

います。 

 次に、５ページをお開きください。第３表、地方債補正でありますが、１、変更。これ

は、事業の追加、事業費の調整に伴い限度額を変更する内容であります。起債の目的、公

共事業等７,２４０万円を７,４４０万円に、過疎対策事業３億３,３２０万円を３億３,５

２０万円に変更するものであり、起債の方法、利率、償還の方法は変更ございません。 

 以上、平成３０年度本別町一般会計補正予算（第１０回）の提案説明にかえさせていた

だきます。よろしく、御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝君） これから質疑を行ないます。 

 質疑は、歳入歳出、地方債補正等一括とします。 

 梅村智秀君。 

○３番（梅村智秀君） それでは、議案第６６号平成３０年度本別町一般会計補正予算（第
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１０回）についてお伺いいたします。 

 歳出の３款民生費３項児童福祉費、１４ページ、１５ページになります。１８節備品購

入費５５万円の減額、こちら車両普通自動車と御記載があります。また、続きまして下段、

２７節公課費２万円、自動車重量税の減額となっております。こちら発達支援センター事

業と記載がありますが、こちらについての詳細をお伺いいたします。 

 続きまして１６ページ、１７ページ、７款商工費１項商工費６目消費者対策費１１節需

用費５５万６,０００円、消耗品費啓発資材等、こちら提案説明がありました、消費者対策

にかかわる物品を購入ということでございますが、どこからどういった物を購入されたの

か詳細をお伺いいたします。 

 続きまして１２節役務費１万２,０００円、こちら手数料折込とございますが、こちらに

ついても同様にお願いいたします。 

 続きまして１８ページ、１９ページ、１０款教育費４項社会教育費２目公民館費１３節

委託料１５万６,０００円、こちら業務委託料、防火設備定期検査、公民館事業、こちらも

御説明いただきました建築基準法の改正に伴って定期検査が必要になったという御説明ご

ざいましたが、どこの業者がどのように定期点検を行なうのか、その選定に当たって何社

等比較されたのかとか、そういったことを詳細御説明いただければと思います。こちらに

ついては、地方自治法第２条１４項におきまして、最小の経費で最大の効果をあげるよう

にしなければならないと、常に計画的で効率的な運用に留意することが求められてござい

ます。 

 御質問を何点か質疑させていただきますが、該当しないことについては答弁を求めませ

ん。 

 １番目、当初予算に立てられなかった理由、またはその事由等ありましたらお聞かせく

ださい。 

 また、これを補正予算に上げられました目的についてお聞かせください。 

 ３番目、この補正予算に上げられた必要性、こちらについてお答えください。 

 ４番目、この補正予算に上げられて事業を遂行するにあたって、得られる効果について

お聞かせください。 

 つまりは妥当性、合理性、こちらがあることについて御回答いただきたいです。 

○議長（高橋利勝君） 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次君） 質問にお答えさせていただきます。私のところは１４

ページ、１５ページの３款民生費３項児童福祉費４目児童発達支援センター費１８節備品

購入費と、２７節の公課費についてお答えをさせていただきます。 

 当初予算を３月議会で通していただきました。３月予算に出す場合に、事前に原課のほ

うで予算要求をいたします。その時点では新車の購入、約１,２００ＣＣの４ＷＤ、自動ブ

レーキシステムの車が適当と課で判断をし、予算要求をさせていただきました。新年度に

なりまして執行する段階で、当然同じ１社で見積り合わせをすることにはなりませんので、
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同じような１,２００、４ＷＤ、自動ブレーキシステムが備わっている物同士で競争をしな

いと競争の原理が働きませんので、本別にありますトヨタ３社、マツダ１社、日産１社、

計５社にカタログ等とか、私が赴きまして、営業の方と１,２００、４ＷＤ、自動ブレーキ

システムで同じ土俵で見積りをしたいということを相談しました。その結果、同じ状態で

はできないということが判明しまして、４ＷＤでは競争ができない、自動ブレーキシステ

ムは競争ができないということで、１,２００ＣＣの車で見積り合せをしました。結果とし

て、予算いただきました１９７万５,０００円より少ない価格の車でしたので、５５万円の

減額とさせていただきます。 

 次に２万円の減でありますが、これはエコカー減税が入っておりますので、この分の２

万円を減額させていただきました。以上であります。 

○議長（高橋利勝君） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也君） 私のほうからは消費者行政の関係の、ページでいいます

と１６、１７ページの関係でございますけれども説明させていただきます。 

 まず、需用費５５万６,０００円の内訳でございますけれども、この事業につきましては

消費者問題の解決のために、いわゆる消費者被害等の削減のために使いなさいというよう

な趣旨の交付金でございまして、今現在考えておりますのは、全世帯に配布する啓発チラ

シ、それから環境問題、レジ袋の削減等で考えておりますエコバックを作成いたしまして、

啓発をさせていただきたいと考えております。 

 当初で組めなかった理由でございますけれども、これが道の補助金ということでござい

まして、決定が８月６日というようになっておりまして、そういったタイミングの問題か

らですね、この時期の補正となっております。 

 必要性等でございますけれども、一つでもですね、いわゆる消費者被害にあわないよう

にするということを目的としておりまして、基本的に効果として表れるのは、私どもに寄

せられる消費者相談の件数の減少がですね、そういったものの効果として表れるというふ

うに考えております。以上です。 

○議長（高橋利勝君） 阿部社会教育課長。 

○社会教育課長（阿部秀幸君） 梅村議員の御質問にお答えしたいと思います。中央公民

館の１３節委託料の防火設備定期検査についてのお話をさせてもらいます。 

 これにつきましては当初、予算のほうには計上しておりません。これについての内容を

説明させていただきます。 

 中央公民館につきましては、もともと消防法に基づく消防設備の保守点検等で年２回の

点検、それから建築基準法に基づく特定建築物の定期報告制度によりまして、３年に１度

の定期調査報告を行なっております。この定期報告調査につきましては、実のところ昨年

２９年がちょうど対象年になっておりまして、昨年報告を行なっております。 

 それで、今回この建築基準法の改正によりまして、今年度から防火設備について、点検

報告を総合振興局へ提出することとなりました。 
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 これにつきましては、平成２５年に福岡で発生した火災事故におきまして、火災時に自

動開閉するはずの防火扉が正常に作動しなくて、大きな犠牲者が出ましたということで、

その教訓からこの事故の再発防止策として、防火設備の点検に関する規定が強化されたも

のでございます。 

 それで、平成２９年３月時点では総合振興局から来た通知において、防火設備の報告に

ついては経過措置期間ということで、３０年度までは報告不用ということでした。ですが、

ことし６月に改めて通知が来まして、３０年度から報告が必要という通知が来ましたので、

振興局のほうへ開始年度の確認をさせていただいております。確認いたしましたところ、

開始当初の経過措置期間が平成２８年６月１日から３年間、平成３１年５月３１日までと

いう形になっておりましたが、各都道府県の行政長の判断、北海道につきましては平成２

８年、２９年度は報告の必要がなくて、３０年度から確認が必要ということを確認された

ということですので、それによりまして今回計上させていただいたところです。 

 この検査につきましては、ことし追加でさせていただくことにはなるのですが、今後こ

れにつきましては、強化によってまいとし検査報告が求められるということになりますの

で、全ての防火設備について作動させなければならないということになりました。 

 公民館の点検箇所でございますけれども、階段がそれぞれございます。１階から３階ま

でですね。その階段の上下に設置されている防火扉、公民館におきましては６カ所ござい

まして、随時閉鎖式です。普段は開いておりまして、煙の感知機によって反応して閉まる

というものでございますけれども、この点検を行なう内容となってございます。以上です。 

○議長（高橋利勝君） 梅村智秀君。 

○３番（梅村智秀君） それぞれ御回答いただきまして、１４ページ、１５ページ、子ど

も未来課長に御回答いただきました件です。こちらですね、１,２００ＣＣを絶対条件とさ

れたようなのですけれども、こちらその１,２００ＣＣにこだわられた理由というのが何か

あるのでしょうか。あればお聞かせください。 

 次１６ページ、１７ページの高橋企画振興課長に御回答いただきました件です。こちら

については、見込まれる効果として相談件数の減少ということでございますが、現在どの

位の相談が寄せられて、見込まれる件数、どの位の減少件数が見込まれるのか、お考えを

お聞かせください。 

 続きまして１８ページ、１９ページ目なのですけれども、こちら第１０款の教育費、防

火扉の件で御回答いただきました。こちらについて、１５万６,０００円の定期検査に係る

費用の内訳といいますか、業者さんに委託しているのであれば、そちらの選定についてど

のように選定されたのかとか、いわゆる相見積もりとかそういったものをとられたのかと

か、そういったことをお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝君） 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次君） 車両の購入の１,２００ＣＣにこだわった理由なのです

けれども、経費が一番安いのは軽自動車が一番安いのかなと思います。児童発達支援セン
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ターの使用目的が町内に限定されず、十勝管内、もしくは管外にも行くような研修、出張

がございますので、軽はまず排除させていただきました。ただし大きな車になりますと当

然、議員わかっているとおり車両の値段も上がります。１,４００だとか１,２００あるか

と思いますけれども、当然営業の方からカタログを見せてもらって、１,２００のほうが安

いという判断もあります。１,２００に絶対こだわったわけではないですけれども、１,２

００が適当という判断の中で新年度予算に要求をさせていただきまして、議決をいただき

ました。以上であります。 

○議長（高橋利勝君） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也君） 消費者相談の件数の状況でございますけれども、平成２

９年度につきましては１４件。このほとんどがはがきによる架空請求、ちょっとマスコミ

等でもございましたけれども、裁判所からの連絡ですというようなことでございます。今

年度に入ってからは、今のところゼロということでいう状況でございます。以上です。 

○議長（高橋利勝君） 阿部社会教育課長。 

○社会教育課長（阿部秀幸君） 梅村議員の質問にお答えしたいと思います。この防火扉

の検査の内容でございますけれども、これにつきましては建築基準法に基づいた検査とな

っておるというお話は先ほどさせていただいたところですが、点検の内容でございますけ

れども、感知器との連動閉鎖確認であったり、機能点検、ボルトやネジ類の増し締め、注

油等を行なって、なおかつ閉鎖時点の速度も調査するということでございまして、内訳に

つきましては、防火設備の当然報告書が必要となりますと報告書、それから煙感知器との

連動にかかわる点検、それから防火戸の動作点検、現地での立会検査を必要としますので、

内訳として入ってございます。これに伴いまして、新たに国土交通大臣が交付した防火設

備検査員の資格を持った者と、あと町内には１級、２級建築士の方がいるということでは

ありますけれども、検査器具等がちょっとないということもありまして、見積もりをいた

だいた中で積算をさせていただいているところでございます。以上です。 

○議長（高橋利勝君） 梅村智秀君。 

○３番（梅村智秀君） それでは１６ページ、１７ページの企画振興課長に御回答いただ

いた件、こちら啓発のチラシと、環境を考えられたエコバック、こちらの作成を考えられ

ているということなのですが、依頼する業者さん、こちらについての選定について、何社

位比較されたのか、またその業者さんは町内業者さんなのか、またその業者さんを選ばれ

るについて考えられている理由というのですか、そういったものがもしありましたらお答

えください。 

○議長（高橋利勝君） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也君） 御質問にお答えいたします。基本的にそのチラシ、ある

いはエコバックにつきましては、当然地元企業で扱える物については地元で調達したいと

いうふうに思っております。啓発チラシ等につきましても、これまでの実績等ございます

ので、それらを踏まえた中で算定しながら対応していきたいというふうに考えております。 
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 まだ、これからということになりますので、補正予算をお認めいただいてからの着手と

いうことになりますので、当然今議員言われたように地元調達、そして扱える業者さん等、

そして金額に応じて当然見積り合せ等々ございますので、それにつきましては必要な手続

に沿った形で購入していきたいというふうに考えていきたいと思います。以上です。 

○議長（高橋利勝君） ほかにございませんか。 

 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） 先般説明いただいたものと合わせてなのですけれども、まずペ

ージでいうと６ページ、７ページの説明がありましたけれども、滞納繰越分で個人が１４

万１,０００円、固定資産税で１０万３,０００円という部分は、不納欠損分と町の未納分

という分け方で説明いただいた分でいいますと、今の二つは町の未納分にあたるのかなと

いうふうに思って見ております。それが正しいかどうかということで伺います。 

 それから９ページの一番下ですね。諸収入になる部分で、これは説明がありましたとお

り、７節雑入ですね、それの記述の下から二番目と一番下ということで、町税損害賠償金、

これは説明いただいた中では不納欠損分だというふうに理解をしているところです。それ

からその下の延滞利息、これが５７万２,０００円、これも説明いただいた数字だと思って

おります。そして聞きもらしたかもしれませんが、町の未納分の中で、町税の２４期分の

６５万５,０００円の部分がどこにあるのかを、まず御指摘をお願いしたいと思います。 

 私が今述べたことが、まず間違っている部分は指摘をして説明をいただきたいと思いま

す。 

 今度、別な話です。９ページの１節総務費寄付金で二つ目に書いてある個性あるふるさ

とづくり基金、説明の中では新しいシステムの導入で１,５００万円ほどの補正をするとい

うことで、かなり大きな金額だというふうに理解するのですけれども、新システムの導入

でこれだけの増があるという、その辺の説明をもう少ししていただきたいということです。

大きくは２点です。 

○議長（高橋利勝君） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸君） それでは私のほうからは、寄付金の個性あるふるさとづくり

基金の関係、ちょっと御説明をさせていただきます。この関係につきましては６月に補正

をいたしまして、新しいシステムといいますか、仕組みを導入させていただきまして、そ

れ以降関係者と協議を行なってまいりました。 

 今回補正をした中身でございますが、ふるさと納税の専用サイトがございます。今ふる

さとチョイス１カ所で、本別町の特産品を紹介しながら寄付をしていただいているのです

けれども、今回もう１カ所、楽天を予定をしておりますが、そちらのほうの専用サイト開

設をして寄付金の増収を見込んだということでございます。 

 これまでの協議の中で、おおよそ３０パーセント程度は増額できるのではないかという

ことで１,５００万円を増額しております。関連して、歳出のほうもそれに伴います寄付金

ですとか、あとその利用する際の手数料等を計上したところでございます。以上です。 



- 43 - 
 

○議長（高橋利勝君） 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重君） 歳入、個人住民税と固定資産税等につきましては、阿保議員

がおっしゃるとおり、未納部分と不納欠損で充当処理された分が足ささった金額が来てお

ります。そのあとの雑入のほうの町税損害賠償金の１２５万１,０００円というのが、不納

欠損処理して充当していないものと、道民税にまわった部分を引かさった数字がここに来

ております。その下の町税損害賠償金５７万２,０００円については遅延利息金の金額にな

っております。以上です。 

○議長（高橋利勝君） 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） ９ページの寄付金の項の個性あるふるさとづくりで、楽天のふ

るさと納税を扱うシステムを導入するということで、その楽天の実績というかポータルサ

イトをふやしたから当然いろんな人が見る可能性がふえるので、当然ふえるということは

私もわかりますけれども、楽天を選んだという一つの理由づけみたいなものがあれば伺い

たいというふうに思います。 

 それから未納分の関係ですけれども、今の説明でわかりました。結論からいいますと。

ちょっと私の見ている資料が、合計額の部分が６５万５,０００円と言ったのが合計額の分

だということが今気が付きましたので、理解しました。ありがとうございます。 

○議長（高橋利勝君） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸君） 阿保議員の御質問にお答えいたします。今回ポータルサイト

の楽天を選定した理由でございますけれども、いろいろと資料を取り寄せまして、その中

でいろいろ比較検討させていただきました。６月に補正をして新たに提携をしました事業

者の方とも意見交換をする中で、サイトとしての集客力、それと寄付の実績、そういった

ものを比較して、楽天が他のポータルサイトよりも実績含めて伸びている、優位であると

いうことをいただきまして、それで楽天のほうに選定をさせていただきました。 

 サイトの特色というのはいろいろございますけれども、ふるさとチョイスと呼ばれる所

は、ふるさと納税の情報を提供するというスタンス、基本的な情報収集におすすめのサイ

トということでお聞きしています。やっぱり楽天は楽天市場といいますか、そういった所

での利用者が多いということと、利用される方には楽天のサイトを利用して、例えば物を

購入するときもそうなのですけれども、今回のこのふるさと納税をされるときもポイント

が付与されるような仕組みになっているということで、そういう意味で楽天を利用される

方が多いというふうにお伺いしております。以上です。 

○議長（高橋利勝君） ほかにございませんか。 

 大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） ３点ほど。 

 １点目は歳出の１７ページでございます。橋りょう維持費の委託料と工事請負費の関係

でございますが、事業費が一億六百万円ほどですか、そのうちの二割五分ほどの金額の節

の流用をしております。これは地方自治法上何ら問題ないのですが、委託費で２,６００万
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円減額しているということは、今回の長寿命化の調査設計が全て終わったのか、全体の計

画している調査設計委託が全部終わったので本工事に入れたのか、その辺を明快にお答え

いただきたいということ。 

 ２点目は歳入の、これは今話題に上りました、９ページの元職員の関係でございます。

これは簡単明瞭にいきますと、当初から二百三十万円ほどで、いろいろ手数料等々入って

六十万円ほどで二百八十万円位ということで、マスコミ等も動いてございました。こない

だの説明では北海道の分もあるということでございましたので、それらを再度、申しわけ

ないのですけれども、額を明快にお知らせいただきたいということと、元職員が最高裁で

棄却されているということでございますから、この二百数十万円、北海道税も入れてです

ね、それで元職員との補償をいただいて、とりあえずは今までの分については額的な精算、

金の流れとしては精算できるということの解釈でよろしいのでしょうか。その辺を明快に

お答えいただきたいということでございます。 

 ３点目でございます。４ページの債務負担行為でございますが、これは債務負担行為の

補正でございますから、この時期の補正ということでございまして、来年度からになりま

すね。それで来年度からのごみの収集でございますから、複数年に渡っての契約というこ

とになろうかと思うのですが、この一連の流れといいますか、ごみの収集の仕方が来年の

４月から変わるということでございますから、それらが大きく影響しているのか、はたま

た影響しないで、今の補正でございますから、今ある元の予算の額で補正をして、また新

たに来年度、正式にまた増額してやっていくのか、その辺、今わかっている範疇の中で、

３点ほどお聞きしたい。 

○議長（高橋利勝君） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有君） 大住議員の１番目の質問にお答えをさせていただきます。

調査設計、全て終了しているかということでございますが、今現在では全て発注をさせて

いただいております。５つの委託がございまして、今現在３つの補修委託と、橋りょうの

個別施設計画を１本やっております。あと実勢価格調査という５つの委託で、全て今発注

して、それの執行残という見込み額での補正としております。以上です。 

○議長（高橋利勝君） 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重君） 大住議員にお答えいたします。まず今ここに出ている金額、

町民税が１４万１,０００円、こちらに今回補正額出ている１４万１,０００円と、固定資

産税が１０万３,０００円で、それと国保税の分がありまして、このあと国保税のほうの補

正出て来ますけれども、国保税の全体の金額が４１万円です。北海道のほうに行く部分が

３４万４,０００円。それとあと、雑入が遅延分の５７万２,０００円となっております。 

 これで終わりかという話で、この金額については本人からの弁済の意思があったのに、

今３月１日にもう納入されている部分は本人から弁護士に渡っていますので、その弁護士

からの金を、今回の補正で入った段階で終わりになる形ですけれども、今後最終的には調

査して、議員協議会でも話したように、その分は今後調査して、これから賠償請求するか
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どうか、示談となるか判断していきたいと考えております。 

○議長（高橋利勝君） 大和田副町長。 

○副町長（大和田 収君） 今の部分でございますけれども、今回の補正計上させていた

だいている分については、刑事裁判で立証された部分です。これは裁判になって、今本人

が弁済を認めた分ということですので、それに基づいて道の分と本町の部分で分けて予算

化をしたということです。 

 これからにつきましては、うちのほうでまだ担当調査しておりますので、そういう部分

が出て来た次第また、今度民事のほうになっていくと思いますので、そういう形で協議さ

せていただきたいと思います。 

 それからもう１点、債務負担行為につきましてです。これにつきましては今まで足寄の

銀河クリーンセンターのほうにごみを搬入をしていましたが、来年３１年４月から帯広市

のくりりんセンターへ搬入することになります。その部分の５年間の経費を、今回債務負

担行為として補正予算を追加させていただいたことになります。 

 そういう形で、これからは収集方法、それから分別も今協議をしておりますけれども、

そういう部分も詰めながら、４月からはスピーディーに速やかに移行できるような形でと

考えておりますので、事前にこのような形で取らせていただいた次第でございます。以上

です。 

○議長（高橋利勝君） 大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） 橋りょうの節の流用は理解いたしました。調査設計が終わったと

いうことでの解釈です。 

 元職員の関係は担当課長から細かく説明いただきましたけれども、私が求めたのはそう

いうことではなかったのです。今回の１２０万円と五十何万円で、とりあえず副町長から

説明あったように、刑事の部分では町としては終わったという解釈。あと、新たにこの間

中から説明ある額が十六万なにがしと、ほかに出てくるかもしれませんし、どうなるかわ

からない部分も含めて、新たに出てきたときには当然町民の皆さんにも報告あると思いま

すが、それは民事でやるというような、今の御答弁だったと思います。そういうことでよ

ろしいのかということの確認。 

 それと４ページの債務負担でございますけれども、５年間の契約云々ということでござ

います。帯広まで運ぶということで、もうこれは決まっていることでございますから、新

たに３１年度からですか、４月１日から、どこの業者がやるとか、そういうことをこれか

ら決めることだと思いますから、今回の補正には関係ないのでございますけれども、その

ときにまた３月定例なりで、債務負担の補正が出てくるという解釈でよろしいのでしょう

か。 

○議長（高橋利勝君） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸君） 私のほうから債務負担行為の関係、ちょっと御説明をさせて

いただきます。先ほど副町長からも説明をさせていただきました。今後５年間の、要する
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にこれから契約をすることによって発生する、町が負います債務の負担をここで定めてお

くと。要するに、この契約をするために必要な議決をいただくということでございます。 

 実際の委託契約というのは今後結ぶことになります。その委託にかかる予算そのものは、

３１年４月に単年度分、その年度分ですね、それを５年間計上していくわけなのですけれ

ども、今ここで定めております金額そのものが、例えばこれから契約をしていった段階で、

町のほうで積算をして積み上げた金額が下回るようであれば、それは債務負担行為補正と

いうのは発生するようになるというふうに思います。 

○議長（高橋利勝君） 大住啓一君。 

○６番（大住啓一君） 細かくわかりました。 

 ２点最終確認ですが、税金の元職員の関係、これは重要なことでございますので、これ

で解決ということではなく、我々にも報告受けています十六万円なにがし、二十数万円の

関係については逐一、臨時議会等もございますので、それらのことについては説明いただ

くということでよろしいかと思います。 

 それとごみの収集ですが、億のお金が動くことでございますから、当然議会の議決等も

必要になってくると思います。債務負担、今議決するのは、出てきたことですから、これ

から採決になると思いますけれども、この部分についても明快な説明を求めさせていただ

いた中での審議になると思いますので、その辺の考え方だけ再度。 

○議長（高橋利勝君） 大和田副町長。 

○副町長（大和田 収君） 税の関係につきましては、議員おっしゃるとおり、これから

新たなことが出て来ればその都度御報告等していきたいと思っております。 

○議長（高橋利勝君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） ごみ収集の関係、答弁させていただきますけれども、債務負担行

為ということでお願いをしているのですが、実は今の収集態勢になったときも債務負担行

為で、やっぱり複数年を担保しなければ、業者の方もそれぞれ設備投資だとか人的な配置

だとかいろいろあるものですから、単年度単年度というのはなかなか行かないということ

で、複数年ということで、前回からもそれお願いしています。今回も、今までの足寄から

帯広に変わるということで、運送費などを含めても、かなりまた金額も変わってきます。

ただ、それに対してまた複数年ということでお願いをして、その一定の金額を担保したと

いうことの、この今回の予算でありますが、これからですね、先ほど課長から言いました

ように、いろいろな運送方法含めて積算しながらですね、業者、何社で見積もりをさせて

いただいて、そこに参入していただく意思のある業者を選定させていただいて、そこで入

札をさせていただいて、最終決定をさせていただくと。こういう流れになると思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（高橋利勝君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第６６号平成３０年度本別町一般会計補正予算（第１０回）についてを採

決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６６号平成３０年度本別町一般会計補正予算（第１０回）について

は、原案のとおり可決されました。 

○議長（高橋利勝君） 暫時休憩いたします。 

午後 ２時４８分  休憩 

午後 ３時００分  再開 

○議長（高橋利勝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第６７号 

○議長（高橋利勝君） 日程第４ 議案第６７号平成３０年度本別町国民健康保険特別会

計補正予算（第１回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重君） 議案第６７号平成３０年度本別町国民健康保険特別会計補正

予算（第１回）につきまして提案内容を説明させていただきます。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５,９７２万３,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億５,０７０万３,０００円とする内容でござい

ます。 

 それでは、歳出から事項別明細書により、説明させていただきます。 

 ５ページ、６ページをお開きください。 

 ５款保健事業費１項１目特定健康診査等事業費１２節役務費８万１,０００円につきま

しては、特定健診データ提供が増加する見込みとなっているためのものです。 

 ６款１項１目基金積立金５,１７２万７,０００円の増額は、平成２９年度決算により、

剰余金の５,１３１万６,０００円と元職員の業務上横領にかかる弁済金４１万１,０００

円を基金に積み立てるものでございます。 
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 積立金の状況ですが、平成２９年度末現在２,３７４万８,０００円、今回の積立金５,１

７２万７,０００円の計７,５４７万５,０００円となっております。 

 ７款諸支出金１項償還金及び還付加算金３目償還金７９１万５,０００円の増額補正は、

療養給付費等負担金６３１万１,０００円などの精算償還金でございます。 

 続きまして、歳入ですが、３ページ、４ページをお開きください。 

 １款１項国民健康保険税１目一般被保険者国民健康保険税１節医療費給付分現年課税分

の補正は歳入歳出の差額分を計上するもので、４節医療給付費分滞納繰越金２９万１,００

０円、５節後期高齢者支援金分滞納繰越金７万８,０００円、６節介護納付金分滞納繰越金

４万２,０００円は、元職員の業務上横領に係ります本人からの弁済金を計上するものでご

ざいます。 

 ６款１項繰越金１目療養給付費交付金繰越金２２万円の増額補正は、退職者医療給付費

に係る過年度分交付金清算金でございます。 

 ２目その他繰越金５,９０１万１,０００円は、一般被保険者分の前年度からの繰越金で

ございます。 

 以上、議案第６７号平成３０年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）の説

明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝君） これから質疑を行ないます。 

 質疑は、歳入歳出一括とします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第６７号平成３０年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）に

ついてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６７号平成３０年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）

については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第６８号 

○議長（高橋利勝君） 日程第５ 議案第６８号平成３０年度本別町後期高齢者医療特別
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会計補正予算（第１回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重君） 議案第６８号平成３０年度本別町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１回）につきまして提案内容を説明させていただきます。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１万４,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億２,７４７万７,０００円とする内容でございます。補正

内容につきましては、平成２９年度の決算が確定したことに伴います繰越金の精算額でご

ざいます。 

 それでは、歳入から事項別明細書により説明させていただきます。 

 ３ページ、４ページをお開きください。 

 歳入ですが、４款１項１目繰越金１万４,０００円につきましては、平成２９年度決算に

基づく繰越金でございます。 

 ５ページ、６ページをお開きください。 

 歳出ですが、３款諸支出金２項繰出金１目一般会計繰出金１万４,０００円につきまして

は、平成２９年度決算に基づく一般会計への繰出金でございます。 

 以上、議案第６８号平成３０年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）の

説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（高橋利勝君） これから質疑を行ないます。 

 質疑は、歳入歳出一括とします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第６８号平成３０年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６８号平成３０年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１
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回）については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第６９号 

○議長（高橋利勝君） 日程第６ 議案第６９号平成３０年度本別町介護保険事業特別会

計補正予算（第２回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美君） 議案第６９号平成３０年度本別町介護保険事業特別会計

補正予算（第２回）について、提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正は、平成２９年度の決算及び決算見込みによる精算、介護支援専門員実務研

修受講に伴う地域支援事業交付金の増によるものであります。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,５９７万５,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億２,２９１万２,０００円とする内容でありま

す。 

 それでは、事項別明細書により御説明いたします。 

 ３ページ、４ページをお開きください。１、歳入ですが、４款１項支払基金交付金１目

介護給付費交付金２節過年度分２９４万１,０００円、および２目地域支援事業交付金２節

過年度分５１万９,０００円の補正は、前年度の実績確定による精算交付金であります。 

 次の段の７款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金２節地域支援事業繰入金４２

万９,０００円の補正は、介護支援専門員実務研修受講に伴う地域支援事業交付金限度額超

過分の増に伴うものであります。 

 次の段の８款１項１目１節繰越金３,２０８万６,０００円の補正は、平成２９年度決算

見込みによる前年度繰越金であります。 

 予算書の５ページ、６ページをお開きください。２、歳出ですが、３款地域支援事業費

２項包括的支援事業・任意事業費１目包括的支援事業費の９節旅費１１節需用費１９節負

担金補助および交付金は、介護支援専門員実務研修受講にかかる２名分の経費であります。 

 次の段の４款１項１目基金積立金２,１０３万４,０００円の補正は、前年度繰越金を基

金に積戻しするものです。 

 次の５款諸支出金１項償還金及び還付加算金２目償還金２３節償還金利子及び割引料８

９９万４,０００円の補正は、介護給付費に係る国庫負担金等及び地域支援事業に係る国庫

交付金等について、平成２９年度の実績確定に伴います精算償還金であります。 

 次の５款諸支出金２項繰出金１目一般会計繰出金５５１万８,０００円の補正は、決算に

よる前年度精算償還金であります。 

 以上、平成３０年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）の提案説明にかえ
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させていただきます。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝君） これから質疑を行ないます。 

 質疑は、歳入歳出一括とします。 

 梅村智秀君。 

○３番（梅村智秀君） それでは議案第６９号平成３０年度本別町介護保険事業特別会計

補正予算（第２回）について質疑を行ないます。 

 ページでいうと５ページ、６ページになります。２番歳出、３款地域支援事業費２項包

括支援事業・任意事業費１目包括的支援事業費９節旅費についてです。２９万３,０００円、

こちらについてはですね、ただいま介護に関する実務研修２名分ということですが、普通

旅費２９万３,０００円について具体的な内訳をお知らせください。 

 あわせてですね、当初予算に立てられなかった理由、またはこうした経緯に至った事由

あればお聞かせください。 

○議長（高橋利勝君） 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美君） 梅村議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 介護支援専門員実務研修受講の旅費２９万３,０００円でございますが、こちらは今年度

の研修の開催地が札幌市になります。日程が前期３日間、後期４日間という日程になりま

して、開催時間の関係上、前泊も必要になるものですから、２人分の札幌、それぞれの日

数かける２回を計上させていただいております。 

 当初に見込めなかった理由でございますが、今回受ける２名の職員につきましては、４

月の人事異動に伴いまして異動してきた職員でございまして、異動してきた段階で介護支

援専門員の資格を持っていないということで、今回補正で対応させていただきました。以

上です。 

○議長（高橋利勝君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第６９号平成３０年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）に

ついてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第６９号平成３０年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）

については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第７０号 

○議長（高橋利勝君） 日程第７ 議案第７０号平成３０年度本別町介護サービス事業特

別会計補正予算（第３回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 井戸川老人ホーム所長。 

○老人ホーム所長（井戸川一美君） 議案第７０号平成３０年度本別町介護サービス事業

特別会計補正予算（第３回）について、提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、選挙不在者投票経費収入の計上、防火設備定期検査業務委

託料の追加並びに執行残の係数整理が主な内容でございます。 

 それでは、予算書の１ページをお開き願います。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３万５,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２億９,６５８万円とするものであります。 

 それでは、事項別明細書により歳出から御説明させていただきます。 

 ３ページ、４ページをお開き願います。 

 中段の２、歳出。１款介護サービス事業費１項１目施設介護サービス事業費、２段目、

１３節委託料、防火設備定期検査業務委託料５万円の増額補正は、建築基準法改正により

まして、防火設備点検報告が義務付けられたことによる補正であります。 

 １段戻りまして、１２節役務費、受水槽清掃、飛びまして１８節備品購入費マットレス

の減額補正は、見積り合わせ執行残による係数整理でございます。 

 続きまして上段の歳入でありますが、１、歳入。４款繰入金１項他会計繰入金１目１節

一般会計繰入金２万９,０００円の増額補正は、歳出で説明しました事業執行見込みにより

まして増額するものであります。 

 下段の、６款諸収入１項１目１節雑入６,０００円の増額補正は、町議会議員選挙不在者

投票経費収入、利用者８人の不在者投票人数確定により補正するものでございます。 

 以上で、平成３０年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第３回）の提案説明

とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝君） これから質疑を行ないます。 

 質疑は、歳入歳出一括とします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第７０号平成３０年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第３回）

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７０号平成３０年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第

３回）については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第７１号 

○議長（高橋利勝君） 日程第８ 議案第７１号平成３０年度本別町公共下水道特別会計

補正予算（第２回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有君） 議案第７１号平成３０年度本別町公共下水道特別会計補

正予算（第２回）について、提案理由を説明申し上げます。 

 補正の概要につきましては、勇足地区で新築物件があるため、浄化槽工事の増額補正を

するものでございます。 

 それでは、補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５５７万３,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億９,３９２万２,０００円とする内容でございます。 

 事項別明細書により歳出から説明をいたします。 

 ４ページの中段をお願いいたします。２款土木費１項下水道費２目個別排水処理施設新

設費１５節工事請負費５５７万３,０００円の増額は、当初設置予定の浄化槽は５人槽２基、

７人槽４基、１０人槽２基に対しまして、現在５人槽２基、７人槽３基、２０人槽１基が

工事執行済みでございましたが、新たに勇足地区での新築物件が、１４人槽の予定がある

ため、増額し対応するものでございます。 

 ４ページの上段の歳入をお願いいたします。４款１項繰入金１目１節一般会計繰入金６

２万７,０００円の減額は、個別排水処理事業の起債対象事業費の増による収入の調整によ

るものであります。 

 ７款１項町債１目土木債１節下水道債６２０万円の増額は、歳出で説明いたしました、

工事請負費の増及び浄化槽の設置人数の槽の増による起債対象額の増によるものでござい
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ます。 

 ３ページにお戻りください。第２表、地方債補正、１、変更。 

 起債の目的、個別排水処理施設整備事業の限度額１,４３０万円を２,０５０万円に改め

るものであります。 

 起債の方法、利率、償還の方法は変更ありません。 

 以上、平成３０年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）の説明とさせていた

だきます。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝君） これから質疑を行ないます。 

 質疑は、歳入歳出、地方債補正一括とします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第７１号平成３０年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）につ

いてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７１号平成３０年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）

については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第７２号 

○議長（高橋利勝君） 日程第９ 議案第７２号平成３０年度本別町国民健康保険病院事

業会計補正予算（第２回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 藤野病院事務長。 

○病院事務長（藤野和幸君） 議案第７２号平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会

計補正予算（第２回）について、提案理由の御説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、収益的収支では新たに防火設備の定期点検報告が義務付け

られたことによる委託料の増額と資本的収支では医療器械の故障による更新の購入経費の

追加が主な内容でございます。 
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 補正予算書の１ページをお開きください。第２条の収益的支出でありますが、予算第３

条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するもので、支出の第１款病院事業費用

第１項医業費用を１９万６,０００円増額し、費用の合計を１３億３７８万円とするもので

あります。 

 第３条の資本的収入及び支出でありますが、予算第４条本文かっこ書き中、３,３９４万

４,０００円を３,３９８万３,０００円に、３,２１０万９,０００円を３,１６８万８,００

０円に、１８３万５,０００円を２２９万５,０００円にそれぞれ改め、資本的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正するもので、収入の第１款資本的収入を４０３万８,０００円

増額し９,１６９万５,０００円に、支出の第１款資本的支出を４０７万７,０００円増額し

１億２,５６７万８,０００円とするものであります。 

 第４条、企業債については、予算第７条に定めた起債の限度額を次のように改めるもの

で、２ページをお開きください。起債の目的は、医療機械器具整備事業、限度額１,２００

万円を、事業費の変更により１,４００万円に変更するものであります。起債の方法、利率、

償還の方法については変更がございません。 

 次に４ページ、５ページをお願いします。補正予算説明書の収益的支出ですが、支出の

１款病院事業費用１項医業費用３目経費１５節委託料１９万６,０００円の増額補正は、建

築基準法の改正に伴う防火設備の定期点検報告が義務付けられたことによります検査の委

託経費で、防火扉４カ所、防火シャッター２カ所でございます。 

 次、一番下段の表、資本的収支の支出から御説明いたします。１款資本的支出１項建設

改良費３目固定資産購入費、アルゴンプラズマ凝固装置購入４０７万７,０００円の増額補

正は、内視鏡を用いたポリープ切除や止血に用いる機器を１台更新するものです。 

 現有機器は平成１８年に購入し、耐用年数６年のところ１２年間使用しておりましたが、

メーカーからは、故障した場合の修理対応は不可能といわれており、今回故障により更新

するものです。 

 戻りまして、中段の収入ですが、１款資本的収入１項１目企業債２００万円の増、２項

出資金１目他会計出資金２００万円の増、３項負担金１目他会計負担金３万８,０００円の

増は、いずれも新たな機器の購入による事業費の変更に伴い調整を行なったものでありま

す。 

 以上、平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２回）の説明とさせ

ていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝君） これから質疑を行ないます。 

 質疑は収益的収入及び支出、資本的収入及び支出等一括とします。 

 梅村智秀君。 

○３番（梅村智秀君） 平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２回）

について質疑を行ないます。 

 ４ページ目、５ページ目、ただいまですね、支出についてアルゴンプラズマ凝固装置、
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こちらの購入について御説明がありました。私も事前の調査の段階で、金額の妥当性とか

そういったものについては問題がないと、このように解釈しているところなのですが、１

点御説明会った中で、現在機が平成１８年に購入をして耐用年数も過ぎていると。修理対

応も難しいよというような説明を業者からいただいていると。今回購入される機械につい

は、こちら私が調べているところですね、もう製造が今後はされない機器というのですか、

そのように聞いているのですが、新たに購入される機器自体の今後のメンテナンスについ

ては、特に問題なくなされるということでよろしいのでしょうか。 

 補足します。簡単に言うと、これからはもう製造が停止されるというのですか、現在は

販売されているんだけれども、廃版になる機器だというふうに私は調べているのです。 

○議長（高橋利勝君） 藤野病院事務長。 

○病院事務長（藤野和幸君） 梅村議員の質問にお答えいたします。廃版になるというこ

とについて私ちょっと把握しておりませんでしたが、現在販売されるということは、耐用

年数なりに、それは当然メーカーとして保証するものと考えております。 

○議長（高橋利勝君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第７２号平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２回）

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７２号平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

２回）については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第７３号 

○議長（高橋利勝君） 日程第１０ 議案第７３号本別町立へき地保育所条例の一部改正

についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次君） 議案第７３号本別町立へき地保育所条例の一部改正に

ついて、提案理由の説明をいたします。 
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 この条例は、未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例および都道府県から指定都市への税

源移譲に伴う特例を踏まえ、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正をする政令、およ

び、子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令を受け、へき地保育所に通

う子どもにかかる利用者負担額の算定についての規定を改正する必要が生じたため、所要

の改正を行うものであります。 

 へき地保育所を利用する子どもの保護者が負担する利用者負担額については、地方税法

の市町村民税額により算定しているため、次の２点について改正を行うものであります。 

 １点目、地方税法上、婚姻を前提とする寡婦と未婚のひとり親の取扱いに差があること

で、未婚のひとり親に不利な取扱いとなっていることから、未婚のひとり親からの申請に

基づき、地方税法上の寡婦等とみなした上で市町村民税の算定を行い、ひとり親家庭にお

ける利用者負担額を軽減するものです。 

 なお、未婚のひとり親が男性の場合に限り、算定の年の合計所得金額が５００万円以下

の者に適用することとしております。 

 ２点目、地方税法において、平成３０年度分税率から、指定都市に住所を有するものに

ついて道府県民税は２パーセント、市町村民税は８パーセントの合わせて１０パーセント、

指定都市以外に住所を有する者については、従来どおり道府県民税４パーセント、市町村

民税８パーセントの同じく合わせて１０パーセントであることから、指定都市に住所を有

する者とそれ以外の者で、所得が同一であるにも関わらず利用者負担額が異なることのな

いよう、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、利用

者負担額に係る市町村民税所得割の算定を行うものであります。へき地保育所の利用者負

担額を算定する際、保護者が指定都市からの転入者であった場合に、影響が出ないよう改

正するものです。 

 指定都市とは、地方自治法で政令で指定する人口５０万人以上の市と規定されている都

市で、全国２０市あり、道内では札幌市のみであります。 

 なお、今回の改正による、へき地保育所を利用する子どもの保護者が負担する利用者負

担額について、対象となり利用者負担額が変更となる児童はおりません。 

 それでは、改正条例を朗読し、説明をさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省

略をさせていただきます。 

 本別町立へき地保育所条例の一部を改正する条例。 

 本別町立へき地保育所条例（昭和４０年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 別表備考第７項を第９項とし、第３項から第６項までを２項ずつ繰り下げ、第２項の次

に次の２項を加える。 

 第３項、支給認定保護者の申請に基づき、申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する

者が未婚のひとり親（婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻（届出を

していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしていないもの。）で

あるときは、これらの者を地方税法第２９２条第１項に規定する寡婦又は寡夫とみなして、
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所得割の額を算定するものとする。ただし、寡夫とみなす場合においては、当該算定の年

の合計所得金額が５００万円以下の者に限る。 

 第４項、所得割の額を算定する場合には、当該算定に係る市町村民税の賦課期日におい

て支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第３１４条

の３第１項に規定する指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を同

項に規定する指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を

算定するものとする。 

 附則。 

 この条例は、公布の日から施行し、平成３０年９月１日から適用する。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝君） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第７３号本別町立へき地保育所条例の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７３号本別町立へき地保育所条例の一部改正については、原案のと

おり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第７４号 

○議長（高橋利勝君） 日程第１１ 議案第７４号本別町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の保育の必要性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める条例の一部

改正についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次君） 議案第７４号本別町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の保育の必要性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める条例の一部改

正について、提案理由の説明をいたします。 

 この条例は、ただいま議決をいただきました、議案第７３号と同様な改正を認定こども
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園に通園する児童にかかる利用者負担についても適用するものであります。 

 未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例および都道府県から指定都市への税源移譲に伴う

特例を踏まえ、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令、および、子ども・子

育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令を受け、こども園に通う子どもにかかる利

用者負担額の算定についての規定を改正する必要が生じたため、所要の改正を行うもので

あります。 

 こども園を利用する子どもの保護者が負担する利用者負担額については、地方税法の市

町村民税額により算定しているため、次の２点について改正を行なうものであります。 

 １点目、地方税法上、婚姻を前提とする寡婦と未婚のひとり親の取扱いに差があること

で、未婚のひとり親に不利な取扱いとなっていることから、未婚のひとり親からの申請に

基づき、地方税法上の寡婦等とみなした上で市町村民税の算定を行ない、ひとり親家庭に

おける利用者負担額を軽減するものです。 

 なお、未婚のひとり親が男性の場合に限り、算定の年の合計所得金額が５００万円以下

の者に適用することとしております。 

 ２点目、地方税法において、平成３０年度分の税率から、指定都市に住所を有するもの

については道府県民税は２パーセント、市町村民税は８パーセントの合わせて１０パーセ

ント、指定都市以外に住所を有する者については、従来どおり道府県民税４パーセント、

市町村民税６パーセントの合わせて１０パーセントであることから、指定都市に住所を有

する者とそれ以外の者で、所得が同一であるにも関わらず利用者負担額が異なることのな

いよう、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、利用

者負担額に係る市町村民税所得割の算定を行うもので、こども園の利用者負担額を算定す

る際、保護者が指定都市からの転入者であった場合に、影響が出ないよう改正するもので

あります。 

 なお、今回の改正による、こども園を利用する子どもの保護者が負担する利用者負担額

について、２名の者が指定都市からの転入により対象となる予定であります。 

 それでは、改正条例を朗読し、説明とさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省

略をさせていただきます。 

 本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育の必要性の認定に関する基準

並びに利用者負担額を定める条例の一部を改正する条例。 

 本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育の必要性の認定に関する基準

並びに利用者負担額を定める条例（平成２７年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 別表備考第９項を第１１項とし、第４項から第８項までを２項ずつ繰り下げ、第３項の

次に次の２項を加える。 

 第４項、支給認定保護者の申請に基づき、申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する

者が未婚のひとり親、婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻（届出を

していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしていないもの。）で
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あるときは、これらの者を地方税法第２９２条第１項に規定する寡婦又は寡夫とみなして、

所得割の額を算定するものとする。ただし、寡夫とみなす場合においては、当該算定の年

の合計所得金額が５００万円以下の者に限る。 

 第５項、所得割の額を算定する場合には、当該算定に係る市町村民税の賦課期日におい

て支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第３１４条

の３第１項に規定する指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を同

項に規定する指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を

算定するものとする。 

 附則。 

 この条例は、公布の日から施行し、平成３０年９月１日から適用する。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝君） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第７４号本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育の必要

性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める条例の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７４号本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育の

必要性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める条例の一部改正については、原案

のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（高橋利勝君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

 御苦労様でした。 

散会宣告（午後３時４９分） 
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平成３０年本別町議会第３回定例会会議録（第４号） 

平成３０年９月２１日（金曜日） 午前１０時００分開議 

──────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

日程第 １ 認定第 １号 平成２９年度本別町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ２ 認定第 ２号 平成２９年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第 ３ 認定第 ３号 平成２９年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第 ４ 認定第 ４号 平成２９年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第 ５ 認定第 ５号 平成２９年度本別町介護サービス事業特別会計歳入歳出決

算認定について 

日程第 ６ 認定第 ６号 平成２９年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第 ７ 認定第 ７号 平成２９年度本別町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第 ８ 認定第 ８号 平成２９年度本別町水道事業会計決算認定について 

日程第 ９ 認定第 ９号 平成２９年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定に

ついて 

日程第１０ 同意第 ６号 教育委員会委員任命について同意を求める件 

日程第１１ 意見書案第７号 核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書 

日程第１２ 意見書案第８号 日欧ＥＰＡの慎重な審議を求める意見書 

日程第１３ 意見書案第９号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一

般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書 

日程第１４ 意見書案第１０号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書 

日程第１５  常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

（総務常任委員会、産業厚生常任委員会、  

広報広聴常任委員会）

日程第１６  議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

（閉会中の継続調査申出書）

日程第１７  議員派遣の件 

──────────────────────────────────────────── 

○会議に付した事件 
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日程第 １ 認定第 １号 平成２９年度本別町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ２ 認定第 ２号 平成２９年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第 ３ 認定第 ３号 平成２９年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第 ４ 認定第 ４号 平成２９年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第 ５ 認定第 ５号 平成２９年度本別町介護サービス事業特別会計歳入歳出決

算認定について 

日程第 ６ 認定第 ６号 平成２９年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第 ７ 認定第 ７号 平成２９年度本別町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第 ８ 認定第 ８号 平成２９年度本別町水道事業会計決算認定について 

日程第 ９ 認定第 ９号 平成２９年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定に

ついて 

日程第１０ 同意第 ６号 教育委員会委員任命について同意を求める件 

日程第１１ 意見書案第７号 核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書 

日程第１２ 意見書案第８号  日欧ＥＰＡの慎重な審議を求める意見書 

日程第１３ 意見書案第９号  地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一

般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書 

日程第１４ 意見書案第１０号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書 

日程第１５  常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

（総務常任委員会、産業厚生常任委員会、  

広報広聴常任委員会）

日程第１６  議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

（閉会中の継続調査申出書）

日程第１７  議員派遣の件 

──────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１２名） 

議 長 １２番 高 橋 利 勝 君 副議長 １１番 藤 田 直 美 君 

 １番 水 谷 令 子 君  ２番 柏 崎 秀 行 君 

 ３番 梅 村 智 秀 君  ４番 石 山 憲 司 君 

 ５番 篠 原 義 彦 君  ６番 大 住 啓 一 君 

 ７番 山 西 二三夫 君  ８番 黒 山 久 男 君 
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 ９番 方 川 一 郎 君  １０番 阿 保 静 夫 君 

──────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

──────────────────────────────────────────── 

○説明のため出席した者の職氏名 

町 長 髙 橋 正 夫  君 副 町 長 大和田   収  君

会 計 管 理 者 花 房 永 実  君 総 務 課 長 村 本 信 幸  君

農 林 課 長 菊 地  敦  君 保 健 福 祉 課 長 飯 山 明 美  君

住 民 課 長 田 西 敏 重  君 子ども未来課長 大 橋 堅 次  君

建 設 水 道 課 長 大 槻 康 有  君 企 画 振 興 課 長 高 橋 哲 也  君

老人ホーム所長 井戸川 一 美  君 国保病院事務長 藤 野 和 幸  君

総 務 課 主 幹 小 坂 祐 司  君 総 務 課 長 補 佐 三 品 正 哉  君

建設水道課長補佐 小 出 勝 栄  君 教 育 長 佐々木 基 裕  君

教 育 次 長 久 保 良 一  君 社 会 教 育 課 長 阿 部 秀 幸  君

学校給食共同調理場所長 坪  忠 男  君 農 委 事 務 局 長 郡  弘 幸  君

代 表 監 査 委 員 畑 山 一 洋  君 選 管 事 務 局 長 村 本 信 幸  君

──────────────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者の職氏名 

事 務 局 長 鷲 巣 正 樹 君 総 務 担 当 主 査 越 後  忠 君 
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開議宣告（午前１０時００分） 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 認定第１号ないし日程第９ 認定第９号 

○議長（高橋利勝君） 日程第１ 認定第１号平成２９年度本別町一般会計歳入歳出決算

認定について、ないし、日程第９認定第９号平成２９年度本別町国民健康保険病院事業会

計決算認定について、以上９件についてを一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 認定第１号平成２９年度本別町一般会計歳入歳出決算認定について。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸君） 認定第１号平成２９年度本別町一般会計歳入歳出決算認定に

ついて、概要を説明させていただきます。 

 お手元の平成２９年度本別町一般会計歳入歳出決算書を御覧ください。 

 ４ページ、５ページをお開きください。 

 歳入の決算状況であります。 

 歳入合計は、予算現額７７億３４５万９,０００円、収入済額７５億３９１万１,１２１

円、不納欠損額１５４万２,８２４円、収入未済額３,１１３万４,８２９円であります。 

 ８ページ、９ページを御覧ください。 

 歳出の決算状況でありますが、歳出合計は、予算現額７７億３４５万９,０００円、支出

済額７３億９,１９８万１,４３３円、翌年度繰越額１億５,５９３万９,０００円、不用額

１億５,５５３万８,５６７円であります。 

 歳入歳出差引残額は１億１,１９２万９,６８８円となりました。 

 決算額は、前年度と比較いたしますと、歳入４.１パーセント、歳出が４.２パーセント

増の決算となりました。 

 主な要因といたしましては、認定こども園施設整備補助２億４,６４４万円、橋梁長寿命

化事業４,７９８万９,０００円、向陽町団地公営住宅改善事業８,１８６万４,０００円な

どが減少したものの、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業２億６,５６１万円、地方

創生拠点整備事業、義経の館改修、増築でございますが、４,７９４万９,０００円、勇足

小学校大規模改修事業２億５,５８６万３,０００円など、新規、大型事業の実施と、既存

事業であります社会資本整備総合交付金事業、道路事業や公債費などが増加したことによ

るものであります。 

 次に、１０ページをお開きください。 

 実質収支額は、３、歳入歳出差し引き額１億１,１９３万円から、４、翌年度へ繰越すべ

き財源２７８万９,０００円を差し引いた１億９１４万１,０００円の黒字決算となってお

ります。 

 ここからは資料の方で説明させていただきます。別冊の平成２９年度本別町各会計決算

資料を御覧ください。 
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 一般会計の資料は１ページから５４ページまででございます。 

 まず、決算資料１３ページ、第１表を御覧ください。 

 普通会計決算収支の状況でありますが、中ほどの実質収支Ｅ欄の一番下、平成２９年度

合計欄を御覧ください。歳入歳出差引額から翌年度へ繰越すべき財源２７８万９,０００円

を差し引いた実質収支は、１億９１４万１,０００円の黒字を保っております。 

 本年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、８００万８,０００

円の黒字でありますが、一番右側の実質単年度収支を御覧ください。これは単年度収支に

財政調整基金への積立金及び地方債の繰上償還金を黒字とみなし、財政調整基金取り崩し

額を赤字と見なして調整した額でありますが、１億１,７４０万４,０００円の赤字となり

ました。 

 次に、１４ページ、第２表を御覧ください。 

 歳入決算額の状況であります。表の右端、平成２９年度の欄を御覧ください。 

 構成比の大きい順に申し上げますと、上から１０行目、地方交付税３９.９パーセント、

下から２行目の町債が１３.０パーセント、一番上にございます町税が１２.３パーセント、

上から１４行目の国庫支出金９.８パーセント、その１行下の道支出金７.９パーセントの

順となっております。 

 それでは、一番上にございます町税の状況でありますが、総額で９億２,４２１万７,０

００円の決算額となり、前年度と比較すると４７６万７,０００円、０.５パーセントの減

となりました。 

 税別の内訳でございますが、２０ページの第４表を御覧ください。 

 中ほどの収入済額の合計ｇ欄の上から３行目、（１）の市町村民税は４億２,５１８万７,

０００円で対前年度０.２パーセントの増となっております。 

 主な内容としましては、②の個人所得割が１６８万８,０００円、０.５パーセントの減、

④の法人税割が３１２万円、６.７パーセントの増になったことによるものであります。 

 （２）固定資産税ですが、下の行にあります①純固定資産税は４億１,１３８万９,００

０円で、対前年３６１万８,０００円、０.９パーセントの減となり、内容としましては、

土地が３.２パーセントの減、家屋が０.９パーセントの増、償却資産が１.８パーセントの

減となりました。 

 なお、町民税と純固定資産税の２税で町税総額の９０.５パーセントを占めております。 

 それでは１４ページの第２表にお戻りください。 

 町税以外で前年と比較し増減率の大きいものですが、増の主なものとしては、右端の平

成２９年度欄、上から５行目、株式等譲渡所得割交付金１２４.３パーセント、下から６行

目、寄付金８４.６パーセント、上から３行目、利子割交付金７５.０パーセントの増とな

りました。 

 減の主なものについては、上から１２行目、分担金及び交付金５０.０パーセント、１行

上の交通安全対策特別交付金９.０パーセント、１行上の地方交付税４.７パーセントの減
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となっております。 

 地方交付税につきましては、２９億９,４８２万７,０００円で、前年度と比較すると１

億４,８８８万１,０００円、４.７パーセントの減となりました。 

 地方交付税の内訳ですが、普通交付税が２６億６,９２５万８,０００円、対前年比較で

１億４,１１７万２,０００円、５.０パーセントの減となっております。特別交付税ですが、

３億２５５万９,０００円、対前年度比較で７７０万９,０００円、２.３パーセントの減と

なりました。 

 普通交付税については、基準財政需要額では、公債費は増額となったものの、トップラ

ンナー方式導入によります単位費用の減、歳出特別枠が削減されたことによる地域経済・

雇用対策費の大幅な減少などにより、対前年１億３,２６４万円、３.５パーセントの減、

基準財政収入額では、町民税所得割及び法人税割の増、固定資産税償却資産の増などによ

り８７６万４,０００円、０.９パーセントの増となったことが大きな要因でございます。

なお、地方交付税総額ではピークの平成１２年度と比較いたしますと、１３億６,９９１万

２,０００円、３１.４パーセントの大幅な減少となっております。 

 次に、１行飛びまして、分担金及び負担金が３,２４６万円で、対前年３,２５２万１,０

００円、５０.０パーセントの大幅減でありますが、これは、町立の常設保育所２カ所の閉

所によります保育料の減が主なものであります。 

 １行飛びまして、国庫支出金は７億３,２９９万７,０００円で、対前年８,６３４万６,

０００円、１３.４パーセントの増となりましたが、これは、地方創生加速化交付金、社会

資本整備総合交付金、公営住宅整備事業分等が減少したものの、子どものための教育・保

育給付費負担金、地方創生拠点整備交付金、社会資本整備総合交付金道路事業分、学校教

育施設整備費等補助金などが増加したことによるものであります。 

 その下の道支出金は５億８,７６４万２,０００円で、対前年７,０６０万８,０００円、

１３.７パーセントの増となりましたが、これは、安心こども基金認定こども園施設整備事

業補助金、食料供給基盤強化特別対策事業補助金等が減少したものの、子どものための教

育・保育給付費負担金、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金などが増加した

ことによるものであります。 

 その下の財産収入は４,６１０万４,０００円で、対前年２９８万円、６.９パーセントの

増となりましたが、これは町有地売払い収入の増によるものであります。 

 その下の寄付金は９,０８７万２,０００円で、対前年４,１６５万５,０００円、８４.６

パーセントの増となりましたが、これは個性あるふるさとづくり基金、農業振興基金への

寄付が増となったことによるものであります。 

 その下の繰入金でありますが、一般会計における繰入金の決算額は３億１５８万２,００

０円で、対前年４,５００万２,０００円、１７.５パーセントの増となっております。 

 繰入金の主なものにつきましては、財政調整基金２億３千万円、減債基金２千万円であ

りますが、財政調整基金は、歳入確保の見通しがつかなかったことにより取り崩しいたし
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ましたが、最終的には１億４５８万８,０００円の積戻しをいたしましたが、差し引きで１

億２,５４１万２,０００円の減額となっております。 

 ２行飛びまして、町債でありますが、決算額は９億７,０８７万８,０００円で、対前年

２億９８８万５,０００円、２７.６パーセントの増となりました。 

 これは、辺地対策事業債、公営住宅建設事業債は減額となりましたが、勇足小学校大規

模改修に伴う学校教育施設等整備事業債の増、過疎対策事業債では、認定こども園施設整

備事業が減となったものの、明渠排水事業、国営利別川左岸土地改良事業負担金が増とな

ったことが主な要因であります。 

 町債の構成比は１３.０パーセントで、昨年より２.４ポイント増となっております。 

 次に、歳出の決算状況でありますが、２１ページの第５表を御覧ください。 

 目的別に見た歳出決算状況でありますが、表の右側、平成２９年度の欄を御覧ください。 

 各費目別の構成比は、大きい順に見ますと、民生費１７.７パーセント、土木費１４.６

パーセント、総務費１４.２パーセント、衛生費１３.３パーセント、農林水産業費１１.２

パーセント、教育費１０.７パーセント、公債費９.２パーセントの順となっております。 

 増減率で見ますと、農林水産業費が、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業、国営

利別川左岸土地改良事業負担金により８２.５パーセントの増、教育費が勇足小学校大規模

改修事業により３６.７パーセントの増となり、災害復旧費が事業費の減少により３６.０

パーセントの減、民生費が認定こども園施設整備補助の減により１６.２パーセントの減と

なっております。 

 次に、２２ページの第６表を御覧ください。 

 性質別に見た歳出の決算状況でありますが、表の右端、平成２９年度の欄を御覧くださ

い。義務的経費は人件費、扶助費、公債費を言いますが、上の行から人件費１２億１,９５

７万７,０００円、５行目、扶助費５億２,２０２万９,０００円、３行下、公債費６億７,

９５２万６,０００円となり、合計は２４億２,１１３万２,０００円で、前年度に比較し２,

０８３万円、０.９パーセントの減となっており、構成比では３２.８パーセント、前年と

比較しまして１.６ポイントの減となっております。 

 うち、人件費は対前年１億５,４３７万５,０００円の減となり、構成比では１６.５パー

セントと、前年度より２.９ポイント減少しております。 

 ５行目にあります扶助費は、認定こども園の開設により、子ども・子育て支援法に基づ

く施設型給付費の増により、対前年７,２３０万８,０００円、１６.１パーセントの増で、

構成比でも７.１パーセントと、前年度より０.８ポイント増加しております。 

 ３行下にあります公債費につきましては対前年６,１２３万７,０００円、９.９パーセン

トの増となりましたが、一般単独事業債、災害復旧事業債が減となったものの、過疎対策

事業債、臨時財政対策債などの元利償還が増となったことが主な要因であります。 

 次に、下から５行目にあります、投資的経費の決算額は１４億７,３４８万４,０００円

で、対前年２億７,７６４万４,０００円、２３.２パーセントの増となり、構成比でも３.
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０ポイントの増となっております。これは、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業、

地方創生拠点整備事業、義経の館改修増築事業でございます。それと、勇足小学校大規模

改修事業などの新規、大型事業の実施、既存事業の社会資本整備総合交付金事業、道路事

業の増などが主な要因であります。 

 投資的経費の内訳は、２９ページから３３ページの第１４表に記載をしております。ま

た、町道改良舗装の状況は３４ページ第１５表に添付してございますので、後ほど御覧い

ただきたいと存じます。 

 次に、今後の財政運営の指標となります経常収支比率、地方債、債務負担行為、積立金

の状況について説明させていただきます。 

 まず、２３ページの第７表を御覧ください。 

 経常収支決算額の推移でありますが、歳入では町税以下、経常収入である一般財源の額

を、歳出では人件費以下、経常的経費に充当された一般財源の額の推移を表したものであ

ります。 

 経常収支比率は財政構造の弾力性があるかどうかの指標となりますが、表の右側、平成

２９年度の欄、下から２行目の歳出合計３４億８,３３２万７,０００円を、中ほどにあり

ます歳入合計４１億１３２万５,０００円で除した率は、一番下の欄の８４.９パーセント

となり、前年度より２.８ポイント上昇しており、依然として財政構造は硬直した状況が続

いております。 

 次に、飛びまして４２ページの第２０表を御覧ください。 

 町債現在高の状況でありますが、平成２９年度末における地方債の現在高は、右から４

列目、差引現在高Ｅ欄の一番下にあります合計の欄になりますが、７０億９,１３５万２,

０００円となりました。 

 左端にございます平成２８年度末現在高Ａ欄と比較いたしますと、３億４,１８９万２,

０００円、５.１パーセントの増となります。これは、２の一般単独事業債、３の公営住宅

建設事業等債等で借入額が減少したものの、４の学校教育施設等整備事業債及び９の過疎

対策事業債の借入額が増加したことによるものであります。 

 次に、４４ページの第２２表をお開きください。 

 この表は、平成２９年度までに借入した町債の、平成３０年度以降の年度別償還見込額

を推計したものであります。 

 一番下の合計欄でありますが、元利合計の償還額の推移は、平成１６年度をピークに減

少してまいりましたが、大型事業の元金償還が始まります平成３２年度以降は増加をいた

します。なお、この表は平成３０年度以降の借入額を加味しておりませんので、あくまで

も目安として作成したものであります。 

 次に、４５ページの第２３表を御覧ください。 

 町債繰上償還額及び公債費比率の状況であります。中段にございます、財政構造の弾力

性を判断する指標の公債費比率でありますが、平成２９年度は４.６パーセントとなり、前
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年度を１.７ポイント上回っております。 

 その下の公債費が財政に及ぼす負担を表す指標であります起債制限比率は、３カ年平均

で１.５パーセントとなり、前年度を０.２ポイント上回っております。 

 次に、４６ページの第２４表を御覧ください。 

 債務負担行為比率は、債務負担行為額の標準財政規模に占める割合でありますが、平成

２９年度欄の下から２行目にありますとおり２.４パーセントとなり、認定こども園建設費

補助金の支出が始まったことなどにより０.８ポイント増加いたしました。 

 なお、年度別の内訳につきましては、次のページ以降に記載をしておりますので御覧い

ただきたいと存じます。 

 次に、４９ページの第２６表を御覧ください。 

 積立金の状況であります。 

 平成２９年度末基金積立金の現在高ですが、表の右端の欄、下から２行目にあります合

計額は３６億５,４６５万７,０００円で、前年度末現在高と比較すると６,３８３万９,０

００円、１.７パーセントの減となっております。 

 平成２９年度は、基金から２億８,７１４万２,０００円を取り崩しており、財政調整基

金を中心に２億２,３３０万３,０００円を積み戻しておりますが、新規の積立額は財政調

整基金１億４４８万７,０００円、減債基金２,０００万６,０００円、農業振興基金２,２

２０万円、個性あるふるさとづくり基金７,５６１万２,０００円となっております。結果、

取り崩し額全額を積み戻すことができませんでした。 

 次の５０ページ、第２７表を御覧ください。 

 健全化判断比率の状況であります。 

 次の５１ページ、第２８表は、連結実質赤字比率等の算出表でございます。次の５２ペ

ージ、第２９表は実質公債費比率の算出表となっております。次の５３ページ、第３０表

は将来負担比率の算出表でありますが、各指標の算定結果につきましては、昨日報告第１

２号で報告しておりますので、省略させていただきます。 

 以上、説明を申し上げてまいりましたが、普通会計の平成２９年度決算は、対前年４.２

パーセント増の決算となりました。 

 平成２９年度の普通会計決算の特徴は、歳入では、町税が対前年０.５パーセント減、地

方譲与税が０.３パーセント減、地方消費税交付金が２.９パーセント増となり、地方交付

税については、普通交付税は対前年５.０パーセントの減、特別交付税は対前年２.３パー

セントの減となったことから、臨時財政対策債を合わせた総額も対前年４.６パーセントの

減となりました。 

 地方交付税につきましては、平成１２年度のピーク時に対しまして１３億６,９９１万２,

０００円、３１.４パーセントの減少となっており、これは平成２９年度の歳入決算額に対

しまして、１８.３パーセントに相当する額であり、本町の財政は依然厳しいものとなって

おります。 
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 したがいまして、歳出では施策の厳しい選択など、財源の計画的、重点的配分に努め、

引き続き黒字決算で終わることができましたが、依然、財政の硬直化は続いております。 

 今後の経済情勢も、人口減少、高齢化の進展、雇用問題など、依然として厳しい状況が

続き、町税の増額は見込めない中で、引き続き厳しい財政運営が予想されるため、国の施

策、特に地方交付税の動向などを注視するとともに、経常的な収入の確保や更なる経常経

費の削減を図り、財政の健全化に努めながらの財政運営が重要と考えております。 

 町民生活の安定を図るためには、本町財政の実情を職員のみでなく、町民の皆さんとも

しっかり共有し合い、長期的な健全財政の確立を図るとともに、機動的、弾力的な行財政

運営にあたらなければならないと考えております。 

 今後とも、議員各位の御助言と御協力をお願い申し上げ、平成２９年度本別町一般会計

決算の説明とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝君） 次に、認定第２号平成２９年度本別町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定について、ないし認定第３号平成２９年度本別町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定について、以上２件について提案理由の説明を求めます。 

 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重君） 認定第２号平成２９年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について、概要を説明させていただきます。 

 国民健康保険制度は国民生活を支える重要な役割を担っておりますが、高齢化や医療技

術の高度化、生活習慣病の増加等に伴い医療費は増嵩しております。 

 近年、市町村に生じた所得水準や医療費水準の差により、保険料水準に大きな開きが生

じており、特に小規模市町村では財政が不安定になりやすいといった構造的な問題をかか

えています。こうした状況を改善し、国保制度の安定的な運営に向け、平成２７年５月に

成立した国民健康保険法の改正が行われ、平成３０年度より運営主体を市町村から都道府

県の広域化になっております。 

 それでは初めに、決算資料に基づき本会計の運営の概要について説明させていただきま

す。決算資料の５７ページをお開きください。 

 平成２９年度における年間平均の加入者の状況でありますが、世帯数が１,２３１世帯、

前年比５６世帯の減となっております。 

 被保険者数は２,２５７人で加入割合につきましては世帯数で町全体の３４.１パーセン

ト、被保険者数は３２.０パーセントとなっており、前年比では世帯数で１.２ポイント、

被保険者数で１.０ポイントの減となっております。 

 次に、医療費の状況について御説明申し上げます。 

 資料の７１ページをお開きください。 

 一般分につきましては、上の表の下段、医療諸費計が８億３,８０４万７,２９０円、前

年比４.２９パーセントの減、下の表の下段、右から２番目にあります一人当たりの医療給

付総額は３７万１,３９８円、前年比０.７５パーセントの増となっております。 
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 ７２ページをお開きください。 

 下の表の（４）退職者医療費の推移の下段、右から２番目の退職者分の医療費等の合計

額は７４１万４,８５６円で、前年比６８.０４パーセントの減となっております。 

 ７３ページをお開きください。 

 右から２番目の一人当たりの医療給付総額は４１万５３３円、前年比３６.０８パーセン

トの減となっております。 

 ７４ページをお開きください。 

 表の下段、右から４番目の全体医療費、費用額の総額は８億４,５４６万２,０００円、

前年比５.９４パーセントの減、その２列右の一人当たりの医療費、費用額は３７万４,５

９５円で、前年比０.２３パーセントの減となっております。 

 次に、決算の概要について、歳入歳出の決算書の事項別明細書により主なものについて

歳入から説明させていただきます。 

 特別会計決算書の２ページ、３ページをお開きください。 

 歳入は予算額の１３億９,７３３万８,０００円に対して、収入済額１４億１,１７０万９,

９２７円で、１０１.０パーセントの執行率となっております。前年度と比較しますと２.

３パーセントの減となっております。 

 次に４ページ、５ページをお開きください。 

 歳出は、支出済み額の合計額が１３億５,２４７万８,７１７円で、予算額に対し９６.８

パーセントの執行率となっており、前年比２.７パーセントの減となっております。 

 次に、事項別明細書の１０ページ、１１ページをお開きください。 

 歳入の内訳でありますが、主な項目について説明させていただきます。 

 １款国民健康保険税の収入済み額は、２億６,５１２万６,７８６円、収納率につきまし

ては現年度分が９８.０パーセント、前年比０.２パーセントの増、滞納繰越分が１６.７パ

ーセントで前年比１.３パーセントの減となりました。 

 不納欠損額２４７万３,９９２円は生活困窮などによるものなどで合計３０人分、３３件

となっております。 

 次に、同じページの下の方、３款国庫支出金の収入済額は２億５,８１９万８６０円、主

な内訳は１項国庫負担金１目療養給付費等負担金の１億８,６０７万９,８６０円、次ペー

ジの２項国庫補助金１目財政調整交付金５,８１４万４,０００円となっております。 

 ４款療養給付費等交付金は、退職者加入に係る療養給付費分で、６０６万８,０００円と

なっております。 

 続きまして、５款前期高齢者交付金は２億７,４９４万４,５１８円となっております。 

 次に、６款道支出金は６,３８６万９,０００円で、内訳は１項道負担金１目高額医療費

共同事業負担金７３７万１,０００円、２目特定健康診査等負担金１２６万９,０００円、

２項道補助金１目財政調整交付金５,５２２万９,０００円となっております。 

 １４ページ、１５ページをお開きください。 
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 ８款共同事業交付金は高額医療に対する交付金で、２億６,３４１万１,９５４円となっ

ております。 

 １０款繰入金は２億１,９９７万８,２２５円で、内訳につきましては１項他会計繰入金

１億５,６５８万３,２２５円と、次のページの２項１目基金繰入金６,３３９万５,０００

円となっております。 

 １１款繰越金は前年度繰越金の５,５３２万７,９１０円となっております。 

 次に、歳出を説明させていただきます。 

 ２０ページ、２１ページをお開きください。 

 １款総務費につきましては、事業運営に係る事務的経費でありますが、支出済額は４,２

６４万３,８３３円となっております。 

 ２款保険給付費の支出済額は７億６４７万６,３７７円、前年比６.３パーセントの減で、

主な内訳は１項、療養諸費が６億１,９７５万６,２７９円、前年比５.５パーセントの減と

なっております。 

 続きまして、２２ページ、２３ページをお開きください。 

 ２項高額療養費は１,３８９件分で８,３９８万８,８３８円となっております。 

 ４項出産育児諸費１目出産育児一時金は６件で２５２万円となっております。 

 ５項、葬祭費につきましては２１件で２１万円となっております。 

 ２４ページ、２５ページをお開きください。 

 ６款介護納付金は８７６人で４,９８８万７,７４２円となっております。 

 ７款共同事業拠出金は財政平準化のための高額医療費に対する共同拠出金で、２億７,６

１８万９,１２３円となっております。 

 ８款保健事業費は４,８８３万５４円で、その内訳は生活習慣病の発症や重症化を予防す

るための１項特定健康診査等事業費７５０万５,４８７円と、２項保健事業費５７万６,５

６８円、３項健康管理センター事業費４,０７４万７,９９９円となっております。 

 ２６ページ、２７ページをお開きください。 

 ９款基金積立金は３,２６１万７,２５９円、１０款諸支出金は７,０１４万８,８１９円

となっております。 

 戻りまして、６ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書によります歳入歳出の差引額は、５,９２３万１,０００円となっ

ております。 

 次に、基金の状況について説明申し上げます。 

 ８ページをお開きください。財産に関する調書の一番下の表、３、基金につきましては、

前年度末残高が５,４５２万６,０００円、決算年度中の増減高が３,０７７万８,０００円

の減で、決算年度末残高は２,３７４万８,０００円となったところであります。 

 以上で、認定第２号平成２９年度本別町国民健康保険特別会計決算の説明とさせていた

だきます。 
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○議長（高橋利勝君） 暫時休憩をいたします。 

午前１１時００分 休憩 

午前１１時１０分 再開 

○議長（高橋利勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 提案説明を続けてください。 

 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重君） 認定第３号平成２９年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定について、決算の概要を説明させていただきます。 

 はじめに、本会計は７５歳以上の方と６５歳から７４歳までの一定の障がいを持たれた

方の医療費について、他の会計から独立した形で、都道府県単位の広域連合によって運営

されております。なお、運営方法につきましては、広域連合は、保険料の賦課、医療の給

付などの財政運営、市町村は保険料の徴収、資格の異動の受付などを行なっております。 

 決算書並びに決算資料に基づきまして御説明させていただきます。 

 決算資料の７５ページをお開きください。 

 ページの下段、平成２９年度の加入状況は、年間平均で７５歳以上が１,５２２人で前年

度とほぼ横ばいとなっており、６５歳から７４歳までの一定の障がいのある人が５４人で、

前年度に対して１４.３パーセントの減、合わせて１,５７６人で前年度の１,５７８人で横

ばいとなっております。 

 次に、７６ページの表の左から３番目の一番下の欄、収納額計は保険料の納入額８,２０

５万３２０円で、前年度に対して５.２パーセントの増、現年度分で５.１パーセントの増

となっており、収納率では現年度分が９９.９パーセント、滞納繰越金が３９.３パーセン

ト、合わせて９９.８パーセントとなっております。 

 次に、決算の概要につきまして歳入歳出決算書の歳入から御説明させていただきます。 

 決算書の３１ページ、３２ページをお開きください。 

 歳入は、予算額合計で１億２,４６２万１,０００円に対して、収入済額は１億２,３３９

万６,３９９円で９９.０パーセントの執行率となっており、前年度に対して４.０パーセン

トの増となっております。 

 続きまして３３ページ、３４ページをお開きください。 

 支出済額の合計は１億２,３３８万２,４８５円で、予算に対しまして９９.０パーセント

の執行率となっており、前年度に対して４.３パーセントの増となっております。 

 次に、決算事項別明細書の３７ページ、３８ページをお開きください。 

 歳入の内訳ですが、主な項目について説明させていただきます。 

 １款後期高齢者医療保険料につきましては、決算資料でも申し上げましたが、収入済額

が８,２０５万３２０円、２款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金は４,０７０万

６,０５０円で、前年度に対しまして０.４パーセントの増となっております。 

 次に、歳出でありますが、３９ページ、４０ページをお開きください。 
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 中ごろにあります２款後期高齢者医療広域連合納付金は１億２,０９５万４,４７０円で、

前年度に対して４.０パーセントの増となっております。 

 次に、歳入歳出差引でありますが、ページを戻りまして３５ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書によります歳入歳出差引残高は１万４,０００円となっておりま

す。 

 以上で、認定第３号平成２９年度本別町後期高齢者医療特別会計決算の説明とさせてい

ただきます。 

○議長（高橋利勝君） 次に、認定第４号平成２９年度本別町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算認定について。 

 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美君） 認定第４号平成２９年度本別町介護保険事業特別会計歳

入歳出決算認定につきまして、決算の概要を説明申し上げます。 

 はじめに各会計決算資料により、決算と介護保険事業の概要につきまして説明させてい

ただきます。 

 各会計決算資料の７７ページをお開きください。 

 本別町介護保険事業特別会計は、平成１２年４月に創設された介護保険制度に基づき、

本別町が保険者として実施する介護保険事業に関する収入、支出を会計区分するもので、

本年度は第６期介護保険事業計画、これは平成２７年度から２９年度までのものです、の

最終年度になります。 

 中段から決算の概要を記載しておりますが、歳出は、支出済額９億８,３１７万６,００

０円で、予算現額１０億１,２７４万１,０００円に対しまして９７.１パーセントの執行率

となり、歳入は、収入済額１０億１,５２６万２,０００円で、予算現額１０億１,２７４万

１,０００円に対しまして１００.２パーセントの執行率となっております。 

 平成２９年度の運営状況でありますが、次の７８ページから説明させていただきます。 

 一般状況ですが、（１）の介護保険対象人口は前年度末より１８９人減の７,０７４人で、

（２）の第１号被保険者数は前年度末より６人減の２,９１１人となっております。 

 年齢区分ごとの状況は、６５歳から７４歳の前期高齢者は前年より９人減少しており、

７５歳以上の後期高齢者につきましては３人増となっております。（６）の要介護認定者数

は４７２人で、前年度と比較して５人の減となっております。 

 次に１ページ飛びまして、８０ページをお開きください。 

 （２）の介護保険料の収納状況につきましては、収納率は９８.３パーセントで、未収額

は９５件、３２６万９,６５０円となっております。 

 次に、８１ページをお開きください。 

 保険給付状況につきましては、給付費合計が８億４,４３５万４,７１２円で、前年度と

比べて１.２パーセント増加しております。 
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 主な内容ですが、在宅サービスのうち訪問リハビリが３９.７パーセントの増、通所リハ

ビリが１０.４パーセントの増、通所介護が２９.６パーセントの減、短期入所療養介護は

３１.４パーセントの減、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、これは町外での利用となり

ますが１２０６.５パーセントの増となっております。 

 地域密着型サービスは、認知症対応型共同生活介護が８.９パーセントの増、小規模多機

能型居宅介護が６.２パーセントの増となり、在宅サービス給付費全体の５２.８パーセン

トを占めております。 

 在宅サービス全体では３.１パーセントの増となり、施設サービスは介護老人保健施設の

減少もあり、０.６パーセントの減となっております。 

 下段の５、計画と実績ですが、第６期介護保険事業計画の平成２９年度における給付見

込額、これは計画です、８億９,６６７万８,８２５円に対し、実績額は８億４,４３５万４,

７１２円となり、達成度は９４.２パーセントとなっております。 

 以上が平成２９年度における介護保険事業の概要であります。 

 次に、決算の内容につきまして、特別会計歳入歳出決算書により御説明いたします。 

 決算書の４２ページ、４３ページをお開きください。 

 歳入決算の状況です。一番下段の歳入合計ですが、予算現額１０億１,２７４万１,００

０円、収入済額１０億１,５２６万１,９６３円、前年度比３.４パーセントの増、不納欠損

額４万９,３２０円、収入未済額３２２万３３０円となっております。 

 ４４ページ、４５ページをお開きください。 

 歳出決算の状況です。一番下段の歳出合計ですが、予算現額１０億１,２７４万１,００

０円、支出済額９億８,３１７万５,９６０円、前年度比４.４パーセントの増です。不用額

２,９５６万５,０４０円となっております。 

 歳入歳出差引残額は、３,２０８万６,００３円となりました。 

 続きまして、４６ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書です。 

 歳入総額は１０億１,５２６万２,０００円、歳出総額が９億８,３１７万６,０００円で、

歳入歳出差引額が３,２０８万６,０００円、翌年度へ繰越すべき財源はありませんので、

実質収支額は３,２０８万６,０００円となります。 

 次に、４８ページをお開きください。 

 基金の状況です。介護保険基金につきましては、前年度末現在高が１,３７８万円、決算

年度中増減高が３５４万９,０００円の増、決算年度末現在高は１,７３２万９,０００円と

なりました。 

 ５０ページ、５１ページをお開きください。 

 歳入です。１款１項介護保険料は、前年度対比０.６パーセント増の１億８,７８３万２,

６１０円で、歳入総額に占める割合は１８.５パーセントとなっております。 
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 ２款分担金及び負担金は、地域支援事業に伴う利用者負担金で、通所型介護予防事業、

認知症高齢者見守り事業など合わせて４７万４,２００円となっております。 

 ３款国庫支出金は、保険給付額に対する法定負担割合による負担金と、調整交付金、地

域支援事業交付金、事業費補助金の合計で、前年度と比べ０.３パーセント減の２億２,４

８５万６,２１１円となっております。 

 ４款１項支払基金交付金は、介護給付費交付金と地域支援事業交付金で、第２号被保険

者の保険料から交付されるものです。 

 前年度と比べ１.４パーセント減の２億３,７７１万５,１２８円となっております。 

 次の５款道支出金は、介護給付額に対する法定負担割合による負担金と財政安定化基金

交付金及び地域支援事業交付金で、１項道負担金から３項道補助金までの合計で、前年度

と比べ０.２パーセント減の１億４,２３７万６,７３８円となっております。 

 ５２ページ、５３ページをお開きください。 

 ７款繰入金１項他会計繰入金は、前年度対比４.５パーセント増の１億７,０７６万９,０

００円で、歳入総額に占める割合は１６.８パーセントとなっております。 

 次に、５６ページ、５７ページをお開きください。歳出ですが、１款総務費１項総務管

理費１目一般管理費につきましては、介護保険事業の一般管理経費と地域包括ケアプロジ

ェクト推進事業及び総合的な介護人材確保対策にかかわる経費であります。 

 ２項賦課徴収費は保険料の賦課徴収に係る経費で、３項介護認定審査会費は十勝東北部

介護認定審査会の負担金及び認定調査等に伴う経費であります。 

 ２款保険給付費１項介護サービス諸費は居宅・施設サービス給付費等に係る経費で、合

計で前年度比１.２パーセント増の８億４,４３５万４,７１２円となっており、歳出総額の

８５.９パーセントを占めております。 

 ５８ページ、５９ページをお願いします。 

 ３款１項財政安定化基金拠出金１目財政安定化基金償還金は、平成２７年度から平成２

９年度までの３カ年で財政安定化基金へ償還するものです。 

 ４款地域支援事業費１項１目介護予防・日常生活支援総合事業費は、通所型介護予防事

業及び訪問型介護予防事業などに係る経費となっております。 

 ２項包括的支援事業・任意事業費は、地域包括支援センターの運営及び介護相談員に係

る経費、生活支援体制整備事業費などとなっております。 

 ６０ページ、６１ページをお開きください。 

 ５款１項１目基金積立金につきましては、介護保険基金の利子と平成２８年度決算など

による積み戻し分を積み立てたところであります。 

 ６款諸支出金は、第１号被保険者への介護保険料還付、国庫・支払基金及び一般会計へ

の前年度精算償還金となっております。 

 以上で、認定第４号平成２９年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の説明

とさせていただきます。 
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○議長（高橋利勝君） 次に、認定第５号平成２９年度本別町介護サービス事業特別会計

歳入歳出決算認定について。 

 井戸川老人ホーム所長。 

○老人ホーム所長（井戸川一美君） 認定第５号平成２９年度本別町介護サービス事業特

別会計歳入歳出決算認定につきまして、決算の概要を御説明申し上げます。 

 はじめに、決算資料により介護サービス事業運営の概要と決算の概要につきまして、御

説明をさせていただきます。 

 決算資料の８２ページをお開き願います。 

 本別町介護サービス事業特別会計につきましては、平成１９年度から新たに設けた会計

でございます。これにつきましては、介護保険法に基づくサービス提供に対するものでご

ざいまして、一つ目に施設ということでございまして、特別養護老人ホームの運営費、特

別養護老人ホーム本体、定員５０名、ショートステイ、要介護認定者並びに要支援認定者

並びに障がい者、合わせてショートステイということで５名の定員、及び在宅のサービス

に対する事業でございまして、要介護認定者に対する居宅介護支援事業、要支援認定者に

対する介護予防支援事業の合わせた会計でございます。 

 中段にあります決算の概要でございますが、歳出は支出済額２億８,７４７万５,０００

円で、予算現額２億８,９５４万１,０００円に対しまして９９.３パーセントの執行率であ

ります。 

 歳入は収入済額２億９,１１４万３,０００円で、予算現額２億８,９５４万１,０００円

に対しまして１００.６パーセントの執行率となってございます。 

 それでは、平成２９年度のサービス事業内容でありますが、次の８３ページをお開き願

います。 

 特別養護老人ホームの状況につきましては、施設入所者の年度末の利用者数は定員５０

人に対しまして５０人でございます。内訳につきましては男性１２人、女性３８人となっ

てございます。 

 なお、平成２９年度の入退所者の内訳は、入所者が１５人、退所者が１５人となってご

ざいます。また、平均の利用年数につきましては、３年９カ月となってございます。 

 介護度別の入所者数につきましては、重い介護、要介護４と５と合わせまして３３人で、

全体の６６パーセントを占めております。全体の要介護度の平均につきましては３.９４と

なってございまして、前年度４.１６に対しましては若干低い状況となってございます。 

 次に、ショートステイの利用状況でございますが、１日５人の定員に対しまして、１日

当たり平均利用人数３.１５人の利用となってございます。 

 次に、８４ページをお開き願います。 

 居宅介護・介護予防サービス計画実績状況につきましては、居宅介護支援では、１,１８

７件で対前年度比２０件の減、介護予防支援では、４７８件で対前年度比１２４件の減と

なってございます。 
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 続きまして、決算内容につきまして、歳入歳出決算書の事項別明細書により主なものを

御説明させていただきます。決算書の７１ページ、７２ページをお開き願います。 

 歳入でございますが、１款サービス収入１項１目介護給付費収入は、対前年度比０.７パ

ーセント減の１億９,０１０万５９５円で、歳入総額の６５.３パーセントを占めてござい

ます。そのうち、１節施設介護サービス費収入及び２節短期入所生活介護費収入合わせて

１億６,７６３万９,１３５円、２目自己負担金収入３,１１５万２,４３９円となってござ

いまして、収納率につきましては９９.９９パーセントとなってございます。 

 ３節居宅介護サービス計画費収入は、対前年度比０.９パーセント減の２,０３４万９,０

６０円、４節居宅予防支援サービス計画費収入は、対前年度比２０.２パーセント減の２１

１万２,４００円となってございます。 

 １款飛びまして、３款寄付金収入７２万円は、個人４名の方から御寄付をいただいてご

ざいます。 

 ４款繰入金は、対前年度比３３.５パーセント増の６,４３８万４,４３４円となってござ

います。 

 ５款繰越金は、対前年度比１９.４パーセント減の４６８万９,３００円となってござい

ます。 

 次に、７３ページ、７４ページをお開き願います。 

 ６款諸収入１項１目１節雑入は４万３,９１１円となってございます。 

 ７款財産収入１項財産売払収入１目１節物品売払収入は２万１,６００円であります。 

 次に、７５ページ、７６ページをお開き願います。 

 歳出でございますが、１款介護サービス事業費１項施設介護サービス事業費は、対前年

度比５.１パーセント増の２億５,０１２万７,５１３円で、歳出総額の８７パーセントを占

めてございます。そのうち人件費が、賃金等を含めまして２億３１７万７,８６６円となっ

てございまして、支出総額の８１.２パーセントを占めてございます。 

 飛びまして、１８節備品購入費の内訳につきましては、当初予算で組ませていただきま

した、介護用ベッド２台、回転式移乗ボード２個、さらには御寄付をいただきましたもの

につきましては随時補正をさせていただきまして、褥瘡予防のマットレス等を買わせてい

ただいているところでございます。 

 次に、２項居宅介護サービス事業費、１目居宅介護支援事業費及び７７ページ、７８ペ

ージの２目介護予防支援事業費は、サービス計画作成に伴う経費でございまして、人件費、

居宅介護支援職員４名分を含めまして、対前年度比５.２パーセント増の３,７３４万７,０

９３円となってございます。 

 歳出総額につきましては２億８,７４７万４,６０６円となりまして、歳入歳出差し引き

額は３６６万８,０７３円になってございます。 

 続きまして、６７ページにお戻り願います。 
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 実質収支に関する調書につきましては、歳入総額２億９,１１４万３,０００円、歳出総

額２億８,７４７万５,０００円、翌年度へ繰り越すべき財源については、ありません。し

たがいまして、実質収支額３６６万８,０００円となってございます。 

 以上で、平成２９年度本別町介護サービス事業特別会計決算認定の説明とさせていただ

きます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（高橋利勝君） 次に、認定第６号平成２９年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出

決算認定について、ないし、認定第８号平成２９年度本別町水道事業会計決算認定につい

て、以上３件について。 

 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有君） 認定第６号平成２９年度本別町簡易水道特別会計歳入歳

出決算認定について、決算の概要を説明申し上げます。 

 まず最初に、本別町全体の給水状況について説明をさせていただきます。 

 決算資料の８５ページをお願いいたします。 

 本別市街地の上水道を中心に、４カ所の簡易水道、２カ所の専用水道、勇足西営農用水

道により給水が行われています。 

 本町が管理運営している簡易水道は勇足、仙美里、美里別の３カ所です。 

 農業用防除施設は、美里別及び勇足簡易水道区域内で、１９２基に給水をしております。 

 平成２９年度における総配水量は２４万２,５４５立米、総有収水量は２１万９,４３６

立米、また年度末の給水人口は、前年度比０.０８パーセント減の１,２５７人で、普及率

は前年度より０.９５ポイント増の７８.４６パーセントとなっております。なお、有収率

につきましては、前年度より１.０５ポイント増の９０.４７パーセントとなったところで

ございます。 

 次に、平成２９年度の主な事業と決算の概況につきまして、決算書の事項別明細書によ

り主な内容について歳出から説明をさせていただきます。別冊の特別会計歳入歳出決算書

の９５、９６ページをお願いいたします。 

 １款１項簡易水道費、中ほどの２目維持修繕費１５節工事請負費の主な内容は、老朽化

による機器更新３機種と配水管の移設工事２カ所、計量法による２０１基の量水器の更新

工事を実施しております。 

 ３目基金費は基金の利子を積み立てるもので、年度末の簡易水道基金は１５２万５,７８

７円となっております。 

 ３款公債費は、次のページ、９７ページ、９８ページをお願いいたします。１項公債費

は起債償還の１目元金２目利子で、年度末における起債の未償還元金は５億９,７７７万４,

８５０円となっております。 

 下段の歳出の合計です。予算額１億３,０１６万９,０００円に対し、支出済額は１億２,

８３７万６４５円で、執行率は９８.６２パーセントとなっております。 

 次に歳入でありますが、９１、９２ページをお願いいたします。 
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 ２款１項使用料及び手数料１目水道使用料の収入済額は、前年度比３.９４パーセント増

の４,１４４万４２０円で、収納率は現年度分で９９.８２パーセント、過年度分で１１.６

９パーセントとなっております。 

 次のページ、９３、９４ページをお願いいたします。 

 下段、歳入の合計は予算額１億３,０１６万９,０００円に対しまして、収入済額は１億

３,０６４万７,１５１円となっております。 

 続きまして、８４ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でありますが、歳

入歳出差し引き額２２７万６,０００円が実質収支額となり、翌年度へ繰り越すこととなっ

ております。 

 以上で、平成２９年度本別町簡易水道特別会計決算の説明とさせていただきます。 

 次に、認定第７号平成２９年度本別町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について、

決算概要を説明申し上げます。 

 まず最初に、本別町全体の下水道の普及状況について説明をさせていただきます。決算

資料の９４ページをお願いいたします。 

 中段になりますが、本町の平成２９年度末における下水道の普及状況につきましては、

処理区域面積が２８７.３ヘクタール、管路延長が５万１,５３７メートル、世帯数が２,９

０５戸、人口が４,８２１人となっております。 

 また、下水道普及率は６６.８５パーセント、水洗化率は９１.３１パーセントとなって

おります。 

 なお、浄化槽を含めました汚水処理人口は５,９７３人となっており、汚水処理人口普及

率は８２.８２パーセントとなっているところでございます。 

 次に、平成２９年度の主な事業と決算の概要につきまして、決算書の事項別明細書によ

り、主な内容について歳出から説明をさせていただきます。 

 別冊の特別会計歳入歳出決算書の１１２、１１３ページをお願いいたします。 

 １款総務費２項施設管理費２目処理場管理費１３節委託料の内、業務委託料の３,７７８

万５,３０８円の内訳は、処理場の維持整備業務委託料３,１８１万６,８００円、汚泥処理

業者による運搬処理委託料が４７１万９,１６４円、汚泥利用組合への運搬委託料が８１万

７,３４４円と、コンポスト運搬委託料が４３万２,０００円となっております。 

 次のページ、１１４、１１５ページをお願いいたします。 

 ２款土木費１項下水道費１目下水道新設費１５節工事請負費６,１９０万５,６００円の

内訳は、マンホール改修工事及び汚水管渠新設工事４０５万円、終末処理場の機器、汚泥

貯留槽外８機種の更新工事を５,７８５万５,６００円で実施しております。 

 ２目個別排水処理施設新設費１５節工事請負費は、合併処理浄化槽１５基分の新設工事

費でございます。 

 ３款１項公債費は起債償還元金、利子で、年度末における起債の未償還元金は２６億４,

９６７万６,２１１円となっております。 
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 下段の歳出の合計ですが、予算額は４億９,８６１万２,０００円に対し、支出済額が４

億９,５５８万７,７５６円で、執行率は９９.３９パーセントとなっております。 

 次に、歳入でありますが、１０８、１０９ページをお願いいたします。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料１目公共下水道使用料の収入済額は６,７０６万５,２

７４円で、収納率は現年度分で９９.５６パーセント、過年度分は３１.０６パーセント、

２目の個別排水処理施設使用料は調定額１,１６１万５,５７８円で完納されております。 

 次のページ、１１０、１１１ページをお願いいたします。 

 下段の歳入の合計は、予算額４億９,８６１万２,０００円に対し、収入済額は４億９,９

０９万５,２１８円となったところでございます。 

 次に、１０４ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書でありますが、歳入歳出差し引き額は３５０万７,０００円となっ

ており、翌年度に繰り越すこととしております。 

 以上で、平成２９年度本別町公共下水道特別会計決算の説明とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝君） 暫時休憩をいたします。 

午前１１時５５分 休憩 

午後 １時３０分 再開 

○議長（高橋利勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 提案説明を続けてください。 

 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有君） 認定第８号平成２９年度本別町水道事業会計決算認定に

ついて、決算の概要を説明申し上げます。 

 別冊になっております水道事業決算書の１１ページをお願いいたします。 

 平成２９年度における水道事業の概要ですが、給水戸数は２,６６４戸、給水人口は４,

８９５人、総配水量は５４万１,６３６立米、総有収水量は前年度比１.０２パーセント減

の４４万２,２９５立米です。有収率は８１.６６パーセントとなっております。 

 次に、１４ページをお願いいたします。 

 平成２９年度の主な工事でございますが、本別町浄水場・上水道配水施設機器更新工事

により、浄水場の現場操作盤３面と配水施設のテレメーター、遠方監視装置の３施設間の

機器更新を行ないました。 

 また、平成２９年９月１８日の台風１８号の豪雨災害により、第１取水施設の一部が被

災し、復旧工事を進めてまいりましたが、平成３０年３月８日から９日の大雨により、年

度内の完成ができなくなったため、翌年度へ繰越をしております。 

 水道管工事につきましては、南広場水道管整備工事を行ない、配水管延長は４８７.８８

メートルの増となったところでございます。 

 １５ページになります。計量法による量水器更新工事により、４６４個のメーター機器

の取替えを行なっております。 
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 次に、決算の概況について説明させていただきます。１ページ、２ページにお戻りくだ

さい。 

 （１）の収益的収入及び支出は、消費税込みの数字となっております。 

 収入の総額では、前年度比３.３６パーセント増の１億７,１１６万５１８円となってお

り、内訳は水道使用料が主な１項営業収益では、前年度比１.１４パーセント減の１億２,

１６３万２,７７４円、２項営業外収益では、前年度比１６.３８パーセント増の４,９５２

万７,７４４円となっておりますが、増額の主なものは一般会計からの補助金が対前年７３

９万円の増によるものでございます。 

 次に、支出の総額ですが、前年度比３.５１パーセント増の１億６,８３５万３,９０３円

となり、１項営業費用は、固定資産減価償却費、固定資産除却費等の増により、前年度比

２.７９パーセント増の１億５,２１１万５,２５５円となり、２項営業外費用は、消費税納

付の増により、前年度比１０.８７パーセント増の１,６２３万８,６４８円、３項の特別損

失はありませんでした。 

 なお、税抜き額の明細は２０ページから２７ページに記載しておりますが、説明は省略

をさせていただきたいと思います。 

 次に、３ページ、４ページをお願いいたします。 

 （２）資本的収入及び支出につきましても、消費税込みの数字となっております。 

 収入の総額は、水道管整備や機器更新工事、平成２８年度発生災害復旧事業の減及び平

成２９年度発生の災害復旧事業の翌年度繰越による企業債、国庫支出金の減により、前年

度比５９.４８パーセント減の４,０９０万円となっております。 

 支出の総額では、前年度比３９.４８パーセント減の１億７１６万３,４１７円で、内訳

は１項建設改良費では、主に工事請負費の減により前年度比５０.３１パーセント減の７,

１００万４,２６０円。なお、平成２９年度発生の災害復旧費２,５５９万６,０００円は翌

年度へ繰越をしております。２項企業債償還金では、前年度比５.８１パーセント増の３,

６１５万９,１５７円となっております。 

 資本的収支では、６,６２６万３,４１７円の不足額が生じましたが、当年度・過年度分

損益勘定留保資金６,１２５万８,９６０円と、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額５００万４,４５７円で補填をいたしました。 

 なお、税抜き額の明細は２８ページ、２９ページに記載しておりますが、説明は省略を

させていただきます。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 損益計算書でありますが、消費税抜きの数字となっております。 

 １の営業収益は給水収益が主で、合計では前年度比１.１５パーセント減の１億１,２６

３万５,１０２円となっております。 
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 ２の営業費用は、合計で前年度比２.９０パーセント増の１億４,９９５万７,０１５円と

なっております。３の営業外収益は、前年度比２１.４３パーセント増の４,９５２万７,３

００円となっております。 

 ４の営業外費用は、企業債利息が主でありまして、前年度比３.０２パーセント減の１,

６３２万８,７１８円となっております。５の特別損失は、ありません。 

 なお、平成２９年度末における未償還元金は９億６,３９９万９,３６６円となっており

ます。 

 また、全ての項目を差し引きますと、当年度は４１２万３,３３１円の純損失となったと

ころでございます。 

 ６ページから１０ページまでの剰余金計算書、剰余金処分計算書、貸借対照表、注記表

につきましては、説明を省略させていただきます。 

 次に、１６ページをお願いいたします。 

 下段に記載されています、供給単価と給水原価でありますが、１立米当たりの供給単価

は対前年２２銭増の２５４円、給水原価は経常費用の増及び有収水量の減によりまして、

対前年８円７７銭増の３４２円９４銭となっております。 

 以上で、平成２９年度水道事業会計決算の説明とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝君） 次に、認定第９号平成２９年度本別町国民健康保険病院事業会計

決算認定について、提案理由の説明を求めます。 

 藤野病院事務長。 

○病院事務長（藤野和幸君） 認定第９号平成２９年度本別町国民健康保険病院事業会計

決算認定について、決算の概要を御説明いたします。 

 決算書の１１ページをお願いいたします。 

 平成２９年度の病院事業報告書から説明させていただきます。 

 １、概況の（１）総括事項でありますが、平成２９年度における病院事業会計の決算は、

損益勘定において、消費税抜きで、収入１１億３,３０５万４,１３９円、消費税込みでは

１１億３,６８７万９,７９０円、このうち一般会計からの繰入金は昨年度比２,８５８万９,

０００円減の３億２,９９５万４,０００円であります。 

 支出は１２億６,５２７万４,９１９円となり、差し引き１億３,２２２万７８０円の損失

をもって終了したところであります。 

 また、資本勘定につきましては、消費税込みで収入１億６,３５６万５,８９２円、支出

１億９,３９６万４,２２７円で、差し引き３,０３９万８,３３５円の不足額を生じたとこ

ろであります。 

 次に、１３ページをお願いします。 

 ２、工事、（１）建設工事の概況、②器械及び備品購入費は、電子カルテシステムなど８

品目１７台、消費税込みで１億４２８万６,７４４円の器械・備品を購入いたしました。 
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 次に、１４ページの３、業務、（１）業務量でありますが、イの入院は、延べ患者数合計

で１７,２７３人、１日平均４７.３人で、前年度比、延べ患者数で２,２７６人、１日平均

では６.２人の増となり、ロの外来は、延べ患者数合計で４万４,３８４人、１日平均１８

２.７人で、前年度比、延べ患者数で２,７３０人、１日平均で１１.２人の減少となったと

ころであります。 

 次、１５ページ、１６ページをお願いします。 

 上段の表（２）事業収入に関する事項でありますが、消費税抜きの数値となっておりま

す。医業収益は９億４,１２４万１,９２７円、前年度比０.５パーセントの増加で、うち入

院収益は４億４７８万６,４６９円、前年度比４.４パーセントの増、外来収益は３億１,８

１０万６,２００円、前年度比３.６パーセントの減となっております。 

 入院収益の増加は、１日平均患者数が４１.１人から４７.３人に増加したことなどによ

るもの、また、外来収益の減少は、１日平均患者数が１９３.９人から１８２.７人に減少

したことが主な要因で、入院は内科、外科、耳鼻咽喉科共に患者数の増加、外来は主に外

科患者数の減少が影響しているものと考えております。 

 その他医業収益は、２億１,８３４万９,２５８円で、ほぼ前年同額。 

 医業外収益は、１億９,１８１万２,２１２円で、前年度に比べ２,９７１万９,２５３円、

１３.４パーセントの減少となりましたが、一般会計負担金３,３４４万５,０００円の減が

主な要因であります。 

 下の事業収入合計は１１億３,３０５万４,１３９円で、前年度比２,４６６万１,３０７

円、２.１パーセント減の決算となったところでございます。 

 下段の表、（３）事業費に関する事項でありますが、医業費用は１２億１,１６５万５,８

１０円で、前年度比５.０パーセントの増となりました。内訳は給与費が７億８,５３８万

５,１０３円で、前年度に比べ５,４０３万１,１５５円、７.４パーセントの増であります

が、うち給料が２億９,７３１万２,９０７円で、前年度比１,９１４万９,８６６円、６.９

パーセントの増、手当が１億８,１０４万３,５５５円で、前年度比１,７２６万３,０８９

円、１０.５パーセントの増、賃金が１億１,３７６万９,９５９円、前年度比８９７万６９

１円、８.６パーセントの増となったためです。 

 材料費は１億５,２６０万４,３９３円で、前年度比４.２パーセントの増でありますが、

うち、薬品費が７,４０４万２,１０３円、前年度比４６２万９,９９７円、６.７パーセン

トの増となったためです。 

 経費は１億９,５７９万５,５０２円で、前年度比１８５万８,６２１円、０.９パーセン

トの減であります。 

 減価償却費は、器械備品減価償却費の減により７,００２万６,９６５円となり、前年度

比２７７万８,２８５円、３.８パーセントの減です。 
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 資産減耗費は３６９万２,８８５円で、前年度比１５２万８,１７７円、７０.６パーセン

トの増でありますが、固定資産除却費が１６４万４,２３０円、１１９.８パーセントの増

となったのが主なものです。 

 医業外費用は、５,３６１万９,１０９円で前年度比１５５万５４２円、３.０パーセント

増となりました。 

 下から４段目、特別損失は、支出ありません。 

 以上、事業費合計は１２億６,５２７万４,９１９円、前年度比５,９３２万３,３２６円、

４.９パーセント増の決算となったところでございます。 

 次に、戻りまして５ページをお開きください。 

 財務諸表の平成２９年度の損益計算書でありますが、消費税抜きの数字となっておりま

す。１の医業収益の合計９億４,１２４万１,９２７円から、２の医業費用合計１２億１,１

６５万５,８１０円を差し引いた医業収支は２億７,０４１万３,８８３円の医業損失とな

り、３の医業外収益合計１億９,１８１万２,２１２円から、４の医業外費用合計５,３６１

万９,１０９円を差し引いた医業外収支は１億３,８１９万３,１０３円の黒字となり、事業

収支合計では１億３,２２２万７８０円の当年度純損失となります。 

 一番下段、当年度未処理欠損金は、前年度繰越欠損金１７億８,７９１万８,０５７円を

加えた１９億２,０１３万８,８３７円となります。 

 次に８ページの貸借対照表を御覧ください、資産の部の下段の方になりますが、２の流

動資産合計は１億５,１０１万７,４０３円、次の９ページ、負債の部、４、流動負債合計

は２億３,６５５万２,８５１円で、差し引きマイナス８,５５３万５,４４８円ですが、上

段（２）イの１年以内に償還予定の企業債８,８３８万９,２７０円は、補てん財源を算出

する際には含まれないとされているため、これを除いた流動負債は１億４,８１６万３,５

８１円となり、流動資産が流動負債を上回っており、資金不足という状況とはなっており

ません。 

 次に戻りまして、３ページ、４ページをお願いいたします。 

 資本的収支でありますが、消費税込みの数値となっております。収入の１款資本的収入

決算額は１億６,３５６万５,８９２円で、１項企業債、２項出資金など、器械・備品購入

費及び企業債元金償還等に係る財源として受け入れたものであります。７項寄付金５８万

円は、個人５名からの寄付金でございます。 

 支出では、１款資本的支出決算額１億９,３９６万４,２２７円で、内訳は、１項建設改

良費は１億４２８万６,７４４円で、先ほど事業報告で申し上げました器械備品購入費であ

り、２項企業債償還金８,９０９万７,４７１円は、企業債償還金の元金分、３項投資５８

万１２円は、寄付金及び基金利子を医療施設等整備基金に積み立てたものであります。 

 差し引きいたしますと、資本的収入額が資本的支出額に不足する額は３,０３９万８,３

３５円となりますが、過年度分損益勘定留保資金２,５７１万６,９３７円及び当年度分消
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費税及び地方消費税資本的収支調整額４６８万１,３９８円で補てんしたところでありま

す。 

 以上、平成２９年度本別町国民健康保険病院事業会計決算の説明とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝君） これで、提案説明を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま一括議題となっております、認定第１号平成２９年度本別町一般会計歳入歳出

決算認定について、ないし認定第９号平成２９年度本別町国民健康保険病院事業会計決算

認定について、以上９件については、議長及び議会選出監査委員を除く１０名の委員をも

って構成する、平成２９年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉会中

の継続審査としたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま一括議題となっております、認定第１号平成２９年度本別町一般

会計歳入歳出決算認定について、ないし認定第９号平成２９年度本別町国民健康保険病院

事業会計決算認定について、以上９件については、議長及び議会選出監査委員を除く１０

名の委員をもって構成する平成２９年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託

し、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 

 暫時休憩します。 

午後 １時５６分 休憩 

午後 ２時０２分 再開 

○議長（高橋利勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

ただいま設置されました、平成２９年度各会計決算審査特別委員会の正副委員長の互選の

結果について申し上げます。 

 委員長に篠原義彦君、副委員長に大住啓一君と決定いたしました。 

 以上、報告といたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 同意第６号 

○議長（高橋利勝君） 日程第１０ 同意第６号教育委員会委員任命について同意を求め

る件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 髙橋町長、御登壇ください。 

○町長（髙橋正夫君）〔登壇〕 同意第６号教育委員会委員任命について同意を求める件に

つきまして、提案理由の説明を申し上げます。 
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 平成３０年１０月２０日をもちまして任期満了となります教育委員会委員について、中

川郡本別町○○○○○○にお住まいの布施耕一さんを、人格、識見とも適任と判断し、引

き続き再任をいたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定

によって、議会の同意を求めるために提案をさせていただきました。 

 御同意をいただきますようによろしくお願い申し上げて、提案理由の説明とさせていた

だきます。 

○議長（高橋利勝君） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、同意第６号教育委員会委員任命について同意を求める件を採決します。 

 この採決は、起立によって行ないます。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝君） 起立者１０人。 

 よって起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、同意第６号教育委員会委員任命について同意を求める件は、全会一致で同

意することに決定されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 意見書案第７号 

○議長（高橋利勝君） 日程第１１ 意見書案第７号核兵器禁止条約の日本政府の署名と

批准を求める意見書を議題とします。 

 提案趣旨の説明を求めます。 

 阿保静夫君、御登壇ください。 

○１０番（阿保静夫君）〔登壇〕 意見書案第７号核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准

を求める意見書。 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出をします。 

 なお、案文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

 核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書案。 

 国際法史上初めて、核兵器を違法なものとした核兵器禁止条約が、昨年７月７日の国連

会議で国連加盟国の約３分の２にあたる１２２カ国の賛成で採択されました。昨年暮れの

第７２回国連総会では、すべての加盟国に禁止条約の早期署名・批准を呼びかけた「多国

間核軍備撤廃交渉の前進」決議が１２５カ国の賛成で採択され、条約発効を求める機運を

示しました。 
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 核兵器禁止条約は、第１条において核兵器の「開発、実験、生産、製造」及び「保有、

貯蔵」さらに、その「使用」と「使用の威嚇」を禁止し、条約締結国に対し「自国の領域

または自国の管轄もしくは管理のもとにあるいかなる場所においても、各兵器または核爆

発装置を配置し、設置し、または配備すること」を禁止しています。同条約は５０カ国が

批准した時点から９０日後に発効します。 

 ８月９日に長崎市が主催した平和式典に参加したグテレス国連事務総長は、核兵器の完

全廃絶は、国連が最も重視する軍縮の最優先課題であり、すべての国に、核軍縮を約束し、

緊急課題として目に見える前進を開始するよう呼びかけました。 

 核兵器のない世界を望む国内外の広範な世論に応え、唯一の戦争被爆国である日本は率

先して取り組むべきです。 

 よって政府に対し、各兵器禁止条約に早急に署名し、批准されるよう強く求めるもので

す。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 なお、提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、総務大臣です。 

 皆さまの御賛同のほど、よろしくお願いします。 

○議長（高橋利勝君） これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第７号核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書につ

いてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第７号核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書に

ついては原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 意見書案第８号 

○議長（高橋利勝君） 日程第１２ 意見書案第８号日欧ＥＰＡの慎重な審議を求める意

見書についてを議題とします。 

 提案趣旨の説明を求めます。 
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 阿保静夫君、御登壇ください。 

○１０番（阿保静夫君）〔登壇〕 意見書案第８号日欧ＥＰＡの慎重な審議を求める意見書。 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出をいたします。 

 なお、説明は案文の朗読をもってかえさせていただきます。 

 日欧ＥＰＡの慎重な審議を求める意見書案。 

 政府は、７月１７日、日欧ＥＰＡの署名を行い、秋から始まる臨時国会で承認及び関連

法案の審議が行われる見込みとなっています。政府は「対策を講じれば影響は少ない」と

して、農業生産量にも自給率にも影響を及ぼさないとしています。 

 このことは、影響をもたらすことを意味しており、その影響額を含めた内容はいまだに

明らかにされておりません。政府は日欧ＥＰＡがもたらす影響額を明らかにするとともに、

その対策でどこまで緩和するのかを明らかにするべきです。 

 また、日欧ＥＰＡでは豚肉の関税が最終的に７０億円、乳製品は９０億円減収すること

になりますが、その財源は、豚マルキンや生乳生産者補給金の財源となってきました。こ

の財源がなくなっても、豚マルキンや生産者補給金の財源をどうするのかを明らかにしな

ければ、納得できるものではありません。 

 小麦から加工された、パスタやマカロニそして小麦は安く輸入されることになって、北

海道産の小麦の売り先はどうなるのか、またハムやベーコン、乳製品が輸入されると、国

内の加工向け原料が減少することは明らかで、とりわけ北海道は大きな影響を受け、価格

下落が懸念されます。 

 よって、国及び国会においては日欧ＥＰＡの承認並びに関連法案審議は、影響額とその

対策及びマルキン、生産者補給金財源の確保を含めた慎重な審議を行うことを強く求めま

す。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 なお、提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、経済産業大

臣です。 

 皆さまの御賛同のほど、よろしくお願いします。 

○議長（高橋利勝君） これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第８号日欧ＥＰＡの慎重な審議を求める意見書についてを採決しま

す。 
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 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第８号日欧ＥＰＡの慎重な審議を求める意見書については原案の

とおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 意見書案第９号 

○議長（高橋利勝君） 日程第１３ 意見書案第９号地方公務員法及び地方自治法の一部

改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書についてを議

題とします。 

 提案趣旨の説明を求めます。 

 方川一郎君、御登壇ください。 

○９番（方川一郎君）〔登壇〕 意見書案第９号地方公務員法及び地方自治法の一部改正に

おける新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書。 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。 

 なお、案文の朗読によって説明にかえさせていただきます。 

 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と

雇用安定に関する意見書案。 

 ２０１６年に実施した総務省調査によると、自治体で働く臨時・非常勤職員は全国で約

６４万人とされ、いまや自治体職員の３人に１人が臨時・非常勤職員です。職種は行政事

務職のほか保育士、学童指導員、学校給食調理員、看護師、医療技術者、各種相談員、図

書館職員、公民館職員、学校教育など多岐にわたっています。また、その多くの職員が、

恒常的業務に就いており、地方行政の重要な担い手となっています。 

 ２０１７年５月１１日、地方公務員法及び地方自治法の一部改正法が成立しました。新

たな一般職非常勤職員である「会計年度任用職員」は、非常勤職員を法的に位置づけると

ともに、職務給の原則に基づき、常勤職員との均等待遇を求めています。 

 各自治体においては、２０２０年４月の法施行に向けて、任用実態の調査、把握、関係

条例規則等の制定、新たな予算の確保を行う必要がありますが、まだ先という捉えから未

着手の自治体も多くあり、準備不足が懸念されます。 

 つきましては、行政サービスの質の確保と、臨時・非常勤職員の待遇改善、雇用安定の

観点から、次のことが措置されるよう強く要望いたします。 

 記。 

 １、地方公務員法及び地方自治法の一部改正について、改めて制度変更について各自治

体に対し周知徹底するとともに、実態の把握に向けて必要な調査等を行うこと。 
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 ２、新たな一般職非常勤職員制度によって必要となる財源については、地方財政計画に

反映させるなど、その確保を確実に行うこと。その際、自治体が運営する地方公営企業や

地方独立行政法人に雇用される職員もその対象とすること。 

 ３、一般職非常勤職員への移行にあたっては、現に任用されている臨時・非常勤等職員

の雇用確保及び労働条件を維持するよう、各自治体に対し適切な助言を行うこと。また、

人材確保及び雇用の安定の観点から、引き続き検討を行うこと。 

 ４、非正規労働者の格差是正を求める「同一労働同一賃金」の法改正の動向を踏まえ、

パートタイム労働法の趣旨を一般職非常勤職員に適用させるよう、更なる地方自治法の改

正を行うこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 なお、提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財

務大臣、厚生労働大臣であります。 

 議員各位の御賛同を、お願い申し上げます。 

○議長（高橋利勝君） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第９号地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般

職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第９号地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一

般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書については原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 意見書案第１０号 

○議長（高橋利勝君） 日程第１４ 意見書案第１０号林業・木材産業の成長産業化に向

けた施策の充実・強化を求める意見書についてを議題とします。 

 提案趣旨の説明を求めます。 

 黒山久男君、御登壇ください。 
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○８番（黒山久男君）〔登壇〕 意見書案第１０号林業・木材産業の成長産業化に向けた施

策の充実・強化を求める意見書。 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出いたします。 

 なお、案文を朗読し、提案にかえさせていただきます。 

 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書案。 

 本道の森林は全国の森林面積の約４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、林産物

の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるために

は、「植えて育てて、伐って使って、また植える」といった森林資源の循環利用を進める必

要がある。 

 森林の整備を進め、木材を積極的に利用していくことは、山村地域を中心とする雇用・

所得の拡大による地方創生にも大きく貢献するものである。 

 道では、森林の公益的機能の維持増進と森林資源の循環利用の実現に向け、森林整備事

業及び治山事業や林業成長産業化総合対策事業等を活用し、植林・間伐や路網の整備、山

地災害の防止、木造公共施設の整備、林業事業体の育成など、さまざまな取り組みを進め

てきたところである。 

 今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、既存の制度や平成３１年の通常国会で

創設が予定される森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）を活用した地域の特性

に応じた森林整備の着実な推進や、森林資源の循環利用による林業・木材産業の成長産業

化の実現に向けて施策の充実・強化を図ることが必要である。 

 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

 記。 

 １、森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇用の

安定化を図るため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保すること。 

 ２、森林資源の循環利用を通じて林業・木材産業の成長産業化を実現するため、地域の

実情を十分に踏まえ、森林整備から木材の加工・流通、利用までの一体的な取り組みや森

林づくりを担う林業事業体や人材の育成に必要な支援措置を充実・強化すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 なお、提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科

学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣。 

 以上でございます。 

 議員各位の御賛同を、よろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝君） これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第１０号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書について採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第１０号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化

を求める意見書については原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（高橋利勝君） 日程第１５ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題とし

ます。 

 総務、産業厚生、広報広聴各常任委員長から、所管事務のうち、会議規則第７５条の規

程によってお手元に配布しました所管事務の調査事項について、閉会中に継続調査の申し

出がありました。 

 お諮りします。 

 本件、申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、総務、産業厚生、広報広聴各常任委員長から申し出のあった所管事務につ

いて、閉会中の継続調査の申し出は、申し出のとおり決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（高橋利勝君） 日程第１６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題

とします。 

 議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配布しました所掌事

務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 本件、申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定

いたしました。 
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──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１７ 議員派遣の件 

○議長（高橋利勝君） 日程第１７ 議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本件については、会議規則第１２９条の規定によって、お手元にお配りしました派遣内

容のとおり、議員を派遣したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議員派遣の件は、お手元にお配りしました派遣内容のとおり、議員を派遣

することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（高橋利勝君） これで、本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りします。 

 本定例会に付されました事件は、全部終了しました。 

 会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定いたしました。 

 会議を閉じます。 

 平成３０年第３回本別町議会定例会を閉会いたします。 

 御苦労様でした。 

閉会宣告（午後２時３０分） 
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